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【２−１ 開発概要】 

 

  ２−１−１ 教育目標と開発に関する基本的な考え方・シラバス 

    2019 年度に行った４種類の調査（事例調査、企業行政対象調査、教員対象調査、

学生対象調査）の結果を踏まえてまちづくりファシリテーター養成講座の具体的な目

標を以下に定めました。 

 

   ○過発の目指すものと教育目標 

 

     T 型人材増：目的を持ったコミュニケーション力。 

      ○幅広い知識と提案できる専門力。 

       ・ビジネスから法律に至るまでの幅広い内容。 

       ・プロフェッショナルなテキスト執筆者。 

       ・わかりやすいですテキスト構成、幅広く深い参考文献。 

      ○提案できるコミュニケーション能力。 

      ○更なる専門家に繋ぐ能力。 

      ○先行して育ちつつある社会福祉分野地域リーダーと 

繋がり要求に応える建築の専門性を持った人材へ。 

 

    Attitude：素養（態度＋知識・スキル）の育成。 

      ○多様な人と話ができるコミュニケーション力を持った態度。 

       ・Attitude（態度）を育成する実践（体験学習・経験学習） 

        →実践：事例見学、演習、合意形成ワークショップ、 

まち歩きフィールドワーク演習 

      「時間・距離・人」に左右されない教育方法の模索 

        →動画講義、web の利用などに加え能動的学習を取り入れ 

         全国どこでも実施することができる教育方法を模索開発 

 

    Recangnition：社会認知と考え方のイノベーション 

      ○学生・社会への認知、職としての確立へ 

       ・若者から一般の方も理解できる広報ツール 

        →今後の企業・行政・地域との連携も視野に入れた広報ツール 

T

A

R

Technic  &  Theory
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   ○開 発 

    これらの目標を達成するために以下の開発を行いました。 

    特に「時間・距離・人」に左右されない学習方法の模索について意識し、積極的に

オンライン（web 会議）システムを用いた授業運用や動画教材の開発を行いました。 

 

    ・テキスト 

 

    ・動画教材 

 

    ・広報資料 

 

    ・運用マニュアル 

 

 

   ○シラバス 

    このシラバスはまちづくりの実務者がその経験から構想し、その上で 2019 年度で

の行政・企業へのヒアリングから修正を行ない作成されたものです。 

 

  □シラバスの全体構成 

※は実践授業を想定する。 

 

 

■A：建築・デザイン 

12.建築設計における参加型のデザイン 

13.参加型デザインによる実例見学 ※ 

14.リノベーションまちづくり概論 

15.リノベーション技術・実習 ※ 

18.インスペクション・耐震化・不燃化

概論 

19.演習※ 

■B：都市計画 

2.都市計画における住民参加とファシリ

テーターの役割 

3.まちづくりファシリテーターのコミュ

ニケーション力 

4.コミュニケーション技術演習※ 

8.地域特性を活かす規制や法律 

26.空き家空き地活用概論 

27.事例見学※ 

■C：合意形成・ワークショップ 

5.まちづくりの手法① 

6.まちづくりの手法② 

7.ワークショップ演習（KJ法・ｺﾗｰｼﾞｭ）

■D：不動産・経営・税金 

22.建築と不動産 

23.演習※ 

24.今後の不動産業、宅建士の役割 

25.演習※ 

■E：修復・防災・エネルギー 

9.事前復興まちづくり 

10.事前復興まちづくり演習※ 

11.建築･まちづくり事例講義 

16.エネルギーとまちづくり 

17.エネルギーとまちづくりの実践※ 

20.保存・修復とまちづくり 

21.修復実例見学※ 

■総合 実際のまちづくり活動等への体験学習（地域の実情で柔軟に設定） ※ 

■総合 

1.まちづくりファシリテーターとは何か 

28.まちづくりフィールドワーク①※ 

29.まちづくりフィールドワーク②※ 

30.まちづくりフィールドワーク③※ 
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まちづくりファシリテーター養成講座カリキュラム・シラバス 

前

期 

15

コ

マ 

分野・領

域 

番号 実践 プログラム名 内容・狙い 

総合 1 

 

 まちづくりファシリテ

ーターとは何か 

まちづくりファシリテーターの概要を理解す

る 

B、 

都市計画 

2 

 

 都市計画における住民

参加とﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの役割 

都市計画の歴史の中での住民参加、専門家、

ファシリテーターの役割 

3 

 

 まちづくりﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ—

のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 

まちづくりファシリテーターのコミュニケー

ションスキルと実践 

4  

 

※ 

WS 

コミュニケーション技

術演習 

ロールプレイやディベイトを通してコミュニ

ケーションのスキルを習得する 

C、 

合意形成 

ワークシ

ョップ 

5  

 

 まちづくりの手法① まちづくりの目的に応じた手法、参加対象や募集の

方法、実践スケジュールの立て方を理解する 

6  

 

 まちづくりの手法② まちづくりの具体的手法を学ぶ、自己紹介、合意形

成、街歩き、KJ法、コラージュの方法を理解する 

7  

 

※ 

WS 

ワークショップ演習

（K J法・コラージュ） 

KJ法、コラージュを実際に行い、プロセスと

留意点を学ぶ 

B、 

都市計画 

8  

 

 地域特性を活かす規制

や法律 

なぜまちづくりにルールが必要なのかを含

め、地域特性を活かすルール、規制や法律、

まちづくり条例について学ぶ 

E、 

修復・防

災・エネ

ルギー 

9 

 

 事前復興まちづくり 事前復興まちづくり訓練、防災やフェーズフ

リーデザインを理解する 

10  

 

※ 

演習 

事前復興まちづくり演

習 

事前復興まちづくりワークショップの演習 

11  

 

 建築・まちづくり事例

講義 

建築とまちづくりとの関係を事例を通して学

ぶ 

A、 

建築 

デザイン 

12  

 

 建築設計における参加

型のデザイン 

建築設計における参加型の設計プロセスを事

例を通して学ぶ 

13  

 

※ 

見学 

参加型デザインによる

実例見学 

参加型の設計プロセスによってできた事例を訪問、

見学し、利用者へのヒアリングを含め、学ぶ 

14  

 

 リノベーションまちづ

くり概論 

リノベーションとは何か？まちづくりとの関

係、事例を通して学ぶ 

15  

 

※ 

見学 

リノベーション事例見

学 

リノベーションの先進事例について見学を通

して学ぶ 
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まちづくりファシリテーター養成講座カリキュラム・シラバス 

後

期 

15 

コ

マ 

分野・領域 番号 実践 プログラム名 内容・狙い 

E、 

修復・防

災・エネル

ギー 

16  

 

 エネルギーとまちづく

り 

SDGsとまちづくりの関係、エネルギーとまちづく

り、省エネ技術について学ぶ 

17  

 

※ 

見学 

エネルギーとまちづく

りの実践 

オフグリッドの実践事例を通して、エネルギーとま

ちづくりを捉える 

A、 

建築 

デザイン 

18 

 

 インスペクション・耐

震化・不燃化概論 

インスペクション、耐震化と不燃化の技術、方法、

助成制度の仕組を、木造、RC造、S造の構造別に理

解する 

19  

 

※ 

演習 

演習 インスペクション、耐震化と不燃化の技術を用いた

演習を行う 

E、 

修復・防

災・エネル

ギー 

20  

 

 保存・修復とまちづく

り 

保存、修復とまちづくり、歴史的建築物と近代建築

の保存、指定・登録、利活用 

21  

 

※ 

見学 

修復実例見学 保存、修復事例を訪問、見学する。可能であれば関

係者からの説明を受け現状の課題を理解する 

D、 

不動産・ 

経営・税金 

22  

 

 建築と不動産 建築と不動産、経営、税金について理解する 

23  

 

※ 

演習 

演習 建築と不動産、経営等を捉えて、演習を行う 

24  

 

 今後の不動産業、宅建

士の役割 

今後の不動産業、宅建士の役割、マイナス不動産の

活用を学ぶ 

25  

 

※ 

演習 

演習 不動産業の初歩的実務の演習を行い、その特徴と留

意点を学ぶ 

B、 

都市計画 

26  

 

 空き家空き地活用概論 空き家空き地の現状、問題点と課題、その解決策、

行政の対応や助成制度、担い手について学ぶ 

27  

 

※ 

見学 

事例見学 空き家空き地の活用事例の見学 

総合 28  

 

※ 

まち歩き 

まちづくりフィールド

ワーク実習① 

まち歩きのコメントが入ったビデオを見て、まちの

読み取り方を学び、各グループでまち歩きを行う 

29  

 

※ 

まち歩き 

まちづくりフィールド

ワーク実習② 

発表（グループ別でスマホ撮影したもの）とディス

カッション 

30  

 

※ 

まち歩き 

まちづくりフィールド

ワーク実習③ 

提案グループ 修正版グループ 
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 2-3、インスペクション、耐震化、不燃化概論 向田 良文 
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 2-4、建築・まちづくり事例講義 三井所 清典 
 

【第 3 章】合意形成ワークショップ（参加者の心をつかむ） 
 3-1、まちづくりの手法① 阿部 俊彦 

 
 3-2、まちづくりの手法② 連 健夫 

 
 

【第 4 章】不動産・マネージメント系（不動産や経営をとらえる） 
 4-1、建築と不動産 

 高橋 寿太郎 
 

 4-2、今後の不動産業、宅建士の役割 田中 裕治 
 

 コラム 保存と修復、地域のまちづくりに繋げて 大倉 宏 
 

 
【第 5 章】修復・防災・エネルギー系（災害や保存、省エネをとらえる） 
 5-1、事前復興まちづくり 

 市古 太郎 

 
 5-2、保存・修復とまちづくり 渡邉 研司 
 
 コラム 保存修復、地域のまちづくりに繋げて          大倉 宏 
 
 5-3、環境・エネルギーとまちづくり 

 北村 稔和 
 

 5-4、エネルギーとまちづくりの実践 
 湯浅 剛 
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<はじめに> 
このテキストをはじめて手に取った方は、「まちづくりファシリテーター

って、いったい何だろう？と思われるかもしれない。目次には建築や都市

計画、まちづくりやワークショップ、不動産やマネージメント、修復や防

災、エネルギーなど色々な分野のことが書かれている。これは日本の街

が、高度成長社会から低成長社会・成熟社会に移行する中で複合的課題が

表出し、様々な専門分野が協働して解決する時代になってきたという背景

がある。特にまちづくりは、そもそも複合的なものなので分野横断的な知

識や経験が求められ、ファシリテーターという「促進者・調停者」という

人と人を繋ぐ役割が様々な場面で必要になってきたという社会的ニーズが

背景にある。 

当テキストは文部科学省の2019年度「専修学校による地域産業中核的人

材養成事業」（地域課題解決実践カリキュラム）で採択された「まちづくり

ファシリテーター養成講座」事業で制作されたものである。当事業は、こ

のような社会的背景に応えると共に、建築系高等教育機関において、当講

座を実施することによって、既存の建築系の専門性をベースにした上で、

まちづくりファシリテーターとしての拡がりのある知識を得ることによっ

て、他の専門家と協働する力、すなわちスムーズかつ創造的な関係で対応

できる能力のある人材育成を目的とするものである。つまり、建築を軸に

して他の専門性とリンクすることができる「T字型人材」の養成である。 

 建築やまちづくりにおける大きな課題として空き家空き地活用がある。住

宅の新築需要が減ってくる中、空き家や空き地が増え、地域に悪影響を与え

るなど社会問題が表出し、その解決が求められているのである。また中心市

街地における空き店舗問題はどこの地方都市でも商店街活性化の大きなハ

ードルとなっている。いずれも単に、建て替える、リニューアルする、とい

う建築の手立てをする以前の様々な課題を総合的に解決しない限り、具体的

なアクションに繋がらないのである。そこには、経営や不動産、エリアマネ

ージメントなど幅広い知識が求められ、設計行為も新築、改修、増築、減築

などの組合せという、所謂、編集設計という応用技術が求められてきている。

これは建築を単体として捉えることではなく、周囲との関係で捉えることで

あり、おのずと、まちづくり的視点が求められるのである。つまり、これか

らの建築系の技術は、まちづくり活動の一部を担う、結果として担う、一躍
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として担う、という形で活かされるのである。 

 その分野横断的な役割に大切なのは、コミュニケーション力である。これ

は、建築やまちづくりの分野のみならず、あらゆる分野に必要なものであり、

高等教育機関において、それを身につけることにより社会で活躍することが

できよう。この講座は、座学のみならず、実践を大切にしており、演習・見

学・まち歩き・合意形成ワークショップが組み込まれている。このテキスト

はそれらを包括的に扱う手引書ともいえる。知識において広い分野を扱かい、

実践も含めてコミュニケーション力をつけるという狙いがある。ただし、幅

が広いだけに網羅的となるのは当然であり、このテキストの役目はそのきっ

かけを与えることである。各分野において、更に知見を深めたいという方に

は、巻末に推薦図書を掲載しており、それを是非、参考にして貰いたい。従

って、まちづくりファシリテーターとしての「態度」を獲得してもらうこと

がこのテキストの狙いの１つである。 

成熟社会に向かう中で、自己責任や発注者責任の比重が増す中、どのよう

な専門性を持つ建築士であるかが問われる時代になってきている。これは、

お店の商品が、どのようなものが含まれているのか？などの表示が大切であ

ることと同様である。つまり、必要とする者が必要なものを得るための情報

開示なのである。まちづくりの専門性を持つ建築士として、一般社団法人日

本建築まちづくり適正支援機構（JCAABE）が認定する「認定まちづくり適正

建築士」がある。それに繋がるキャリアストーリーとして、当まちづくりフ

ァシリテーター養成講座がリンクしている。この講座を修了すると「まちづ

くりファシリテーター養成講座修了者」となり、その後2年の実務経験を経

て JCAABEに登録すれば、「登録まちづくりファシリテーター」となる。更に

一級建築士を取得すると「認定まちづくり適正建築士」となる、という資格

のキャリアストーリーがある。発注者が、まちづくりの専門性のある建築士、

を求めた時に、その選択における手掛かりになることが期待されているので

ある。 

（一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構、代表理事：連健夫） 
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【序  章】 

まちづくりファシリテーターとは何か？ 
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序章 まちづくりファシリテーターとは何か？   

（連 健夫） 

建築の専門性を持つ促進者・調停者というまちづくりファシリテーター  
「まちづくりファシリテータ

ー」とは、まちづくりに関する

専門家であり、当テキストに

おいて、建築系の専門性を持

ち、まちづくりの知見がある

専門家ということである。「ま

ちづくりファシリテーター養

成講座」を検索すると、社会学

や福祉系の講座に多くヒット

するが、建築・都市計画系は、

数パーセントと少ないのが実

情である。福祉学科を持つル

ーテル学院大学では「地域福

祉ファシリテーターの養成／福祉のまちづくりを協働する人になろう」とい

う講座を三鷹市等の行政と社会福祉協議会の３者が協働して実施している。

ここでは様々な地域活動が行われており、ポイントとして挙げられているの

はコミュニケーション力と実践力である。様々な意見をまとめて、ある方向

性を作る役割である。当テキストにおけるまちづくりファシリテーターも同

様であり、まちづくりに関係する様々な立場を理解し、様々な意見をブレン

ドしながら、ある方向性を作っていく「促進者であり調停者」である。ここ

で大切なのは、まちづくりの主体は住民であり、まちづくりファシリテータ

ーは、「黒子」となり、人を繋ぐ役割を担うのである。また当テキストでの

まちづくりファシリテーターは、専門性を持たない立場で専門家を繋ぐので

はなく、建築の専門性を持った上で、他の専門家と協働し、住民や行政など

異なる立場を繋げるというT字型の専門家を指している。つまり、建築とい

う１つの専門性の上に、横に繋ぐコミュニケーションの手を持っているとい

う意味である。このことにより、他の専門性との創造的な繋がりをフラット

な関係で持つことが可能になる。 

 

まちづくりファシリテーター講座の実施状況 
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異なる立場の間にウィンウィンの関係をつくる 
 まちづくりの主体は住民であり、専

門家はそれをサポートする役割であ

る。住民には様々なバックグラウンド

があり、理解度にも差が出てくるが、モ

ノを判断するためには共有が大切であ

る。そこで、まちづくりファシリテータ

ーは、複雑な話を分かりやすく説明し、

住民の言葉にならないつぶやきから意

味を見出し、簡単な言葉で言い換え、デ

ィスカッションの手助けをする。街には、そこに住む住民、働きに来ている

勤務者、商店主などの経営者、遊びに来る訪問者など様々な立場の人がいる。

その立場の違いを互いに理解しあう手助けをする中で、異なる立場の間に何

らかのウィンウィンの関係を作るのがまちづくりファシリテーターである。 
 
 
まちづくりファシリテーターの態度→上から目線ではなくフラットな目線 

「まちづくり協議会の支援」においては、

まちづくり条例を分かりやすく説明し、

まちづくりビジョンやまちづくりルー

ルを作るサポートの役割がある。そこで

は行政側（まちづくり推進課、まちづく

り課などの担当者）の説明に、時には質

問や解説をして、住民の理解の手助けを

したりする。まちのビジョンを作るために、街歩きをして、街のタカラ（良

い点）と街のアラ（問題点）を見つけるワークショップを行ったりする。そ

こでは、参加者と一緒に街を歩き、これはタカラでしょうかね、これはアラ

でしょうかね、などと問いかけながら、参加者が指摘しやすいように手助け

をする。時には、これは、どちらにするか難しいですね、と言って、参加者

に考えるきっかけ（フック）を与えることもある。 
 
 

様々な立場の人の意見を聞いてまとめる 

 

街歩きで､タカラとアラを見つける 
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ポジティブな雰囲気づくりもまちづくりファシリテーターの役目 
ワークショップに参加した人が、参加の意味を感じ、次回も参加してもら

う必要があるが、つまらないと感じるなどネガティブな印象を持つと次回か

ら来なくなることがある。時には冗談を言って場の空気を柔らげるなどポジ

ティブな雰囲気づくりもまちづくりファシリテーターの大切な役割である。

ここには、専門性を持ってはいるが、上から目線で教える、という態度では

なく、常にサポートするというフラットな態度が求められる。つまり、啓蒙

ではなく対話なのである。もちろん、質問に対しては専門的に応えることは

あるが、この場合、主体である住民からの質問に応えている状況だけに、聞

く耳を持って聞いてもらえるという良さがある。つまり、住民にとっては、

押し付けられた知恵ではなく、納得の知恵となる。 
 

 
 
 

ワークショップでの雰囲気作りは大切 
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住民のつぶやきに意味を見出すまちづくりファシリテーター 
合意形成のワークショップでは、住

民のつぶやきなどから、その意図をく

み取り意味を見出す状況がある。参加

者から意見を言ってもらって、それを

付箋に書き、グルーピングをしながら、

合意を図る KJ 法というやり方がある

が、住民の中には、意見なのか、感想な

のか、曖昧な言葉もあるが、その話の中

から簡潔に意図を反映させた言葉に表

すことが大切である。住民自身が自分の発した言葉がまちづくりファシリテ

ーターによって意味づけられることは嬉しい発見でもある。つまり、まちづ

くりファシリテーターは聞き上手、活かし上手なのである。合意形成におい

て、まちづくりファシリテーターは様々な話の中からストーリーを描いてい

く。つまり方向性を見出していくのである。それでなければ、まとまりがな

く散漫な議論となり、参加者にフラストレーションが残ってしまう。つまり、

住民のつぶやきの中から意味を見出しストーリーを作るのが、まちづくりフ

ァシリテーターの役割である。 
 

行政や専門家の言葉を分かりすく解説する役割 
事前復興まちづくり訓練が、

様々なところで行われるようにな

ってきた。これは災害が生じた時

にどのように対応するかという、

復興まちづくりのシュミレーショ

ンワークショップである。災害が

生じた時、街歩きの中でどこが危

ないか、どこが災害時に役に立つ

復興資源であるか、といったこと

を皆で考えるワークショップであ

る。そこでは行政から災害時の方針や助成制度などの説明があるが、まちづ

くりファシリテーターは、適宜質問をして、住民に理解を促し、議論を掘り

住民の言葉をまとめて発表 

 

行政の言葉を分かりやすく説明する 
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下げたりする。災害に関する専門家が講義をする時には、他の事例をあげて

解説したりするなど、住民目線で理解を深める役割を担う。住民の言葉を手

掛かりに情報やアイデアを提供し、互いの理解の共有を図るのがまちづくり

ファシリテーターであり、このことにより、皆で解決しようという推進力が

生まれる。 
 

 皆で創るあげる喜び、共有する楽しさ、トラブルを解決するやりがい 
まちづくりファシリテーターの役

割は、問題や課題を共有し、皆で解

決案を創ることであり、そこには皆

で達成感を分かち合える喜びがあ

る。苦労やトラブルを乗り越えた場

合はなおさらである。そもそも人は

異なるバックグラウンドを持って

おり、異なっている、という前提か

らスタートすると互いにフラスト

レーションがない。共通点や合意が得られるとすべてがポジティブな雰囲気

となる。まちづくりファシリテーターはワークショップを通して参加者にそ

のことを理解させ前向きな方向に進むように誘導していく。話し合いは時に

は感情的になってトラブルも生じることがある。まちづくりファシリテータ

ーは、それを冷静に解きほぐし、何が問題になっているのかを客観的に解説

することにより、問題点を皆が共有することになる。そのステージを作るこ

とによって、次のステップに進むことができる。多くの場合、大反対をした

り、大演説をしたりなど、トラブルを起こす人が、ワークショップを進める

中で、理解が深まり、頼もしい推進者に変化することはよくあることである。

このようなトラブルを解決するというのもまちづくりファシリテーターの

やりがいでもある。 
 
 
 
 
 

皆で作るプロセスを共有する 
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まとめていく面白さとライブ感覚のだいご味 
  ワークショップは生物であるとよく言われる。予定を立てていてもその

場で様々なことが生じて、思わぬ方向に行くことがある。しかし、それは参

加者の状況による変化であり、それをうまく建設的な方向に進めるのもまち

づくりファシリテーターの大切な役目である。予定はあくまで予定であり、

結論を用意していては、ワークショップをする意味がない。むしろ、そのラ

イブ感覚を大切にして、臨機応変に対応し、より意味のある方向性を創り出

す面白さがある。ポイントは参加者の言葉の中から、建設的な意味を取りあ

げクローズアップしていくことにより、まとまりが自然にできてくるのであ

る。様々な意見がある中で、それをブレンドしながら、ある方向性を見出す

面白さは、まちづくりファシリテーターならではのライブ感覚のだいご味と

いえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

飲み会も大切である 
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様々なしごとに繋がるまちづくりファシリテーター 
さて、まちづくりファシリテーターの勉強をして、将来、仕事はあるのか？

という疑問を持つ方もいるかもしれない。初めてこの言葉を聞いた方は無理

もない。そもそも従来のまちづくりの様々な場面で行政の中、企業の中、専

門家の中で、住民の中、それぞれにおいて、まちづくりファシリテーターの

役割を担っている方がいる。それが成熟社会・低成長社会への移行、高齢化・

脱中央集権化や都市のスポンジ化、参加のデザイン、インターネット社会と

いった社会変化の中で、この役割が益々必要となり、仕事先、就職先のニー

ズは増える状況である。 
 当文部科学省委託事業である「まちづくりファシリテーター養成事業」の

スキームでは、実態調査を経たうえで、当テキストや教材を開発しており、

その実態調査において明らかになったニーズは２つある。１つは、「目的の

あるコミュニケーション能力」である。これは、建築やまちづくりの世界に

進まずとも、どの企業でも求めている能力である。ここでのポイントは単な

るコミュニケーション力ではなく、目的という意図を持ったコミュニケーシ

ョン能力である。この話し合いはどこに向かっているのか、どのようにまと

めるのか、どこに向かわせたいのか、といった状況を客観的に捉えながら、

コミュニケーションをする能力である。２つめは、建築のスキルを持った上

で他と繋がることができるコミュニケーション能力である。言わば「T字型

コミュニケーション能力」である。ある企業の調査インタビューで、大学の

建築学科を出た新入社員で困るのは、自分の作品を作りたがることである。

まずはしっかりクライアントの要望を聞き、その実現に力を注ぐ、そのプロ

セスの中で個性を発揮すれば良いのに、そうではなく自分の世界でまとめた

がるので困る。その指導には、かなりのエネルギーと時間を費やしている、

まちづくりファシリテーターの素養としてのコミュニケーション能力が最

初から備わっているのであれば、とてもありがたい。というのが多くの企業

で聞いた反応である。 
 つまり、従来の建築系学生の就職先である、設計事務所、土木デザイン事

務所、建設会社、工務店、住宅メーカー、デベロッパー、不動産会社、材料

メーカー、住宅機器メーカー、行政、信託系銀行、高等教育機関、鉄道会社、

再開発コンサルタント会社、まちづくりコンサルタント会社、広告代理店な

どにとって、建築の知識＋ファシリテーター能力は、もちろんウェルカムと
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いうことになる。 
もともと建築系はつぶしがきくので仕事先の幅は広いのであるが、それに

加え、今後増える職性・職域として、コミュニティーデザイナー、NPOま

ちづくりセンター、まちづくり会社、地域おこし協力隊、アートコーディネ

ーター、プロダクトデザイナー、社会起業家支援、復興まちづくり、リソー

スコーディネーター、コーポラティブプロディーサー、リノベーションプロ

ディーサー、家守、地域雑誌編集者、プレイワーカー、暮らしの保健室や子

育て支援などがある。これらは、まちづくり活動が持っている分野横断的多

様性であり、一見、建築系とは思えない業態において様々な役割が生じてい

るのである。したがって、今後、更に新しい職種が出てくることは想像に難

くなく、末広がりの状況である。つまり、まちづくりファシリテーターは未

来あるクリエイティブで魅力ある職能なのである。 

 
 
  

まちづくりには様々な仕事がある 
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【第 1 章】 

都市計画系 
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２－２－１－１ 都市計画における住民参加とファシリテーターの役割 

（野澤 康） 

（都市計画の歴史の中での住民参加、専門家、ファシリテーターの役割） 

 

１．近代都市計画の幕開け 

都市というものは、人間が家族に限らない集団で生活をし始めた大昔から

あったものである。狩猟生活から農耕生活に変わり、ひとつの場所に定住す

ることになって都市が形成され始めたと言える。しかし、私たちが現在「都

市計画」と言って日常的に使っている枠組み（ルールやプロセス）は、それ

ほど古くからあったものではない。 

 

きっかけは産業革命 

現在私たちが使っている「都市計画」は、近代以降に生まれ発展してきた、

いわゆる「近代都市計画」と呼ぶものである。その起源は18世紀のイギリ

スにある。世界に先駆けて産業革命が起こったイギリスでは、第二次産業（工

業）が急速に発展してくる。それに伴って、ロンドンのような大都市に続々

と工場が建てられて、生産活動が活発に行われる。工場で働く労働者は、主

に周辺の農村部からやってきた人々である。産業革命が起こったとはいえ、

当時の生産技術は現在のものとは全く異なり、工場からは煙や汚水が今のよ

うに適切に処理されることなく放出された。また、労働者は長時間の労働を

劣悪な環境のもとで強いられ、住まいも人間らしい快適な生活を実現するに

はほど遠いものであった。それでも、農村から都市部への人口流入は後を絶

たず、逆に言えば、劣悪な労働環境・居住環境で病気になったとしても、工

場経営者にとっては労働者不足に困ることはなく、したがって工場や住宅の

環境を改善する必要を感じていなかった。 

 

衛生状態の改善から計画的な都市づくりへ 

工場経営者の考え方を変えさせ、新たな仕組みをつくるきっかけになった

のは、ネズミや飲み水を媒介とした伝染病の流行である。伝染病は、工場経

営者も労働者も選ばずに感染する。誰にとっても脅威となったのである。そ

こで、都市の衛生状態を改善し、こうしたことを未然に防ごうという動きに

なった。イギリスでは、1848年に公衆衛生法（Public Health Act）が制定
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される。つまり、私たちが使っている近代都市計画は、都市の衛生状態を改

善することが最初の目的でスタートしたのである。 

さらに重要なことは、都市の衛生状態を改善するためには、様々なルール

が必要である。つまり、個人個人が自分の土地を好き勝手に使っていては、

風通しを良くしたり、水はけをよくしたり、上下水道管を埋設したり、など

インフラストラクチャーを整備することもできない。都市に住まうみんなが

衛生的で快適に生活し、働くことができるように、個人の土地であっても密

度や高さを制限できるようにすることが、大事だと考えたのである。すなわ

ち、「公共の福祉」（＝みんなの幸せ）のために「私権の制限」（少しずつの

我慢）をするのが、近代都市計画の基本的な考え方なのである。 

図１ ロンドンの劣悪な居住環境の貧民街 

 

わが国における近代都市計画の進展 

近代都市計画の考え方は、明治維新後の日本にも導入された。明治に入り、

外国の都市計画技術を導入し、外国と肩を並べるべく帝都の建設が進められ

る。明治 10年代から東京改造計画（当時は、「都市計画」という語は使われ

ず「市区改正」と呼ばれていた）が盛んに議論されている。そして、1888（明

治 21）年に東京市区改正条例が公布される。これらによって、道路、鉄道、

上水道などの都市の骨格が整備されていく。しかし、その名の通り、東京だ



 32 

け、しかも現在で言えば皇居周辺の都心部のみに適用されるものであった。

その後、1918（大正 7）年になって、東京以外の横浜、名古屋、京都、大阪、

神戸の 5都市にも準用される。そして、1919（大正 8）年には、初めての都

市計画法と、現在の建築基準法の前身である市街地建築物法が制定される。

都市計画的にも近代国家の仲間入りを果たしたのがこの頃なのである。ちな

みに、現在、私たちが使っているのは、1968（昭和 43）年に制定された都市

計画法と、1950（昭和 25）年に制定された建築基準法である。もちろん、そ

の後、何度も改正されているが、原型はこの時のものである。 

図２ 市区改正審査会案 計画図（1885年） 

 

２．都市計画とまちづくり、そしてまち育て 

ここで、前項で出てきた「都市計画」と、本書のタイトルにも使われてい
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る「まちづくり」との関係や言葉としての違いについて考えてみる。 

「都市計画」と「まちづくり」という2つの語、概念には、厳密な定義が

あるわけではなく、また、人によってその用法も少しずつ異なっている。例

えば、2010年まで20年にわたって金沢市長を務めた山出保氏は、その著書

「まちづくり都市 金沢」の中で、『都市計画は、都市計画法にもとづいて

都市のあり方を求める法治の領域』、『まちづくりは、都市計画を含め、枠外

からもまちのあり方を求める自治の領域』と整理し、『まちづくりは都市計

画を包括する概念と言える』と述べている。また、小林郁雄は、編著書「都

市計画とまちづくりがわかる本」の冒頭において、『まちづくりは、地域に

おける、市民による、自律的継続的な、環境改善運動』、『都市計画は、国家

における、政府による、統一的連続的な、環境形成制度』と整理し、まちづ

くりは「運動」と都市計画は「制度」というように整理、区別している。 

このように、まちづくりのほうが都市計画よりも大きな包括的な概念であ

るという理解が、比較的一般に用いられると考えて良い。 

 

つくる時代から育てる時代へ 

さらに、近年では「まち育て」という語も使われ始めている。北原啓司は、

我々が生活するまちは、本来つくって終わりというものではなく、成熟社会

にあってこそ、つくってから、いかに育てていくかが大事であり、それがま

ちの持続性につながるとしている。そして、『つくる時代から育てる時代に、

フローの時代からストックの時代に、Developmentから Managementの時代

に移ってきているということを表現するためにつくった言葉である』と述べ

ている。仮に「まちづくり」や「都市計画」という語を用いたとしても、こ

れからの時代にあっては、こうした北原の言う「まち育て」の概念まで含め

て捉えてほしい。筆者も時々経験することであるが、都市計画に関する行政

資料の中で「まちづくりの終了」という表現を目にする。都市計画事業が完

了することをこのように表現している場合が多いが、「まちづくり」には終

わりはないし、あってはならないと思う。 

さらに、北原は「まちを育てるための参加」を、料理をつくる人と食べる

人になぞらえて表現している。図を見てもらうと理解できると思うが、「ま

ちづくり」での住民参加は、出された料理を褒めたり、逆にそれに文句をつ

けたりするしかできていない。しかし、これからの「まち育て」における参
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加は、場合によっては食べる人が食材を生産して提供する人になり得たり、

調理の途中で味見をして、完成前に注文をつけたりすることもできるなど、

料理がつくられる様々な局面で参加している。これからのまちづくりでは、

このような参加の多様性が求められるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．わが国における住民参加型のまちづくりの系譜 

（1）住民参加のまちづくりは反対運動から始まった！ 

わが国における住民参加型のまちづくりの歴史はそれほど長くはない。世

界的に見てもそうである。わが国では、第二次世界大戦後しばらくは、住む

ところにも困る状況が続いたので、焼け野原にまちを復興し、何とか需要に

見合う住宅を供給することに追われた。 

その後、各都市が復興を遂げて、高度成長の時代を迎えると、暮らしに少

しずつゆとりが出てきて、人々は生活の質にもこだわるようになる。そこで、

行政任せ、開発業者（デベロッパー）任せにするのではなく、自らが住むま

ちのことは自ら考えようという気運が高まり、住民参加型のまちづくりが

図３「まちづくり」と「まち育て」における、まちを「つくる」人と「たべる」人 
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徐々に始まってくる。1970年代後半ぐらいのことである。 

この時代の住民参加は、現在のようにみんなが集まってまちの将来像を議

論するといったものではなく、むしろ公害を発生させる工場や開発業者に対

する反対運動が大半であった。現在でも、高層マンションへの反対運動は全

国各地で行われており、それをきっかけに地域のまちづくり活動に発展する

場合もある。何らかの事象にみんなで反対するのは、対立の構図が明確であ

り、また力を結集しやすい。そのため、多くの人々が参加し、同じ目的・方

向に向かって進んでいくことができたと考えられる。 

住民参加の事例として有名な事例に、神戸市長田区の真野地区、東京都墨

田区の京島 2,3 丁目地区のまちづくりがある。この 2 つの事例も反対運動

が起源であると言える。しかし、それがうまくまちの将来を議論し、計画を

つくる活動に発展する。そして、住民参加でつくられたまちづくりの方針・

計画が引き継がれて、現在でもそれをベースに活動が展開されている。この

ことからも、住民参加の重要性を理解することができる。 

 

住民参加型まちづくりの広がり 

その後、これらの事例を見習って、各地で住民参加のまちづくりが進めら

れている。大きく広がったきっかけには2つあると考えられる。 

ひとつは、1980 年に都市計画法の中に地区計画制度が位置づけられたこ

とである。それまでの都市計画は、主に都市全体のことを決める役割を有し

ていた。しかし、身近なまちの様々な問題が顕在化してくると、そうした都

市全体を対象とする法制度だけでは十分ではなくなってきた。そうした背景

から前述の先進的事例も生まれてきたわけであるが、これを全国的なものに

しようと制定されたのが地区計画制度である。言わば、自分たちのまちのル

ールを自分たちでカスタマイズできる制度である。地区計画を策定するには、

当然、そのまちに住む人々の意向を十分に反映させていく必要があり、策定

プロセスの中に住民参加を盛り込むまちが増えていったのである。 

もうひとつのきっかけは、1992 年の都市計画法改正の中で、市町村の都

市計画に関する基本的な方針（いわゆる都市計画マスタープラン、以下、都

市 MP）の策定が義務づけられたことである。都市計画法第 18条の2第 2項

には、『市町村は、基本方針（都市 MPのこと）を定めようとするときは、あ

らかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ず
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るものとする』と書かれている。また、当時の建設省（現在の国土交通省）

の局長通達等では、さらに踏み込んで住民参加をうたっている。都市 MPに

は法に定める定型はないが、多くの市町村の都市 MPは、大きく全体構想と

地域別構想とで構成されている。そのうちの地域別構想を策定する際に、特

に各地域の住民の参加を得て、十分に意見を集約、合意形成することに努め

ることを求めたのである。 

 

参加から協働へ 

先に住民参加のまちづくりの多くが反対運動から始まったと述べた。しか

し、これからの成熟社会においては、反対や行政への要望・要求だけではな

く、自分たちが自分たちのまちで何をできるのか、どのような役割を果たせ

るのか、などを考えて、建設的な議論をする必要がある。そして、行政、民

間、専門家、住民が適切な役割分担をし、協働していくのが望ましい。住民

も単に意見を言うだけではなく、自らまちのために動く姿勢を持つ時代にな

っているのである。その意味では、もはや「参加」ではないのかもしれない。 

（2）住民参加手法としてのワークショップ 

1992年の都市計画法改正により義務づけられた都市MPの最初の策定時に

全国に普及したのが、現在では当たり前のように行われており、この講座の

主要なテーマでもある「まちづくりワークショップ」なのである。都市 MP

を議論するために集まった市民が議論する方法として、ヘンリー・サノフが

発案した方法などを参考に構築されていったものと言える。 

その後、ワークショップの手法も進化してきている。模造紙と付箋紙とマ

ーカーがワークショップの「三種の神器」とも言え、それだけあれば議論は

できるが、簡単な模型を使ったデザインゲームの手法が開発されたり、ガリ

バー地図のように誰もが参加しやすいような手法も登場したりしている。

様々な手法は文献等で紹介されているので、自分が企画・運営しようとする

ワークショップにどのような手法が最適なのかを考えて、活用してみること

をおすすめする。 

 

ワークショップを成功させる秘訣 

ワークショップが普及し始めたころは、「ワークショップをすれば必ず何

らかの成果が得られる」と考えられがちであった。今ではさすがにそういっ
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た考えでワークショップをすることはないと思うが、初心に帰って心に留め

ておく必要がある。ワークショップは、目的の明確化や目的達成に向けた準

備、当日の運営、成果のとりまとめをきちんとしなければ、何も得るものが

ない、言わば「参加のアリバイづくり」に過ぎないものになってしまうので

ある。すなわち、多くの市民が参加して意見をもらったという事実だけが使

われてしまって、議論の中身が計画づくりやまちづくりにほとんど反映され

ない事例が少なからず見られるのである。 

ワークショップを「参加のアリバイづくり」に終わらせないために、さら

にその結果を最大限に活用して、その後のまちづくりにつなげていくために

は、ワークショップを実施する段階でどのようなことを考えておくべきであ

ろうか。重要なポイントのひとつは、誰（どのような人）がワークショップ

のファシリテーターとなるか、という点である。ファシリテーターの役割は、

市民の議論を進めるだけの進行役・司会者と捉えられがちであるが、それだ

けには留まらない。

むしろ、実施までの

準備や実施後のとり

まとめと次のステッ

プへのつなぎとなる

素材の作成など、表

に見えてこない裏方

作業が多く、そこを

しっかりとやること

が求められる。また、

複数のグループで同

時に議論を進めるワ

ークショップの場合

には、グループ毎の

ファシリテーターが

十分に打ち合わせを

して、共通認識を持

っておくことも必要

とされ、また複数の

 

図４ 1980年に提案された 

真野まちづくり方針（神戸市HPより） 
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ファシリテーターを取りまとめたり、調整したりするコーディネーターを配

置して臨む場合もある。さらに、ワークショップをその場限りで終わらせな

いために、ファシリテーターを務めた人が中心となって、参加した市民とと

もに、ワークショップの成果がどのように計画づくりやまちづくりに生かさ

れていくのか、継続的にウォッチしていくことも必要かもしれない。 

 

 

図５ 1982年に決定された 

京島2，3丁目地区まちづくりの大枠 

（社）全国市街地再開発協会(1998) 

「密集住宅市街地まちづくりガイドブック」 
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４． 都市計画・まちづくりの参加者（プレイヤー） 

住民参加型のまちづくりを進めるにあたって、誰が参加するべきであろう

か。ここでは、いわゆるまちづくりのプレイヤーについて考えてみる。「住

民」と言われると、そのまちに「住んでいる人」を指すことになるが、「ま

ちを使う人」「まちに関わる人」という視点から考えてみる必要がある。で

は、「使う人」「関わる人」にはどのような種類があるだろうか。主なものを

見ていく。ここにあげる人々は、いずれもそれぞれの立場において「まちの

プロ」である。そうしたプロから学び、考え、議論することが、まちづくり

の成功につながる。 

（1）住民（住んでいる人） 

住民参加の主役である。そこに住んでいる人にとって、そのまちが良いま

ちであると言えるかが、まちづくりにとっては最も重要である。ただ「良い

まち」のイメージは、人によって異なる。100人いれば 100種類あると考え

たほうが良い。また「住民」とひとくくりにしても、その中には、年齢、職

業などの社会的立場、居住履歴など多種多様なバックグラウンドを有する人

がいる。住民参加型のまちづくりを進める時には、より多様な住民が参加で

きる仕掛けをつくる必要がある。 

（2）権利者（土地や建物の権利を持っている人） 

土地や建物の権利というと、最初に考えるのが「所有権」である。土地・

建物の所有者である。地権者や地主、家主とも言う。狭い意味で権利者とい

うとこうした人しか含まれないかもしれない。ただ、広く権利者と言うと、

借地・借家権、抵当権を有する人も含まれることになる。ただし、まちづく

りの初動期にここまで入れる必要があるかどうかは、そのまちの特性から判

断すれば良い。借地・借家権を有する人は、前項の住民に含まれていること

が多い。 

（3）来街者（買い物や何らかの用事で訪れる人） 

まちを利用する人である。商業拠点であるまちや観光地があるまちでは、

レクリエーションや買い物などを目的にまちを訪れる。ただし、それほど頻

度が高いわけではない。特に、まちの中に商業施設や集客施設が立地してい

る場合、こうした来街者が主目的を果たす前後にまちを楽しむ仕掛けなどが

あれば、にぎわいを創出することにもつながる。プロセスにずっと参加する

ことは難しいとしても、アンケート調査や街頭インタビューなどで声を拾う
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こと等は、検討の素材として役に立つであろう。 

（4）通勤・通学者 

こちらもまちを利用する人である。勤務する会社や通学する学校があるま

ちは、居住するまちと同じくらい滞在時間が長い。したがって、通勤・通学

先のまちのことをよく知っていて、良いまちになることを期待している人で

もある。時には、その意見が住民の意見と矛盾することもあるかもしれない

が、何らかの方法で、意見を取り入れる価値がある。 

（5）店舗経営者・企業 

地元で店舗併用住宅に居住しながら店舗経営をしている人は、まちづくり

のプレイヤーとしてイメージしやすいし、参加することの重要性も理解しや

すい。しかし、近年、商店街の多くがチェーン店となっており、そこで仕事

をしているのは雇われ店長であることが多い。チェーン店もまちづくりに巻

き込んでいくには、その本社・本部と交渉する必要があり、ハードルも高く

なる。しかし、これからの特に商店街を議論するには、ぜひ参加してもらい

たいプレイヤーである。これは、店舗だけではなく、企業も同じである。前

項で述べて通勤者を多く抱え、通勤者の勤務中・勤務前後の生活は、そのま

ちで繰り広げられるからである。こうしたプレイヤーを巻き込む時に、誰を

選ぶかは難しい。その際には、商店会や商工会などの組織に相談するのも一

案である。 

以上のような属性の「まちに住んでいる人」「まちを使う人」「まちに関わ

る人」が参加して、初めて真の住民参加型のまちづくりが実現する。もはや

「住民」という語があてはまらないとすれば「市民」と言い換えたほうが良

い。この時の「市民」は、□□市の住民という意味ではなく、英語で言えば

citizenの意味の「市民」であり、広くまちに関わる人を内包していると捉

える。 

 

市民・行政・専門家の協働 

このように「市民」が参加してまちづくりを進める時に、「市民」だけで

議論・検討をする場合もあるが、多くの場合は、まちづくりを計画・実施し

ていく中心的な役割を果たす行政（市区町村）や専門家（コンサルタント、

大学教員・学生など）も参加する。行政といっても、都市計画の部署だけで

はなく、検討内容によって様々な部署に参加することが必要な場合もある。
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また、専門家にも様々な種類があるので、どのような専門家を必要としてい

るかを明確にして、適切な人材を探すべきである。専門家を巻き込むには、

費用がかかるので、その工面も自分たちでするのか、行政の力を借りるのか

など、予め検討しておくと良い。 

市民・行政・専門家が協働するまちづくり活動は、近年では一般的なもの

になっている。こうした協働で重要なのは、これら三者が上下関係ではなく

対等の関係にあって、それぞれの役割を果たす必要があるという点である。 

前述のように、市民はそのまちに住んで生活している「まちのプロ」であ

り、まちのことを熟知している。行政は、市民生活のサポート役であり、市

民の意向をくみ取って公共事業のあり方を検討したり、様々な制度を駆使し

て実現を目指したり、民間事業者と市民との間に入って調整したりする役割

を果たす必要がある。そして、専門家は大きな視野を持って、また他地域・

他国の事例などの知見を提供する役割であるとともに、部外者（よそ者）の

立場から、一歩ひいた客観的視点を持って、意見を出していくことが求めら

れる。こうした役割分担をそれぞれがきちんと認識していれば、きっとその

まちづくりはうまくいくであろう。 
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２−２−１−２ まちづくりファシリテーターの 

コミュニケーション力 

（松村哲志） 

（まちづくりファシリテーターのコミュニケーションスキルと実践） 

○まちづくりファシリテーターのコミュニケーション力とは何か？ 

学生グループの会話が耳に飛び込んできた。「M 先輩って、コミュニケー

ション力高いよね！明るく、誰とでもすぐに話せて。あの明るさなら会社で

もすぐに活躍しそうだよね！」確かに明るく場を和ませることは大切なこと

である。しかし、一片の疑問が頭に浮かんでくる。専門学校の教員として企

業の就職担当の方からこんな言葉をよく耳にする。「最近の学生は大人と雑

談して談笑できればコミュニケーション力だと思っている。少し違うのだけ

どね・・・」社会において必要とされるコミュニケーション力（*1社会人基

礎力）を大学、専門学校で育成しようということが指摘されるようになって

10 年以上が経っている。そこで言われているコミュニケーション力の本質

がここで語る「まちづくりファシリテーターのコミュニケーション力」には

ある。ここではその特徴を理解し、今後、実践を通じて習得していくための

基礎と実践での注意点などについて解説する。 

 まちづくりファシリテーターに必要なコミュニケーション能力は以下の

二つがあげられる。 

A：「目的のあるコミュニケーション能力」 

：目的や意図を持ったコミュニケーション力 

B：「T字型コミュニケーション能力」 

：建築のスキルを持った上で他と繋がること 

のできるコミュニケーション力 

そもそも Aと Bは密接な関係を持っている。 

A「目的のあるコミュニケーション能力」を習得 

した上で、建築の専門性を主軸として持ち、幅広 

い講座の実践を実行することでまるで腕が伸びる 

ように B：「T字型コミュニケーション能力」を習得することができる。 

まずは「目的を持ったコミュニケーション能力」の基本となる態度 

(Attitude)を身につけることを目指す。このことは一朝一夕にはいかないも

のである。ある方向性を持った経験を、学習する人がそれぞれ意識や心構え

図ー１ 
T字型コミュニケーショ能力育成のイメージ 

*1 社会人基礎力とは2006年に「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な力」として経済産業省が提唱し

た考え方。これを受けて大学など高等教育機関においてコミュニケーション力の育成が目標とされてきた。 



 43 

を持って積み重ねることで徐々に身についていくものである。そこでまちづ

くりファシリテーターの心構えを学習する第一歩として、まちづくりとはど

の様なものなのか実例を通してその特徴について考える。 

 

○多様な人・内容（シーン）・場（スペース）・枠組：まちづくりの現場から 

まちづくりの現場には本当に多様な人がいる。そして多様な内容（シー

ン）、場（スペース）があり、枠組みがある。筆者がプレイヤーとして参加

している事例、東京都大田区蒲田地域にて行われている「京急プラットフォ

ーム梅森 KOCA」を中心にその周辺に展開し、関係している「ひと・もの・こ

と」を見てみるとそこには様々な人・内容（シーン）・場（スペース）・枠組

みがあることに改めて驚かされる。（図表-２参照）ここに登場する人々は時

には全く反対の価値観を持っている。住んでいる人もいれば仕事で通ってく

るだけの人も、この地域を支える企業の人もいる。人によっては効率を重視

し、人によっては効率とは無関係なことにこだわっている。まるで正反対な

価値観を持っている人が関わってくることが日常の一部として様々なとこ

ろで繰り広げられている。街においては多様な人々と多様な場において多様

なイベントや行為が組み合わされて目的を共有し、作り上げていくことが必

要になってくる。 

 まちづくりにおいて「目的を持ったコミュニケーション能力」の目的とは

正に「まちをどうしたいか？」というビジョンともいえる。その目的（ビジ

ョン）の特徴を理解した上で多様な人たちと対話し、議論し、それをまとめ

上げていくための心構えをまずは理解する必要がある。 
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図−２ KOCA/東京都大田区蒲田に展開する街の「ひと・こと・もの」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＠カマタは点在するﾘｿ ｽーをつなぎあわせエリア全体をｸﾘｴｲ

ﾃｨﾌﾞな環境に変えるミッションであり、不動産、建築、ク

リエーターなどの集まり。 

京急梅森KOCAのｼｪｱｵﾌｨｽｽﾍﾟｰｽに入居するメンバー。ｱ ﾃーｨｽ

ﾄ、建築家、ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻ ｲ゙ﾅｰ、町工場、編集者など。様々な

モノづくりに関わる人々が集う。 

毎月末金曜日に集まるイベント。梅屋敷商店街から食べ物

を持ち込んだりするなど、いろんな意味でゆるい繋がりを

演出。 

KOCAの建設前、計画段階から街を巻き込んだ参加型イベン

トを開催。この場のあり方や今あるポテンシャルをみんな

で考えていく。 

京急線高架下、様々なクリエーションの実験をサポートす

るコワーキングスペースであり、工房があり、インキュベ

ーションスペースである。 

昭和の空気感が漂う商店街。これらの全ての場の中心的な

位置にそれらを繋げるように存在する。この空気こそが全

ての活動に力を与えている。 
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○まちづくりにおける目的（ビジョン） 

：特徴を理解して議論をすすめる上での心がまえを得よう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ﾏｲｸﾛﾃ゙ ﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ始めます。日本中に個性あふれる街がも

っと増えて、自分たちの街を自分たち自身で楽しくする

文化がもっともっと拡がる。 

 

蒲田は昭和の頃から製造業の街であり、今でも多くの町

工場がある街である。クリエイティブな活動の種。様々

なコラボレーションも企画されている。 

KOCAの工房とラウンジを利用してオリジナル椅子の制作

ワークショップなど開催。近所の子どもたちが参加し、

無邪気な笑い声があふれる。 

創業者のためのビジネスセミナーを開催。税金からビジ

ネスプランの作り方など、専門家を招いてセミナーを実

施。 

木造家屋が密集するエリアに突然現れる開かれた空き地

と路地。街の隙間であり、地域に開かれた使い方を探求

する社会実験ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄでもある。 

倉庫を活用した展示の実験場としてスタート。2019年9

月からは特定の倉庫を離れ、大田界隈全体を舞台HE。ス

ペースからプロジェクトへ 

その他 

商店街 

の人  々

近隣住民 

近所の子ども

たち 

近隣に勤務 

京急電鉄 

太田 

観光協会 

大田区産業 

振興課 

   etc 

 

その他 

Ota Art 

 Archives 

KOCA BAZAAR 

工房ｵー ﾌﾟﾝﾃﾞ  ー

KOCA忘年会 

KOCA ｷｯｽﾞﾌ゚ ﾛｸﾞ

ﾗﾑ 

KOCA ﾚｸﾁｬー  

KOCA クラブ活

動 

仲間回し 

   etc 

その他 

ｼｪｱｷｯﾁﾝ 

ﾌｧｸﾄﾘー  

ﾗｳﾝｼ  ゙

仙六屋カフェ 

ブリッヂ 

路地 

町工場 

 

   etc 

※写真はHP,SNSなどを中心に収集している。 

 

   etc 
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１_多様だから面白い、みんなで創るから面白い！ 

まちづくりファシリテーターの持つコミュニケーション力の第一歩の心

がけとしてまず理解しなければいけないことは「まちには様々な人がいる」

ということ。「まちはだから面白いのだ。」というポジティブな立ち位置から

スタートすることが重要である。今後、ワークショップやディスカッション

などの実践を通じてまちの目的（ビジョン）を描いていくことになる。まず

はこのことを思い出して、みんなで創ることに意義があるという心構えから

スタートする。 

２_いい意味での「ゆるさ」を持ちましょう！ 

 目的（ビジョン）を決めるというと一つの方向に絞り切るイメージがある。

それは方向を絞り、その中から選択して、意見を集約していくのが一般的な

方法として認識している人も多いと思われる。しかし、多様な人たちが登場

するまちづくりにおいて議論を進めていく場合は皆の想いを受け取り、共感

を促す。いい意味での「ゆるさ」も必要になってくる。個人の想いを皆で受

け取り、緩やかに束ねていくようなイメージでのぞむことが大切である。 

３_否定せず！意見を盛りだくさんに！ 

皆の意見を引き出してそこから新たな考えに気づくことが目的であるの

で人の意見は否定しない、足し算的に意見をてんこ盛りにすることから始め

ていこう！もしも自分の意見が違ったとしても全て聞いた上で一度受け取

り、その上で別の意見として足していきましょう。そうすることで新たな化

学反応がお互いにおこるかもしれません。 

４_プロセスが大事！ 

 想いを共有するために最も大切なものはプロセスである。その重要な第一

歩が対話である。仲間と対話をして個人もそしてチームも考えを深めていく。

新たな発見もある。新たな気づきを得ることは本当に面白くワクワクする体

験である。次のステップではその気づきを仲間と共有し、共に創り上げてい

く。創り上げることでそのワクワクは喜びに変わる。これらのプロセスを大

事にするためには、自分の思いを押し付けない、決めつけない態度が重要で

ある。最初から方向性を用意するのではなく、フラットな心持ちで臨む。こ

うすることで新たな気づきというワクワク、共に創り上げる喜びが得られ、

その充実感は病み付きになること間違いない。 
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５_未来志向  

ここで語られる目的（ビジョン）はより良い未来に繋がっているべきであ

る。その未来も単に遠い先の夢物語でなく、近い未来、5年後、10年後を思

い描くことも重要である。最近よくさまざまな場面で話題に上がる*2SDG's

も2030年をゴールに設定し、そこまでの道のりを逆算して思い描くことを

行っている。大きな理想的な遠い未来とそこに続く近い未来。そして近い未

来に向けて段階的に何をしていくか？両方を考えることは大変なことかと

思う。夢を語る大胆さを持てる雰囲気を作り、一方でそれに向かって近い未

来にはどういった事を目指すべきなのかという理想と現実を時間の中で行

き来する様な意識付けを仲間に促す必要もある。 

６_街はみんなのもの！だから誰一人取り残さない。 

 SDG's にも全ての人がステークホルダーという考え方が随所に出てくる。

まちは一人の発言力がある人だけのものでも多数派の人たちだけのもので

もない。皆のものだから誰一人取り残さない意識からはじめることが大切で

ある。声は小さいけれど本当に大切なことを言っているかもしれない。小さ

な声に耳を傾け、時には引き出してあげることも重要な事である。そういっ

た声からの対話が思わぬジャンプにつながることもまちづくりにおいては

本当によくある。そのためには様々な方法を使って多様な声を取り入れる仕

組みが必要である。もちろん、雰囲気づくりも大切なので心がけよう。 

７_共有していこう！ 

 目的（ビジョン）は何らかの形で残しておくこと、そしていなかった人と

共有することも重要である。言葉で残していくことと同時に図や写真、絵な

ども使って緩やかに束ねられた目的（ビジョン）を表現して残しておく。こ

の時の表現は完成度を求めるものでは決してない。対話の場にいなかった人

が議論を、感覚を共有できることが一番の目的である。その場にいなかった

第３者が見た時に共有でき、心動かされて一緒に対話が生まれる様に言葉の

チョイスやデザインにこだわることが大切である。 

 

 

 

 

*2 SDG's（持続可能な開発目標）とは2015年に国連サミットで採択された2030年までにより良い世界

を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットから構成され、誰一人取り残さないことを誓っ

ている。日本をはじめ世界で取り組まれている。 
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○さぁ！やってみよう！：態度（Attitude）を身につけるための演習 

―日本工学院専門学校で実施した*3ソクラテスメソッド、対話重視型講義の例― 

ここでは目的を持ったコミュニケーション能力のための態度（Attitude）

を身につけるための演習的課題を紹介する。具体的にどの様に話し合いを進

め、そしてどの様に講義において実践を積んでいくのが良いのか？実践した

事例を元にその準備から注意事項まで見ていく。 

□Step0【講義を受ける上での心構え】 

 この演習の目的は対話を通じて思考力と表現力を身につけることにある。

皆でよく話してそこから深く考えることが一番大切である。単に正解を求め

たり、相手を言い負かしたりすることが目的ではないことをまずは理解する。 

□Step1準備【題材とテーマ】 

 指導者は題材を考え、それについての資料を事前に受講者に配布する。受

講者には資料に目を通し、よく理解をしてくる様に事前に準備を促す。題材

はまちづくりに関する内容が良いのでその資料はテーマとなる場所を決め

てそこを見てくるなどの方法もおすすめである。 

 題材例１_蒲田木造が密集する街を実際に見学 

 題材例２_まちづくりファシリテーターに関す

る漫画 

その際に受講者の中から司会進行役をひとり決

め、それぞれに宿題を出す。 

 ・司会進行役：１_資料をみてその概要説明 

２_質問（テーマ）を用意 

 ・受講者    ：資料を読んでくること 

まだ慣れない受講者が多い場合、最初は司会進行

役を教員が行い、徐々に受講者に任せていく。最

終的にはいろいろな役割を皆が経験することが大切であり、司会進行役にも

挑戦することが重要である。 

【POINT CHECK 1-1】質問（テーマ）は、① YESか NOかで答えられる質問、

②YESでも NOでもどちらも見方によっては正解となりうる内容、③題材の

本質を突く様な質問とすることが大切である。例えば「道を広くして便利に

なることが重要である。Yesか NOか」の様に一方から見れば車が運転しや

写真1_蒲田木造が密集する街 

*3 ソクラテスメソッド とは、教師が一方的に話すのではなく、「問いを立てそれに答える」という対話

に基づく授業を行う形式。思考力と表現力が養われる特徴があり、日本でも法科大学院での教育などに

取り入れられている。 
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すくなり利便性が向上するという利点があるが他方から考えると通過交通

が増え事故が増加するかもしれないというという考えもある。この様にどち

らも正解になりうる内容の方が議論がより深まる。また、街はそんな問題で

溢れているからでもある。YESか NOで回答可能にするのは議論を単純にわ

かりやすくするためである。テーマの決め方で議論の成否も決まってくる。

ぜひ質問（テーマ）決めも重要な学習になるので全ての人が経験するように

する。うまくできることより経験することが大切である。 

 

□Step2導入【解説・テーマ設定】 

 いよいよ実際の演習に入る。まず司会進行役は事前に配布されている資料

について概要を解説する。内容はこの後に出す質問（テーマ）において対話

が活発になることを意識すると良い。その上で質問（テーマ）を発表する。 

 ・題材例１ 蒲田木造が密集する街 テーマ例 

   「見学した様な木造が密集する街は残すべきだ Yes or No」 

 大田区蒲田周辺には写真の様な界隈性溢れる路地空間に木造建築が密集

する昭和を思わせる街並みが今も残っている。これらはヒューマンスケール

があり、濃密なコミュニティを育む場となっている反面、もしもの時の避難

場所の問題や緊急車両通行の問題などをはらんでいる。どちらも見方によっ

ては正解であり、実際のまちづくりではその双方を超えたところにある正解

を皆で共同して創り上げることになる。 

□Step3展開１【対話と記録】 

 10 人前後でディスカッションする。議論する内容は先の質問である。ま

ずは質問に対してファーストインプレッションで Yes派と No派に分かれて

座り直してもらい、そこから一人一人から漏らさず意見を言ってもらう。こ

の時、単に聴いているだけでなく、積極的に声にならない様な意見を引き出

してあげることが重要になる。単に「なぜ？」と深く聴いていくだけでなく、

見方を変えて「いつ？」「何を？」「どの様に？」と具体的に質問をしてみる。

「なぜ、残さないほうが良いのか？」とだけ質問していていると答えに困る

ことがある。「どこを残すべきではないと思いますか？」など質問をして引

き出す工夫を一人一人が意識する。聴いているときは「あ！と思うこと」「ピ

ンとくること」があったらメモに書いておく。後で皆に話して共有すること

も大切である。よく聴いて、深く考え、新しい何かに出会い、共有すること
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で議論は深まっていく。対話の内容は記録係を皆さんからお願いしてホワイ

トボードなどに記録を行う。記録は最も重要な役割の一つで、話したことを

皆で共有しながら進めることが出来る。まずはそのまま生の声を記録する。

その上で発見点や仮説、意見などは色分けなどして分けて記載する。言い換

えると異なった内容になってしまうことがあるので注意する。人数が多い場

合、グループ分けをして対話して、その後、グループごとに発表して全体で

共有する方法もある。司会進行役は進行に加えて議論の交通整理や役割分担、

グループ分けを行いスムーズに対話ができる様に心がける。その際、大切な

ことの一つに明るい雰囲気づくりがある。初対面の場合などは自己紹介をし

てから意見を言ってもらうなど、話しやすい雰囲気作りにも気を配ることが

大切である。 

【POINT CHECK 3-1】グループディスカッションでのルールとポイント 

・否定はしない。まずは肯定すること

で仲間の意見を自分のものにしよ

う。 

・専門用語を使わず知識をひけらか

さない様にする。 

・仲間の言葉は最後まで聞く、遮らな

い。 

・自分の仮説を持ちすぎない。 

・常識的なマナーや倫理は忘れない

様にする。 

【POINT CHECK 3-2】舞台と道具で変わる議論のしやすさ 

会場と道具も議論を盛り上げるためには大切な要素である。教室はできれば

移動机で数名のグループができる配置に変更可能な場所を用意する。グルー

プディスカッションを盛り上げるために記録のための準備も抜かりなく行

う。筆記用具（各色）、模造紙やホワイトボード、カメラ（静止画、動画）、

ポストイットなど対話の記録の手助けになるものを用意する。 

□Step4 【重み付け・まとめ】 

 議論が一段落したところで質問に対しての答えについて大切だと思われ

る意見から番号をつけてみよう。（重み付け）もう一歩考えを深めること、

まとめることに役立つ方法である。最後には YESか NOかについて改めて投

写真2_日本工学院専門学校での授業風景 
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票する。決着はつけるがその答えにそれほど大きな意味があるわけではない。

これは態度（Attitude）を身につけるための演習であり、真剣に議論するた

めの方法習得である。 

□Step5 【役割を変えてみよう！】 

 司会進行役、記録などすべての役割を皆が経験することが大切な演習であ

る。今後、行われる実践含めて恥ずかしがらずにまずは体験することが重要

である。また、同じ課題であえて YESと NOを反転して議論をしてみること

も態度（Attitude）を身につけるのに効果的な手法であるので積極的にトラ

イしてみよう。 

○楽しんで実践あるのみ：経験こそが近道 

 実際にやってみるとなかなかうまくいかないこともある。しかしうまくい

かないなりにも対話を通じて感覚を共有し、何かを作り上げていく過程は楽

しいものである。ここで学習した意識を持って楽しんで実践を経験する中で

スキルは上達する。 

 

□参考文献 

１）持続可能な地域の作り方/筧裕介/英治出版 

２）ファシリテーションの技法/高橋陽一/武蔵野美術大学出版局 

３）図解でわかるファシリテーション/松山真之介/秀和システム 
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２－２－１－３ 地域特性を活かす規制や法律 

（松本 昭） 

（地域特性を活かすルール、規制や法律、まちづくり条例について学ぶ） 

１ まちづくりのルール 

① まちづくりに、なぜ「ルール（約束

事）」が必要なのか？まちは、多くの人が、

住み、暮らし、働いている。安全で快適な

まちをつくり、持続的に経営管理するた

めには、まちに暮らし、まちで活動する

多くの市民や事業者が協力して、より良

いまちにするための、まちづくりのルー

ル（約束事）が必要である。まちづくりのルールには、ｱ) 建物をつくった

り直したりするときのルール、ｲ) 道路、公園・広場、河川など公共施設や

公共空間を整備するときのルール、ｳ) まちを運営したり管理したりするた

めのルールなど、ハード・ソフトの多様なルールがある。こうした多様なル

ールを上手に組み合わせ、まちの魅力を高めていくことが、まちづくりの専

門家の大きな役割である。 

② 「基本ルール」と「地域ルール」 

まちづくりのルールには、

国が定めた法律に基づき、全

国共通の約束事を定めた「基

本ルール（固定ルール）」と、

県や市区町村の条例に基づ

き、地域の価値や魅力を高め

るための「地域ルール（創造

ルール）」がある。より良

いまちづくりには、基本

ルール（固定ルール）」をベースに地域住民の参加を得た「地域ルール（創

造ルール）」も活用しながら進めることが大切である。 

 

 

 

まちづくり条例のワークショップ（八潮市） 

地域ルール 

（創造ルール） 
地域特性や地域住民の意思に 

基づくローカルルール 

基本ルール（固定ルール） 

法律等に基づく全国共通の 

ナショナルスタンダード 

良好な 

まちづくり

の実現 

図表1 地域ルールと基本ルール 
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２ まちづくりのルールの種類 

 まちづくりのルールには、法的性格などから、次のものがある。 

①法律：「法律」は、ナショナルスタンダード（国家的標準）、シビルミニマ

ム（必要最小限規制）の観点から、まちづくりに関する全国共通の基本的ル

ールを国会の議決を経て定めるものである。都市計画法、建築基準法、景観

法などは、法律に基づくまちづくりルールの代表例である。道路法、都市公

園法、都市緑地法、河川法など、まちづくりの基幹となる公共施設の整備等

に関する法律も重要である。また、まちづくりは、地域特性に応じて定める

ものも多いため、法律で基本的事項を定め、その内容や詳細は条例に委任す

ることを定めた事項も多くある。例えば、都市計画法に基づく地区計画の決

定手続や建築基準法に基づく日影規制は、法律に基づき、地方公共団体の条

例でその内容を定めている。 

②条例：「条例」は地域特性を活かしたまちづく

りを進めるため、まちづくりに関する手続や基準

を地方公共団体の議会の議決を経て定めるもの

である。条例は、その立法根拠から、地方自治法

の自治立法権に基づく「自主条例」と個別法（都

市計画法等）に基づく「委任条例」に大別される。

条例に基づくまちづくりのルールとして、「まち

づくり条例」「景観条例」「市民参加条例」「紛争予

防条例」などがある。 

③協定：まちづくりに関する「協定」は、次の二

つがある。一つは、まちづくりのルールに賛同する人たちが、法律の規定に

基づき、民事上の契約行為として「まちづくりのルール」を定める「法律に

基づく協定」、もう一つは、まちづくりのルールを行動規範や努力目標とし

て自主的に定める「自主協定」「紳士協定」と呼ばれるものである。前者の

法律を根拠とした協定には、建築基準法に基づく「建築協定」、景観法に基

づく「景観協定」、都市緑地法に基づく「緑地協定」などがある。一方、「自

主協定」「紳士協定」等は、次の④で述べる憲章・宣言と共通性がある。 

④憲章・宣言・申し合わせ事項：地域のまちづくりの基本的考え方や方針、

姿勢などを「まちづくり憲章」「まちづくり宣言」などとして定めるもので

まちづくり条例パンフレット 

（国分寺市） 
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図表〇 「統治のまちづくり」から「共治のまちづくり」へ 

 

 

銀座デザインルールの冊子 

（銀座街づくり会議・銀座ﾃ゙ ｻﾞｲﾝ協議会） 

ある。一種の紳士協定であり、自発的な適合を求めるもので、絶対的な拘束

力は無い。銀座まちづくり憲章、横浜元町まちづくり憲章など、個性的なま

ちづくりを進めている地域には、まちづくり憲章を定めているところが数多

くある。 

⑤まちづくりガイドライン：良好な景観まちづく

りや市民参加のまちづくり、あるいは特定地区の

まちづくりの進め方など、まちづくりに関する各

テーマや地域ごとのまちづくりの「指針」や「指

標」など、市民や事業者、専門家などにまちづく

りの手がかりを明示するものである。多くのガイ

ドラインは、解りやすくビジュアルにまとめてい

る。景観形成ガイドライン、まちづくりデザイン

ガイドなどが多数作成されている。 

 

■ まちづくりファシリテーターがめざす「共治のまちづくり」へのルールづくり 

 良好なまちづくり、持続可能なまちづくりを進めるためには、行政が法律

等に基づき、地域を運営管理する「統治のまちづくり」ではなく、行政、地

域住民や地域で働く人たちが参加し、連携・協力・分担しあって進める「共

治のまちづくり」が大切である。まちづくりファシリテーターは、この共治

のまちづくりを進める専門家と言える。 

図表2 分権前後における都市建築法制の全体像 
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３ まちづくり条例とは何か 

(1) 「まちづくり条例」とその目的 

 「まちづくり条例」とは、地域特性を生か

した市民主体のまちづくりを推進し、快適な

地域環境を形成するため、都道府県や市区町

村が定めるまちづくりに関する条例を言う。

言い換えれば、地域特性に応じたまちづく

りを進めるための「まちのルール」「まちづ

くりの作法」と言える。まちづくり条例には、次の３つの目的がある。一つ

は、地域における「まちづくり施策」の総合化である。これは、都市計画法、

景観法、建築基準法など、多くの縦割りの法律を市区町村レベルで横断的に

調整して、地域レベルにおけるまちづくりを総合化、体系化して、地域の特

性に応じた制度にバージョンアップするためである。二つは、市民の「参加」

「参画」「協働」のまちづくりシステムの確立である。都市計画法や景観法

などのまちづくり諸法は、優れた諸制度を有しているが、それを活用するた

めの進め方、手順・手続、支援方策など、市民がまちづくりを進めるプロセ

スは、実質、市区町村に任せており、法律もこうした策定プロセスを条例で

定めることを明示している。つまり、市民参加のまちづくりを進めるルール

を条例で定めるためである。これは、法律で全国一律には扱えない領域であ

る。三つは、地域固有のまちづくり課題への取り組みである。各々地域には、

自然的あるいは地形的な特性、歴史的あるいは文化的な背景と蓄積、産業構

国分寺崖線の風景（世田谷区HP） 

図表3 「統治のまちづくり」から「共治のまちづくり」へ 
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造の転換などに基づく地域固有のまちづくり課題が存在している。こうした

地域固有のまちづくり課題に取り組むためのルールをまちづくり条例で定

めるものである。一例として、多摩川の河岸段丘である国分寺崖線の緑地や

湧水を保全するための世田谷区国分寺崖線保全整備条例などがある。このよ

うに、まちづくり条例は、地域を良くする多くの道具を備えたもの、つまり

「地域を良くする道具箱」と言える。 

(2) まちづくり条例の系譜 

地区計画制度(1980)の創設を契機

に、神戸市(1981)と世田谷区(1982)で

始めて制定された「まちづくり条例」

は、バブル期には地価高騰や郊外開発

に対処するため、優れた地域リーダー

のもと、湯布院町(1990)、掛川市

(1991)、真鶴町(1992)などの地方都市

において、特色ある土地利用規制に重

きをおいた条例が制定された。1992 年、市町村マスタープランが制度化さ

れると、マスタープランに描かれたまちの将来像を達成する手段として「マ

スタープラン達成型まちづくり条例」が主流になる。ここでの特色は、まち

づくりの真の担い手である市民に、まちづくりへの参加の機会を多面的に保

障する「参加のまちづくりシステムの確立」に力点が置かれたことである。

豊中市(1992)、鎌倉市(1995)、世田谷区(前掲 1995改正)、箕面市(1996)、

大和市(1998)のまちづくり条例が代表例である。その後、2000 年の地方分

権一括法とこれに伴う都市計画法等の改正により、まちづくり条例は、自治

基本条例とともに、分権推進の規範として大きな役割を担うこととなった。

それは、地方分権と行政から市民への地域内分権を両輪に、市民、事業者、

行政が連携・協力して地域の社会的利益の増進を協働で進める「ガバナンス

(共治)のまちづくり」に応える仕組みを期待されることになる。そして、分

権改革による条例制定環境の拡大を背景に、分権と参加の仕組みを包含した

分権志向の高い総合的なまちづくり条例が、逗子市(2001)、大磯町(2002)、

狛江市(2003)、国分寺市(2004)、練馬区(2005)、八潮市（2011）等で制定さ

れ、今日に至っている。その結果、現在のまちづくり条例は、①市民が主体

的に地域レベルのまちづくりに関わる仕組みを構築したり、あるいは、開発

まちづくり条例のガイドライン 

（真鶴町・湯布院町・掛川市） 
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事業に対する市民関与を保障するなど参加と協働の多様な仕組みを確立し

たこと（参加と協働のまちづくりシステムの構築）。②大規模用地の土地取

引や土地利用転換の機会を捉えて、市民参加の下、まちづくりの協議調整を

行い、地域特性を活かした土地利用の決定プロセスを創出したこと（協議調

整ルールの確立）。③開発事業の審査に処分性を付与して、開発手続と開発

基準に強制力を持たせたこと（処分性の付与）等により、地域に志があれば、

総合性・実効性を備えた強力な自治の手立てを築くことが可能になった。 

 

(3) まちづくり条例の性格と分類 

1) 法的性格（立法根拠）からの分類） 

①自主条例：地方自治法の自治立法

権に基づくもので、代表的なものと

して、自治基本条例 環境基本条例、

まちづくり条例、都市景観条例（景観

法を根拠としないもの）などがある。

地方自治法第 14条では、地方自治の

事務に関して、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができ

る旨が規定されている。 

②委任条例：都市計画法、建築基準法、景観法など個別法の規定に基づくも

ので、代表的なものとして、地区計画条例、建築基準条例、日影条例、 建

築協定条例、景観法に基づく景観条例などがある。 

③複合条例：一つの条例の中に、自主条例と委任条例の双方の性格を併せも

つものである。多くのまちづくり条例や景観条例では、都市計画法や景観法

の委任規定を活用して、地域固有のまちづくりを進める規定（委任条例）と、

地方自治法の自治立法権を根拠に、まちづくりの手続きや基準を独自に規定

（自主条例）するものを併せもっている。鎌倉市まちづくり条例、練馬区ま

ちづくり条例、世田谷区街づくり条例など、住民参加の規定や意欲的な内容

をもつ条例は、こうした複合条例が数多くある。 

2) 内容（対象範囲）からの分類：まちづくり条例は、その内容、対象範囲、

テーマ等から、次のとおり分類できる。 

土地利用調整系…開発事業や建築行為に関する手続や基準など土地利用の

調整に関するもの、環境系…良好な自然環境や都市環境の保全と創出、緑の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくり条例のパンフレット（横浜市） 
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維持保全と創出など、環境に関するもの、景観系…良好な都市景観の形成、

景観まちづくりの推進など、景観をテーマにしたもの、地区まちづくり系…

地区レベルのまちづくりの進め方や支援の方法、あるいは地区レベルのまち

づくりの手続や基準などを定めたもの、市民参加系…市民参加のまちづくり

を進めるための手順、手続、助成や支援などを定めたもの、総合系…上記の

内容を複数含む総合的なまちづくり条例 

3) 性格からの分類 

① 理念条例（基本条例）：まちづくりの理念や基本となる施策など、まちづ

くりに関する基本的事項を定めたものである。一例として、箕面市まちづく

り理念条例（1997）、兵庫県まちづくり基本条例（1998）などがある。 

② 手続条例：良好なまちづくりを進めるための手順や手続を定めたもので

ある。その内容は、次の３つに大別される。一つは、市民参加のまちづくり

を進めるための手順や手続を定めたもの、二つは、都市計画の決定又は変更

に関する手順や手続を定めたもの、三つは、開発事業に関する手順や手続を

定めたものである。一例として、神奈川県土地利用調整条例（1998）、京都

市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例（2000）などがある。 

③ 基準条例：地域特性に応じた良好なまちづくりを進めるため、まちづく

りに関する基準を定めたもので、その内容は、次の 3つに大別される。一つ

は、土地利用や開発事業に関する独自の基準を定めたもの、二つは、都市計

画法の委任に基づき開発基準を条例化したもの、三つは、斜面地建築物など

紛争が懸念される建築物等の立地基準、計画基準、構造基準等を独自に定め

たものである。一例として、川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関

する条例（2003）などがある。 

④ 総合条例：まちづくりに関する理念、手続、基準あるいは市民参加のま

ちづくりの仕組みや支援方策などを総合的に定めた総合性を有する条例を

言う。これには、先進的なまちづくり条例と言われる掛川市生涯学習まちづ

くり土地条例（1992）、国分寺市まちづくり条例（2006）などがある。 

4) 拘束力からの分類：「義務付け条例」と「任意条例」 

  まちづくり条例には、条例制定に伴って、新たに権利を制限し、あるいは

義務を負う「義務付け条例」と、制定された条例を活用するかどうかを市民

や事業者に委ねる「任意条例」の二つがある。 
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5) 提案者からの分類：まちづくり条例は、その提案者から、次の３つに分

類される。一つは、行政の発議に基づき、地方公共団体の首長が提案する「行

政提案」である。二つは、いわゆる「議員立法」「議員提案条例」と呼ばれ

るもので、地方自治法第 112条の規定に基づき、議員定数の1/12以上の議

員が連署で条例提案を行うものである。三つは、いわゆる「市民立法」と呼

ばれるもので、地方自治法第 74条の規定に基づき、有権者の1/50以上の署

名により、条例制定を直接請求するものである。条例を提案者から分類する

と、行政提案に基づく条例が大半であるが、議員立法で制定された条例とし

ては、国分寺崖線から湧き出る地下水を保全するための「小金井市地下水保

全条例」（2004 年）、自転車事故の増加を背景にした「京都市自転車安心安

全条例」（2010 年）、海岸等の公共の場所での深夜花火を規制する「逗子市

夜間花火規制条例」（2006年）などがある。また、市民の直接請求による市

民立法としては、合併の有無や庁舎移転など重要な地域政策の是非を問う

「住民投票条例」が代表的なものである。 

(4) まちづくり条例での取り組み 

○ 湯布院町潤いあるまちづくり条例(1990年) 

リゾート開発を抑制し、自然を生かした保養型温泉地の環境を守る 

○ 掛川市生涯学習まちづくり土地条例（1991年） 

土地に関する学習を推進し、住民、地権者、市で開発・保全の両面の土地 

利用計画を推進 

○ 真鶴町まちづくり条例（1993年） 

美という主観的なものと条例という客観的・権力的なものを結びつけて地域

環境の保全と創造を図る 

○ 府中市地域まちづくり条例（2003年） 

土地取引に先立つ届出及び土地利用構想段階における土地利用調整制度に

より地域共生型土地利用を誘導－ 

〇 国分寺市まちづくり条例 (2004年） 

市民主体のまちづくり、国分寺崖線の保全、分権都市計画の推進等を規定し

た総合性高い条例 

〇 八潮市景観まちづくり条例(2011年） 

地域特性基準適合制度や景観まちづくりの推進等により土地利用調整と景 

観まちづくりを一体的に推進 
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４ 法律に基づく「まちづくりルール」 

(1) 「地区計画」とは… 

地区計画とは、都市計画法に

基づき、地区の課題や特徴を踏

まえ、地域住民と市区町村とが

連携しながら、地区の目指すべ

き将来像を設定し、その実現に

向けてまちづくりに関するルー

ルを定め、まちづくりを進める

手法である。 従って、地区計画

（まちづくりに関するルール）

に適合しない建物などは、建築できない。地区計画は、住民参加のまちづく

り手法の一つで、総合性、詳細性、柔軟性を備えたものであり、我が国で最

も活用されているまちづくり手法である。 

 

(2) 「建築協定」「景観協定」「緑地協定」 

① 「建築協定」とは…建築協定は、建築基

準法の規定に基づき、土地の所有者等の全

員の合意により、建築基準法等の「最低の

基準」に一定の制限を上乗せし、互いに守

りあっていくことを「約束」し、その内容

を市長が認可するものである。認可後の

運営は、地域住民が組織する運営委員会

により行われている。この「約束（ルー

ル）」は、個人の権利を制限するが、一方で、良好な居住地域の保全、魅力

ある個性的なまちづくりの実現に役立つのである。 

図表4 地区計画のイメージ（出典：横浜市HP） 

建築協定住宅地 
（出典：住宅生産振興財団HP） 

図表5 地区計画の策定手続き（出典：西宮市HP） 
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② 「景観協定」とは…景観協定は、景

観法に基づき、土地所有者等の全員の

合意によって、良好な景観形成を図る

ため、建築物の形態意匠、敷地、位置、

規模、用途等の基準や緑化に関する事

項、屋外広告物の基準など幅広く定め

ることができる制度である。 

③ 「緑地協定」とは…緑地協定は、都

市緑地法に基づき、地域住民の自主的

な意志を尊重しながら地域の緑化を推

進しようとするもので、一定区域内の土

地所有者の全員の合意により，樹木等の

種類、植栽する場所，垣または棚の構造

等の必要事項を定め，市町村長の許可を

得て締結される協定である。緑地協定に

は、既にコミュニティが形成されている

住宅地等において、土地所有者等の全員

の合意により協定を締結し、市町村長の

認可を受けるもの（全員協定：45条協定）と、開発事業者が、分譲前に市町

村長の認可を受けて定め、3年以内に複数の土地所有者等が存在することに

なった場合効力を発揮するもの（一人協定：54条協定）の２つがある。 

 

５ 自主的な「まちづくりルール」 

(1) 「まちづくり憲章」とは：まちづくり憲章とは、地域におけるまちづく

りの理念やまちづくりの方針を明らかにし、住民一人ひとりがまちづくりに

主体的に関わっていくための「行動規範・行動目標」を文章化したものであ

る。従って、まちづくり憲章は、地域住民や事業者等に自発的、創造的な遵

守を求めるものであり、個々の開発事業に対する強制力は無いが、大きな影

響を与えることができる。 

 

 

 

緑地協定住宅地（出典：佐倉染井

野緑地協定運営委員会HP） 

市川市若宮二丁目景観協定住宅地 

（出典：市川市HP） 
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田園調布憲章 

 私たちの街田園調布は、大正時代後半に渋沢栄一翁の提唱で、当時ようや

く欧米に現れ始めた”住宅と庭園の街作り”田園都市構想を取り入れ、多摩

川の東側にあたるなだらかな丘陵地帯に、新しく建設されたものです。以来,

私たちの先輩は、この建設の精神と理想に則り、自主的に、平和で公園的な

街作りに励んできました。今では駅前のいちょう並木や各所に見られる桜は

立派に成長し、家々の樹木や生け垣も四季を通じて私たちの目を楽しませ、

暖かく迎えてくれる田園都市に成長しました。 

 私たちは、今日まで築かれてきたわが街の優れた伝統と文化を受け継ぎ、

これからの情勢の変化にも賢明に対処しながら、常に緑と太陽に満ち、平和

と安らぎに包まれ、文化の香り漂うよりよい街作りを目指したいと念願し、

ここに住民の総意に基づく憲章を定めるものです。 

１ この由緒ある田園調布を、わが街として愛し、大切にしましょう。 

２ 創設者渋沢翁の掲げた街作りの精神と理想を知り、自治協同の伝統を受

け継ぎましょう。 

３ 私たちの家や庭園、垣根、塀などが、この公園的な街を構成しているこ

とを考え、新築や改造に際しては、これにふさわしいものとし、常に緑化、

美化に努めましょう。 

４ この街の公園や並木、道路等公共のものを大切にし、清潔にしましょう。 

５ 互いに協力して環境の保全に努め、平和と静けさのある地域社会を維持

しましょう。 

６ 不慮の災害に備え、常日ごろから助け合いましょう。 

７ 隣人や街の人々との交わりを大切にし、田園都市にふさわしい内容豊か

な文化活動を行いましょう。 

（昭和５７年５月１９日制定） 
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② 住民協定：まちづくりに関する「住民協定」は、自治会、町内会などの

単位で、まちづくりに関するルール（約束事）を自主的に取り決めたもので

ある。住民協定の区域内で開発や建築等を行う場合、協定内容を十分尊重す

るとともに、自治会等に対し、届出や協議を行うよう求めている協定もある。

住民協定には、法律的な強制力はありませんが、より良いまちづくりを行う

ための地域住民の申し合わせと位置付けられる。例えば、鎌倉市には、まち

づくり条例に基づく「自主まちづくり計画」（＊〇）という住民協定が 15地区

にあり、住民の自主的なまちづくりルールを行政が支援している。 

 

６ まちのルールづくりに向けた「住民参加」と「合意形成」 

(１) まちのルールづくりになぜ住民参加が必要か？ 

なぜ、まちづくりに住民参加が必要なのか？ それは、まちの使い手が住

民だからである。まちづくりのルールは、住民が暮らすまちを守り、つくり、

育てるという地域社会のルールを定めるものであるから、その主体者である

住民がルールづくりに参加するのは当然である。その意義は、次の３つと捉

えることができる。 

①多様な主体の熟議による「地域固有の公共の福祉」の構築：一つは、住民

参加によるまちづくりが、地域固有の「公共の福祉」を構築する有力な手立

てとなり得ることである。これは、法律で定めた全国共通の一般原則に、地

域固有の「公共の福祉」の存在を住民参加を通して顕在化させ、それを地域

固有のまちづくりルールとして加えることを意味する。全国一律の法律基準

はだけでは、各々の地域の特色や地域住民の意思が反映されていないため、

良質で魅力的なまちづくりを行えないことも多々ある。そこで、その地域な

らでは、まちづくりの進め方や基準を定めるには、住民参加は不可欠である。

市民や地域を基軸にして、まちづくりのルールを定めることは、市民が、行

政に対して優位性を持つ最大の手段である。 

② 「行政的公共性」に「市民的公共性」を付与する：二つは、まちづくり

への住民参加により、行政の価値観に基づくまちづくりに、市民目線、生活

目線、地域環境目線という住民の価値観に基づくまちづくりを加えること、

つまり、「行政的公共性」に「市民的公共性」を付与することにある。「行政

的公共性」とは、公共性の拠り所を「行政の価値観」に求め、これを起点に

政策を立案実行することにある。行政的公共性は、「統治の公共性」と呼ぶ
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こともでき、地域政策を総合的、大局的なあるいは鳥瞰的な観点から取り組

むものである。これに対し、「市民的公共性」とは、公共性の拠り所を「地

域環境」に求め、市民目線、暮らし目線で、市民の生活環境を改善する観点

からまちづくりを考えることにある。「共治の公共性」と呼ぶこともでき、

地域に根ざした活動、丁寧な熟議に基づく合意形成の積み重ねから、公共的

価値を生み出すものである。図表 6に両者の比較を記したが、行政的公共性

が政策の合理性や効率性に重きを置くのに対し、市民的公共性は、市民の主

体的参加による地域資産の保全・コミュニティの形成など地域の固有価値の

尊重に重きを置くことが特徴である。また、行政的公共性と市民的公共性は、

相反・対立するものではなく、両者の価値観を巧みに融合したまちづくりを

行うことが、地域の価値をいっそう高めることになる。 

③紛争の「予防」と「調整」を図る：三つは、住民参加により、紛争の予防

と調整を図ることである。早期かつ計画変更可能な段階での住民参加は、利

害が対立して紛争状態に近い場合に比べ、適切な専門家の能動的関与等によ

り、紛争を予防して建設的な事業調整を行えることが可能となる。図表 6の

社会資本整備における紛争回避の手法を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

④ まとめーなぜ「参加のまちづくり」が必要か。 

図表6 社会資本整備における紛争回避の手法 
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 まちのルールづくりとは、まちづくりの専門家のサポートの下、市民と行

政による協働の地域経営の実践と捉えることもできる。図表 7に、改めて、

なぜ参加のまちづくりが必要かについて、総括図を記載する。 

 

(２) まちづくりにおける「合意形成」とは… 

① 合意形成：まちづくりにおける「合意

形成（consensus building）」とは、ステ

ークホルダー（多様な利害関係者）の意

見の一致を図ることを言う。特に、多様

な利害関係者が、意見交換や共同検討（ワ

ークショップなど）を通じて、多様な価

値観と利害を認め合い、関係者の根底に

ある多様な価値を顕在化させ、意思決定

において相互の意見の一致を図る過程

（プロセス）のことである。また、合意は双方が納得していて意見が一致し

ている状況であるのに対し、同意は他人から出された意見について賛成する

ことを言う。 

 

 
 
 

図表7 なぜ参加のまちづくりが必要か 
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② 合意形成への行動目標：合意形成へ

の行動目標（アジェンダ）は、次の３つ

を明確にすることが重要である。一つ

は、「何を決めるか」という決定事項の

明確化、二つは、「いつまでに決めるか」

というゴール（決定時期）の明確化、 三

つつは、「関係者は誰か」というステー

クホルダー（利害関係者）の明確化、こ

れらの３つの事項を明確し、共有化したうえで合意形成を図ることが大切で

ある。 

③合意形成の特性 

  ｱ) 地域的合意形成と社会的合意形成：「地域的合意形成」とは、ステー

クホルダー（利害関係者）がある程度特定され、あるいは特定できるテーマ

に関する合意形成を言い、顔が見える関係の中で地域的な合意形成を行うこ

とを言う。自治会や町内会などの地域レベルのまちづくりは、地域的合意形

成に基づくものであり、地域住民の理解と協力を得ながら行う。一方、「社

会的合意形成」とは、ステークホルダー（利害関係者）が限定されない、あ

るいは限定できないテーマに関するものを言う。例えば、鉄道建設や広域の

都市計画道路の整備など、ステークホルダーが多数かつ不特定の状況におい

て、社会的な合意形成を図りながら事業を進めるものである。この社会的合

意形成は、必ずしも全員が賛成という状態ではない場合も多く、大多数の市

民に「納得するプロセス」を示す概念であり、「決定内容の適切さ」ととも

に「決定手続の公正さ」も重要な要素になる。 

 ｲ) 公共事業・民間事業と合意形成：次に、まちづくりの内容が公共事業

なのか民間事業なのかにより、合意形成の進め方や特徴も異なる。具体的に

は、道路、公園、河川等の公共施設・公共空間を対象にして、公共事業とし

てまちづくりを行うもの、マンション開発や住宅地開発など民間事業者が行

うまちづくりに対して協議や要望を行うもの、あるいは、市街地再開発事業

や土地区画整理事業のように、公共施設と私有施設を同時に整備する事業に

関するものなど、まちづくりの内容や事業の特性に応じて、合意形成の進め

方や手続が異なることに留意する必要がある。 

 ｳ) 事業の広域性の有無と合意形成：まちづくりの内容が、「広域性を有す

住環境整備計画のワークショップ 
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るもの」と「地域完結型のもの」では、合意形成の進め方が異なることに留

意する必要がある。例えば、統廃合に伴う学校跡地のまちづくりを考える場

合、行政は、全市的観点や財政を含めた総合的な観点から跡地の売却等を含

めて有効活用を考えるが、学校跡地周辺の住民は、跡地を公園、スポーツ施

設、子育て支援施設にしてほしいなど、地域環境や日常生活の改善という観

点から跡地利用を考え、行政に地域の要望を伝える。このように、広域的視

点と地域的視点の双方から検討を要するテーマは、全市レベルの利害と地域

レベルの利害が衝突する可能性があるため、こうした特徴を見極め、適切な

プロセスでまちづくりの合意形成を図る必要がある。 

 一方、住宅地内にある街区公園の老朽化に伴い、公園の再整備を図るよう

な地域完結型のまちづくりの場合、地元自治会、公園利用者、公園隣接住民

など地域レベルの合意形成を図ることにより、事業の目的が達せられること

になる。このように、ステークホルダーがある程度特定される地域レベルの

まちづくりテーマは、地域的な合意形成を図ることにより、事業の実施が可

能となる。 

ｴ) 参加者と決定権者との関係から捉えた合意形成：まちづくりにおける

合意形成を図る場合、 

・ステークホルダー（利害関係人）≠決定権者の場合 

・ステークホルダー（利害関係人）＝決系権者の場合 

の二つがある。前者は、行政が事業主体・決定権者になって、公共施設を整

備する場合、施設利用者、地域住民、納税者の立場から、事業内容について

賛否や意見を表明する場合などが代表例である。一方、後者は、分譲マンシ

ョンの管理組合の活動内容、あるいは建築協定が締結されている住宅地のま

ちづくりルールなどが代表例である。そして、これらに共通することは、住 

民参加を行う場合、全体プロセスの中の立ち位置、決定プロセスの透明化、

決定方法などを予めルール化しておくことが大切である。 

④ 合意形成への工夫 

 ｱ) 賛否の裏に潜む理由を把握する：表面的な賛成反対ではなく、賛否の

裏に潜む利害や理由（属人的事柄、心配事、経済的利害や関心など）を顕在

化させることが大切である。その上で、歩み寄れる内容と歩み寄れない内容

を明らかにすることが求められる。 

 ｲ) 公正かつ透明なプロセスを保障する：合意形成にあたっては、正確な
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情報の公開と提供、合意形成から決定に至る手順や手続の明示など、公正公

平で透明なプロセスを保障して、合意形成への信頼性を常時確保することが 

大切である。 

ｳ) 対立点と共通点の可視化を図る：合意形成にあたっては、対立事項や

相違事項について優先的に合意形成を図るのではなく、対立点と共通点を可

視化して、まずは共有できる事項について合意形成を図ること、そして。対

立事項の中でも、合意できる事項と合意できない事項を顕在化させ、合意形

成の論点を明確にすることが求められる。   

 ｴ) 専門家を活用する：まちづくりの課題の内容や特殊性に応じて、専門

性を活かしながら一案にまとめるコーディネーターや中立性な観点から調

整役を担うファシリテーター等の専門家を上手に活用することも考えられ

る。また、合意形成の内容や特性に応じて、専門家の立ち位置や権限を予め

明確にしておくことも必要である。この点、建築の専門性をもつファシリテ

ーターの役割は大きいものがある。 

 ｵ) 熟議により第三案を見出す：合意形成にあたっては、自説や自らの案

を主張するのではなく、各々の主張や案の特性を踏まえつつ、熟議（熱心な

話し合いにより、検討内容を発展させ、多くのステークホルダーの理解が得

られるような新しい案を作成する取り組み）により、合意形成可能な第三案

を見出す取り組みを行うなど、状況に応じた柔軟な対応も期待される。この

点、建築の専門性を持つファシリテーターの役割は大きい。 
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２−２−１−４ 空き家、空き地活用概論 
（饗庭 伸） 

（空き家空き地の現状と課題、その活用策、行政の対応や助成制度、 

担い手について学ぶ） 

１）時代背景、人口減少社会と土地 
人口減少社会は2008年に始まった。我が国の人口増加が始まったのは明治

維新の頃であるので、それから 150 年ほどかけて、増え続ける人口に対し

て宅地を開発し、都市を拡大してきた、ということである。明治維新の頃の

人口は3000万人ほど、2008年の人口は1億3000万人ほどであるので、差

し引きで 1億人分の新たな都市を 150 年間で作ってきたと考えるとわかり

やすい。 
人口が減っていくと都市の形はどのように変化するのだろうか。都市は中心

から外に向けて拡大してきたので、人口が減る時にはその逆、つまり外から

内側に向かって縮小するのではないかと考えてしまいがちであるが、我が国

の都市は土地を細かく分けて個人や法人に分譲しながら拡大をしてきたの

で、外側に土地や建物を持っている人が、同じタイミングで一斉に土地や建

物を手放さないとそういうことはおこらない。現実的に考えると、都市の内

部のあちこちで、それぞれの人が自身の固有のタイミングで土地や建物を手

放す、つまり一つ一つは小さな土地や建物が、空き地や空き家になっていく

という形で都市は縮小していく。この現象は「都市のスポンジ化」と呼ばれ

ている。 

 

都市の縮小

都市の中心

都市の中心
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（図１ 都市のスポンジ化のイメージ） 
 

都市のスポンジ化は必ず起きる現象である。我が国の土地の所有権は大変に

強く、その土地所有の法制度を簡単に変えることはできないからである。例

えばダイナミックに都市を変えることができない、全体に低密度化が進むの

で、インフラストラクチャー等の維持やメンテナンスの効率は悪くなる、と

いった「都市のスポンジ化」の問題は指摘されている。一方で、良いところ

もたくさんある。都市のスポンジ化の構造を変えることはできないので、私

たちが考えなくてはならないのは、スポンジ化の構造から発生する問題を低

減しつつ、その構造をしたたかに活用し、豊かな暮らしや仕事を実現する都

市をつくっていくことである。その時に本稿の主題である「空き家、空き地

の活用」が中心的な取り組みになってくる。以下では空き地や空き家を活用

した都市計画やまちづくりの方法を整理していきたい。 
 
２）空き家、空き地の何が問題なのか 

では現在のスポンジ化はどのような状況なのであろうか。２０１３年の住

宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は８２０万戸と推計され、全住

宅数の 13・５%であるとされている。およそ８軒に１軒が空き家という計

算になるが、体感的にはそこまでの空き家はない筈である。住宅・土地統計

調査では空き家は外観から判断されるが、自治体が空き家と目される住宅の

所有者に調査をすると、その数は大幅に減少することが知られている。一見

して空き家であっても、所有者は物置として使用しており、月に一度は手入

れにやってきているとか、所有者が高齢者向け住宅に入居しており２拠点で

暮らしている、といったような状況がたくさんあるからである。人口が減少

し、さらに世帯数の減少が始まった都市では空き家の数は増えていくことは

間違いない。しかし、実際の空き家化は、外から見た目と所有者の意向にズ

レがあるように、ゆっくりと進み、それは目に見えにくい。それは急激な破

滅的な変化では無く、大きな都市問題を引き起こすことも無さそうだ、とい

うことが筆者の見立てである。 
都市が拡大するときに起きた都市問題と、縮小する時に起きる都市問題の本

質は異なる。都市の拡大期には「過密」の状態、つまり都市空間が不足して

いるところに人口が集中してしまい、そこに防災や公衆衛生などの都市問題
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が発生した。防災や公衆衛生の問題、具体的には例えば火災に対してリスク

の高い市街地や、伝染病が広がりやすい市街地は、そこに暮らす人たちの命

に関わってくる。それ故に都市計画は公共投資をつぎ込んで道路や公園をつ

くったり、スラムを公営住宅に建て替えたりしてきたのである。しかし、都

市の縮小期には「過密」とは全く逆の「過疎」の状態、人口に対して都市空

間が余ってしまう状態が出現する。 
では過疎はどのような都市問題を発生させるだろうか。わかっていることは

少なくとも過密が原因で発生した火災の延焼や伝染病のリスクは、過疎によ

って低減されていくということである。過密は間違いなく都市の拡大期に現

れた強敵であったが、その強敵が去った後にあらわれた過疎が強敵であるか

ははっきりしないし、そもそも敵ですらないかもしれない。スポンジ化は、

これまで過密であった日本の都市の環境を改善する福音であるかもしれな

い。スポンジ化が敵であろうと味方であろうと、人口減少が抗うことができ

ない大きなトレンドであること同様に、スポンジ化も抗うことができない大

きなトレンドである。空き地や空き家を減らす、全てを利用された状態にす

る、ということは不可能であり、都市計画やまちづくりも、そこに、例えば

「このまちの空き家率を 10%下げる」というような無理な目標を立てるべ

きではないだろう。空き地や空き家の解消を課題とするのではなく、空き地

や空き家を使ってその地域でどのような都市計画やまちづくりが可能か、つ

まり、スポンジ化の解消を都市計画の課題とするのではなく、スポンジ化す

る都市の構造にあわせて都市計画をどう実現していくか、空き地や空き家を

手段として捉えるような発想の転換が必要である。次項からはその具体的な

方法を整理していこう。 
 
３）空き家、空き地の実態 

①空き家、空き地の実態 
まず空き家や空き地の実態を知っておこう。どのような問題も地域による差

があるが、空き地や空き家のあらわれかたにも地域差がある。 
空き地については目に見えるのでその実態を知ることは難しいことではな

い。google mapsなどで公開されている航空写真を見るだけで、どこが空き

地なのかを簡単に知ることができる。一方の空き家は、屋根に「空き家であ

る」と書いてあるわけではないので、航空写真から見つけることはできない。
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その実態を知るには、実際にまちを歩いてみて、一つ一つの住宅を見ていく

しかない。表札がない、庭木が手入れされずに繁茂している、郵便受けが閉

鎖されている、雨戸が閉まりっぱなしになっている、窓ガラスや屋根の一部

が壊れているといったことが空き家を見るときの一つの目安になる。一見す

ると空き家だとわからないことも多く、まちを歩くだけでは正確な把握は難

しいが、おおよその密度をつかむことができる。 
空き家や空き地の問題は全体の宅地に占める割合（空き家率や空き地率）で

表現されることが多い。しかし、例えば 10%を超えると危険であるとか、

20%を超えると手遅れであるといったように、その割合の意味は学術的に

は定義されていない。前述の住宅・土地統計調査では 13・５%という全国

平均が明らかにされているので、7～8軒に 1軒程度の空き家や空き地があ

るかを一つの目安にしておくとよいだろう。 
なお、空き地について注意しておかないといけないのは、一度も住宅が建

ったことがない宅地が少なからず存在しているという事実である。土地が

分譲されたあとに一度も住宅が建ったことのない土地が多くあるのであ

る。特にバブル経済期の末期である1990年代の前半には、土地の値段が

上がる前に土地だけを購入しておこう、という購買行動をとる人が存在し

た。バブル経済期までは土地の値段は際限なく上がっていくと考えられて

いたので、購入しておいても損をすることがないし、いずれ自分が家を建

てる時にも使うこともできる、という損得計算である。しかしバブル経済

が破綻し、土地の値段が下がって売れなくなったこと、そして景気の悪化

により住宅を建てる力もなくなったこと、所有者が住宅をもつ必要性がな

くなったことなど、複数の理由で一度も建物が建てられなかった土地が存

在しているのである。これは人口減少にともなって住宅が空き家空き地と

なる、という現象とは異なる現象であり、その意味を慎重に判断しなくて

はならない。こうしたことを理解するためには、古い航空写真と現在のも

のを見てみることが有効である。古い航空写真は国土地理院が公開してい

る「地図・空中写真閲覧サービス

（https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1）」でみることができるの

で、活用するとよいだろう。 
 
②空き家、空き地と都市の新陳代謝 
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こうした、空き家、空き地の実態の前提としなくてはならないのが、どちら

も常に変化している現象であるということだ。苦労してある町の空き家を調

査してその実態をまとめたとしても、半年後にその空き家があっさりと取り

壊され、新しい住宅が建ってしまう、ということはよく起きる。都市にある

土地や建物は所有者が変わったり、建て替わったり、常にゆっくりとした新

陳代謝の中にある。空き家も空き地も、その新陳代謝の一つの段階に過ぎず、

それ自体は不健康な状態というわけではない。 
その新陳代謝は、商業地の場合は商売の盛衰に、住宅地の場合はそこに住む

人たちの家族構成の変化に規定される。人口が減少したからといって、すぐ

に空き家や空き地が増え、新陳代謝がはじまるわけではない。5年に一度の

国勢調査の結果がウェブサイトで公開されているため、町丁目ごとに、５年

ごとに人口がどう変化しているのかを知ることはできるが、もしそれであな

たの住む町の人口が減っていたとしても、空き家や空き地は一つも発生して

いないかもしれない。例えばある町に1000戸の住宅があり、そこに夫婦と

3 人の小学生がいる家族が住み始めたとしよう。5人家族*1000戸であるの

で人口は5000人である。そしてそのままどの家族も引っ越さないとすると、

10年、15年と時間が経つにつれて、人口が減り始める。それはそれぞれの

家族から子供達が独立していくからであり、5 人家族が 2 人家族になるま

で、つまり 5000 人の人口が 2000 人になるまで人口減少は続く。しかしこ

の時点でこの町に空き家があるのかというと、全ての家に夫婦が住んでいる

ので1軒もない。空き家が増え始めるのは、夫婦のうちの一人が欠け、やが

てどちらもが亡くなるころであり、例えば子供が独立した夫婦の年齢を 55
歳だと仮定すると、そこから平均的な寿命である80歳を超えるまで、空き

家が増え始めるまで25年ほどのタイムラグがある。つまり人口数の増減を

調べたところで、空き家や空き地の実態がわかるわけではなく、見なくては

ならないのは世帯数の増減である。住宅地においてはまず人口数が減り始め、

次に世帯数が減り始め、最後に空き家や空き地が増え始め、そこに至って初

めて新陳代謝が起こっていると理解しておけばよい。 
 
４）空き家、空き地についての法制度の状況と政策 

近年の法制度の状況を整理しておこう。 
①空家等対策の推進に関する特別措置法 
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空き家対策の中心となっているのが、平成26（2014）年に制定された「空

家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家特措法」）」である。その目

玉は「特定空き家」と呼ばれる適正に管理されていない空家の所有者に対し

て、管理をはたらきかけたり、助言や指導を行ったり、最終的には公的資金

を使って取り壊しをすることができるという仕組み（法第14条）であると

言われている。もちろん重要な仕組みではあるが、「特定空き家」は属人的

な、すなわち所有者の個人的な事情を原因としてあらわれる「がん細胞」の

ようなものであり、どちらかというとゴミや清掃行政の系譜にあるものであ

る。都市計画やまちづくり行政の視点から問題となるのは、まちが空き家、

空き地だらけになること、つまり不動産の市場が機能しなくなり、土地や建

物の新陳代謝が起こらない状態になってしまうことである。特定空き家の除

去のような「対症療法」ではなく、まちの新陳代謝を高めるような「根治療

法」が必要なのであり、具体的には、健康診断のようにスポンジ化の状況を

チェックし、その結果にそって何らかの都市計画やまちづくりを行なってい

くことになる。こうした都市計画やまちづくりのために、空家特措法では「空

家等対策計画（法第６条）」と「空家等の実態調査（法第11条）」が位置づ

けられている。実態調査を行うにあたって、固定資産税の課税情報を利用す

ることも可能になっており（法第 10 条）、市町村がしっかりと取り組めば

正確な実態調査の上で計画を立案することが可能である。参考までに空家等

対策計画は平成 31（2019）年 3月末の時点で全国 1051 の市区町村で策定

済みである。 
②所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 
空き家、空き地は低・未利用地という言葉に含まれ、それには他に空き店舗、

工場跡地、耕作放棄地、管理を放棄された森林、一時利用の資材置場や青空

駐車場などが含まれる。これら低・未利用地の活用・管理についての取り組

みは、バブル経済が崩壊して不動産市場が不活性な状態に陥った90年代の

後半から土地政策の大きな課題となっていた。そこで組み立てられた政策は、

一定の規模以上の低・未利用地の情報を集約し、所有者に利用を促していく

（国土利用計画法の遊休土地制度）といったものであり、不動産市場の活性

化とともに一定の効果をあげてきた。 
こういった取り組みが進む中、大きな問題として浮上してきたのが、低・未

利用地の所有者が分からず、利活用することができない、という問題である。
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特に古くから人が住んでいるようなところでは、相続などで土地の権利が細

分化され、一つの土地に 100 人を超える権利者がいるという事例も珍しく

ない。全員の所在が明らかであり、土地についての意思決定が行われるので

あれば問題はないが、意思決定ができない、連絡すらつかない、連絡先すら

わからない、誰が権利者であるかすら確定できない、という土地が多くある。

平成28（2016）年の地籍調査によると、登記簿上の所有者不明土地の割合

は約 20％、面積は九州本島を上回る約 410万 ha に上るという。こうした

問題に対応するため、平成30（2018）年に制定された法が「所有者不明土

地の利用の円滑化等に関する特別措置法（以下「所有者不明土地特措法」）

である。この法において所有者等の探索を合理化する仕組み（法第1条、第

7条、第8条）が定められたほか、地域福利増進事業（第 3条）が創設され

た。これは反対する権利者がおらず、利用されていない所有者不明土地につ

いて、民間が利用権を設定することができるというものである。例えばまち

の中心部にある所有者不明の空き地を、自治会の手によって地域のための広

場として利用できるという仕組みである。法改正から間もないため実績はな

いが、今後の活用が期待される。 
 

５）政策の組み立てかた 

これらの二つの法も活用しながら、現場でどのように政策を組み立てるのか、

手順を追って見ていこう。 
①空き家、空き地の実態調査とモニタリング 
既述の通り、５年に一度の住宅・土地統計調査で空き家の実態も行われてい

る。これはすべての住宅を調べる「悉皆調査」ではなく、サンプルをとって

全体を推計するという方法が使われているが、この調査の結果を見ることで、

あるまちにどれほどの空き家が存在するのかの概数を知ることができる。し

かし、気をつけなくてはならないのは、この調査はあくまでも建物の外観だ

けを目視で調査をしているということだ。空き家かどうかはそもそも外観か

らは分かりにくいことが多い。調査した時期にたまたま住民が長期出張に出

ていたら空き家と判断されてしまうこともあるだろうし、高齢になり住宅の

まわりのメンテナンスや掃除が十分に出来なくなると、一見すると空き家の

ような外見になってしまうことが多い。あくまでも「外見上の空き家」の実

態がわかるものとして考えておくとよいだろう。 
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外見上の空き家ではなく、より正確に実態をつかむにはどうすればよいだろ

うか。空家特措法によって、市町村が空き家の実態調査を行うことができる

ようになった。調査の方法は市町村によって様々であるが、外観目視のデー

タに加えて、①水道の開栓情報、②固定資産税等の納入、③近隣の町会や自

治会長へのインタビュー、④所有者へのアンケート調査といったデータから

判断されていることが多い。空き家かどうかの判断は難しいことがあるので、

複数人でチームを組んで調査を行い、一つ一つの空き家を見て、複数人で判

定をしていく。なお、こうした調査を行って得られた空き家のデータは、住

宅・土地統計調査のデータと大幅に食い違うことが知られている。その違い

は外見上の空き家と、空き家の所有者からみた空き家の違いである。 
こういった実態調査を調査会社などに任せてしまうのではなく、自治体の職

員や空き家や空き地活用の当事者と目される人たちが直接行うことも重要

である。調査で重要なことは空き家を発見することではなく、まちの新陳代

謝の状態を見ること、まちが健康体なのか風邪をひきかけているのか、成長

期なのか、成熟期なのか、衰退期なのかを見極めることである。空き家の実

態調査を通じてまちに足を運び、空き家だけでなく周辺の住宅地の状況も観

察することで、まちの状態を総合的につかむことができる。 
また、調査は一度限りではなく、年に一度の健康診断のように何度も繰り返

すことが望ましい。毎年密度の高い調査をすることは難しいので、簡易な調

査の方法もあわせて組み立てておくとよいだろう。例えば重点的に調査を行

う地区を選んでおく、地域の自治会や町会から空き家についての情報が寄せ

られるような仕組みを構築しておくといったことである。 
 
②所有者の意向調査 
前述の通り、外見だけでは空き家かどうかが判別できないので、実態を正確

に把握するためには、所有者の考えを確認することが必要である。空き家の

実態調査のために課税台帳の情報を使うことができるため、納税者にアンケ

ートなどの調査を行うことによって空き家かどうかの情報を集めることが

できる。アンケートでは空き家であるかどうかについての質問に加え、その

住宅を持っていることでどのような悩みがあるのか、その住宅の利活用につ

いての考え方などを尋ねておくとよいだろう。後述するように、空き家や空

き地を地域で利活用する、あるいは空き家や空き地の情報を公開する空き家
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バンクといった取り組みを予定しているのであれば、その取り組みへの関与

の意向を聞いておくのもよいだろう。 
なお、所有者に対する意向調査は、民間業者や地域住民が直接行うのではな

く、行政が関与することが望ましい。行政が関与することによって、所有者

が安心して調査に協力することができるからだ。 
 
③空き家・空き地の計画 
ここまでで明らかになった実態を踏まえて空き家・空き地の対策計画を立案

することになる。計画とは一般的に方針や目標とそれを実現するための施策

を体系的に整理するものである。方針や目標を考える際に強調しておきたい

のは、空き家・空き地をただ減らすことだけを目標とするのではなく、現在

の「過密」を解消した先にある適切な「過疎」の密度を考えること、そして

空き家・空き地を使ってその地域でどのような都市計画やまちづくり行なっ

ていくのかもあわせて目標とするということである。人口は間違いなく減り、

世帯も間違いなく減っていくので、その大きな流れに逆らうことは難しい。

減少したあとの人口が豊かに暮らせる、現在よりは低密度な都市像を見極め

ることが計画をつくる意味である。 
空き家・空き地の施策は、一般的に、①所有者や地域の意識啓発、②情報収

集と共有、③空き家バンク等による流通の促進、④空き家や空き地の利活用、

⑤特定空き家等への対応といったメニューで組み立てられる。④については、

地域住民や NPO が公益的な目的で空き家を使うことを支援する施策が行

われたり、地方都市であれば移住者等の空き家への移住を支援する施策が行

われる。いずれの施策においても、民間の不動産を取り扱うことになるので、

行政だけでその施策を担うことは難しく、地域の不動産業者との連携も必要

になってくる。空家特措法では、地域の関係主体が集まって空き家対策を推

進する協議会（法第７条）も位置付けられており、民間との連携の枠組みと

して活用できる。 
 
６）利活用の事例 
最後に具体的な空き家を使ったまちづくりの事例を見ておこう。 
東京郊外の H 市では空き地や空き家の所有者と自治会や町会をマッチング

し、空き地や空き家を地域コミュニティのための場所として利用する取り組
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みを推進している。そのうち筆者の研究室で取り組んだ、空き家跡地に小さ

な広場を整備した事例を紹介しよう。 
M団地は昭和40年代に丘陵地の斜面を造成して開発された団地であり、人

口の高齢化とともに全体に老朽化が進み、少しずつ空き家が目立ち始めた状

況であった。しかし、空き地が住宅市場で取引されないほど地価が落ちてい

るわけではなく、所有者の意志さえ整い、適切な価格を設定さえすれば、空

き地や空き家に新しい所有者を見つけることができる。つまり空き家の解消

そのものはまちづくりの課題ではなく、高齢化が進む地域での暮らしを支え

るために、空き家や空き地がどのように使えるか、という視点から取り組ま

れたまちづくりである。 
最初に行ったこと

は、自治会を中心と

した地域住民が集

まって、自分たちの

街の課題を考える

ワークショップで

あった。昭和 40 年

代に開発された古

い団地ということ

もあり、団地には公

園や集会所といっ

た施設が作られていなかった。炊き出し訓練等も路上で行なっているという

現状があり、住民が集まることができる広場や集会所が必要である、という

課題がそこで見出された。 
一方で、自治会では地域の空き家についても情報を集めており、団地内にあ

る空き家 S が課題となっていた。空き家 S は単身者向けに作られた木造ア

パートであり、ここ10年ほど入居者がおらず、所有者が遠方に居住してい

ることもあって管理が十分になされていない空き家となっていた。見兼ねた

近隣住民や自治会メンバーが雑草の手入れをするという状況もあったとい

う。H市では空家特措法に基づく空き家対策計画を作成する際に、空き家の

実態調査を行い、そこで空き家と目される住宅の所有者に利活用意向の調査

を行なった。調査票には「所有する空き家を地域で利活用することに興味が

(写真１ 空き家まちづくりのワークショップ) 
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あるか」という問いが設定されており、そこに好意的な回答を寄せてきたの

が空き家Sの所有者であった。 
こういた地域ニーズと、使えそうな空き家の存在を前提として、地域住民の

ワークショップで意見交換を重ね、空き地や空き家、空きスペースを使った

まちづくりの提案書を作成した（図２ M団地の計画提案）。 

空き家を壊さず再利用するにはあまり良い状態ではなかったため、空き家

を撤去すること、その跡地を市が借りて地域の広場にすること、市は同地

の固定資産税を免除すること、いずれ所有者が開発等の意向を持った時に

は広場を撤去することといった提案がまとめられ、行政が仲介する形で自

治会が所有者と交渉した。 
所有者の反応は好意的であり、いずれ壊さなくてはならないと考えていたこ

ともあって、空き家が所有者の負担によって撤去され、そこに小さな広場が

整備されることになった。行政には広場整備のための予算はなかったため、

自治会の有志の手によってベンチや花壇や菜園が DIY で整備された。でき

あがった広場を運営する組織が立ち上がり、菜園や花壇の管理が行われてい

るほか、小さな地域イベントが開催されているなど、地域の公共の拠点とし

て機能している（写真２空き家跡地につくられた公園）。 

（図２ M団地の計画提案） 
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空き家を撤去して地域の広場をつくる、というありふれた事例ではあるが、

成立した要因としては、①まずは自治会の中のリーダーシップがはっきりし

ており、歴代の自治会役員の有志が退任後に参加する防災会が活動をおこな

っていたことがあげられる。問題意識をもった人が多くおり、ワークショッ

プを通じてその問題意識がまとまっていったのである。そして、②行政が空

き家の所有者を調査し、所有者と自治会の交渉の場の設定までを担ったこと

も重要なことであった。特定の空き地や空き家を利活用しようとする時に、

所有者に断らずにそこを利活用することは難しい。それまで自治会は所有者

に連絡するすべを持たず、所有者がもともとの地域住民でなかったこと（い

わゆる不在地主）もあり、信頼関係を築けていなかったが、信用力のある行

政が仲介することで、新たな信頼関係をつくりことができた。また、③空き

家という小さな空間を扱ったことで、手軽に速く、多くの人たちの少しずつ

の協力の積み重ねで広場が実現でき、その過程で自治会の人々の人間関係が

強く結び付けられていった。広場の整備という現実的な目標があることで、

花を管理することが得意な人、DIY が得意な人を自治会の活動の中に巻き

込むことができたのである。 
現在は団地内の他の空き家を、広場とあわせてどのように活用できるかにつ

（写真 ２空き家跡地につくられた公園） 
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いて、引き続き検討を進めている。人口減少時代においてはあちこちに空き

家や空き地が現れるが、最初の場所の活用が成功したことで、次に現れてく

る空き家を連鎖的に活用していくことができる。こういった連鎖性もスポン

ジ化する都市空間の強みであると考えらえる。 
この例は、市街地が低密化していくなかで、あいたところに広場を埋め込み、

近隣の住宅での暮らしを豊かにした事例であると言える。昭和40年代に開

発された住宅団地の住環境は決して豊かなものではなかったが、新陳代謝の

タイミングをとらえて公的な空間を埋め込んでいくことにより、住環境を豊

かにしていくことができるのである。 
 
７）おわりに 

以上本稿では、都市計画、まちづくりにおける空き家、空き地活用について、

１）時代背景、２）空き家、空き地の問題、３）空き家、空き地の実態、４）

法制度の状況と政策、５）政策の組み立てかた、６）利活用の事例について

まとめた。人口減少社会や空き家空き地を悲観的に捉える論調も少なくなく、

危機感を煽るような言説も少なくない。本稿ではそういった言説に惑わされ

ず、地域における豊かな暮らし、豊かな仕事を実現するために、住民を中心

とした地域の主体が空き家、空き地を使った都市計画、まちづくりを実現し

ていくための方法を整理した。 
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コラム ローカルレポート ― 大田区 
(山田 俊之) 

【大田区のまちの特徴】 

東京都の東南部に位置する大田区は、日本の玄関である東京国際空港のある

羽田周辺の臨海部、蒲田・池上等の平地部、田園調布等の台地部で構成され

ている。23区で最大の面積を誇り、商店街・町工場・銭湯の数が23区内で

第１位という下町的な要素がある。特に町工場については「図面の紙飛行機

を飛ばせば翌日には製品ができる」と言われるほどで特殊技術をもつ工場が

数多く存在し、冬季五輪で話題となった「下町ボブスレー」への協力企業数

は延べ 100社以上にのぼった。 

 

【まちの課題】 

木造密集地域：震災時の大被害が想定される木造住宅密集地域に対し「不燃

化まちづくり助成事業」が推進されているが、羽田地区では消防活動や避難

活動に有効な道路・公園が不足しており改善が必要である。 

多摩川の水害：2019年の台風 19号で多摩川の水位が上昇し支流の丸子川や

用水路が氾濫して田園調布 4・5丁目で 590件の浸水被害があった。2020年

に発行された大田区ハザードマップでは、多摩川全流域で 48時間豪雨が続

くと区内のほぼ全域が浸水する予想があり、日常生活から水災害に対する住

民の意識を高めていく必要がある。 

特区民泊：国家戦略特区の一環で、増加する訪日外国人への対応として国際

空港がある大田区は東京都で唯一の特区民泊に指定された。「国際都市おお

た」として訪日外国人を期待するだけではなく、アフターコロナでは地域の

特色を活かした民泊が求められるのではないだろうか。 

 

【まちの将来】 

ハード面だけで解決できない課題に対しては、適度な距離を持った住民同士

のつながりを促進するようなソフトの提案が求められていると。まちづくり

を学ばれる学生の皆さんには、まちづくりについての勉強を進めてもらい、

敷地境界線を「超えた」考え方ができるようになってもらえればと思う。 
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コラム ローカルレポート ―新潟市 
(仁多見 透) 

 新潟市中央区に古町という地域があります。江戸時代より日本海海運、信

濃川水運により港を中心に栄えた町で、堀がまちなかを駆け巡り、堀を通る

舟によって物や人が運ばれ、生活に大きく寄与し、それが新潟の魅力となっ

ていた。しかし、その堀も鉄道や自動車などの移動運搬手段が発達すること

でその役割も次第に失われていった。1964 年の新潟国民体育大会開催の前

にその堀も埋め立てられ、その国体直後に起こった「新潟地震」は大きな被

害をもたらした。反面、復興は順調に進み、ビルが林立する中心市街地とな

るなど高度経済成長期による大衆消費社会も進み、古町商店街は全盛期を迎

えるに至る。しかし、その繁栄も1980年代に、古町まで徒歩 5分の位置で

ある西大畑、旭町に立地していた新潟大学の移転を境に衰退を辿っていった。 

新潟大学は総合大学であり学生・教職員を合わせると相当数の関係者が活

動していた。当然学生や教職員に関わる商業施設・公共施設・文化施設・飲

食店が多数存在していたことは言うまでもない。その後にも新潟県庁や新潟

市役所が移転するなど行政施設も失われていった。2000

年代に入ると更に活気が失われ新潟の中心は新潟駅周

辺に移っていった。新潟には全国に誇れることがある。

それは、専門学校進学率が日本一であることだ。本校が

所属する学校法人は新潟市内に２２校の専門学校を運

営して、あらゆる分野の専門学校がそろっている。 

上記で述べた古町の衰退の原因となった巨大教育機

関の移転をこの専門学校群が補完することで再び活気

のある街に再生できると考えている。古町には昔からこ

の地域に伝わる文化がある。その代表として「古町芸妓」

「樽きぬた」「蜑（あま）の手振り」「神菓まき」などだ。 

この古町の地域には文化教養を中心とした専門学校

が多数存在している。音楽・ダンスの専門学校、映像・

メディアの専門学校、アニメ・マンガの専門学校、調理・

製菓の専門学校、ファッションの専門学校など古町文化

を受け継ぎ新しい新潟文化を全国に発信できたら魅力

あるまちとして活性化するのではないだろうか。 

この専門学校群のまちづくりを学ばれる学生がこの様な伝統的文化を現

代風にアレンジできる文化人として成長し、この地域の発展に寄与すること

が「新潟版まちづくり」と考える。 

  

古町芸妓 

つくられた公園） 

樽きぬた 

つくられた公園） 

蜑の手振り 
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コラム ローカルレポート―福岡市  
(今泉 清太) 

●博多におけるまちづくりの特徴 

福岡市内は京都に次いで寺社の数が多い地域で、特に博多駅を周辺に多く

の木造建築の寺社がみられる。また、山笠や博多曲物、博多独楽などにも木

材が活用されており、「木」は日本･福岡の基幹文化とも言える。さらに近年

では文化としての側面だけでなく、ヒートアイランド現象の抑制、地球温暖

化対策等の環境保全といった面、人間の心理・生理面からしても、快適な都

市空間の形成を担っており、自然と都会が融合する住みよい街といえる。 

私が初めて社会人となり、働き始めた都市が、福岡市だった。昭和63年

頃は、世の中建設ラッシュであり、いわゆる「バブル時代」だった。住宅の

過剰供給が進む中、バブル崩壊を迎えると、不良債権が発生し、多くの産物

が残った。近年では少子高齢化問題も重なっていることで、空き家問題がク

ローズアップされてきている。平成25年時点における全国の空き家は約270

万戸、福岡県では 32万戸、空き家率は12.7％を占めており、数の多さでは

47都道府県中 5 位となっている。全国的にみても、福岡市は人口増加傾向

で問題は緩やかではあるが、福岡県でも空き家問題は深刻だということが分

かる。 

●今後の課題：ではなぜ空き家が年々増加しているのだろうか。主な原因と

して考えられるのは、所有住人の死亡や消息不明などで相続手続きができな

かったりして、家屋が放置されるといった現状がある。また、リフォーム･

リノベーションの気運も随分高まってきたが、依然として新築住宅のニーズ

の高さも挙げられる。次に空き家の増加がもたらす問題として、建物の老朽

化による倒壊、犯罪の発生要因となってしまう可能性、建物火災の危険性だ

けでなく、都市全体としての資産価値の下落や景観を損ねる懸念が大いにあ

り、これらを如何にして改善していくかが今後の大きな課題となるだろう。 

●産学共同についての取り組み：福岡・まちづくり活動支援センター地域貢

献活動基金助成申請により予算を確保していただき、まちづくりテーマ「空

き家」を教材として、調査活動をすすめる取り組みを行っている。 

具体的には「美野島商店街」の活性化についての調査だ。ここは昔から栄え

た商店街であり、周辺に古い住宅が数多くあるため、建物の使用状況を調べ

るのにも十分適していたからだ。しかし、22年前は115件あった現在は 60

件と激減していて、大手スーパーやコンビニエンスストアの進出による競争

激化と各々の店の後継者不足に悩まされてる。引き続き空き家の実態調査を

継続し、美野島商店街の活性化の一助ともなるよう、建築やまちづくりを学

ぶ学生たちの、「まちづくり再生の生きた教材」となることを目指していく。 
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【第 2 章】 

建築デザイン系 

（ストック活用のデザイン） 
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２－２－２－１ 建築設計と参加型のデザイン 
（連 健夫） 

（建築設計における参加型の設計プロセスを事例を通して学ぶ） 
 

１、まちづくりや建築設計における参加のデザイン 

家を建てるには色々な方法がある。多くのやり方として、施主が欲しいと

思う家の間取りを描き大工さんに建ててもらうという方法がある。この場合、

施主が間取りを考えているので、設計に参加しているという意味で参加のデ

ザインと言える。それが建築生産の近代化の中で、建売や住宅メーカーなど、

家を「建てる」のではなく、家を「買う」という形がでてきた。この場合、

施主は設計や施工には関わらず、施主のアイデアが直接的に建築設計に反映

されない形となる。図書館や学校などの公共建築も同様である。利用者は設

計に関わることなく、自治体が専門家である設計士や施工者に任せて建築し、

出来上がった建物を利用するというのが一般的であった。この場合、施主で

ある自治体は、設計を専門家である設計士に任せ、設計士は利用者の使われ

方を想定して設計する、とは言うものの、そこには限界がある。時には使い

づらい建築も建てられた。この問題を解決すべく、利用者のアイデアを設計

に反映する形が様々なところで行われるようになってきた。それが参加のデ

ザインである。これは都市計画における住民参加のまちづくりの動向と呼応

する。住民参加のまちづくりは自分の街は自分で作る、という考え方であり、

利用者参加のデザインは、利用者が設計に関わることにより、自分の家は自

分でデザインする、という本来の主体が建築やまちづくりに関わることがで

きる形と捉えられる。 

 

２、参加のデザインの２つの意味 

建築設計における参加のデザインには、2つの意味がある。１つは、利用

者が設計のプロセスに関わることである。もう１つの意味は、利用者が設計

のプロセスに関わる「機会をデザイン」することである。住宅の場合は、利

用者は施主である場合がほとんどなので、施主参加とも言われる。施主が設

計者に単に要望を伝えるだけでなく、間取りなどを描き、それを元にして設

計することは参加のデザインであり、自分が望む家が出来上がる。但し、施

主は設計のプロではないので、施主の描いた間取りやデザインを専門家であ
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る建築士が建築基準法や構造、設備、予算などを考慮しながら、具現化すべ

く設計し、まとめていくのである。 

このプロセスにより、施主のアイデアと専門家のアイデアがブレンドさ

れたデザインの家が出来上がるのである。また、設計者が施主の要望を取り

入れて、複数の設計案を出し、その中から施主が自分の気に入ったものを選

ぶという形も参加のデザインであると言える。つまり、「選ぶ」という行為

が設計プロセスへの参加であり、複数の案から選ぶ、というのが、機会のデ

ザインなのである。従って設計プロセスにおいて、如何にして利用者が参加

する機会をつくることができるか？どのような方法で参加し、より良い建築

をつくることができるか？が、ポイントとなる。 

 

３、参加のデザインの良さとは何か？ 

利用者が設計プロセスに関わるとどのような良さがあるのか、大きく5点

ある。 

① 利用者のアイデアを設計内容に活かすことができる。 

② 利用者と設計者の協働作業の中でコミュニケーションが深まる。 

③ 出来上がった建物に利用者が愛着感を持ち、大切に使う気持ちが生じる。 

④ 利用者が能動的になり、建設後メンテナンスや改装等の行為が発生する。 

⑤ 建設後のクレームが少なくなる。 

マイナス面はないのか？よく言われるのは、時間がかかることである。一

般的には専門家に任せたほうが時間はかからない。しかし、それは様々な工

夫で解決できる。また、建設後に生じるクレームを少なくすることができる

ので、クレームに対応する時間を前もって引き受けることになると捉えれば、

トータルで考えると時間が増えたとは一概には言えない。クレームが減る理

由としては、利用者と設計者が十分にコミュニケーションを取るので、設計

内容を利用者がしっかりと理解できるので、出来上がった建物に対して「こ

うではなかった」ということにならないからである。 

 

４、参加のデザインの方法 

 参加のデザインには、設計への参加、と施工への参加がある。また、どの

タイミングでの参加か？という時期や、どのようなやり方で？という手法に

ついても分類することができる。また、建物全体で行うのか、あるいは一部
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で行うのかという範囲の話もある。これらは、建物の規模、用途、利用者の

人数や属性を踏まえて、どのような形で参加の機会を作るかを検討する必要

がある。 

 

■設計、計画段階の参加 

①設計条件やコンセプト設定のための参加 

設計条件やコンセプト設定など初期段階の参加は、設計を進める上で、利

用者と設計者との信頼関係を作るためにも大切である。つまり、設計対象物

のテーマやコンセプト（趣旨）を利用者参加によって設定することは、後の

設計段階において判断基準となる。この段階でしっかりと利用者と設計者が、

コンセプトを共有することにより、何を基本にして話し合えば良いかを互い

に理解することになる。これらは箇条書きにしておくと分かりやすい。 

②敷地選定、配置計画やゾーニングのための参加 

これらは、敷地の周囲との関係を捉

えることが大切である。専門家である

建築士は、周囲との関係で建物配置を

検討することは当たり前であるが、設

計経験が無い者はどうしても敷地内で

考えがちである。模型を敷地に当ては

め、その特徴を専門家が説明すること

により、敷地特性が理解しやすくなる。

敷地選定は、実際の場所に行くことが必

須である。敷地の大きさや方角、周囲との関係をその場で体験しながら理解

することを通して、判断基準が得られる。既に敷地が決まっている場合は、

敷地をどのように使うかの手がかりが得られる。 

③平面計画のための参加 

平面計画において、専門家である建築士は立体的な建築空間として捉える

ことができるが、設計経験のない場合、どうしても平面的な間取りで捉えが

ちである。間取りありきではなく、どのような生活をしたいのか？何をする

のか？という行為に対してどのような空間が必要なのか？という捉え方を

することが大切である。これには、模型やイラストなど分かりやすいものを

用いて進めて行くと良い。複数の案を示し、それぞれの特徴を説明し、そこ

配置計画・ゾーニング図 
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から選ぶプロセスは、素人にとって関わりやすい方法である。 

④外観や色彩計画のための参加 

外観や色彩計画は、好みが出るので楽しい作業である。3種類程度の選択

肢から選ぶという形で進めると参加しやすい。それぞれの特徴を説明した後

に、投票で選ぶようなイベントは盛り上がる。これらメニュー方式での留意

点は、設計者として、どれになっても問題のない案を出すことである。設計

者にも好みがある。複数案の中で好き嫌いの度合いが大きいと、どうしても

説明時に誘導しがちになる。そうならないことが大切である。 

 

■施工段階の参加 

①利用者（施主）施工 

利用者（施主）の施工への参

加は、技術が無くても参加でき

るような工事内容を選ぶ必要が

ある。例えば、床の防腐のため

の床下の炭入れや、土間床のタ

イルの乱張り、木製床の塗装、

壁の塗装や珪藻土塗り、照明器

具のカバー作りなど、やり方を

しっかり説明すれば、特別な技術

が無くても可能である。きれい

に仕上がらなくても、素人の良

さがあり、完成後に、「この部分

は私がやった」など話題にもな

る。木の塗装については、リボ

スや桐油など透明の染込みタイ

プの塗装材が、色ムラが出にく

いので適している。床のタイル

の乱貼りは、下地モルタルの段

階で、施主にタイルを自由に置い

ていただき、その写真を撮り、それを左官屋さんに渡して貼ってもらう方法

が良い。また、裸の照明器具（ランプ）に半透明塩ビシートで包み、押ピン

施主参加による壁の珪藻土塗り 

 

子ども達参加による塗装ワークショップ 

さ 
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やホチキスなどで留めるとイイ感じの照明効果が得られる。 

外構では、ウッドデッキ作りも可

能である。水平を取ることは難しい

ので、基礎工事と大引工事はプロに

施工してもらい、板材を貼るところ

から利用者（施主）参加の工事にす

るとよい。塗装は楽しい作業なの

で、一人占めにならないよう、全員

が参加できるよう配慮することが

求められる。 

②利用者（施主）支給 

これは、施工する材料や設備機器を利用者（施主）が支給する方法である。

施工材料の手配段階において工事内訳の金額を参考に、WEB検索などで代替

品を購入すると良い。但し、施工者と事前打合せをしておかないと、工事工

程に影響を及ぼす場合がある。また設備機器の発注においては、内容をしっ

かり把握した上で注文しないと、製品は届いたが、取り付け金具は別売で設

置できないこともある。専門家は、こうならぬように助言が求められる。 

■完工時の参加 

完工時に使われ方ワークショップをして、建物の使い方のシミュレーショ

ンをする方法である。出来上がった建物をどのように使うかをその場所で利

用者と話し合うのである。設計時に分からなかったことが、出来上がった建

築空間の中で追加・変更等の調整をする。このように、想定した使われ方に

対して課題を見つけ、それを解決する方法以外に、想定した使われ方以外の

使われ方を皆で検討するワークショップもある。これは建築空間のポテンシ

ャルを最大限に引き出す行為と言える。 

 

５、参加のデザインの萌芽事例 

都市計画において、住民参加が本格的になったのは、1992 年の新都市計

画法が契機である。都市計画において住民参加が推奨され、都市マスタープ

ランが各地で作成された。一方、建築設計における参加のデザインが注目さ

れ始めたのはコーポラティブ住宅である。一般に集合住宅はマンションデベ

ロッパーが建設分譲し、それを買うという形であるが、自分たちが気に入る

ウッドデッキ作りワークショップ 
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家を自分たちが建てるとの思いを持つ者が複数集まり、建築家を選び、設計

に関わり集合住宅を作るというコーポラティブハウスが、建設されるように

なってきた。 

このコーポラティブハウスはそ

もそも英国の公共住宅で始まった

方法であるが、日本では、コーポラ

ティブ千駄ヶ谷(1968)や、都住創

の OHPNo1(1974)など民間によって

作られ、その後、住宅公団など第三

セクターにおいても建設され 9000

棟を超えている。建築家作品にお

いて利用者側が関わらないデザイン

が多い中で、利用者との双方向の

コミュニケーションを通して設計

するという意味は特筆される。海

外ではルシアン・クロール設計の

ブラッセル医学部学生集合住宅

（1969）やラルフ・アースキンのバ

イカー再開発（1980）などが注目さ

れ、日本では、芦原太郎氏、北山恒氏

による白石第二小学校（1996）の基

本設計段階で、児童参加のワーク

ショップを行い注目された。湘南

台文化センターコンペ（1987）に選

ばれた長谷川逸子氏の設計案に対

し、地域住民との調整のために実

施された利用者参加のワークショ

ップが注目された。その後、多くの

公共建築において利用者参加が行

われるようになってきた。 

 利用者参加には、建築家がファシリテーターの役割を担い設計を進めると

ころに特徴があるが、その手法の理論的な構築をしたのが、林泰義氏や延藤

白石第二小学校（設計：芦原太郎、北山恒） 

 

児童参加のワークショップ 

 

 

湘南台文化センター（設計：長谷川逸子） 
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安弘氏である。公園の使い方やコーポラティブハウスなどの設計プロセスを

計画学的な調査研究をする中で、まちづくりと建築における利用者参加、フ

ァシリテーターや専門家の役割などの理論的な深堀が行われ、水平展開に繋

がった。 

 

■新築住宅設計事例 

次に、筆者が関わった設計事例を通して、利用者参加のデザインを具体的に

みてみる。 

■「ブリッジのある家」 

千葉県習志野市の住宅地に建つ 4人家族、木造 2階建て住宅の建替えで

ある。建替えで大切なのは、既存建物の問題点を理解することである。不整

形の敷地に対して建物の配置が効率的ではなく無駄が生じていること、玄関

が道路から見えない位置にあり防犯上の問題があることが、既存図面から得

られた問題点であった。施主のヒアリングでは、台所に位置が北側にあり、

暗く狭いことが問題とのことであった。これらを建て替えにより改善するこ

とが必要条件となる。 

□施主参加のコラージュ・１０の連想 

施主参加において、

理想の家をタイトル

に、ご主人は１０の連

想、奥様にはコラージ

ュを作ってもらい、そ

れを基に、コンセプト

を設定する。つまり設

計のスタートが施主の

アウトプットから始ま

る参加の手法である。

奥様のコラージュは、

日差し、風景、緑、風など

自然が感じられ、ご主人の 10の連想からは、広い空間と暗い隅っこなどコ

ントラストのある言葉が特徴。そこから、設計の基本方針として、吹抜けの

あるリビングとダイニングを中心とし、様々な場にコントラストがある家が

施主が作ったコラージュ（理想の家） 
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設計テーマとなった。 

□３つのゾーニング案から選ぶ  

配置計画において3種類のゾーニ

ング案を出し、そこから選ぶメニュ

ー方式を用いた。A 案はリビングダ

イニングを中心にして、庭側にコン

サーバトリー（サンルーム）を配す

る案。B案は建物全体を L 字形に配

してテラスを囲む案。C 案は吹抜け

のリビングダイニングを中心にキッチンを南側に配した案である。施主は C

案が良いとのことで、その方向で進めることになった。ここでのポイントは、

細かいところまでは設計しておらず、ゾーニングで候補案を示すことにより、

各案の特徴が明確になると共に、施主から意見を引き出しやすくなることで

ある。 

□模型で形を共有する 

全体ボリュームを共有すべく、

粘土で模型を作り、ルーフテラス

と屋根形状がデザインのポイント

になることを理解してもらった。

施主参加で大切なことは、各設計

段階で施主の意見を引き出すこと

である。そのコミュニケーション

において、「設計結果を示す」ので

はなく、「検討案で意見交換する」

という態度が大切である。この意

味で、可塑性のある粘土模型は、そ

の場で自由に形を変えることがで

きるので、施主の意見が反映され

ることが実感しやすい。このケー

スでは、屋根の形状を作りながら

施主と一緒に決めていった。そし

て、より具体的模型をスチレンペ

粘土による初期模型 

 

 

 

スチレンペーパーによる具体的模型 

 

 

 

 

配置計画・ゾーニング図(C案) 
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ーパーで作り、施主と共有した。この段階で、吹き抜けのリビングダイニン

グの上に通る廊下を称して、「ブリッジのある家」がタイトル付けされた。 

□コストコントロールへ参加 

 実施設計が完了し複数の工務店に相

見積もりを取る。ここで大切なのは、詳

細図を含めた設計図書において、同じ条

件で相見積もりを取ることである。条件

が異なるとフェアーな相見積もりには

ならない。見積金額は多くの場合、予算

を超える。それは設計段階で、施主の要

望を取り入れるため、当初予算をオーバ

ーするのはいたしかたない。予算に厳し

く、あれもこれもダメ、では、施主も要

望を言いづらくなる。したがって、最初

に見積金額はオーバーするのが一般的

であることを伝えておくと、後のトラブ

ルを避けられる。見積内訳書から、コス

トダウンリストを作成し、それを元に、

施主とどれを取り止めて（諦めて）コスト

ダウンをするかを検討する。つまり、コ

ストコントロールへの施主参加である。

そうして、コストダウン項目が決まり、

再見積もりを行う。最初の相見積もりと

再見積もりの 2 回、競争原理が働くの

で、コストダウンが期待できる。このプ

ロセスを通して、施主は、建築コストが

坪当たり〇〇万円、というどんぶり勘定

ではなく、積算であることを理解する。

また、将来にできることは、コストダウ

ン項目とし、完成後にやろう、といった将来工事の楽しみを作ることにもな

る。このケースでは、当初見積もりから１４％のコストダウンができ、予算

内に収まった。 

上棟式で施主が家づくりの想いを伝える 

 

 

 

 

現場を訪問する施主 

 

 

 

 

施主、設計、施工者が協力して完成 
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□地鎮祭や上棟式などの儀式 

地鎮祭や上棟式などの儀式は、施主参加のプロセスにおいて大切な機会で

ある。施主と職人が直接、顔を合わす機会を通して繋がりができる。工事の

近代化の中で省略されることが多くなったが、できれば実施したい行事であ

る。地鎮祭では、神に工事の安全を、施主、設計者、施工の３者が一緒に祈

願する。上棟式では、施主が職人に上棟に至ったことに感謝すると共に、施

主の思いを職人に伝える機会にもなる。また職人もこの人にために作ってい

るという気持が生じる。おのずと手抜き工事も生じなくなる。 

□施工での施主参加 

施工段階での施主参加は毎回の工

事との定例打合に参加してもらうこ

とである。施主が工事内容の進捗状況

を理解すると共に、施主の判断が必要

な質疑、承認おこなう。毎回の議事録

に記載しておき、後で「言った、言わ

ない」のトラブルが生じないようにす

る。施主が現場を訪問し、実空間にお

いて理解できることは多々ある。この

ケースでは、2週間に 1回の頻度で定

例打合せを行った。上棟式で施主と職

人とが顔を合わせているので、現場で

の挨拶や会話を通して気持ちも通じ

る。施主の施工への参加として、玄関

タイルの貼パターンをデザインして

もらった。タイル割りを描いた図面を

施主に渡し、2種類のタイルの色分け

をしてもらい、それを元に左官屋さんにタイルを貼っていただいた。 

 施主が設計時と施工時に参加したので満足度は高い、全体プロセスを体感

する中で、設計や施工の苦労も理解、共有できるのである。施主に設計者と

施工者が招かれて食事会をしていただいた。リビングの堀炬燵のテーブルを

囲む。施主は当初から居酒屋のようなリビングを希望しておられ、とても満

足されていた。「一緒に楽しむ！」これも参加のデザインの醍醐味である。  

吹抜のあるリビングダイニング 

 

 

 

堀炬燵式で居酒屋的なくつろぎ感 
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■増改築シェアハウス事例 

「田園都市生活シェアハウス」 

横浜市青葉台の住宅地に建つ築

40 年の木造住宅を増改築してシェ

アハウスにした事例である。既存の

住宅で感じたことは、和室から見る

庭の雰囲気が良いこと、施主の父が

使っていた書斎は手を付けない、な

どである。 

 

□設計段階の参加：１０の連想 

設計のヒントを得るべく、施主に 10の連想をしてもらった。 

<１０の連想> 

もえぎ野の家→１、緑→２、田んぼ→３、土（泥あ）→４、あせ→５、笑顔

→６、おいしいもの（食事）→７、シンプルな食事+お酒→８、ほっとする

→９、眠くなる→10、うたた寝 

特徴として、自然と人と食べ物の３つの内容がある。自然も泥臭いイメー

ジ、人も汗も笑顔が対となっている。食事もシンプルという自然の雰囲気。

これらから設計方針として、「自然を満喫でき、のんびりと時間を過ごすと

共に、時には皆で楽しく食事とお酒を飲んで楽しめる家」とした。具体的に

は、共有空間としてのＬＤＫを広く取る。そこには日差しが一杯入るように

する、と考えた。 

□３つのゾーニング案 

増改築をしてシェアハウスにす

るので、既存と増築とを合わせてゾ

ーニングを検討する。増築部の位置

や大きさ、庭をどのようにとるか、

などを検討する。結果、既存建物の

2階はプライベート空間として個室

を配置し、1階を共有部分、増築部

はそれに繋がる共有部としてリビ

ングを配置するゾーニングとした。

築40年の既存住宅 

 

 

 

既存と増築のゾーニング案 
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またウッドデッキは、居住者がのんびりできる外部のリビングとして使うこ

とができるので、それも含め、３つの案を考え、施主に選んでもらった。参

加のデザインにおけるメニュー方式

である。その検討後に、施主から第

４の案としてスケッチが出てきた。

既存の中央部と増築部を合わせてＬ

ＤＫとして扱い、西側に和室を設け

る案である。3 案より思い切った案

である。これであれば、和室から庭

の景色も楽しめ、ウッドデッキを南

側に配置すれば、リビングと連携し

て使うことができる。つまり 3つの検討案を通して、施主の理解が深まり更

なる思い切った増改築案が出てきた、という流れであり、正に施主参加のデ

ザインとなった。 

 施主は福祉の仕事をされており、

以前から農作業が知的障害者に良い

影響を与えることを体感されてお

り、その活動の中で地域の人との関

係ができ、まちづくりに繋がってい

るとの話があった。ここをその拠点

にしよう！ということで、コンセプ

トは、「農業+福祉+まちづくり」とな

った。断面計画で工夫したことは、既存

住宅の 2 階ホールの上にトップライトを設けたこと、増築部の一部の屋根

を上げて高窓を設け、そこから自然光を入れるというアイデアである。既存

住宅は新耐震基準以前の建物であり、それをクリアーすべく耐震補強設計を

おこなった。主な点は、建物全体における筋交いのバランスを取ると共に、

増築部とは構造を切り（エクスパンション）、現行法をクリアーする耐震設

計を行った。 

 

 

 

施主からの計画案 

 

 

 

施主による床の炭入れ 
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□施工段階での参加 

施工段階での施主参加として、定例打合

への参加、床下の炭入れ、アプローチの

石貼り、ウッドデッキづくり、郵便ポス

トの制作を行った。床下に炭を入れする

ことによって床下の木の防湿・防臭に効

果がある。施主の家族が参加して行っ

た。アプローチの石貼りは、施主が自ら

ＷＥＢ検索をして材料を調達して行っ

た。ウッドデッキづくりは、知り合いか

ら材料を手配してもらい福祉活動の仲間

と一緒に施工した。郵便ポストは娘さん

が大学で建築デザインを学んでおられ、

設計図を作成し、材料は工務店から調達

し、親子で制作された。このように、様々

な方が参加し関わることによって、皆で

作ったという気持ちが生まれ、農+福祉+まちづくり拠点としてのシェアハウ

スがスタートしたのである。 

 

■隠岐の島、海士町さくらの家 

 島根県の農林水産物加工所という公共施

設で、知的障害者のための作業施設の増築

である。最初に施設のスタッフに対して、既

存建物をどう思うかというワークショップ

を行った。KJ法を用いて、良い点と問題点、

ソフトとハードに分類したところ、ハード

に問題点が多いことが理解できた。また、現

状建物の観察調査をした。管理室の中を作業者が通ってしまう状況や、作業

場でメンバーが寝ているなどの状況、訪問者を受ける場所がない、などの問

題点が得られた。増築を通して、これらを改善する必要がある。 

 

 

協力者による 

ウッドデッキ作り 

 

 

 

 

施主の娘さんによる

郵便ポスト作り 

 

 

 

 

 

完成、お披露目会 

 

 

 

スタッフによる現状分析(KJ法) 
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 □コラージュ大会 

作業者、スタッフ、行政の方と一緒に、未

来のさくらの家、をテーマにコラージュ大会

を実施した。参加者が多いので、模造紙 2枚

を繋げて大きな台紙を作成した。皆でワイワ

イ、ガヤガヤ、楽しんで作成した。雑誌をあ

らかじめスタッフに用意いただき、それらか

ら、好きなイメージをはさみで切り取り、台

紙に自由に貼り付ける。密度の濃いコラージ

ュが出来上がった。人の繋がりや、力強さ、

ハーブティー作りの楽しさ、などが感じられ

た。これらから、テーマとして「手作りを楽

しむ、夢と希望が感じられる場」とし、具体

的には、「人を迎え入れる建物」を設計方針と

した。 

□３つのコンセプト模型で投票 

コンセプト模型とは考え方を表現した模

型を言う。A案としてハーブティーの木を表

現した建築、B案として:作業のスムーズな流

れを表現した建築、C案として３ブロックで

構成された３つの出入口がある建築、の 3案

で投票を行った。町長や行政の方、スタッフ

や作業者で投票し、結果の発表は盛り上がっ

た。一番票が多かったのは C案、それを元に

して具体的な模型を作成し皆で共有した。 

□施工段階での参加 

施工段階での参加は、建物全体の色彩計画、

内装タイルの色決め、床タイルのデザイン、

壁に断熱材替りの古新聞詰め、壁と床の桐油

塗装、ウッドデッキと屋根作りを実施した。

色彩計画では透視図を描き、赤色、青色、緑

色の3色から投票で決めるメニュー方式を実

関係者全員でｺﾗｰｼﾞｭづくり 

 

 

 

3つのコンセプト模型 

 

 

 

 

町長も参加して投票 

 

 

 

 

 

タイルのデザインシート 
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施し、青色に決定した。内装タイルについては、

現物サンプルから選ぶという形で決めた。新聞

詰めワークショップは、大イベントとなった。

新聞を丸めるグループ、それを運ぶグループ、

新聞を壁に詰めるグループの３グループに分か

れて作業をし、時間を決めて交代する形をとっ

た。スタッフの子供たちも参加し張り切ってやっ

てくれた。子供が参加するととても盛り上がる。

新聞詰めワークショップの良さは、この場に来な

くても古新聞を寄付するという形で参加できる

ことである。タイルのデザインワークショップ

は、15 センチ角の枠を描いた用紙に自由にデザ

インしてもらい、それを陶芸家にタイルを作って

もらうという方法である。自分の描いた絵がタイ

ルとなり、それが床に貼られ記念になるという良

さがある。多くの関係者が参加してくれた。塗装

ワークショップでは、関係者の友人知人も手伝

い、更に多くの参加者となった。ウッドデッキと

屋根作りワークショップでは、ボルトナットだけ

で制作できるようにすべく図面を描き、それを元

に大工が作り方の講習を行なった。皆で一緒に作

った感があり、住民が使う公共建築として身近な

存在になった感がある。 

□使い方ワークショップ 

完成時にスタッフと作業者と一緒に、どのように

使うかをシュミレーションする使い方ワークシ

ョップを実施した。そのことによって、椅子やテ

ーブルなどをどこに置けば使いやすいか？何を

用意しておく必要があるか、など使い方や気持

ちの準備ができる。共有スペースの床に貼られ

たタイルを指さして、「これ僕がデザインしたタイルだ」を嬉しそうにして

いる作業者の顔を見て、親しみを持ってくれていることを確信した。 

壁に古新聞詰めワークショッ

プ 

ワークショップ 

皆で協力して完成 

 

 

 

 

 

 
ﾒﾝﾊﾞｰによる使い方ﾜｰｸｼｮｯﾌ゚  

 

 

 

 

 

 

 

塗装ワークショップ 
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２－２－２－２ リノベーションまちづくり概論 
（連 勇太朗） 

（リノベーションとは何か？まちづくりとの関係、事例を通して学ぶ） 

1. 概論 

1-1.「リノベーション」と「まちづくり」 

建物の改修を意味するリノベーションは、これからのまちづくりにおいて

重要な手段のひとつとなる。戦後、日本社会は「新築」を前提に都市計画や

建築基準法の制度を整備してきたが、人口減少が進むこれからの時代におい

て既存ストックの活用は必要不可欠である。2018 年の住宅・土地統計調査

によれば、日本全体の空き家総数は 849万戸、空き家率13.6%であり、20年

で約 1.5倍に増加している。また2015年以降、メディアでも「空き家問題」

が頻繁に取り上げられるようになったことにより、人々の日常生活において

も空き家や空き室は無視できない社会課題として認知されるようになって

きた。現代の日本における都市計画やまちづくりを考える際に空き家・空き

室は無視できない課題である。 

縮小化社会における都市のあり方を研究している東京都立大学の饗庭伸

は、戦後の都市域が拡大していくスプロール化に対し、都市域が変らないま

ま、その内部でランダムに孔（空き家や空き家）があいていく動きを「スポ

ンジ化」という概念によって説明している*1。饗庭が指摘するように、スプ

ロール化とスポンジ化は単に「都市が拡大するか」「孔があいていくか」と

いう現象の違いに留まらず、その前提となる資本の原理や規模、さらには背

景にある都市モデルが異なるため、まちづくりや都市を専門とする者にとっ

てはこの違いを十分に見極めておく必要がある。人口増加時代の都市域が拡

大していく社会においては、道路やインフラの線を引き、空間をゾーニング

して、機能ごとに面で分け、都市施設や公共施設を計画し中心を生み出すこ

とに都市計画の特徴がある。これに対し人口減少時代のまちづくりは、小さ

く点在する私有地や個々の空間を個別的に整備し、全体としてその都度チュ

ーニングしていく態度や実践が求められる。こうしたまちづくりの方法は、

様々な地域や主体によって実践的に行われているが、そうした都市計画やま

ちづくりのあり方は方法論として未発達であり、個々の具体的なプロジェク

トを通して知見を蓄積していき、社会全体の知的資産として体系化していく

必要がある。 
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当該論の目的は、縮小化する（スポンジ化していく）都市や地域を前提と

し、リノベーションが、いかにまちづくりやエリア再生と結びつく可能性が

あるのか、具体的な事例を通して概説することである。スポンジ化の最大の

特徴のひとつである「地域のなかで小さくバラバラと孔があいていく」状況

に対して、小規模な空間改変を実現する「リノベーション」は、「まちづく

り」と親和性が高く、様々な可能性にひらかれている。 

 

1-2.リノベーションとリフォームの違い 

 LIFULL HOME’S 総研が発行している調査研究レポート「STOCK & 

RENOVATION 2014」では、HOME’S、SUUMO、一般社団法人リノベーション住

宅推進協議会が提示している「リノベーション」と「リフォーム」の違いを

比較しながら、技術的にも法的にも明確な定義や違いがあるわけではないと

いうことを指摘しつつ、前者の目的が「機能・価値の再生」であるのに対し

て、後者の目的は「修繕」であるということが事業者・業界内で共有されて

いることを指摘している。同レポートの整理によると、リフォームという言

葉が使われ始めたのは 1970年代からであり、地元工務店やハウスメーカー

による住宅の営繕・補修・修繕をするという意味での「リフォーム産業」が

1980 年代前半には出来上がっていたという。それに対し、リノベーション

は 1990年代後半から、ストリートにおける若者文化と結びつくかたちで、

2001年の『東京リノベーション』や、2004年の『東京R計画』などの書籍

／プロジェクトを通して新たな概念として普及していった。後述する「リノ

ベーションまちづくり」という概念や、建築家によるリノベーション系のプ

ロジェクトはこうした流れの延長にあると言ってよい。筆者はリノベーショ

ンとリフォームの本質的な違いについて議論することにはあまり意味があ

ると思わないが、言葉としてどのような文脈や歴史を持っているのかを理解

することは、国内における建物の改修・修繕がどのように受容されてきたの

かを知る意味で重要であると考える。当該論では、リノベーションという言

葉を建物の改修という意味で使うが、それはリフォームとの違いを強調した

いためではなく、あくまでこうした歴史的な言葉の使用法に慣習的に従って

いるに過ぎない。当該論で解説する各事例からもわかるように、一言でリノ

ベーションといってもそのあり方は多様であるため、読者自身も表面上の言

葉の定義に固執せず、本質的な意味で建物や空間の改変、修繕、補修の可能
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性をまちづくりとの関係から探求してもらいたい。 

1-3.新しい職能モデル 

次に「リノベーション」と「まちづくり」の関係を職能モデルという観点

から捉えてみる。そこから「まちづくりファシリテーター」という職能の可

能性について考えることが可能となる。 

建築計画・都市建築史・建築批評を専門とする布野修司は「タウンアーキ

テクト」という職能のあり方を提示している*2。布野は欧米では、自治体の

都市計画に一貫して関わり施設づくりを担う専門家として「タウンアーキテ

クト」の存在があるということを指摘しつつ、日本では市民の意向を自治体

に反映する仕組みがないことを課題にあげ、その媒介する役割を持つ存在と

して、地域やまちづくりに継続的に関わっていく「タウンアーキテクト」が

必要だと主張している。「かつて、大工さんや各種の職人さんは身近にいて、

家を直したり、植木の手入れをしたり、という本来の仕事だけではなく、近

所の様々な相談を受けるというそういう存在であった。その延長というわけ

にはいかないけれど、その現代的蘇生が『タウンアーキテクト』である。」

とあるように、そこでイメージされるタウンアーキテクト像は、住人が求め

る行動や活動を的確に把握し、それを空間的に反映、あるいは翻訳していく

ような存在であると言える。筆者が連想したのは町医者的なものである。建

築家が地域の町医者的な存在として、空間の問題に携わっていく職能のあり

かたはまちづくりファシリテーターというモデルを考えていくうえでも有

効ではなないだろうか。こうした職能のあり方からもリノベーションとまち

づくりは親和性が高いということが理解できるはずだ。 

さて、視点を少し変えてみたい。「リノベーション」と「まちづくり」と

いう二つの概念が急速に接近したのは2000年以降である。その背景にある

のは、この異なる２つの言葉をいち早くつなげ、「リノベーションまちづく

り」という概念そのものを生みだした都市再生プランナー・清水義次の存在

である。清水が提唱する「リノベーションまちづくり」の中核にあるのは、

不動産の価値が低下していく社会状況において、事業者とまちに新たなコン

テンツを生み出すために、最小限の投資で空間や場を蘇らせ、そうしたコン
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テンツを増やしていくことでエリア再生を実現していく「現代版家守」とい

う職能モデルである。家守（やもり）とは、江戸時代に地主に代わって地域

をマネジメントしていた存在であり、店子を育成し、自らも事業投資をする

ことで、公共的なサービスを担っていた。清水は、家守の現代版として、補

助金に頼らない自立型のまちづくり会社を構想し、地域の空間的リソースを

発見し、コンテンツを生み出す店子とマッチングし、ときには自らも店子に

対して投資をし、エリア価値の向上とともに利益を回収していく自立型の組

織を提示している。こうした動きは、「リノベーションスクール」などの活

動により、日本中で広がりつつある。当然、空間のリノベーションも重要で

あるが、これからのまちづくりにおいては、誰が入居し、そこでどのような

価値を生み出していくか、というソフトウェアの部分にまで介入していかな

いとエリア再生は実現しないということを「リノベーションまちづくり」と

いう概念は端的に示している。 

タウンアーキテクトや現代版家守という２つの職能モデルが示すように、

リノベーションとまちづくりは非常に相性がよい。また、興味深い点は、こ

うした実践の先に（古くて）新しい職能のあり方が示されているということ

である。それは、従来の専門領域や専門的枠組みに縛られることなく、建築、

不動産、工務店、経営、コンサルティングなど様々な領域をまたぐ領域横断

的なモデルであるという点も重要である。「まちづくりファシリテーター」

は多様な方向性やアプローチを持つモデルであると筆者は考えるが、各個人

がまちづくりファシリテーターというモデル自体を意識的に再定義してい

き、従来の既存の枠組みに縛られることなく、独自の思想と解釈に基づいて

オリジナルなかたちとして発展させていくことが大切であると考える。 

 

2. 事例紹介 

具体的な事例やプロジェクトを通してリノベーションとまちづくりの関係

についてイメージを膨らませてみたい。ある限定したエリアのなかで、使わ

れていない空間を点的に活用していくことで、まち全体を活性化していくプ

ロジェクトや試みが近年、増えてきている。これらの事例は、道路やインフ

ラを計画するといった大きな都市計画ではなく、小さな改修を繰り返し、自

らが場を運営したり、テナントを探してきたり、場に対して投資することで

まちの価値を創出していくという点で共通している。まさしくスポンジ化が



 108 

進行する社会に求められるまちづくりのあり方だと言える。 

2-1.リノベーションと事業を組み合わせる 

■事例１：HAGISTUDIOの実践 

建築家・宮崎晃吉氏が主宰する HAGISTUDIOは、東京・谷中を拠点に、木賃

アパートや住宅をリノベーションしながら、自社事業として最小文化複合施

設として HAGISO、ゲストハウス hanare、食の郵便局というコンセプトのお

惣菜とお弁当の店 TAYORIなど、複数の拠点を運営している。どれも徒歩圏

内に点在していることが特徴である。宮崎氏は、従来の建築家のように「設

計して終わり」ではなく、自らが事業者となり、企画―設計―運営までを一

貫して行う点に特徴がある。まちの価値を育んでいくために、建築家が場の

運営まで活動の領域を広げている先進的な事例である。どれも既存の建物

（主に木造）を効果的に活用し、デザイン性とコストがバランスしたリノベ

ーションを実現している。事業者と設計者が

一致していることにより実現できる場づく

りであると言える。一連のプロジェクトが動

き出すきっかけとなり、注目されるようにな

った最初のプロジェクトが HAGISO である。

建物自体は、もともと宮崎が学生時代にシェ

アハウスとして住んでいたアパートであっ

たが、3.11の震災を機に取り壊す話が持ち上

がった。このアパートの可能性を感じた宮崎

はカフェとして運営するという事業計画を

立て、物件の所有者と交渉し実現することと

なった。「最小文化複合施設」というキャッチ

フレーズを掲げているように、カフェのみな

らず、ギャラリー、イベントスペース、サロ

ンなど、様々なプログラムが組み込まれており、近年観光で賑わう谷中にお

いて新たなスポットを形成している。 

■事例2：北九州家守舎の実践 

谷中のように都内だけでなく、地方都市でも様々なプロジェクトが展開さ

れている。福岡県北九州市の北九州家守舎は、建築家・嶋田洋平を中心に運

営されている民間のまちづくり事業会社である。社名に「家守舎」がついて

改修前のHAGISO（萩荘） 

 

 

 

 

 

改修後のHAGISO外観 
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いる通り、清水のまちづくりリノベーションの方法論をベースに、北九州の

小倉・魚町銀天街を中心に独自の活動を展開している。北九州、重工業や重

化学工業で支えられたエリアであったが、産業構造の転換により、商業の集

積地としてまちの中心部が衰退していった経緯がある。そんななか、中心市

街地活性化を目指し2011年に「小倉家守構想検討委員会」が開催される。

そこに関わっていた嶋田が清水の思想に触発されることによりプロジェク

トが動き出す。2011年に 10年以上空き店舗だった場所を「メルカート三番

街」として再生した。「メルカート三番街」は、築50年のビルに付随する木

造２階建をリノベーションして生まれた、文化芸術創造のためのクリエイタ

ーや商店主のための拠点である。低家賃で借りることができ、まちに新たな

プレイヤーやコンテンツを増やしていくためのインキュベーションの役割

を担っている。2011 年以降、メルカート三番街を起点にポポラート三番街

が開業し、周辺にリノベーションによる

場の再生が波及していった。あわせて、

最初のリノベーションスクールも開催

し、全国へ波及していくきっかけをつく

った。リノベーションスクールは、まち

の遊休不動産を対象にし、事業モデルを

参加者がチームを組んで作成し、実際に

地主や地域住人にプレゼンテーション

する実践型のプログラムである。ここか

ら実際に案件化・事業化していくプロジ

ェクトがあり、まちに新たなコンテンツ

や場を生み出す重要なエンジンのひと

つになっている。 

■事例３：machimoriの実践 

改修前のメルカート三番街 

 

 

 

 

改修後のメルカート三番街 
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家守舎のモデルを引き継ぐ事例として、

静岡県熱海市を拠点とする市来広一郎

氏を中心につくられた株式会社

machimoriは、「100年後も豊かな熱海を

つくる」というビジョンを掲げ活動を展

開している。熱海は昭和 50 年代から減

少しており、高齢化が進み、経済低迷が

進んでいた。machimoriは熱海駅から 15

分ほどの場所にある熱海銀座商店街と

いう通りで、ゲストハウス MARUYA、コワーキングスペース naedocoなどを

運営している。まだ、シェア店舗である RoCAのリノベーションや誘致を行

った。machimoriは「現代版家守」として熱海の再生を実現しようとしてい

る。Machimoriはこうした古くて新しい職能を確立しようとしている点で学

ぶべきことが多く、今後の展開が注目されている。 

 

2-2 クリエイティブの力をまちに持ち込む 

アート、ものづくり、デザインをはじめとしたクリエイティブを、まちに

新たな可能性をもたらす要素として地域空間のなかに持ち込むというのも

ひとつの手段である。アーティストやクリエイターは自らの手で空間を改変

する能力が優れており、空間を変えていくという意味で様々な可能性を持っ

たプレイヤーである。 

 

■事例４：MAD CITYの実践 

千葉県松戸市で活動する MAD Cityは、

半径 500m以内を主な範囲としており、積

極的にクリエイターやアーティストに空

き家や空室をマッチングすることで

2010年の活動開始以来150人以上のクリ

エイティブ層を地域に誘致してきた実績

を持つ。MAD Cityは、家主から物件を借

り上げ、アーティストに転貸するという

モデルで活動している。例えば MAD マン

ゲストハウスMARUYA 

 

 

 

 

コワーキングスペースnaedoco 

 

 

 

 

MADマンション 

 

 

 

 

MAD City Galleryでのｲﾍﾞﾝﾄの様子 

 

 

 



 111 

ションは全部で 15部屋あり、すべて改築改装が可能になっている。住人は

DIYなどで自由に自分の部屋を好きなように実現することができる。このよ

うに、MAD Cityは住人自らのセルフビルドや DIYの力を利用し、地域の既

存ストック活用を推進してきた。また、こうしたクリエイティブ層を積極的

に誘致することで、周辺のエリアへの波及など様々な効果が期待できる。 

 

■事例５：＠カマタの実践 

筆者が共同代表をつとめる株式会社＠カ

マタも、旧蒲田区を範囲とし、地域の不動

産をものづくりというコンセプトを軸に

活用している。＠カマタは、大田区蒲田を

拠点に活動している不動産、建築、キュレ

ーションなどを専門とする人達でつくっ

たチームである。大田区は都内でも最も

町工場が多いエリアであり、＠カマタは

そうした地域の可能性を最大化するため、

ものづくりの拠点をまちのなかにつくっ

ている。今まで、SOHOやオフィスにより構

成される「クーチ」、シェアオフィス＋デ

ジタル工房である「ブリッヂ」、ギャラリ

ースペースである「ソーコ」、そしてイン

キュベーションスペースである「コーカ」

を運営している。＠カマタは、地域の潜在

的価値であったものづくりを軸に、まちに新たなクリエイターを呼び込むこ

とによって活動を展開している。また、木造の改修や倉庫の活用から、最終

的に高架下の開発にまで徐々にスケールアップしている点も注目できる。 

 

2-3.手法を公開し、改修の担い手を増やす 

改修のよいところは建築の専門家以外の人も参画の余地が残されていると

いう点にある。また、空き家が大量に溢れる時代において、専門家だけでな

く、一般の人の空間やデザインに対する知識や能力もあげていかなければい

けない。そういった意味で、アイデアを関係主体と共有しながら様々な人の

インキュベーションスペース コーカ 

 

 

 

クーチ 
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力でボトムアップ的に空間を改変していくアプローチはひとつの可能性と

して捉えられる。 

■事例６：モクチン企画の実践 

筆者が代表を務めるNPO法人モクチン企画は木造賃貸アパートを再生する

不動産、建築、コミュニティデザインなどの専門家からなる NPOである。モ

クチン企画の名前の由来でもある木造

賃貸アパート（木賃）は、戦後大量に建

設された木造アパートである。60 年代

では 4人に 1人がこうしたアパートに

住んでいたと言われている。現在はだ

いぶ少なくなってきているが、それで

も 23区内だけでも 20 万戸以上存在し

ている。一見再開発で整備された駅前も、そこからまちの中を歩き、街区の

隙間を覗き込めばまだまだこうしたアパートを目撃することができる。こう

したアパートが現在老朽化し、空室率が向上している。このようなアパート

が地域のなかに点在していることで、エリアの活力を奪い空洞化させている。

一般的には負の空間資源と思われている木賃を優良な社会資源に転換して

いくことがモクチン企画のミッションである。さて、大量に点在していると

いうことが木賃アパートのひとつの可能性であるのだが、一般的な方法で一

軒ずつ丁寧に改修していてはこの大量にあるという可能性を扱うことがで

きない。そこで、開発したのが「モクチンレシピ」である。モクチンレシピ

はウェブサイトでありデザインツールである。「レシピ」と呼ばれるアパー

トを部分的に改修するアイデアが料理のレシピのように紹介されているウ

ェブサイトである。いくつかのレシピ（改修アイディア）を組み合わせるこ

とで改修を実現することができる。有料の会員になれば図面や仕様書なども

ダウンロードできる。主なユーザーは地域の不動産管理会社、工務店、物件

オーナーである。こうした様々な人の力を、デザインやアイデアを提供・共

有することでエンパワーしていくことにより、建物を再生し空室を埋めてい

くことが可能となる。 

モクチンレシピウェブサイト 
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2-4. 空 き

家を福祉拠点として再生する 

 具体的なまちの課題として、高齢化社会にどう対応していくか課題として

挙げられる。日本は欧米諸国のように低所得者・生活困窮者向けの住政策が

十分に整っている国であるとは言えない。国としては2025年を目標に今ま

で住み慣れた地域で生活を継続できるよう、住まいはもちろんのこと、介護、

生活支援、予防などを一体的に提供していく「地域包括ケアシステム」の構

築を目指している。これは今までの政策が推進してきた必要な施設を増やし

ていくという「施設型」ではなく、「地域型」で高齢者を支えていくという

重要な方針である。こうした指針のもと、空き家や遊休不動産を活用し、住

まいのセーフティネットを構築していくというのは重要なアプローチであ

る。 

■事例７：タガヤセ大蔵の実践 

タガヤセ大蔵は、東京・世田谷区の木造

アパートをデイサービス施設として再生

した先進的な事例である。空室率が高くな

っていた築３０年のアパートを、物件オー

ナーである安藤勝信自ら企画を考え、建築

家である天野美紀氏と、社会福祉法人大三

島育徳会の田中氏と協働し実現させた。安

藤氏は、空室が増えるアパートと、祖父の

介護などをきっかけに「福祉施設っぽくな

い福祉施設」を地域の拠点としてつくるこ

とにした。一般的なデイサービスと異な

り、カフェコーナー、図書スペースがあり、

地域の人がボランティアとして手伝いに

くる場所になっている。これらは、施設の

モクチンレシピを使った改修事例 

 

 

 

タガヤセ大蔵、外観 

 

 

 

デイサービスの様子 
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なかで完結するのではなく、積極的に地域にひらかれた場作りを志向してい

るから実現できている事柄である。また、地域にもともとあった既存の建物

が使われているという点も重要である。タガヤセ大蔵の事例はこれからの高

齢化社会における施設のあり方や地域のあり方を再考していくうえで非常

に重要な示唆を与えてくれる。 

3. まとめ 

3-1.まちを変える方法=小さな仮説検証を繰り返す 

今まで見てきた事例が端的に示すように、これからのまちづくりは、巨大

な資本投下によってまち全体を一気に開発していく方法とは異なるアプロ

ーチや思考が求められる。そのためには、民間の小さな意思決定と投資効果

をエネルギーとして最大化させる必要がある。そうした際に「小さく仮説検

証を繰り返す」という態度を持っておくことが重要である。これは、建築や

まちづくりに限らず、どの分野でも言われており、これからの社会において

重要な視点である。ソフトウェア開発では「アジャイルプログラミング」、

起業や新規事業立ち上げでは「リーンスタートアップ」など、各分野で「計

画→実行」を単線的なプロセスで考えるのではなく、仮説を立て、小さく検

証を繰り返すことで、経験値や失敗を重ね、そのサイクルを大きくしていく

ことで最終的なプロダクトやアウトプットを生み出していくという方法が

注目されている。まちづくりや都市計画の分野のわかりやすい例としては

「タクティカルアーバニズム*3」が代表的な方法論として挙げられる。 

 

こうした視点で考えるとリノベーションのメリットが自ずと浮き上がって

くる。最初の時点で、既存の建物を壊して新築を計画するよりも、既存の状

態を少しずつ変えていき、そこでイベントを開催してみたり、外観を変えて

まちの風景を変えてみたりすることで人々の反応を検証することができる。

このようにすれば、ちょっとしたアクションや投資によって、大きな意思決

定をする前にあらかじめ場所の可能性や課題をテストすることができる。そ

ういう意味でもリノベーションまちづくりにおいては「仮説」をたて、それ

を「検証」していく仮説検証の力が重要であると強調しておきたい。 
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3-2.リノベーションがまちづくりと結びつくことの可能性 

リノベーションと一言で言っても、それは建物の基本的な修繕を指す場合

もあれば、いくつかの事例を通してみてきたようにまちづくりにまで広がる

様々な可能性を持っているということがわかる。重要なのは、リノベーショ

ンはあくまで手段のひとつであり、その先に何を実現したいのかを考えるこ

とである。建築を専門にしていると、ハードウェアを扱うことに視点を起き

がちであるが、まちづくりという視点に立てば改修は手段のひとつに過ぎな

い。そのため、そのエリアが何を必要としているのか、何が足りないのか、

どういった刺激があると活性化するのかなど、まちそのものの可能性と課題

を発見する視点は必要不可欠である。最後に、リノベーションをとおしたま

ちづくりの可能性について３点を挙げる。 

 

１） 様々な主体が参加できる 

例えば、松戸で活動する事例４：MAD Cityの例がそうであったように、リ

ノベーションは施工のプロだけでなく、様々な主体が参加できる余地に溢

れている。既存の空間があるため、改修後の空間のイメージも新築に比べ

て共有しやすく、既存の建物そのものが多様な主体との対話のツールにな

りうる。また、事例３：machimori も最初の事業であるゲストハウスの

MARUYAは自らが DIYに参加した。こうした参加を通して建物や空間に愛着

を持たせるきっかけになる。こうした愛着が空間に宿ることは、関係者に

よる大きなエネルギーに転換していく可能性を持つため、まちづくりの視

点から非常に重要である。 

 

２） 小さな規模ではじめられる 

具体的な事例がそうであるように、リノベーションは小規模かつ実験的

に空間を改変していくことができるため、仮説検証を繰り返しながらプロ

ジェクトを進めていくことができる。事例１：HAGISOは、現在のかたちに

なる以前は、学生のシェアハウスとして使われており、自分たちでイベン

トを開催することで場の可能性に気づいたという。事例５：＠カマタの活

動も、高架下の開発にたどりつくまでに築 50 年以上の木造家屋の改修か

らはじまり、徐々にスケールを大きくし、展開していったという経緯があ

る。大きな構想や計画を考えて実現せずに終わるのであれば、このような
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小さな取り組みを積み上げていくことは確実なまちの改変を実現するこ

とができる。また、事例７：タガヤセ大蔵が示しているように、これから

の福祉を考えていくうえでも有効である。いきなり巨大な高齢者福祉施設

を建設するには多大なコストがかかるうえ、実際にニーズがあるのかどう

か、時代の変化に対応していけるか不明瞭であり社会全体にとっても個人

の投資という観点からもリスクが高い。タガヤセ大蔵が示しているのは、

地域にデイサービスの拠点を小さく設けていくことで、その意味や意義を

確認しながら一歩ずつ確実に地域を再編していくことができる。 

 

３） 既存ストックをネットワークできる 

 どの事例にも共通しているのが、まちに点在する既存ストックをネット

ワーク化できるという点である。リノベーションを小さく展開していくこと

で、それらを集積させ、関連づけていくことにより大きな変化を生み出すこ

とができる。こうした点在型・ネットワーク型のまちづくりはリノベーショ

ンだからこそ可能な方法論であるし、時代の変化や状況の変化にフレキシブ

ルに対応できるという利点がある。 

 

このようにリノベーションは、単に建物を修繕し改修するという次元を超

えて、様々な人と協働し、まちに求められるプログラムやアクティビティを

実現していく手法として捉えることができる。まちづくりファシリテーター

にとっても、リノベーションに対するスキルや思考はこれからの時代に求め

られる基本的なものである。 

 

 

＊写真は、使用できる枚数や使用の方針が明らかになった場合に関係者に使用許可をとる必要があり

ます。 

*1饗庭伸：都市をたたむー人口減少時代をデザインする都市計画, 花伝社, 2015.12 

*2布野修司: 裸の建築家―タウンアーキテクト論序説, 建築資料研究者, 2000.3 

*3 マイク・ライドン氏とアンソニー・ガルシア氏によって提唱された都市デザインの手法。仮設的・実験的なプロジェクトを

都市空間で繰り返すことで、公共空間の再編を目指す手法。全世界的に注目されている新たな手法である。 
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２－２－２－３ インスペクション、耐震化、不燃化概論 
（向田 良文：10P） 

（インスペクション、耐震化と不燃化の技術、方法、助成制度、木造、 

RC造、S造の構造別に理解する） 

０） はじめに 

 1992（平成 4）年から 1年半ほど、駒沢オリンピック公園総合運動場の体

育館・管制塔改修工事の現場に設計監理のスタッフとして常駐したことがあ

る。1964(昭和 39)年の東京オリンピック会場として整備された公園内の体

育施設に建設後30年を経て老朽化が見受けられたこと、施設に対する要望

も大きく変わったことなどを受けての東京都の再整備の一環であった。老朽

化に伴い取り壊しの話もあったが、体育館および管制塔の構造診断を行った

結果、建物の躯体は十分に継続使用に耐えることが確認されたため、建物外

観を保存しながら増築を伴う機能向上を行った。現場では設計図書に基づき

既存部分の解体、現地調査、実測、納

まりや施工図の検討が繰り返された

が、既存躯体があるために調整が難

しく苦労したことを覚えている。施

工者の技術力にも大いに支えられた

現場であった。この経験から既存建

物の状況を調査して、時代に合った

新しい建物として継承していくこと

の大切さ、大変さを学んだ。 

 新築だけでなく既存建物の改修、増築を含めて新しい価値や魅力ある建物

の設計が求められる中、建物状況調査・診断(インスペクション)を行った上

で既存建物の耐震化、不燃化、現代化が実施されることが大切である。 

 

１） 耐震化・不燃化の背景 

人が生きていく上で雨風をしのぐ囲いが必要であり、長い歴史の中で建物

がその役割を担ってきた。人々は生活のために集住し、気候も地形も違う

様々な場所に集落や都市が成立した。建物はその地域で活動する大工など職

人の手で建てられ、その地域の実情に合った技術やデザイン、生業の生態系

が継承されてきた。木造の建物は火災に弱く、火の手が上がるとたちまち周

図１  駒沢体育館改修風景 

出典：「月刊 リフォーム」1994年1月号 
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囲の建物を巻き込んで燃え広がった。江戸の町もしばしば大火に見舞われ、

幕府によって火除地の設置、消防組織の整備、土蔵造りなどの防火建築の奨

励が行われたことが知られている。しかし防火建築は経済的に負担が大きく

あまり普及しなかったこと、人口増加に伴う裏長屋など高密度化の進行など、

江戸は災害に脆弱な木造都市であった。 

明治になり江戸は東京に変わり西洋の建築技術の導入が始まる。1872(明

治5)年の銀座一帯の大火の復興で、建物の不燃化、近代都市形成のため「銀

座煉瓦街計画」が実施された。1881(明治 14)年に東京防火令が制定され、

都心の主要道路沿道の建物に煉瓦、石造、土蔵造りを義務づけた。実際には

煉瓦、石造はあまり普及せず、伝統的な土蔵造りの町並みが形成された。明

治初期から大正初期にかけ

て全国で様々な建築規制が

始まり、人口増加に伴い都市

が無秩序に拡大したことか

ら、建物の構造強度、都市の

防火防災、良質な市街地の形

成など総合的な建築規制が

必要とされ、1919(大正 8)年

に都市計画法と市街地建築

物法が制定された。今からほ

ぼ 100年前のことで、現行の

都市計画法、建築基準法の原

型である。その後、震災、大火、戦災被害からの復興、技術の開発などを経

て法規制は変遷を繰り返すことになる。 

 

２） 建築法規制の構造規定と地震の経緯 

 日本の近代法規制の耐震構造の歴史は 1891(明治24)年の岐阜県と愛知県

を中心に甚大な被害となった濃尾地震が始まりとされる。1920(大正 9)年に

市街地建築物法施行規則が制定され、木構造、石構造、煉瓦構造、鉄構造、

鉄筋コンクリート造などの構造基準と構造計算の規定が定められた。しかし、

構造計算の外力は固定荷重と積載荷重の鉛直力のみで、建物の安全性を確保

する上で不十分であった。この規則が制定されて 3年後の 1923(大正 12)年

図２  明治期の日本橋通り土蔵造りの町並み 

出典 ：「江戸 失われた都市空間を読む」玉井哲雄1986  
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に関東大震災が発生し耐震基準の重要性が認識されたことから、翌年、水平

力に抵抗する構造部材や接合部の見直し、構造計算の外力に地震力が規定さ

れた。 

1945(昭和 20)年の終戦後、戦災からの復興が重要な課題となる中、戦時

中から終戦後の混乱期に建てられた建物の著しい質の低下が目立ち、全国で

火災や風水害が頻発する状況であった。このような状況のもと新憲法下で

1950(昭和 25)年に建築基準法、同法施行令が制定され、構造に関する具体

的な基準も整理された。木造建物においては新たに床面積に応じた壁量規定

が導入された。その後 1959(昭和 34)年に木造建物の必要壁量の強化、補強

コンクリートブロック造が規定され、1971(昭和 46)年に鉄筋コンクリート

造の柱のせん断力が強化され、木造建物の風圧力に対する必要壁量規定が導

入された。また、高度経済成長期の昭和 30～40年代にかけて、地震観測記

録の分析やコンピュータによる建物の地震応答解析手法の研究が進んだこ

とにより、1968(昭和 43)年に日本初の超高層建築物の霞が関ビルディング

（高さ 147ｍ、地上 36階、地下3階）が竣工している。 

 1978(昭和 53)年の宮城県沖地震の被害を踏まえて耐震基準が大幅に見直

され、1981(昭和 56)年に改正法が施行された。いわゆる「新耐震基準」の導

入である。これまでの基準では震度 5 強程度の地震でほとんど損傷しない

ことの検証で足りたが、新耐震基準では震度 6強～7程度の地震で倒壊・崩

壊しないことの検証が加えられた。木造建物の必要壁量の見直しなども行わ

れた。 

1995(平成 7)年に阪神・淡路大震災が発生、死者 6千４百余名、一部破損

以上の被害を受けた建物の数が約 68万棟あり、死者の約 8割以上が建物倒

壊による圧死であった。倒壊した建物の多くは新耐震基準を満たさない

1981(昭和 56)年以前に建てられた建物であったため、既存建物の耐震性不

足が問題となり、既存建物の耐震化推進のため「建築物の耐震改修の促進に

関する法律（耐震改修促進法）」が制定された。この大震災では神戸市内の

密集した市街地で大火が発生したことから、防災上危険な密集市街地の改善

などを目指して、1997(平成 9)年に「密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律」が制定された。 

2000(平成 12)年施行の建築基準法改正で性能規定が導入され、一定の性

能を満たすことで構造、防火、設備などの設計の自由度の確保、新技術導入
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の円滑化が図られたほか、木造建物のバランスの良い壁配置、柱頭柱脚及び

筋違いの接合金物の規定、地耐力に応じた基礎構造など構造規定の定量化、

明確化が行われた。 

2005(平成 17)年に構造計算偽装事件が発生、その防止を含め 2007(平成

19)年に一定規模以上の建物について構造専門家による二重チェック（ピア

表１  東京23区の耐震化助成制度一覧表 ： 2019(平成31)年度 

出典：東京都耐震ポータルサイト 

 

表２  渋谷区の耐震化助成額の例 ： 2020(令和2)年度 

渋谷区ホームページより作成 
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チェック）が義務づけられ、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士が新

たに導入された。 

 

３） 耐震化の取り組み 

「耐震改修促進法」制定後、各自治体に昭和 56年以前の旧耐震基準の建

物に対して耐震診断、耐震補強設計、改修工事費などに助成制度が設けられ

た。助成の対象、助成額は自治体によって違いがあり、ホームページなどで

最新情報を確認することが必要である。2016(平成 28)年の熊本地震の被害

調査報告（速報）で、昭和56年6月から平成 12年 5月までに建てられた新

耐震基準の木造建物の 18.4％に倒壊等の被害が報告されたことから、新耐

震基準でも助成対象とする自治体が出てきた。 

2018(平成30)年の住宅全体の耐震化率は約87％で共同住宅は約94％に上

るが戸建て住宅は約 81％に留まる。地震で建物が崩壊しないこと、避難、

輸送のための道路が確保されていることは重要である。安全で住みやすくか

つ魅力的な環境の創出には、建築･まちづくりの専門家が正確な情報を住民

に伝えコミュニケーションを図ることが欠かせない。 

図３ 住宅の耐震化率の推計 ： 平成30年の実績値 

 出典：「住宅･建築物の耐震率の推計方法及び目標について」  

住宅･建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会  2020.5 
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写真１  ＲＣ壁増設補強  

柱梁にアンカーを打ち、スパイラル筋、
壁筋を配筋後にコンクリート打設 
コンクリート打設 

写真２  ＲＣ柱鋼板補強 
既存柱を鋼板で囲み溶接し、柱
と鋼板の隙間にモルタルを充填 

 

写真３  鉄骨造ブレース補強 
鉄骨造既存建物にブレース補強 

 

写真４  鉄骨ブレース補強 
柱梁にアンカーを打ちスタッドボルト
で鉄骨フレームを固定しブレース設置 

 

写真５  鉄骨ブレース補強（接着工法） 

病院など音を出せない現場でアンカー
を打たずに柱梁にフレームを接着する 
 

写真６  制振ブレース補強 
柱梁に固定した鉄骨フレームにエネル
ギーを吸収する制振ダンパーを設置 

 

写真７・８  免振レトロフィット           柱脚に免振装置を設
置 

既存建物上部構造は補強をしないで、柱脚に免振装置を新設して地震力を減衰さ
せる工法。建物を仮設ジャッキで持ち上げ既存柱を切断、免振装置を挟み込む。 

写真９  木造ブレース補強 
既存の雰囲気を残し開口を塞がない木造の補強例 

 

写真10・11  木造住宅の耐力壁による補強  補強前 ⇒ 補強後 

1間半2枚引込襖､間仕切り壁(和室) ⇒ 構造用パーティクルボードによる耐力壁(洋室) 
木造住宅は新耐震基準でも平成12年以前の建物は耐力壁の偏りが問題となる事例がある 

【 写真１～９ 撮影：村岡久和 】 

写真12  柱脚・筋交い金物補強 
筋交いが釘打ちのみであった 

【 写真10～12 撮影：河原典子 】 

耐震補強の実例 
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４） 不燃化の取り組み 

 都市は社会的なものでありそれを構成する建築も必然に個々の財産、権利

だけでは成り立たない。「不燃化率」「避難困難性」など一定の基準により国

土交通省が「地震時に極めて危険な密集市街地」として公表している地区は、

現在も東京都と大阪府を中心に全国に分布している。その多くは木密地域と

いわれ、狭い道路に古い木造建物が密集した地区である。都市の不燃化を目

指して図４のような具体的な取り組みが活発化することが望ましい。不燃化

重点地区などを指定して、既存建築物の除去、耐火、準耐火建築物への建て

替え費用などの助成制

度を設けている自治体

もある。建て替え後の

固定資産税、都市計画

税の減免制度を設けて

いる自治体もあり、耐

震化を目的とした助成

制度を含めホームペー

ジなどから、最新情報

を入手することが大切

である。 

不燃化の取り組みに

は、持続可能で魅力的

な環境の創出が不可欠

であり、都市の細部の

文脈を読み取りそれぞ

れの地域に受け継がれ

た生業の生態系の保存

も大切である。広い見

識を持った建築・まち

づくりの専門家、まち

づくりファシリテータ

ーの活躍が期待され

る。 

図４ 木造住宅密集地域の改善の具体的
出典：「見える化改革報告書『防災まちづくり』」 

東京都都市整備局 2017.11.28 

図19 延焼遮断帯のイメージと整備の事例 
出典：「都市不燃化促進事業」 東京都都市整備局 Ｈ

Ｐ 

整備後 整備前 
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５） インスペクション 

 日本では人口減少社会を迎え世帯数の減少も見込まれる中、総住宅数も増

え続け空き家率の増加が社会問題化している。新築中心の住宅市場が、中古

住宅を循環利用するストック型の市場に転換することを目指し、国土交通省

は2012(平成 24)年に「中古住宅･リフォームトータルプラン」を策定、翌年

6 月に「既存住宅インスペクション･ガイドライン」を発表した。インスペ

クションとは建物の劣化状況を調査し、修繕が望ましい箇所や時期などを見

極めて依頼者にアドバイスを行う業務で、建物の設計、施工、管理、修繕の

知識はもとより劣化を見極める知識や見識、不動産流通の知識、依頼者へ客

観的にわかりやすく説明する能力など高い専門性と第三者としての倫理観

が求められる。中古住宅の取得を検討する際、建物の状態を把握できるため

安心して住宅を選択できること、取得後の建物の管理方法、将来想定される

修繕の時期や大まかな費用を把握できることなど有用なサービスであり、良

質な建物を増やすことにつながるため普及が期待される。 

2018(平成 30)年に施行された宅地建物取引業法改正で、建物仲介業者に

中古住宅売買の際に、建物状況調査（インスペクション）事業者を斡旋でき

るか否かを示すことが求められ、実際に建物状況調査が行われた際はその結

果を買主に重要事項として説明することを義務付けると共に、「既存住宅状

況調査技術者」の資格が設けられた。建物状況調査とは、規定の講習を受け

た「既存住宅状況調査技術者」が国土交通省の定めた基準に基づき、構造耐

力上主要な部分（基礎、柱、梁等）および、雨水の浸入を防止する部分（屋

根、外壁等）の劣化、不具合事象の有無について目視、計測等により行う調

査のことで、住宅に設置された配管、設備、雨樋などの劣化調査を含むこと

もある。破壊検査、瑕疵の有無の判断、建築基準関係法令への適合性の判定

は含まない建物調査であり、一次的なインスペクションと位置付けられる。

住宅以外の建物でも同様の調査が行われ既存建物の状況を把握することが

できる。日常生活に支障が生じる劣化、不具合事象が認められた場合、破壊

を含めた詳細調査で劣化の範囲を特定し、原因を総合的に見極めることで修

繕や改修工事につなげる建物調査を二次的インスペクションと位置付ける。

耐震性、省エネ性の向上、バリアフリー化や設備の更新など建物の性能や機

能を向上させて現代化を図るために行う建物調査を、性能向上インスペクシ

ョンと位置付ける。 
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６） インスペクションの実際 

一次的なインスペクションは目視、簡単な計測等で建物の状況を把握する。

(木造) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図27  階段の傾斜確認 

水平器を使って階段段板の傾斜測定  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真13  屋根裏の目視確認 

脚立に乗って懐中電灯で屋根裏を照射  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真14  屋根裏の目視確認 

雨漏り、結露の有無、断熱材、換気口など   

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真15  木材含水率確認 

屋根裏で木材含水率を測定   

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真16  柱、壁、床の傾斜確認 

レーザーを使って傾斜を測定  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真17  柱の傾斜確認 

レーザーを使って柱の傾斜を測定  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真18  石膏ボードの釘ピッチ確認 

強力磁石で釘のピッチを計測  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真22  床下の目視確認 

点検口から懐中電灯で床下を照射  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真23  床下の目視確認 

水染み跡、白蟻、ひび割れ、断熱材など  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真24  基礎の幅を確認 

スケールで床下の基礎の幅を計測  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真20  タイルの状況確認 

打診棒を使ってタイルの浮きを探す  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真21  基礎のひび割れ幅確認 

クラックスケールでひび割れ幅計測  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 

写真19  階段の確認 

水平器を使って階段段板の傾斜測定  

【写真提供：株式会社さくら事務所】 

 



 127 

木造の二次的なインスペクション、木造以外の一次的なインスペクション。 

写真25  土台 筋交い 
雨漏りで土台が腐朽、筋交い釘打ちのみ 

写真26  土台 

雨漏りで土台が腐朽、白蟻食害との複合 
写真27  サッシ回り 

継続的な雨漏り 

写真28  鉄骨造天井裏 
建築年代で耐火被覆のアスベスト調査が必要 

写真29  ＲＣ造躯体 
ジャンカ、鉄筋露出、錆 

写真30  屋上設備 
設備架台の錆、腐食 

写真31  屋上排水溝、ドレン 

排水溝モルタルのひび割れ、浮き上がり 

写真32  屋上パラペット 

ジョイントシーリングの破断 

写真33  屋上シート防水立上り 
防水立上り端部シーリングの劣化、欠損 

写真34  外壁 
外壁タイル打診、ひび割れ、浮き 

写真35  外壁 
コンクリート剥離、落下の危険性あり 

写真36  外壁 
かぶり不足、鉄筋露出、さび汁 

写真37  外壁、サッシ回り 
ひび割れ、シーリング破断、雨漏りあり 

写真38  内壁 
雨漏り 

写真39  天井 
空調機ドレンの水漏れ 
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７） インスペクションからの補強や改修 

一次インスペクションは第三者性が重要であり検査者は依頼者に客観的

に建物の状況を伝えることが重要な業務となる。一次的インスペクションで

修繕が望ましい状況である場合、二次的インスペクション、耐震補強や改修

設計を前提に性能向上インスペクションを依頼されることがある。その場合

の留意点に触れる。設計当初の図面や仕様書が保管されていない場合がある。

保管されていても図面と現地が必ずしも同じとは限らない。調査する目的を

明確にして写真撮影や現地での記録を行い、情報を整理することが大切であ

る。建築年が分かれば当時の基準を参考に推測ができる。現状に即した図面

を書き起こす場合もあり、常にスケールを意識して現地を見る姿勢が重要と

なる。検査済証がない建物で増築、用途変更などの要望があれば、法適合状

況調査が必要となる場合がある。床下、屋根裏、天井裏などから得られる情

報は、設備配管、ダクトのルートや材質、断熱、防耐火などの建物の性能に

関わることが多いため適切に見極めて記録を行う。アンカーを打つ場合は埋

設配管に注意する。建物の年代によってはアスベストが含まれる材料がある

ため注意が必要である。木材の腐朽、金属の腐食、コンクリートのひび割れ、

ジャンカ、欠損、鉄筋の露出、さび汁など劣化がある場合はその範囲を見極

めること、修繕や性能向上のための解体範囲を常に頭に入れておく必要があ

る。改修工事では何を残してどのように再利用するかを見極めることが工事

費をコントロールするためにとても重要な要素となる。雨漏り水漏れなど水

に関係する事象が建物の劣化を進行させる要因になるため、屋根、外壁(地

下を含む)、防水回りやシーリングの状態を適切に見極める。改修後の建物

の使い勝手、特にバリアフリー、ユニバーサルデザインの視点は重要である。

省エネルギーかつ快適性を意識した空気の流れ、視線のつながりなどを考慮

して、既存の空間を最大限に生かし建物の魅力をより高めて継承する工夫が

大切である。 
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２－２－２－４ 建築・まちづくり事例講義 

(三井所 清典) 

（建築とまちづくりとの関係を事例を通して学ぶ） 

１、はじめに 

ここでは、建築まちづくりの実践と建築士の役割についていろいろな状況

や立場を事例を通して紹介する。 

まずは佐賀県の焼物の町、有田の HOPE計画を中心にした活動の様子。2番

目は中越地震で震災にあった山古志村の住宅の再建を地元の大工たちと一

緒に考えた事例。3番目は長岡市の良寛の里のまちづくりで、集落の街並環

境整備事業について、住民や建築に関わるいろんな技術の職人たちとワーク

ショップをした事例。4番目は南会津の舘岩村で魅力ある風景作りを学生や

住民と一緒にワークショップをした話である。 

 

２、有田の HOPE 計画 

有田の町は伝統の焼物の町で当時すでに 360年の歴史を持つ。陶工、焼物

を作る窯元たち、そして全国あるいはヨーロッパに売ってきた商人たち。そ

こでできた街並みを通して、有田の風土が見えてくる。その中で有田の風土

にあった建築や街並みを考えていく中で、1984 年 HOPE計画策定に際して、

焼物に負けない美しい住まい、街並みづくりを目指して、有田の町の設計事

務所 6社、工務店7社で勉強会を始めた。町役場の職員が参加し、まちづく

りに貢献するんだという気持ちがみんなの中にわいてきた。 

この会で扱ったものに、洋風の建物の検討がある(写真-1)。これは明治の末

にできた建物であり、一見して洋風で、この町に合っているのかどうかの議

論をした。街並みに調和しているとは言えないが、高さが2階建てで景観を

壊しているとは言えない。屋根に瓦が

用いられていたり、中央の門が和風で

なところは街並みに合わせる気持ちは

理解できる。窓の割り付け、ガラスと桟

の構成が美しい。腕のある人の設計で

あろう。このような話し合いをしなが

ら有田らしさを検討したのである。こ 有田の町にある洋風建物(写真-1) 

*1HOPE計画：地域適合型住宅という言葉を英語にして、その頭文字を並べてHOPEとなった。 
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れらをまとめたのが有田 HOPE計画報告書。これは住宅や街並みが有田らし

いとはどういうことか、立面や平面はどうすれば良いか、屋根、玄関、色彩

など分かり易い部分を捉えて有田らしい要素とはどういうものかを皆で相

談してまとめたものである。設計者、工事をする人、町民も報告書を持って

いて、皆が同じ方向を向いて住宅の新築とか、改修をしていくようになって

いった。 

会議でハデな色を使っている建物の色

彩が話題になった(写真-2)。その後、そ

の建物の設計者がしばらく会議を欠席

し、再び出てきたときに「俺は改装して

色を変えた」とみんなに拍手で迎えら

れた(写真-3)。そういう具合で出来た

建物の点が集まり線になり、線が広が

って面になり街並みが形成されてきた

のである。次に郵便局の例、郵便局の建

て替え計画があり、郵政省の建築担当

者が、「有田の街並みに配慮して建て替

えるにはどうしたらいいでしょう」と

いう相談が町役場に寄せられた。町役

場から私に相談があり、「有田のHOPE研

究会に相談をして下さればその会の全

員が相談に乗りましょう」ということで、4回ほど

意見交換会を実施した。切妻で通りに向かって下

屋庇があり、2階建てである(写真-4)。当初は間口

が広がっていてすごく大きな感じであった。そし

て、街並みに合わせるために下屋庇を設け、ポスト

が茶色に塗られた。塀は登窯の廃材を使って郵政

の人が作ってくれ、有田らしい郵便局になった。 

 

ハデな色使いの建物 (写真-2) 

素材を生かして落ち着いた色に 

改装された (写真-3) 

 

下屋庇が設けられた

郵便局(写真-4) 
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有田川のカーブした場所があった。ここ

を子供の川遊びの場所にしたいので何

とかならないかという依頼が来た。川の

上の広場は駐車場にしたい、右奥にある

橋の欄干も整備したいという内容であ

る。整備した後は、川のカーブの内側に

は砂がたまり(写真-5)、カーブの外側に

は大きな魚が入り川遊びには絶好の場

所となった。階段とスロープで降りる場

所を合わせて考えた。駐車場には樹木を

植え、風景を作った(写真-6)。橋の欄干

には橋の歩道側と川側に合わせて焼物

の大きな絵を埋め込んだ。丘の上に見え

ているのは、九州陶磁文化館、私たちが

最初に設計した有田の町の良さを壊さ

ないよう配慮した美術館建物である。 

これは有田の街の郊外にある有田焼卸

団地。両側に焼物のお店を構えている。

200ｍの長さで、奥が抜けているので、す

ごく遠い気がする(写真-7)。両側は向か

い合っているが、向かいの店に行きたい

という気持ちにならないので、この修景

を何とかしなきゃと思った。正面にアイ

ストップを設け、路面を 50cm ほど上げ

て向かいの店に行き易いと共に、歩道や

庇の下の舗装を変えた(写真-8)。突き当

りの正面にはトイレとレストランがあ

るので、多くの人が奥まで行けるように

なった。 

 

 

 

有田川の整備(写真-5) 

 

川周辺の整備(写真-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前の有田焼卸団地(写真-7) 

 

修景整備を実施(写真-8) 
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３、山古志村の住宅再建 

新潟の長岡市山古志村は、2004年10月の中越地震で大きな被害にあった。

長島村長は全村民避難のため自衛隊の飛行機を遅くまで出し、全員が山古志

村から離れるという避難行動を行った。翌年の5月に調査団が入った。県の

人、長岡市の人、山古志村の人、研究者、支援をする私たちも村に入り、被

害の状況を調査した。 

私たちは山古志の大工たちとワークシ

ョップを繰り返し、復興住宅を検討し

た(写真-9)。10年程前に富山県の五箇

山という豪雪地帯で、克雪タウン計画

で雪下ろしをしなくても良い屋根など

を研究した経験があったので、その知

識が役立った。山古志の雪は五箇山の

雪に近くてウェットだった。そのよう

な雪の特徴を説明し、楽雪住宅の紹介

をしながら互いに理解を深めていっ

た。相互理解の上で信頼が生まれない

と復興住宅はうまくいかない。私が長

島村長に最初に復興住宅の方針を伝え

た(図-1)。半分は改修で、半分は新築を

しなければならない建物である。この

新築が改修と違う技術で作られると、

将来維持管理をするときに技術が混在

していることになり、山古志村の大工だけではうまくいかなくなる。そのた

め、「改修技術と同じ方法で新築の建物を作ろう」という提案をした。 

もう一つは、「最初は小さな家を作ろう」と言い、未完成の家を提案した。

「それはなぜ」と長島村長が聞き返してきた。「それは一度に復興住宅を満

足する完成品として作ってしまうと、大工は5年10年仕事がなくなってし

まう。そうすると、大工は仕事が無いので離村して工務店もつぶれる。」と

話した。「まずは生業の生活の復興が第一だから、そこに重点を置いて棚田

のコメ作りや錦鯉の養殖などの生産を復興させ、住まいは小さい所からだん

だん大きくしていくといい」と話した。大工の仕事が続くというのは、その

復興住宅による修景イメージ(図-1) 

山古志の大工達と話し合い(写真-9) 
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後も毎年仕事があることで技術の継承も維持管理もできるという 2 つの意

味があると提案をした。長島村長は「分かった」と言ってくれ、その2つが

大きな方針として決まった(写真-10)。 

いよいよ着手というときに、山古志村の大工たちから「新築工事を山古志以

外の大工にお願いしたい」という申し出があり、大変びっくりした。「自分

たちは改修工事で手が一杯で、新築に取組む余裕がない」ということであっ

た。「隣県からはどうですか」、「新潟全県の工務店にお願いしましょうか」、

「それもダメだ」、「じゃあ誰に手伝ってもらうのか」「長岡市の工務店に手

伝ってもらいたい」と、山古志村の大工から手伝ってくれる相手をはっきり

指定された。「分かった」ということで、さっそく長岡市の工務店に相談に

行った。ただ、私たちだけではなく、長岡市の部長や課長係長、県から出向

している復興対策官などと共に行ってお願いをしてうまくいった。震災復興

には地元の力と応援する力が協働することが大切なのである。東京でサッシ

やユニットバスやキッチンのメーカーに集まってもらい、「山古志村の復興

住宅に、在庫品でいいから提供してくれないか」という提案をした。皆さん

気持ちよく「山古志村の需要には応えます」と言ってくれて、部品の調達も

支障なく順調にいった。 

 

 

完成した復興モデル住宅（写真-10） 
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私たちが考えたこの全体の復興

住宅のシステムは、一番上に再建

者のグループがいる。左の下に、

山古志村の家づくりを支援する

施工者の会、右側の方に設計者の

グループがいる(図-2)。システム

の開発をした我々は東京にいる

ので、現地の設計は出来ないので

役所に「大工、工務店の仕事に敬

意を持っている設計者を選んで

グループにしてください」と頼ん

だ。そしてチームができ、設計の

仕方とか、コストの算出とかのルールを理解してもらい、早く設計ができる

ようにした。全体は民間の仕事であるが、真ん中に長岡市がいる。役所が関

与することにより、変なことがおこらないシステムなのである。 

長岡市が2棟復興住宅を作ってくれた。四間角の平面形。車を入れたり物入

にする 1階を RC造としその上に木造の2層分を乗せる3階建である。妻側

に玄関がある。五箇山の経験から、庇が 1間ぐらいの雪なら、そこに積もっ

た雪が落ちても大したことはないと聞いていたので、1間の下屋庇をつけた。

「全体に、昔風だけど便利にできていますね」という良い評価を受けた。こ

れは新築の様々な家

だが、基本は四間角

である。妻が見える

ことにより全体の景

観を作っているので

ある(写真-11)。 

復興住宅の展開とし

て公営住宅の設計を

私どもの事務所で行

った。四軒長屋のよ

うなタイプは、介護

しやすい南の開口部

復興住宅建設の仕組（図-2） 

様々なタイプの復興住宅（写真-11） 
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から入って支援ができたり、声かけが

できる。屋根の中央に高い棟がある

が、これは私たちが五箇山で開発した

雪割棟というもの(写真-12)。この雪

割棟がついていて、50cmくらい雪が積

もったところで自然と雪が落ちて、雪

下ろしをする必要がない。 

木造建築はいろんな職種の人が連携

して 1つの建築ができる。製材所、大工、左官、建具、経師、畳職人、飾り

金物、これは一般的には板金屋さんと

いうが、ちょっと高級な家の金物なん

かを細工する職人、瓦職人、屋根の板金

屋さん、設計者、工務店がそれぞれ役割

を担って仕事をしている。こういう人

たちが欠けると仕事にならない。この

人たちが使う材料が手に入らないと建

物もできないことになる。資材の調達

と人手の調達が地域社会の中できちん

と連携した仕事ができないと、いい住

まいも住宅の維持管理もできない。そ

れが維持される社会のシステムが生業

の生態の保全によってできる(図-3)。 

 

４、長岡市の良寛の里の街並みづくり 

長岡市と和島村が合併することが決まった。その時に長岡市の森市長から、

「あそこの島崎という集落は良寛さんが最後の 5 年間住んだ街で、雰囲気

があってなかなかいい。あそこに街並み環境保全事業という国の補助事業を

入れるともっと良くなると思っているんだけど考えてくれませんかね」と相

談を受けた。 

「良寛さんの里のまちづくり、街並みづくり」がスタートした。はちすば通

りを中心とする島崎は 100所帯位の集落。合意形成がすごく重要である。私

たちはまず調査をして、いろんな所の写真を撮ったり絵にしたりして、「い

公営住宅の建設（写真-12） 

木造建築に関わる様々な職種 （図-3） 
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いと思いますか」、とか「知ってます

か」とかいろんなことを聞く。その

時、全員が反応できるよう旗上げを

行った(写真-13)。これはマルかバツ

かで、必ず反応できる。自らが反応す

ることで自分の気持ちも動く。そう

すると何を考えていったらいいかと

いうことを本気で考えられるように

なり、評価もできるようになる。「既

存の島崎のはちすば通りは左の写真(写真-14)。外壁を変えるだけで右のよ

うな変化が出てくる(図-4)。どっちがいいですかね」というような話をする。

このようにして皆さんの意見を揃えることを行った。製材所や工務店に集ま

ってもらい同じようなことをした。「カタログで仕事をしてはお金が全部都

会に行ってしまう」ということが理解されていく。作る側の人たちが自信を

持っている作り方についても検討するワークショップをやる、旗上げもやる。

そういうことを通してだんだん気持ちが揃ってくる(写真-15)。一般の住民

とつくり手の人たちの両方の気持ちが

揃ったところで、「こういうことしまし

ょう」と言うとうまく行く。そのために

は視察も重要。例えば福島県の三春町は

HOPE の優等生と呼ばれていて、そこは

街並みも綺麗になっている。それから富

住民の旗上げワークショップ（写真-13） 

  既存街道（写真-14）          修景イメージの絵（図-4） 

様々な職業とのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（写真-15） 

（図-4） 
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山県の岩瀬というところは古い建物、立派な建物がたくさんある。そういう

ところをみんなで見に行く。 

左の写真(写真-16)は良寛さんの

お墓で、その下に柵と門がついて

いるが、「そういうのを復元するよ

う整えると(図-5)、みんなが良寛

さんを大切にしていることが表れ

ていいよね」と、話をして整備する

流れになる。 

100所帯の人が、協定書にハンコを

ついて合意形成できるようになる

までは時間がかかる。その期間に

何かしないと達成感がない。そこ

で竹を切って灯りを、お寺の山道

に並べて、お祭りの気分を上げる

(写真-17)。このようなイベントを

することも合意形成のプロセスに

は重要である。 

はちすば通りというのだから大き

なプランターにハスの根を入れて

栽培してみよう、と提案したら、

「やろうやろう」ということにな

った(写真-18)。このようにして活

動が継続され街の風景ができる。 

これは良寛さんのお墓を掃除して

いる写真(写真-19)。これは旦那た

ちの仕事で、こういうイベントを

間に入れながら街並み整備という

のをやっていく。こういう街の人

と一緒に、作り手と消費者、家を修

理したいと思っている人をつなげ

ることが大切である。 

左：良寛さんのお墓（写真-16） 
右：修景イメージ（図-5） 

お寺・山道での灯イベント（写真-17） 

良寛さんのお墓の掃除（写真-19） 

*2良寛さんのお話：良寛は江戸時代後期の曹洞宗の僧侶。そのお話というのは、子供と一緒に遊

ぶ手毬つきなどの和尚さんの話。良寛さんの書というのが素晴らしく、その書を見にくる人たち

もいる。 

 

ハスのプランターによる修景（写真-18） 
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５、南会津町 旧舘岩村 

南会津郡舘岩村での HOPE計画で、

「あったかい家」を大工たちに作っ

てもらうことに成功した。村の大工

のチームが関わり１棟ずつ建ててい

ったが、前より良くしようと気合が

入り、皆で「あったかい家」を作るこ

とができた。美しい雪景色の写真は

前沢という集落(写真-20)。ここは新

潟、明治 40年に大火があり、集落が

全部燃えてしまって、明治 40年頃に

建った住宅が残っている地域。雪と

白い壁と黒い壁、黒い壁は板壁だが、

板壁は腰くらいまであるのは、雪の

積もり方の関係である。 

この地域は 5月になると雪も解け、

1 月から 5 月までの花が一気に咲く

(写真-21)。そこで、こういう景色は

売り物になるのではないかと思っ

て、「花のお宿の里づくり」という運

動をしようと役場に提案した(写真-

22)。学生たちと集落に住んでいる子

供達が、一緒に苗木を植えた。勝手に

植えるわけにはいかないので許可を

得ながら植えてみた(写真-23)。翌年

になったら、「村が苗木の予算を取っ

たのでどういう苗木を何本用意した

らいいか」という相談を受けた。村か

ら「学生さんを連れてきて一緒にや

ってください」という話になった。 

学生たちが来て、一緒に話をすると

村の人たちはすごく乗ってくる。若
苗木植えワークショップ（写真-23） 

5月に一斉に花が咲く（写真-21） 

切妻屋根が作る雪の風景（写真-20） 

花のお宿の里づくり（写真-22） 
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者たちが大勢現れたり、特に若い女子学生がいると皆明るく元気になる。舘

岩村でいくつかやって、隣の村でもやってほしいということになり、さらに

離れた只見町でもやってほしいということになった。里山の整備も行った。

これは「たのせ」という集落のすぐ裏にお椀を伏せたような小さな山があり、

「あの山に山道をつけて、みんなで散歩できるようにしたい」という提案が

あり整備しようとなった。たのせの集落で花

を植えた時、川の手前の木の下枝が茂ってい

るのは邪魔になると思うので、下枝を切っ

て、上は枝を残して透けて見えるようにする

と、近景・中景・遠景で景色が楽しむことが

できるのではないかという提案をした(写真

-24)。みんなで下枝を整備することをした。

花のお宿の里づくりという風景を村の人た

ちが理解してくれたことがよく分かる。 

塗装ワークショップをやった(写真-25)。木

部が荒れてそのままになっているとみすぼ

らしく見えてくる。実は塗装屋が隣の村に１

軒あって、その人がこの村の塗装もしてくれ

る。塗装屋の仕事の邪魔をするかもしれない

と思って、塗装屋に相談した。「みんなで色

塗りをするとあなたの仕事を取ってしまっ

て嫌ですか？」と聞くと、「とんでもない、ど

んどんやってください。そうするときれいに

なることがわかればまた仕事も増える」と言

ってくれたのでやることにした。「お願いな

んだけど、大学院生を 1人ちょっとしごいて

教えてくれない？」としばらく預けて塗装の

仕事を覚えてもらった。そうやって覚えてき

たことを友人学生や老人たちにも教えて、みんなで塗った。みるみるきれい

になっていく。手を入れることで景観が変わるのが分かる。 

お掃除ワークショップの事例である(写真-26)。前沢に空き家があって、村

長が壊せって指示を出した。役所の担当の人から「もったいないな、なんと

遠景・中景・近景づくり（写真-24） 

塗装ワークショップ（写真-25） 

学生参加の 

お掃除ﾜ ｸーｼｮｯﾌﾟ（写真-26） 
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か残す嘆願書出してくれませんかね」と相談が来て、村長に嘆願書を出して

この家の使い道も考えながら残すことをお願いした。幸い舘岩村としては残

して良いということになった。残してもらったので、掃除しましょうという

ことで、家の中を大掃除した。最後はお湯で畳を拭くんだよということで、

お湯で硬く絞った雑巾で畳を拭いたら、畳が光ってくる。半日できれいにな

り、囲炉裏で炭を焚く、お湯を沸かしていたら、区長さんが見に来て、なめ

こ汁を鍋いっぱいに入れて持ってきてくれた。その後、この空家はトイレや

台所もきれいになり、ここが休憩所として、前沢に茅葺の集落を見に来た人

に対して、芋汁とかなめこ汁とか団子とか食べさせるようもてなしの建物に

変わったのである。ちょっとしたことだが、努力して、日常的でない行為を

付加すると状況が変わるのである。 

６、まとめ 

まちづくり、これは 1人の建築士、建築家ではできない。1つの設計事務

所でもできない。たくさんの設計事務所が集まり、作る側の大工さん、左官

屋などの職人も一緒になって同じ目標を持ってやることが大切である。地域

の風土を理解した上でどういうものがいいのか、そういう知恵は基本的には

その地域にある。探せばみんな長い歴史の中で作られた知恵がいっぱい残っ

ている。それを発見して、現代的に作っていけば、調和もするし、機能的に

もなるし、現代的な感覚の建築にもなる。地域のあり方にマッチした作り方

をしていくのが重要なのである。合意形成のプロセスは急いではいけない。

ゆっくり少しずつ反対の意見を減らしながらやっていく。それで、求める側

と作る側も同じ気持ちになることが大切である。家を作るだけじゃなくて周

りを整えていくことが大切である。それは花を植えるとか木を剪定するとか、

周りを整えていくことによって全体がきれいになる。里山と言うのは人工の

手が加わって気持ちの良い空間になっていくのである。そういう意味で、里

山というのは、人工の手がうまく加わりながら自然と両立しているのである。 

建築を作る時、庇１つも街並み、公共空間に寄与する重要な要素であるとい

うことも含めて、街並みづくりを意識して建築づくりをしていくことが重要

なのである。 
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【第３章】 

合意形成ワークショップ系 

（参加者の心をつかむ） 
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２−２−３−１ まちづくりの手法① 

(阿部 俊彦) 

（まちづくりの目的に応じた手法、参加対象や募集の方法、 

実践スケジュールの立て方を理解する） 

１．ワークショップとは？ 

 昨今、市民のまちの環境に関心が高まっており、防災、歴史的町並みの保

全、商店街の活性化、公園や水辺の改修など、まちの環境をデザインする際

に地域住民の参加が求められている。 

 しかし、素人（しろうと）である住民が、ただ話し合っているだけでは、

まちをデザインすることはできません。まちの整備や事業の主体である行政

（国、都道府県、区市町村など）に対して、住民が要望書を提出するだけで

は、そのデザインのイメージは伝わりません。行政側の条件（予算や安全性

など）に合致していないものは、却下されてしまう場合もあるだろう。 

 価値観の異なる多様な住民が生活するまちでは、実際に公園や道路の工事

をする前に、住民一人一人がまちのデザインについて検討し、まちの関係者

全員が納得した計画に基づいて始めないといろいろな問題が生じる恐れが

ある。そこで、ワークショップと呼ばれる協働作業により、地域住民・行政・

専門家が参加し、一緒にまちのデザインを考えていく手法が用いられるよう

になった。 

 ワークショップとは臨床心理学の一手法として始まったもので、演劇やダ

ンスなどの創造活動に使われるようになった。まちづくりの分野では、1960

年代にアメリカの環境デザイナーのローレンス・ハルプリンが市民と一緒に

公園をデザインする際に導入したと言われている。その後、我が国でも、ワ

ークショップを通じて、広場・水辺・歩道・緑道などの公共施設を市民や子

供たちと一緒にデザインしながら作り上げていく取り組みが広まった。 

 

２．ワークショップに必要な基本ツール 

 ワークショップで参加者の意見をまとめるための一般的な方法として、KJ

法があげられる。KJ 法は、文化人類学者の川喜田二郎がデータをまとめる

ために考案した手法で、データをカードに記述し、カードをテーマ毎のグル

ープごとにまとめて図解する方法である。 

 ワークショップを行い際の基本的なツールとして、まず、「名簿・名札」
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が必要になる。会場の受付で名簿に氏名と所属と記入してもらう。また、名

札をつけてもらうことで、グループ毎で話し合う際に、参加者同士で声がけ

をしやすくなる。 

 会場に５名〜１０名程度を１グループとした「島（椅子に囲まれたテーブ

ル）」をつくる。グループ毎のテーブルの上に、「模造紙」「付箋（３色程度、

ポストイットなど）」「マーカー（３色程度、裏に写らない水性のもの）」を

用意する。カードの代わりに付箋に意見を書き込み、模造紙に、意見をグル

ーピングしたり、表などにまとめていく。また、必要に応じて、付箋を白地

図に貼れば、具体的な場所についての課題や提案について話し合うこともで

きる。 

 これをあらかじめ、ワークシ

ョップの目的を理解している

ファシリテーターが進行し、参

加者の意見を聞き取りながら、

模造紙にまとめる（写真１）。最

後に各グループでまとめた模

造紙を全体で発表し、他のグル

ープの議論も共有する。 

 以上のようなワークショッ

プでも、まちについて話し合う

ことはできる。ただし、参加者が自ら「デザイン」するとなると、具体的な

空間のイメージに提案し、参加者で共有する必要があるため、簡易的なワー

クショップでは、不十分である。 

 具体的なイメージを共有するためには、実際に現地を歩き、課題や資源を

共有した上で、事例写真、CG、模型などを用いて、具体的なデザインついて

検討し、参加者で評価する必要がある。 

 

３．まちづくりワークショップの参加対象者とその募集の方法 

 まちづくりワークショップを始める前に、誰に参加してもらうのかを考え

る必要がある。まちづくりの関係者は、地区の全住民だが、限られた大きさ

の会場では、ワークショップの参加者を絞らなくてはならない。一方で、広

報が不十分な場合は、参加者が少なすぎて、ワークショップの話し合いがで

写真1.ワークショップの様子 
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きないといった問題も生じかねない。いったい誰に声をかければよいのだろ

うか。 

 地区の自治会の会長や役員、ワークショップのテーマに関わる地域組織の

代表者や幹部（防災の場合は防災会や消防団、福祉の場合は社会福祉協議会

や老人会等）に呼びかけるのが一般的である。それに加えて、地区内に事業

所を置く民間事業者（社会福祉法人、企業、銀行など）にも参加して頂く場

合もある。また、自ら積極的にワークショップに参加したい方を募る際には、

公募が有効である。口コミやチラシ、そのテーマに関連する SNSやホームペ

ージ等を通じた広報活動を行うことで参加者を募る。 

 なお、ワークショップを連続的に数回開催する場合は、第１回のワークシ

ョップの参加者で固定することが望ましいだろう。もちろん、新たな参加者

を拒むものではないので、新しい意見やアイデアを生むためにも、臨機応変

に対応する必要がある。参加者の人数や構成については、主催者・地域住民

のリーダー・行政・専門家と十分に相談した上で呼びかけを行い、ワークシ

ョップの参加者の間で共有したことが、地域住民の総意にスムーズにつなげ

ていくことが肝要である。 

 

４．まちづくりワークショップの３つのステップ 

 まちのデザインを検討し、関係者全員が納得する計画について合意を図る

ためのプロセスは、以下の３つのステップを踏んでいくことが重要であると

考える。 

ステップ１：まちの資源を発見・共有し、地域住民・行政・専門家などの参

加者の間で共有認識を育む。 

ステップ２：共有した資源を活かしつつ、まちの課題を解決するためのアイ

デアを出し合う。 

ステップ３：アイデアをもとに具体的な空間像をデザインし、まちの目標イ

メージを描き、共有する。 

 以上のステップを踏んだ後、最終的に、まちの目標イメージを実現するた

めの具体的な事業・建築のルール等について合意を形成する。このようなプ

ロセスを円滑に進めるために、各ステップで効果的なまちづくりワークショ

ップの手法がある。以下では、筆者が関わってきた東日本大震災で被災した

まちの復興まちづくりの現場で用いた「まちづくりワークショップ」の手法
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を紹介する。 

 

５．まちづくりワークショップの手法①「まち歩きとガリバーマップ」 

＜ワークショップ手法の概要＞ 

 ステップ１「地域住民・行政・専門家などの参加者の間で共有認識を育む

ためのワークショップ手法」として、「まち歩きとガリバーマップ」を紹介

する。 

①まず参加者はグループに分かれて、それぞれの歩くコースを決める。 

②次に、グループのメンバーの中で、歩くコースを先導する班長、写真係、

記録係を数名決めて、グループ毎にまち歩きを開始する。まちへの思いを語

り合いながら、まちを歩く。 

・地域住民にとっては、ふだんからよく知っているまちだが、改めて、行政

や専門家と一緒に歩くことで、地域の魅力や問題を発見・再認識することが

できる。 

・まち歩きの途中途中で、記録係は、参加者が気づいたまちの魅力や問題点

などを手持ちの地図（画版があると便利）に書き込む。 

・また、写真係は、インスタントカメラで写真を撮る。デジタルカメラで撮

影した場合は、ガリバーマップに書き込み前にプリントアウトする。 

③まち歩きが終了したら、会場に置いてあるガリバーマップの上にのって、

まち歩きのコースを書き込み、撮影した写真を貼り付け、コースを振り返る。 

④そして、発見したまちの魅力や問題点を思い出しながら、ガリバーマップ

に記入していく。その際に付箋などを使うとわかりやすいだろう。 

⑤全てのグループが地図への記入を終了したら、参加者全員が地図の周りに

座る。まちの情報を確認していきながら、相互に意見交換をしたり、まちへ

の思いを語り合う。 

⑥ワークショップの終了後、ガリバーマップの結果の写真を撮影し、それを

持ち帰り、その写真を見ながら地図データ上に情報を入力する。これを A3

版の記録地図としてプリントアウトし、次のステップのワークショップの参

考資料として活用する。 
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＜気仙沼で実施したワークショップの例＞ 

 2011年 3 月の東日本大震災から 5ヶ月後の 8

月に、宮城県気仙沼市内湾地区（以下、気仙沼内

湾地区）で「まち歩きとガリバーマップ」のワー

クショップを実施した。ガリバーマップの会場に

ついては、被災直後は、体育館や集会所などは避

難所として使用されていたので、お寺の広間を

お借りした。当日は、約50名の地域住民と、行

政・専門家・支援大学の教員や学生が参加した。 

 多くの建物が津波により流失する中で、一部

の建物が残っていた（写真２）。まち歩きにより、

これらの建物を歴史的資源・地域資源として確

認しつつ、その修復や再建に向けた課題について

話し合った（写真３）。また、内湾地区は、震災

前から人口減少や高齢化の問題を抱えており、

空き地の問題についても再認識することができ

た（写真４）。現地を歩いた後、会場に戻り、ガ

リバーマップ（地区全体の住宅地図を縮尺 1/100

に拡大したもの）に、歩いた場所とその場所の課

題を、マーカーと付箋を使って情報を書き込ん

だ（写真５、６）。 

 ワークショップの終了後、参加者からは、「震

災後、あらためて街を歩いてみて、被害の大きさ

を実感した」「山と海、漁業と生業、内湾の景観

など、まち歩きで確認した地域資源を大切した

まちづくりが重要」「震災前から衰退していた商

店街を再興するために、まち歩きで確認した空

き地に仮設商店街をつくってはどうか」「今日の

ワークショップに参加してくれた大勢の地域住

民が参加し、市民と行政が協働で復興計画を考

えていく必要がある」などの感想を頂いた。 

写真2.歴史的資源・地域資源 

写真3. 修復や再建に向けた課題 

写真4. 空き地の問題 

 

写真5. ｶﾞﾘﾊﾞ ﾏーｯﾌﾟに書き込む様子 

写真6.歩いた場所と、 

その場所の課題を書き込む 
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 後日、ガリバーマップの成果を情報地図としてまとめ、参加者だけでなく、

参加できなかった住民とも情報を共有するためにまちづくりのニュースと

して配布した（図１）。 

 

 

６．まちづくりワークショップの手法②「旗さ

しワークショップ」 

＜ワークショップ手法の概要＞ 

 ステップ２「共有した資源を活か

しつつ、まちの課題を解決するため

のアイデアを出しい合うためのワー

クショップ手法」として、「旗さしワ

ークショップ」を紹介する。 

①まず参加者はグループに分かれ

て、航空写真の貼られた「旗さし盤」

を囲んで座り、自己紹介をする（写真７）。参加者の職業やまちでの役割、

生活などについてお互い理解することが大切である。 

図1. ガリバーマップの成果をまとめた情報地図 

写真7.地形を再現した旗さし盤 
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②次に、旗さし盤に貼られた航空写

真と、まち歩きの結果をまとめたガ

リバーマップをまとめた情報地図を

照らし合わせて、現状のまちの魅力

や問題点を再確認する。 

③あらかじめ用意した「旗」には、「ま

ちの問題を解決するためのアイデ

ア」の例が記載されている。気に入っ

た旗を選んで、旗さし盤にさしていく

（写真８）。 

・旗をさす時に、参加者は、どのような理由で旗を選んで、その場所にさし

たのかをコメントしてもらう。 

・旗はテーマ毎に色分けしておく。例えば、「赤：商業の活性化、観光施設

など」「青：教育や福祉施設など」「緑：公園や街路樹など」「黄：その他」

など、まちに必要な用途や機能によって分類すると分かりやすいだろう。 

・まちの特徴を踏まえて、あらかじめアイデアを整理しておくことが大切だ

が、一方で、参加者から思いもよらぬアイデアが出される可能性もあるので、

白紙の旗も用意する必要がある。 

・旗は、市販の竹串にアイデアを記入

したものを貼り付けて作成する。ま

た、簡易的な方法として、竹串に付箋

を巻き付けたものでも対応できる。 

④以上を４〜５巡程度繰り返し、旗を

さし終わった後、ファシリテーターが

各班の旗の意見を模造紙などに整理

する。班ごとの参加者の代表者に、模

造紙と旗さし盤を使って、各班でどの

ような話し合いがなされたのかを発表してもらう。他の班の参加者にも、ア

イデアが生まれたのかを紹介し、参加者全員でアイデアを共有する（写真９）。 

 

 

 

写真8. アイデアを書いた旗をさす 

写真9 各班の成果の発表 
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＜気仙沼で実施したワークショップの例＞ 

 内湾地区では、「まち歩きとガリバーマップ」を開催した後、その成果を

「地域資源と課題マップ（A3 版）」としてまとめた。その成果を踏まえて、

まちづくりの次のステップに進むために「旗さしワークショップ」をエリア

毎に実施した。 

 海から少し離れた八日町では、山の地形を再現したジオラマ模型（S1/500）

を「旗さし盤」として用意した。津波により流失した建物の数が比較的少な

かったエリアのため、「残っている歴史的建物の活用方法」について話し合

われました。また、「安心して暮らすことのできる高齢者にもやさしい災害

公営住宅」「地域住民と商店街の拠点となるコミュニティ拠点の整備」など

のアイデアがあった（図２）。 

 海辺の南町海岸では、内湾とそれを

囲むまちを再現したジオラマ模型

（S1/500）を「旗さし盤」として用意し

た（写真 10）。気仙沼の顔である内湾の

海辺のエリアのため、「海辺に整備する

観光商業施設」「観光客のための駐車場

写真10.地南町海岸を対象とした旗さしﾜｰｸｼｮｯﾌ  ゚

図2.八日町エリアでの旗さしワークショップの結果をまとめた情報 
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の整備」「市民も観光客も楽しめる岸壁を

使ったイベント広場」「高台の避難場所に

逃げるための避難路の整備」などのアイ

デアがあった（写真 11）。 

 港町では、漁船が停泊する岸壁の航空

写真（S1/200）を「旗さし盤」に貼ったも

のを用意した（写真 12）。岸壁は漁業のた

めの機能的なスペースだが、ここに観光

客も呼び込むための工夫として、「休憩ス

ペース」「駐車場」「散歩道」「観光案内板」

などを整備するアイデアがあった。なお、

港町の旗さしワークショップでは、竹串

に付箋を巻き付けた簡易的な旗を使用し

た。色は、「赤：課題や問題点」「黄：設置

希望施設」「青：従前の施設または漁港施

設の復旧」の３つに分類した（写真 13）。 

 

７．まちづくりワークショップの手法③ 

「デザインワークショップ」 

＜ワークショップ手法の概要＞ 

 ステップ３「アイデアをもとに具体的

な空間像をデザインし、まちの目標イメー

ジを描き、イメージを共有するためのワ

ークショップ」として、「デザインワーク

ショップ」を紹介する（写真 14）。 

①まず参加者は、現状を再現した模型

（S1/100〜S1/200程度）を囲んで、「旗さ

しワークショップ」の結果をまとめた情

報地図と照らし合わせて、アイデアを確

認する。 

 

 

写真11. 南町海岸の盤にさされたｱｲﾃ ｱ゙の旗 

写真12. 港町の岸壁を対象とした旗さしﾜｰｸｼｮｯﾌ゚  

写真13. 港町の岸壁の盤にさされたｱｲﾃﾞｱの旗 

写真14 模型ﾃ゙ ｻﾞｲﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの様子 
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②模型を使って、それらのアイデアを実現するためのデザインを表現する。

例えば、 

・空き地に芝生のシートを敷いて、ベンチ、東屋、花壇、樹木などのパーツ

を配置し、新しい公園をつくる（図３）。 

・既存の建物を取り除

き、１階には、店舗や集

会所ユニットを置き、そ

の上に３〜４階建ての住

戸ユニットを積み上げ、

集合住宅をつくる（図

４）。     

・沿道の建物を道路境界

からセットバックさせ、道

路の幅を広げ、歩道ツール

を敷いて、街路樹、街路灯、

ベンチなどのパーツを配

置し、歩行者も安心して歩

ける道路をつくる。 

図3.デザインパーツ（ベンチ、樹木、花壇など） 

図4.建物のユニット（店舗、住宅など） 
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・公園に屋台、ステージ、キッチンカーなどのパーツを並べ、イベントで賑

わうイメージをつくる。 

③模型でつくった空間イメージを CCD カメラで確認する。アイレベルでど

のように見えるのかを評価し、再度、模型を修正する。これを数回繰り返し

ながら、最終的なデザインを決めていく。 

④最後に全員で完成した将来のまちの模型を囲んで、実際のまちづくりにど

のように反映していくかも含めて意見交換をする。 

 

＜気仙沼で実施したワークショップの例＞ 

 内湾地区では、八日町エリアと南町海岸エリアの２つのエリアで「デザイ

ンワークショップ」を実施した。 

 八日町エリアでは、旗さし

ワークショップで生まれた

「安心して暮らすことので

きる高齢者にもやさしい災

害公営住宅」と「地域住民と

商店街の拠点となるコミュ

ニティ拠点の整備」の２つの

アイデアをもとに、被災した

老朽建物を３軒まとめて共

同で建て替えて、地域のコミ

ュニティ拠点を併設した災

害公営住宅（被災者のための

住まい）の模型をつくった

（写真 15,16）。その際に、ま

ちの景観や住環境にも配慮

して、道路に面してセットバ

ックを行うことで広場を創

出し、周辺に圧迫感を与えな

い中層の建物にデザインす

ることが望ましいことが確

認された（図５）。 

写真15.八日町を対象としたﾃﾞｻﾞｲﾝﾜー ｸｼｮｯﾌ  ゚

写真16. 参加者によってﾃﾞｻﾞｲﾝされた模型 
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 南町海岸エリアでは、内湾の全体の模

型を作成し、防潮堤の位置について確認

した（写真 17）。また、岸壁では、コンサ

ートの観客席にもなる斜面緑地や朝市

や屋台などを並べて賑わうイベント広

場を検討した（写真 18）。さらに、「海辺

に整備する観光商業施設」「観光客のた

めの駐車場の整備」「市民も観光客も楽し

める岸壁を使ったイベント広場」などの

アイデアをもとに、１階に駐車場と店

舗、２階に海を望むガラス張りの店舗と

観光案内機能を併設したカフェを模型

でつくった（図６）。内湾地区の岸壁には

防潮堤が整備される計画があったが、店

舗と岸壁を一体的に利用できるように

デザインすることによって、海とまちの

つながりを確保できることが確認された。 

図5.ﾃﾞｻﾞｲﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの結果をもとに描いた地域ｺﾐｭﾆﾃｨ拠点＋災害公営住宅 

 

 

写真17. 内湾全体の防潮堤の 

位置を確認する 

写真18. 岸壁のｲﾍ゙ ﾝﾄ広場 

における朝市の検討 
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図6.ワークショップの結果をもとに作成 

図7.気仙沼内湾地区の目標イメージ 
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８．ワークショップの成果のまとめと目標イメージの実現 

 以上のような一連のワークショップ手法を用いて、まちづくりのステップ

１〜３を経て、気仙沼内湾地区では、地区全体の目標イメージとしてパース

が描かれ、その実現に向けて、一つ一つプロジェクトが立ち上がっていく 

（図７）。 

 その中でも、八日町エリアと南町海岸エリアの２つのエリアでは、以下の

ように、ワークショップの成果がまとめられ、それに基づいて、まちづくり

の目標イメージが実現した。 

 

＜八日町エリアで実現した地域コミュニティ拠点＞ 

 八日町エリアでは、デザインワー

クショップで検討した「地域のコミ

ュニティ拠点を併設した災害公営

住宅（被災者のための住まい）」の

模型を実現するために、地域住民に

よって設立された建設組合が事業

主体となって、地権者の土地や建物

を集約し、建設用地が確保された。

５階建ての建物の１階には、市内で

高齢者率が最も高い当地区の高齢者の暮らしを支えるカフェ（まちづくり会

社が所有し、地元の社会福祉法人が運営）と、地域住民が運営するコミュニ

ティセンター（自治会館）を配置し、11 戸の住戸は災害公営住宅として気

仙沼市が買取り、街並みに調和したコンパクトな地域コミュニティの拠点を

実現した（写真 19）。また、１階カフェに面した木デッキのテラスは、街に

開き、にぎわいに貢献し、セットバック空間は、お祭りやイベント時には、

カフェ及びテラスと一体的に活用されている（写真 20,21,22）。 

写真19.八日町に完成した地域ｺﾐｭﾆﾃｨ拠点 

写真20.地域のお祭りの様子 写真21. ｾｯﾄﾊ゙ ｯｸ空間の連続する街並み 写真22. ｾｯﾄﾊ゙ ｯｸ空間を利用したｲ

ﾍﾞﾝﾄ 
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＜南町海岸エリアで実現した観光交流拠点＞ 

 南町海岸エリアでは、デザインワークショップで検討した「海辺の観光商

業施設と地域交流施設、岸壁を活用したイベント広場」の模型を実現するた

めに、地域住民によるまちづくり協議会と行政（宮城県、気仙沼市）が、デ

ザインの専門家の協力のもとで話し合い、設計を進めた。その結果として、

防潮堤の海側に斜面緑地・ステップガーデン・回廊などを設置、まち側に建

築（ムカエル、ウマレル）を配置、さらに建築から片持ちで張り出したデッ

キで防潮堤を覆うことで両側の連続性を確保され、「海と生きる」という地

域の文脈を継承し、港町にふさわしい景観とともに、「にぎわい」と「いと

なみ」を取り戻すことができた（写真 23）。ウォーターフロントでは、２階

レベルのデッキと斜面緑地を活用して、コンサートやイベントが開催されて

いる。 

 

９．おわりに 

 復興まちづくりでは、被災した地域住民の住まいや生業の復旧のスピード

が求められる。そのため、被災者が一同に介してワークショップでまちづく

りについて話し合いながら進めるのは難しいと考えられがちである。しかし、

急いでいるからこそ、手戻りがないように、地域住民が納得する形で、丁寧

にデザインすること大切である。 

 一方、本稿で紹介したワークショップの手法は、復興の市街地整備だけで

写真23 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで検討した目標イメージが実現された南町海岸のｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ 
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なく、平時のまちづくりで多く用いられている。歴史的な街並みの保全のた

めのガイドライン、空き家や空き地の活用、木造密集市街地の防災まちづく

り・建て替えのルールづくり、復興プロセスを事前に体験するための事前復

興まちづくりなど、ケースバイケースで、プログラムや条件を修正すること

によりワークショップ手法を応用できる。ただし、その際に重要なのは、ワ

ークショップを実施する前に、地域住民のリーダー、行政担当者、専門家ら

が、ワークショップの位置づけを確認しておくことである。事前にワークシ

ョップの結果を実際のまちの改善にどのように結びつけるのかを見据えた

上で、ワークショップの目的やプログラムを検討することが必要不可欠であ

る。 

 ワークショップを行えさえすれば、まちの問題が解決するわけではない。

最近では、ワークショップ自体が目的化され、そこで検討された結果が、ま

ちの改善に結びついていない例も見られる。ワークショップを通じて地域住

民の間で共有された目標イメージをもとに、行政などの整備主体の意向も踏

まえ、専門家が実現可能なデザインを提案し、最終的に関係者全員で合意す

ることによって、誇りと愛着の持てるまちの環境がつくられるのである。 

 

注）本稿でご紹介したワークショップ手法は、早稲田大学都市・地域研究所及び佐藤滋研究室によっ

て研究開発されたものである。筆者は、上記の研究所の研究員として開発にたずさわり、気仙沼市の

内湾地区の復興まちづくりにおいて、本手法を用いて、実践的研究を行ってきた。その内容を建築を

学ぶ学生のみなさんのテキスト用に分かりやすくまとめたものである。 
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２－２－３－２ まちづくりの手法② 
（連 健夫） 

（まちづくりの具体的手法を学ぶ、自己紹介、合意形成、街歩き、 

KJ法、コラージュの方法を理解する。） 

１、まちづくりの具体的手法 

手法に決まり事はなく、目的に応じた方法でやることが大切で、参加者の

状況や場所、時間に応じて臨機応変にアレンジすることが求められる。ポイ

ントして、何のために行うのか、何を成果として得るのか、をしっかりと設

定した上で、方法を検討することが大切であり、ワークショップの案内や開

催時に、このことを参加者にしっかりと説明し共有することが大切である。 

主だった手法を以下に挙げるが、これを参考に新たな方法をアレンジするの

も良い。ファシリテーターも楽しんでやることが、結果として参加者も楽し

むことに繋がる。 

 

①自己紹介 

■マッピング自己紹介；参加者の住んでいる場所の

地図を用意しておき、参加者がそれにマーキングを

して自己紹介する方法である。色のついたシールを

用意しておき、それでマーキングするとやりやす

い。自分の住んでいる所の説明から自己紹介をする

ので、誰でも躊躇なく話すことができる良さがあ

る。また自分の近くに住んでいる人が誰なのかが

分かるので、人が繋がるきっかけにもなる。 

■自動車パーツ自己紹介；自分自身のことをハンドルやブレーキなど自動車

のパーツに例えて自己紹介する方法である。例えば「私はアクセルです。進

み出したらとまらない、お調子者なので誰かブレーキかけてくれる人がいる

とありがたいです。」といった感じで紹介します。これは人の性格が分かる

のでグループで作業をするときの参考になる。 

■１分自己紹介；１分と時間を決めて自己紹介をする方法、時間を決めてお

くことにより、あらかじめ自分のことについて何を話せばよいかを整理する

ことになる。また時間を決めておくことにより、長々と話すことを防ぐこと

ができる。タイマーを用意しておいて、ファシリテーターが「はい、お時間

マッピング自己紹介の地図 
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です！」と時間を切ることが大切である。音を鳴らしても良い。時間をルー

ズにすると不公平感が生じる可能性がある。 

②共有・合意形成 

■KJ法；ポストイットなどの付箋に言

葉を記入し分類することにより、バラ

バラな事象を整理分析する方法で、川

喜田次郎氏が文化人類学の手法として

用い、氏のイニシアルから KJ法と呼ば

れている。留意点として、1 つの付箋

に１つの言葉、意味を書くことである。

このことにより分類が可能となる。分類は、似ているもの、関係するものを

集めて、そのタイトルを付ける方法と、あらかじめ分類するための枠を設け

ておき、それに該当するものを貼り付けるやり方がある。後者はタイトル付

けが無いので簡単である。例えば、縦軸にハード（道路、建物や設備などに

関わるもの）とソフト（人、お金や制度などに関わるもの）、横軸に良い点

と悪い点、と 4つの枠を設けて、そこに該当する付箋を貼っていく方法であ

る。 

■コラージュ；求めるもののイメージ

を、雑誌やポスターなどから写真やイ

ラストなどを切り取り、台紙に貼りつ

けて表現する切り貼り絵のことを言

い、計画の初期段階で、全体イメージ

を参加者で共有するのに適している。

簡単で子供でも参加でき、出来上がっ

た時の達成感がある。またイメージな

ので反対意見がでない良さがある。切り貼りに使う雑誌などの材料を主催者

側で用意する方法と参加者が持参する方法があるが、参加者が忘れるケース

もあるので、主催者側で準備するほうがリスクが少ない。留意点としては、

貼るものとして、好きなものややりたい内容の写真を貼ってください、と説

明するとイメージに広がりがあるものができあがる。コラージュはユング心

理学におけるコラージュ療法に通じるものがあり、ある意味、参加者の無意

識にあるものを表出させるという効果、すなわち利用者の創造力を活かす方

４つのマスに分けて行う、KJ法 

コラージュづくりワークショップ 
かｋｋ 
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法と言える。 

■デザインゲーム；利用者参加の施設づく

りの手法として、まちづくりの実践家、ヘ

ンリー・サノフが確立した方法である。ブ

ロック模型を使い、敷地図に置き、説明す

る中で、参加者が敷地の特徴や建物との関

係を理解し共有する。敷地図とスタイロフ

ォームなどのブロック模型を準備してお

き、ファシリテーターは、いくつかの配置

パターンを示し、それぞれの特徴、良い点

や課題を説明する中で、設計経験のない者

でもそのプロセスを通して理解すること

ができる。建物を敷地のどの位置に配置す

ると良いのか、そのことによってどこにオ

ープンペースができるのか、人や車の動線

はどうなるのか等、配置計画で大切な要点

を理解し、共有することができる。 

■メニュー方式；いくつかの候補を出し、

参加者に選んでもらうやり方である。前述

した各方法も、候補を出して選ぶという形

をとることができる。メニュー方式の良さ

は、専門知識がなくても、各候補の特徴が

理解できれば、「選ぶ」という行為で参加

できる良さがある。誰が選んだかが分から

ないようにするためには投票箱を用意し

て、投票してもらうと良い。発表は結構盛

り上がる。留意点として、ファシリテータ

ーが候補を出す場合は、どの案になっても問題がないものを候補にすること

が大切である。好みが偏ると説明が誘導的になりがちで、選んだという気持

ち（主体性）が薄らぐ可能性がある。 

■旗揚げ法；大人数でワークショップをするときに適している方法。Aと B

と C等の 3種の旗を用意しておき、ファシリテーターが質問をして、旗を挙

デザインゲームで検討 

候補案から選んで投票；ﾒﾆｭｰ方式 

皆の前で投票結果を発表 
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げて応えるという方法である。○○地域の人は A、□□地域の人は B、△△

地域の人は Cの旗を挙げてください、といったように、どのような人が参加

しているのか？といった導入部でも使うことができる。全員参加で行うので、

フェアーな感じがする良さがある。候補を出して選ぶという意味では、メニ

ュー方式の一種である。 

 

２、事例を通してみるまちづくりワークショップ 

■まちづくり条例におけるまちづくり協議会 

住民参加を推し進める自治体では、

まちづくり条例を作り、住民のまちづ

くり活動を支援している。条例におけ

るまちづくりプロセスとして、①自主

的なまちづくり活動→②まちづくり協

議会としての登録→③まちづくりビジ

ョンを作る→③まちづくりルールを作

る→④地区計画として認定される、こ

の内容は条例によって様々であるが、

住民参加において地区計画という法的

拘束力があるルールを作ることができ

るのが特徴である。つまり、自分の街

は自分たちで作る、という住民参加の

まちづくりの仕組みなのである。筆者

が関わっている事例を通して、まちづ

くりの手法を見てみる。 

「タカラとアラのワークショップ」（赤坂通りまちづくりの会） 

タカラは良い点、アラは問題点や課題であり、それを街歩きの中で見つけ

て整理するワークショップである。筆者の立場は港区まちづくりコンサルタ

ントとして支援する立場である。事前にワークショップ開催の案内ビラを作

り、町内会を通して募り、当日、３０名程度の参加があった。最初に、ワー

クショップの趣旨とスケジュールを説明する。街歩きは、１５名ずつ２グル

ープに分けて、２コースを設定して回った。グループ分けは、受付時に番号

カードを渡して、その番号を手掛かりに Aチーム、Bチームといった具合に

まちづくり条例におけるﾌ ﾛ゚ｾｽ（港区） 
かｋｋ 
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分けるとやりやすい。道具としてポインターを準備しておく、これは棒の先

に矢印のマークがついたもので、街を歩きながら、「これはタカラですね」

と言って指し示す棒である。このような小道具は参加者が楽しくなるので大

切である。２グループなので、事前に２本作っておいた。下記が準備する主

なものである。 

□準備するもの 

・ポインター（棒の先にスチレンペーパー等で作った矢印がついたもの） 

・模造紙：台紙として使用 

・付箋；７．５センチ角のポストイット、様々な色、 

・カラーマーカー（インクが紙の裏まで染みないもの） 

・画鋲やテープ（台紙を壁に貼り付けるときに使用する） 

□街を歩く 

各グループで、スタートする前に、ポイ

ンター係、カメラ係、メモ係、を決めて

おき、途中で交代するのが良い。１０～

１５人位でまとまって歩く、ファシリテ

ーターは、適宜とまって、「これはタカ

ラですかねえ」などと話しかけ、参加者

を促したりするのが役目である。しか

し、断定はせずに、常に問いかけて参加

者自身が考え、タカラとアラを認定する

という形にすることが大切である。ま

た、後で議論をしてもらいたいものがあ

った場合、「これは一見タカラに見えて

実はアラかもしれませんね」というよう

に、その時に理由を説明するのではな

く、指摘だけに留めておくことが大切で

ある。そうでないと、ファシリテーター

の一方的レクチャーになってしまう恐

れがある。あくまで住民が主体なのであ

る。 

□KJ法で分析する 

タカラとアラのワークショップ 

ポインターでタカラやアラを指摘する 
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街歩きから会場に戻る。A,Bグループを更に２つに分け、４グループで話し

合う。これも受付で渡した番号札で分けるとやりやすい。各グループ５～８

名位が良い。多すぎると話に参加できない者が出てくるのと、それ以上にな

る場合は、グループの数を増やして調整すると良い。 

あらかじめ参加者の人数がわかっている場合は準備できるが、多くの場合は、

当日まで分からないので、あらかじめ、人数が増えたら（減ったら）こうす

る、というようにテーブル配置などを考えておくことが大切である。テーブ

ルは島状に配し、その周りに椅子を設けるが、テーブルは整然と並べるので

はなく、ランダムに並べたほうがリラックスした雰囲気になる。ファシリテ

ーターの服はフォーマルな感じではなく、ポロシャツやトレーナーなどリラ

ックスした服が良い。各テーブルには台紙とポストイット、マーカーなどを

並べておく。 

① グループディスカッション；最

初に各グループでリーダーを決

め、リーダーが司会進行をする。

まずは、街歩きをした感想を、自

己紹介と共に参加者に話し合っ

てもらう。 

② 付箋に記入する；付箋に各自が

気が付いたことを記入する。大

切なのは１枚の付箋に１つの言

葉、１つの文を記入することである。このことをファシリテーターは参

加者にしっかり伝える必要がある。「最低１０枚は書いてくださいね」

と時には参加者に促すことも大切である。 

③ 付箋を分類する；タカラとアラ、ハードとソフトの４つのマスを用紙に

事前に書いておき、そこに当てはまる付箋を貼り付ける。ハードは、道

路や建物や設備に関わるもの、ソフトは、人やお金や制度などに関わる

ものである。リーダーから自分の付箋を読み上げながら該当するマスに

貼り付けていく。どちらにも属さない付箋は中間あたりに貼り付けてお

く。 

④ 重みづけ；グルーピングした中で、どれが大切か、優先されるかを皆で

話し合って、優先番号を記入し、大切なものにはアンダーラインを引い

グループディスカッション 
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たりする。話し合って、更なるキーワードが出てきたらメモとして記入

しておく。 

⑤ 各グループ発表；リーダー以外か

ら発表者を決める。リーダーが指

名したり、ジャンケンで決めても

良い。2名を発表者とし、メイン

とサポートという形で発表する

など、各グループで検討して決め

る。ファシリテーターは時間の管

理と、発表内容に対して、適宜質

問をしたり、解説をしたりして、

聞いている人が分かりやすくな

るように努める。 

⑥ まとめ；ファシリテーターは各発表内容を聞きながら、要点を箇条書き

にしてまとめる。まとめをすることにより、参加者がワークショップで

何が得られたかの成果を理解することができる。このケースでは、落書

きの問題、置き看板の問題、歩道が無いことによる安全性の問題などが

指摘され、今後にこれらを解決すべく、皆で検討しようということにな

った。 

 

 タカラとアラのワークショップをすることにより、アラ（問題点）を参加

者で共有し、今後まちづくりで何を解決すれば良いかを検討し、活動の方向

付けができるのが良い点である。またタカラを共有することはまちづくりビ

ジョンの設定に繋がると共に街への愛着を深めることにもなる。赤坂の特徴

から、「和モダン」がキーワードになり、まちづくりビジョンづくりにそれ

を繋げようということになった。そして、イメージを共有しようということ

で「コラージュワークショップ」をしようということになった。 

□飲み会のアレンジ；飲み会をワークショップであらかじめアレンジしてお

くことは大切である。お酒が入ると参加者の本音も出てくる。飲み会を楽し

みにワークショップに参加する人もいる。いずれにしても参加者間のコミュ

ニケーションを深めるのに飲み会は欠かせない。 

□コラージュワークショップ；赤坂の将来のイメージをコラージュでまとめ

グループ別に発表する 
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るワークショップである。事前に、

コラージュを作る目的や方法を書

いた案内を作成して参加者を募っ

た。コラージュとして貼り付けるイ

メージは、雑誌などからの写真や絵

であるが「貼りたいものを持参して

ください」と案内すると共に、持参

されていない方のために、雑誌を１

０冊ほど準備した。グループに分かれて、コラージュづくりをする。約３０

名の参加だったので、４グループに分けて行った。コラージュで大切なのは、

出来上がった後に、グループで感想を言い合うことである。ファシリテータ

ーはキーワードやコメントを箇条書きにしていく。つまりコラージュはイメ

ージであるが、そこから言葉にすることにより、それがイメージの共有に繋

がるのである。またキーワードからビジョンにつながるものを箇条書きにし

た。キーワードに共通するものを言葉としてまとめるのである。コラージュ

は皆で作った作品であり、イメージとしてまとまるので参加者も満足そうで

あった。 

□落書き消しワークショップ；タカ

ラとアラワークショップで、アラに

指摘された空き地の囲い壁に書か

れた落書きを消すワークショップ

をしよう、ということになった。ペ

ンキは近くで工事をしている建設

会社から支給してもらった。費用は

なるべく発生しないように工夫す

ることが大切である。費用が発生す

ると、何で充填するかでまとまらず行動におこせない事態も生じる。支給し

た建設会社も協力業者として参加者に紹介するとイメージアップになるの

でウィンウィンの関係と言える。前半と後半に分けて、前半は、子供たちに

参加してもらって自由に壁に落書きをしてもらう。後半は落書き消しという

ことで壁全体を塗装するワークショップである。子供たちにとって、壁に自

由に落書できるのはとても楽しい体験になる。親子で参加してもらった。親

コラージュを作ってイメージを共有 

落書き消しワークショップ 
かｋｋ 
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子協力してワイワイ、ガヤガヤ楽しく落書きをしてもらった。それを写真に

とり、メールで送ることで、参加のお土産にした。午後は壁全体の塗装で、

今までのワークショップ参加者に案内して集めた有志である。いい感じで仕

上がり、皆で記念撮影をした。その都度、ワークショップで写真を撮ること

は記録であり、記念にもなるので、ファシリテーターは忘れないように撮る

必要がある。また塗装ワークショップは楽しいので、一人が独占しないよう、

時間を決めて交代するなどのアナウンスをするのもファシリテーターの役

割である。もちろん、ワークショップの後は飲み会となった。 

□元町の見学；まちづくりにとって先

行事例の見学は大切である。実際に見

るとイメージができるので、「あそこ

のあれが良かった」といった具合に例

をあげて話し合いすることができる。

元町のまちづくり協議会の協力を得

て、見学会を企画した。参加者は協議

会役員を含め約２０名、まちづくり推

進課も同行した。会議室を借りて、元

町の協議会の方に、説明をしてもらっ

た。ここは、街並み誘導型地区計画を

設けることにより、歩道空間を広くす

る共に、斜線制限を緩和して容積率い

っぱいまで使って建築できるような

制度にすることにより、街並みの向

上を行ったこと、住民参加のまちづ

くりプロセスにより、賑わいのある

商店街にすべく、道路の蛇行や、ボ

ラードの設置、標識や看板のデザイ

ンの統一などをした。一方通行にす

ることにより歩道幅を広げることが

できるが、それについては、様々な

意見があり、時間をかけて決めたことなどが話された。その後、実際に街を

歩いて、写真を撮ったり、それぞれについて皆で意見を言ったりするなどを

街並誘導型地区計画 
かｋｋ 

元町見学会、協議会から話を伺う 
かｋｋ 

様々なデザインが施された元町商店街 
かｋｋ 
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行った。もちろん、その後に食事会をして、色々本音で話し合った。これら

はニュースペーパーとしてまとめ、協議会メンバーと共有した。 

■生田緑地将来計画ワークショップ 

このワークショップは、公園緑地課の

主催で筆者は座長という形で関わった

事例で、当初は生田緑地ゴルフクラブ

の建て替えのワークショップであった

が、全体会議の中で、生田緑地全体で考

えるべきだとの意見が参加者から出て

きて、生田緑地将来計画ワークショッ

プとなった事例である。 

① 生田緑地ゴルフクラブ建て替えワ

ークショップ；生田緑地に関わる

様々な団体から参加者を募って実

施された。まずは、公園を皆で歩い

て、その感想をグループに分かれ

て KJ法で分析し、ゴルフ場の役割

やクラブハウスの現状などを議論

した。それを全体会で発表したと

きに「そもそもクラブハウスの建

て替えからワークショップがスタ

ートしているが、まずは、生田緑地

全体の将来をどうするか、を議論

した後にクラブハウスをどうする

かを考えるべきだ」との意見が参

加者から出てきた。座長であった

当方は、その意見をもとに皆でデ

ィスカッションして、生田緑地全

体について考えるワークシップをやろう、ということになった。ここで

のポイントは、参加者から大切な意見が出てきた場合は、積み残さずに

しっかりと議論することが大切である。この場合は、大きくスケジュー

ル変更になったが柔軟な対応が必要なのである。 

生田緑地ゴルフクラブハウス 

生田緑地を皆で歩く 

KJ法で皆の意見をまとめる 
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② 生田緑地将来計画ワークショッ

プ；市民ニュースなどの媒体を利

用して公募で参加者を募った。４

０人位の参加者が得られ、生田緑

地を歩き、タカラとアラを考える

ワークショップを実施した。そこ

で得られたことは、公園には様々

な生き物が住んでいる、また様々

な植栽がある。それらをまずは皆

で勉強することが大切だ、という

ことになった。つまり、ワークシ

ョップをすることによって、次に

何をする必要があるかが見えて

くるのである。 

③ 専門家を招いて勉強会；まちづく

りにおいて、テーマに応じて専門

家を招いて勉強会をすることは

大切である。素人だけで話し合っ

ても限られた知識や経験からな

ので、どうしても限界がある。専

門家は先進事例を知っており、将

来において何が必要なのかなど

の情報を提供することが可能で

ある。生物や植物に関する専門家

を招いて勉強会を実施した。 

④ 発表会；勉強会で得られた知識も

含め、グループに分かれて KJ 法

を用いてまとめる。まとめは、大

きく、「現状分析」と「提案」の２

つになる。これらの結果をもと

に、公開で発表会を実施した。発

表会には、勉強会の講師をコメン

市民意見交換会で参加者の意見を聞く 

公募で集まった参加で生田緑地を歩く 
かｋｋ 

全体会で各グループのまとめを発表する 

グループワーク、KJ法で意見をまとめる 
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テーターとして招くと、発表内容に対しての印象や感想などのコメント

いただくことができる。そのことにより、発表者は自分の発表を客観的

に捉えることができる。公会堂を予約し、市民ニュースや行政のホーム

ページでアナウンスして実施した。発表とコメンテーターのコメント、

そして質疑・ディスカッションを行った。 

⑤ まちづくり NEWSや報告書；毎回のワークショップをまとめたリーフレ

ットを参加者に送ることは大切である。参加できなかった方も何が話合

われたのかが分かり、次回、不安なく参加することができる。まとめと

しての報告書と共にワークショップの記録として残すことは、今後のま

ちづくりの役に立つ材料となる。また他の地域でのまちづくりへの情報

提供にもなる。ワークショップをする上でどのように記録するかを決め

ておくことは大切である。まとめは「生田緑地将来計画書」としてまと

められ、クラブハウスの建て替えを含む、将来の生田緑地の整備のベー

スが住民参加によってできたことになる。 

 

「復興防災集団移転ワークショップ」 

東日本大震災において、気仙沼階上地区は、住民３００名の内、９３名が亡

くなった。地域医療の専門家から都市計画の専門家に自主的防災移転の支援 

依頼があり、その関係で建築の専門家として関わることになった。防災集団

移転は、行政側で移転地域を指定するが、ここでは、自分たちで移転先を探

すという住民がいて、その支援をするというわけである。 

 

① 移転地検討ワークショップ 

防災集団移転は５世帯以上であれば

可能であり、その移転先としていくつ

かの候補エリアを設定し、それらを見

て検討する。移転を希望する住民が参

加者である。ファシリテーターは、地

域医療、都市計画、建築の専門家の３

名と学生である。３つのエリアを順に

周った後にブレーンストーミングをする。地域医療の専門家が司会進行をし

て、住民に話かけて印象を聞き出す。その話を都市計画の専門家が付箋に書

移転場所の候補地 
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いていく。適宜、建築に関わる質問に応

えるという形である。最後に付箋を分

類しながら、各エリアの特徴をまとめ

る。 

 

② 道路、宅地検討ワークショップ 

補敷地の地権者との調整、行政との相

談などを経て、ようやく防災集団移転

地のエリアが決まった。そこにおいて、

どのように道路を設け、宅地を配置す

るかの検討である。５つの宅地と道路

を配置するのであるが、様々な配置が

ありうる。ファシリテーターは様々な

パターンをブロック模型を用いて、特

徴を説明する。手法としてはデザイン

ゲームである。この中で、単に道路と宅

地を設けるのではなく、共有地を設け

ると、豊かな住宅地空間ができること、

また道路配置、によって、住宅の向き

や庭の設け方、駐車場の位置など影響

があることを専門家の説明によって、

参加者の理解が深まるのである。 

 

③ 現地で宅地検討ワークショップ 

行政から具体的な道路計画図が示さ

れ、それに基づいて、現地でカラーテ

ープを張って、各敷地の特徴を理解す

る。図面では理解できないことも、現地

で体感すると理解が深まる。5世帯は概

ね、どこの敷地を選ぶかは徐々に合意

が得られつつあったが、現地で具体的

に道路や宅地の位置を把握し、どの辺

候補地を皆で歩く 

候補地で住宅配置を検討する 

毎回、話し合った内容をまとめ、共有する 

模型を使って、住宅配置をイメージする 
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に家を建てて、庭を設け、駐車場をどこにするのかをざっくばらんに話し合

う。そのアドバイスを専門家が行うのである。これを通して５世帯、トラブ

ルなく宅地が決まった。 

 

④ 各住戸の建設 

家の建て方にてついての方法について、

１、地元の工務店に頼んで建てる。２、

ハウスメーカーに頼んで建てる。３、建

築家に依頼して建てる。をそれぞれの特

徴も含めて説明する。すでに工務店が決

まっている参加者からは間取りについ

ての相談を受ける。いきなり間取りに

入るのではなく、どのような生活をし

たいのかのイメージを考え、そこから

プランを作ったほうが、使いやすい家

となることを説明したところ、そのよ

うにしたいとのことで、コラージュを

作ることにした。 

 

⑤ コラージュづくり 

理想の家づくりを目指して、コラージ

ュづくりをする。貼る材料として雑誌

を準備しておいた。そこから好きなイ

メージを台紙に貼って作る。５家族、そ

れぞれのコラージュができた。支援者も

自分の家を作るイメージでコラージュ

を作る。一緒に作ると参加者もリラック

スして作ることができる。できた後に発

表してもらった。夢を語ることになるの

で皆楽しそうだ。それらから具体的な設

計に落とし込むわけであるが、そのアド

バイスを行い、それぞれ個性ある家づく

現地にｶﾗー ﾃｰﾌﾟを張り広さ感を理解する 

各住戸のｲﾒｰｼﾞをｺﾗｰｼﾞｭで表現する 

住宅模型を敷地に配置して、共有
する 

かｋｋ 
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りとなった。 

⑥ 各住宅の建設 

５件の内、３件が地元の工務店に依

頼して建設、１件が当方に設計依頼

が来た。コラージュを手掛かりにし

て、「皆が集まれる家」をコンセプト

に、吹抜けのリビングを中心とした

家を設計した。そして地元工務店、３

社に見積もりをして、コストコント

ロールを経て契約、工事が始まり、監

理業務を行い無事完工した。途中、他の住戸の計画の相談に乗ったり、模型

を作り敷地に当てはめるなど、他の住戸と共有しながら進めた。 

 

⑦ 竣工祝いバーベキュー、共有部分の利用の話し合い 

完工祝いにバーベキューパーティを

行った。そして各住戸の見学会、皆で

集まって、共有部分である緑地の使

い方について話し合う。既に、それぞ

れの住宅再建が完了しているので、

共有部分について意見が出てくる。

共有部分があることは管理をどうす

るか、も含めて話し合いを続ける材

料があると捉えることができる。つ

まり、それを媒介としてコミュニテ

ィが育っていくのである。 

 

1軒住宅が完成、皆でBBQパーティー 

各住宅が完成、共有地の使い方の話し合い 
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【第 4 章】 

不動産・マネージメント系 

（不動産や経営をとらえる） 
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２－２－４－１ 建築と不動産 

（高橋 寿太郎） 

（建築と不動産、経営、税金について理解する） 

4-1-1 不動産的な視点と思考がなぜ必要なのか？ 

まちづくりファシリテーターが知っておくべき専門性のひとつに「不動産

領域」がある。不動産とは、民法では「土地及びその定着物（建物や流木等）」

と定義される（民法86条１項）が、実際にまちづくりに取り組む際には、

もっと広範な意味で用いられる用語であり、職能である。 

 

a.不動産の範囲 

実際のまちづくりの現場では、「不動産」とは、土地や建物を賃借するため、

または土地や建物の所有権を売買するための実務的な知識や、建物所有者や

まちづくりプレイヤーに生じる収益性を予測すること、その分配の計画、ま

たそれらを中長期的に運営管理（マネジメント）する仕事を指す。またその

結果をフィードバックし、運営計画の変更や修正を行うアクションも、すべ

て「不動産」の領域と言うことができる。 

 

ｂ.不動産とは経済活動のひとつのルール 

まちとは、地域の住民やそれを補助またはサービスする人々が有機的に関係

することで「経済活動が集積するひとつの単位」と言うこともできる。だと

すると、私たちは不動産を通じて、その経済活動の集積の単位の、持続可能

性を模索する必要がある。 

 

4-1-2 不動産の種類と役割 

まちづくりファシリテーターは、さまざまな専門性を縫い合わせる立場で

あるため、その不動産領域の専門性を、大まかに把握しておく必要がある。 

不動産会社と言えば駅前にある小さな不動産店舗から、駅前の大規模マンシ

ョンやショッピングセンターを開発するディベロッパーも含まれる。まず不

動産業の種類を分類する。 

 

a.５種類の不動産分野 

これらの不動産会社の仕事を種類別に整理すると、およそ４つに分類される。 



 177 

１：ビルやマンションの開発、分譲 

２：土地や建物の仲介業（売買または賃貸） 

３：賃貸管理業（※１） 

４：建物を所有し賃貸する大家業 

さらに近年、それらが混ざり合った業務や、広く関係者の問題解決に取り組

む、 

５：不動産コンサルティング業 

なども台頭して来るだろう。 

 

b.仲介業務 

そのうち、特に不動産業

（宅地建物取引業）の独

占業務として、「２：土地

や建物の仲介（売買また

は賃貸）」（以下、仲介）を

詳しく説明する。 

仲介の業務のフローは、

大きく以下の３点によ

る。 

① 不動産物件の紹介と

案内 

② 不動産契約のための

保証会社や金融機関から

の融資の手続きの補助 

③ 不動産契約の締結（賃

貸借契約・売買契約） 

 

これらを宅地建物取引士（※２）が、サポートする。 

優秀な仲介人は、顧客の話をよく聞き、分析し、顧客が本当に望むものやメ

リットを追求できる。また貸主や借主、買主や売主の取引リスクを回避する

ように助言し、安心安全な売買契約を実現する、そんなマインドを持つ専門

家である。 

買主・売主・仲介会社の関係性 
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c.融資手続きのサポート 

不動産業務のうち、もっともイメージしづらいのが、融資（ローン）などの

資金調達に関するものであろう。地主や事業者の多くが、新築かリノベーシ

ョンで建築計画をする場合の多くが、銀行などの金融機関から「住宅ローン」

または「事業ローン」を利用する。不動産の専門家は、事業者の職業、収入、

自己資金等から、どのくらいローンの借り入れが可能かを計算（※３）でき

る。「借入可能額」と、「借りて良い金額」は異なるため、この算出には、家

計のお金を幅広く扱うフィナンシャルプランナー的視点でアドバイスする

ことが望ましい。 

 

ｄ.不動産契約 

家づくりのために購

入したい土地が決ま

り、ローンの審査が

通る前後で、事業者

はようやく不動産契

約のステップに進

む。不動産仲介人が

行う契約業務をさら

に詳細に記載する

と、以下になる。 

（１）重要事項説明

（不動産会社から買

主または借主へ） 

（※４） 

（２）売買契約また

は賃貸借契約 

（３）売買契約の場

合は、ローン審査や

金銭消費貸借契約

（ローンの契約） 
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（４）引き渡し 

（１）の重要事項説

明とは、不動産契約と一体になっている地や建物の詳細情報のことである。

土地や建物の面積や、測量図の種類（※５）、建築基準法や都市計画法上定

められた制限やその種類、各種条例、ガス管や水道管等の埋設配管の状態、

道路・隣家との権利関係、金銭の授受に関する詳細、契約の解約条項…、そ

のほか特に注意しておくべきことが詳細に網羅されている重要資料である。

法的には、宅地建物取引士の国家資格上の独占業務は、この重要事項の説明

と記名押印すること（と契約書に記名押印すること）である。通常の業務で

は、こうした不動産のプロセスを経て、建物づくりのバトンは、建築の専門

家の手に渡される。しかし例えば、先に説明した不動産の情報が詰まった「重

要事項説明書」が、いざ建物の専門家にしっかり手渡されている割合は、ど

の程度なのか。ここまで業務を積み上げて来た不動産仲介人から、建築の専

門家へのバトンパスは、うまくい

っているのだろうか。  

 

4-1-3 建築と不動産のあいだ 

一般消費者からの印象では、建

築も不動産も類似した近い業界

のはずが、伝統的な建築教育的な

領域から見たとき、不動産領域

は、遠く馴染みのないものに見え

る。ここに決定的な「建築と不動

産のあいだの壁」がある。まずこ

の壁の構造について、十分に把握

することから始めたほうが、不動

産の理解への近道だろう。多面的

な要因が重なり、建築デザインと

不動産の仕事は縦割りの状態にあ

る。考え方も価値観も、人材の特性

や商慣習も異なる。結果的に、建築デザインと不動産仲介はコミュニケーシ

ョンが十分ではなくなり、「建築と不動産のあいだ」と呼ばれる独特な断絶

不動産を取得する流れ 

建築と不動産のあいだの壁 
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を生んでいる。そうすることで、不利益を被るのは、私たち業界人や専門家

ではなく、一般顧客やまちの人々であることは忘れてはならない。 

 

a.業界人材特性 

まず「ものづくり」と「取引」の２つの業界で働く「人材」に目を向けてみ

ると、その教育体系もキャリアもかなり異なる。 

「ものづくり」である建築設計の法律は、建築基準法や建築士法である。原

則的に国家資格である「建築士」を取得し、建築設計業務を請け負う。設計

業務には大学や専門学校の「建築系学科」を卒業した専門性の高い人材が従

事し、国家資格である建築士資格（一級建築士、二級建築士等）を取得する。 

土地などの「取引」を旨とする不動産の法律は、宅地建物取引業法をはじめ、

その上位法である民法（※６）や、その中の相続法（※７）、また不動産登

記法（※８）などがある。不動産の国家資格である「宅地建物取引士」は、

多くの方が不動産業界に就職し取得する。建築系学科は日本に相当数あるが、

不動産系学科はまだほとんどない。不動産の仲介人であれば、まずは営業の

現場からはじまる人もいる。理系や芸術系が多い設計デザイン会社に対して、

不動産業界はどちらかというと文系の人材が多い。単純に人の系統が異なる

ということは、やはりものごとの捉えかたや観点が異なり、これも「建築と

不動産のあいだ」に壁ができる原因になる。 

 

b.業界の成り立ち 

また、それぞれの業界の成り立ちや歴史の違いがある。「建築設計」は、明

治時代にヨーロッパから輸入された概念である。日本の都市の近代化に向け、

新しい建物づくりのリーダーのポジションが創設された。その時に「建築」

「建築家」という言葉も作られた。そして大学機関が、その技術的発展のた

めに、ひとつの重要な役割を担って来た。 

いっぽう不動産業の明治時代は、国家の近代化と明治政府の財政改善（※９）

のために、田畑永代売買禁止令という法律が廃止され、明治６年に地租改正

が行われた。そこで土地の私的所有権（※10）が誕生する。つまり人々は自

由に土地を売買することができるようになった。これが後々の不動産環境を

形成するための基礎となる。そして第二次世界大戦後の「農地解放」により、

小作人による土地の所有が促進されたあとは、戦後復興、高度成長と日本は
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経済成長して行く過程で、不動産の技術や体系は実社会の経済活動の中で発

展を遂げる。 

以上のように二つの業界は、隣り合わせにありながら発展過程がこれほど異

なる。そしてその違いが、これまで比較されるシーンが無かったことも、建

築と不動産の領域の断絶を分かりにくくしていると思われる。 

 

4-1-4 不動産とまちづくり 

このように、建築の分野から見たとき、不動産領域は、近くて遠い分野で

あることと同時に、しかし建築には不可欠なものであることが分かってくる。

そしてまちづくりの分野から見たときも同様に、不動産領域との距離感があ

るが、不可欠なものであることが分かる。 

 

a.不動産とまちづくりの接点 

本テキストで網羅的に説明するように、まちづくりの範囲は広く、様々な専

門性の集合体のようになっている。例えば、昨今問題になっている空き家や

古い建物の活用を考えたとき、そのハード面を見るのは建築の仕事であるこ

とが多く、その所有者や権利関係、その契約を見るのが、不動産の領域であ

る。 

まちづくりの現場では、住民や知識人の意見を取りまとめるワークショップ

を行っても、話がいっこうに進まないことも多い。理想論は語られても、そ

れが次に進まないどころか、課題を拡大してしまうケースもあり得るだろう。

まちづくりの根底には不動産の課題解決がある、と見方を変えると、テーマ

が浮き彫りになってくる。 

 

b.古い建物の再生 

例えば、地域から古くから馴染みのある建物が空き家になっている。この建

物を活用し、まちに開くスペースを設け、住民が自由に出入りできるコミュ

ニティの場、または町人が経営する憩いのカフェにするなど、まちを元気に

するためにそうしたビジョンやイメージが湧くことがある。 

前述したように、まちづくりは不動産の課題解決だとすると、まず、その古

い建物の土地と建物の所有者が、誰で、何人いて、何歳で、それがなぜ空き

家になっているのか、そこにどういう課題があるのかを知らなければならな
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い。そしてその所有者にどう貢献

できるかを考える。祖父の代から

その地域に住んでいたが、現在の

所有者に相続されてからは、別の

場所に住んでいるので、活用に関

心がなく、売却するのも忍びない

…。または相続を受けた子世代が

積極的に活用しなかったため、所

有権者がすでに 10 名を超えてし

まっており、それぞれが遠方に離

散しているため親族間の交流も特

にないため、ただ放置されてしま

っているというケース。 

空き家になる理由というのは、こ

のように、相続後に活用していない、または所有者が不明である、所有者が

健康上の理由で別の場所に住む、所有者の経済的余裕があるため活用の必要

がない、等のパターンがある。実際はそれらの組み合わせによる、千差万別

の個別の事情がある。まずはこれを把握することからはじまる。 

 

c.マッチングも不動産領域の仕事 

一方で、その空き家を借りてお店

をしたい、買ってシェアハウスを

したい、リノベーションして地域のコミュニティの場にしたい、という利活

用を希望するプレイヤーがいる。この両者をマッチングさせることも、不動

産領域の仕事である。その方法は、お互いの利益（希望）が叶えられ、相反

しないか（いわゆる Win-Winの関係になっているか）、互いに信頼関係が得

られるか、そして多様なルール決めの中から、適切な不動産契約を選択し、

実践できるかである。 

まちづくりの現場で、まちづくりに理解ある不動産専門家が機能していない

と、プレイヤー側が盛り上がり、焚きつけられ、しかし所有者の課題解決が

不十分で、結局は実現に至らないか、長続きしないことが多い。まずは所有

者の課題は何か、どう関わるか、また適切な収益があげられるか、そこから

建て主のお金の悩み 
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始めないといけない。これが不動産思考である。 

 

 

4-1-5 お金とライフプラン 

不動産とまちづくりの接点にある、所有者やプレイヤーのマッチングや契

約を見たが、そこを掘り下げると、それぞれの「お金」の話は避けて通るこ

とができない。ここでは実際に使えるその概要を紹介する。 

a.お金の種類 

お金と一言でいっても、様々な分野への広がりがある。個人の給料やバイト

代などの「収入」、日々の家族の食費や学費、家賃などの「支出」がある。

また個人や企業の「経済活動」全般もお金で表現することができるし、また

次節2-1-6で説明する、「税金」や「融資（住宅ローンなど）」もお金の分野

である。ここでは、お金に関する専門性や厳密さよりも、実際にまちに出て

所有者や住民と接す

るとき、彼らにはお

金についての背景が

あって、意見し、意思

決定しているという

意識を、ファシリテ

ーターは持つべきで

ある。またファイナ

ンシャルプランナー

（※11）という専門

性や資格もあるが、

日常の知識の延長線

上にあるといえる。 

 

b.お金とライフプランの関係 

所有者やプレイヤーのお金のことをフォローするとき、「ライフプラン」を

手助けすることも必要である。ライフプランニングはファイナンシャルプラ

ンナーの学習分類の一つである。 

就職や転職、結婚、出産や育児、住宅の購入や売却、介護や退職、レジャー

お金についての用語 
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や保険や自動車の購入など、人生のイベントを見える化し、将来の可能性を

考えるために行う。当然、これとお金の話は表裏一体であり、欠かせない。

近年では、インターネットで簡易な診断サイトやアプリが手軽に得られるよ

うになったので、簡単に感覚がつかめるだろう。 

これまで、日本はお金についての基礎学習が遅れていると指摘されて来た。

建築やまちづくりにも、ファイナンシャルプランについての基礎教養が拡充

するのは、まだまだこれからである。そのため現状では、お金というと、も

のづくりやクリエイティブな分野とは関係なく、どちらかというと光を当て

るべきではないプライベートな部分、お金の話を公衆で行うのは好ましくな

い行為、そんな誤解があった。 

一方で、そうした遅れを取り戻しつつあり、すでに知識やツールは増加して

いる。繰り返しになるが、まちの所有者やプレイヤーには、お金の話やライ

フプランの話は必須であり、その課題が見える化し、解決しないと、まちづ

くりを進めるべきではないと言っても過言ではない。 

 

c.エリアマネジメントと地域経済 
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このように、お金についての偏見や誤解を解き、所有者やプレイヤー、また

地域住民の関係をつなぐひとつの側面として捉えなおすと、まちづくりこそ、

お金の流れを意識すべきである。こうした不動産やお金の専門家の力を活用

しながら、彼らの本音や利害

の把握に努めるべきである。 

まちづくりファシリテータ

ーが目指すひとつのビジョ

ンは、彼らが主体的にまちづ

くりに参加し、地域の価値を

高める努力をしている姿で

ある。これは「エリアマネジ

メント（※12）」の基本的な考

え方であると言える。エリア

マネジメントとは、地域住民

が主体的に、かつ関わりあい

ながら、一定のエリアを維持

管理（マネジメント）し、育

てていくことである。 

 

そのために必要になるのは、地域住民・所有者・プレイヤーと、各種専門家、

そして行政との、継続的で建設的な対話である。多くの関係者の橋渡しのた

めの要になるのは、言うまでもなくまちづくりファシリテーターである。 

またそのまちの活動で、地域で食や商品やサービス作り、その地域で消費す

るような動きが好ましいという考え方がある。これをここでは「地域循環経

済」と呼ぶ。大企業による全国的な商圏ではなく、なぜ小さな地域経済（そ

こに店を構えるお店や地域の企業）が望ましいのか、しっかり理解しておき

たい。地域経済を豊かにするには、端的に言うと、その地域で稼ぎ、その地

域で消費する、そういう所有者やプレイヤーを生まれないと、結果的には地

域外で消費活動が行われ、長期的にはその地域は衰退するからである。これ

は、大手チェーン店が主流のエリアは、その利益が地域外へ運ばれていると

考えると、分かり易いかもしれない。 

 

おまちづくりとお金と不動産の関係 
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4-1-6 キャッシュフローと税金 

「お金」に関するテーマの最

後に補足として、不動産事業の

切り口として、不動産キャッシ

ュフローという不動産事業の基

礎概念を紹介する。またその中

で、まちづくりに関する所有者

やプレイヤーに、どうした税金

がかかるのかも学ぶ。 

a.不動産キャッシュフロー（収

支） 

簡単に言うと、不動産所有者（オ

ーナー）の、毎年の「賃料収入-

費用=利益」が書かれた表のこと。 

 

一般的には、借入返済や、減価償却（※13）、空室率（※14）といった、独

特の用語もある。一般的に不動産キャッシュフローは。10年～40年先を見

据えた、将来の数字の羅列であるが、じっくり眺めていると、そこにリズム

や流れが見えてくる。実務では、市販の収支計算ソフトや、フリーのエクセ

ルシートを用いる。しかしまず、不動産キャッシュフローを読む程度の知識

を身に着けるのが良い。 

b.いくつかの税金  

税金というと、なかなか実感が湧かないと思うが、整理すると、特に簡単な

分野である。建物に関して、建設当初にかかる税金としては、不動産取得税

（※15）、登録免許税（※16）である。また所有者に継続的にかかる税金と

しては、固定資産税と都市計画税（※17）が代表的である。 

税というのは、それぞれがある時代に定められた「利益に対する国や地方自

治体へ納めるルール」である。これも形式的に理解すればさほど難しいもの

ではない。 

c.資金調達 

お金に関する様々な説明の最後に、事業を動かすための資金を準備する方法

について、触れておきたい。これを資金調達という。大きくは４つあり、①

不動産収支の仕組み 
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自己資金などの資産からの出資と、②金融機関からの借り入れ、そして③近

年聞くようになった賛同者の出資やクラウドファンディングによる資本増

強、そして④行政からの助成金や補助金である。 

ファシリテーターにとって重要なことは、所有者やプレイヤーやその他関係

者が、どのような資金調達を考えているか、またどういう方法かをイメージ

しておくことである。そういった専門能力は、やはり不動産コンサルタント

が長けており、会計士や税理士にも、そうした分野に関心がある人材も稀に

いる。 

 

4-1-7 異なる専門性とコラボレーション 

a.改善のポイント 

先に述べた「建築と不動産のあいだ」とは、建築と不動産がその独自の仕

組みのために価値観が共有されない、またはコミュニケーションが起きない、

つまりまちづくりのウィークポイントが集まる場所、と言える。逆にそこを

解決すれば、まちづくりの新しい可能性にあふれる場所にもなり得る。 

まちづくりには、多くの人々の想いと、労力、また公民の資金が投下される。

しかし事業フローの、建築と不動産のあいだに壁があり、常に分断されると

すると、お金、税金、経営理論がすべて縦割りの中に置かれるだろう。 

ではその壁を取り払い、あいだを埋める具体的な方法はあるのだろうか。 

 

b.建築と不動産がまちづくりでコラボレーションする 

従来、建築の専門家が建物づくりに参加するのは、土地や不動産の課題が解

決してからだった。そしてその不動産の専門家と、建築の専門家が顔も合わ

さず、業務も引き継がれないこともいまだにある。不動産やお金の専門性が

分断されている状況では、不動産から建築の専門家へのバトンパスが、うま

くいっていないケースがあることを説明したが、それは重要事項説明や、事

務的な資料の引継ぎだけではない。まちづくりに参加する建物所有者や、リ

スクを取り活動するプレイヤーの、権利やお金についての考えかた、ひいて

はビジョンやコンセプトが、まちづくりに引き継がれないということである。 
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私たちのコンセプ

トである「建築と

不動産のあいだを

追究する」とは、こ

の建築と不動産と

まちづくりの専門

家達が、実際につ

ながり仕事をする

ことを指す。「もの

づくり」と「取引」

のプロがコンビを

組むことをルール

化することで、建

物づくりやまちづ

くりのフローを拡

大する。 

 

 

そうすれば、建築と不動産のあいだにはまり込んだ、所有者やまちの人々の

利益（メリット）を、クリエイティブに発見できる。 

そのためには、スタートからゴールまで、一貫して建て主のビジョンが反映

された建物づくり、まちづくりのフローをつくることが必要である。 

※１ 賃貸管理業 

不動産オーナーに変わり、賃貸している住人やテナントからの家賃を徴収し、相談やトラブルの窓口

になる会社。賃貸仲介会社と併設されることが多い。 

※２ 宅地建物取引士 

不動産取引に係る国家資格。こうした不動産売買に関わる仲介業者（売買契約・重要事項説明）は、宅

地建築取引士が行わなければならない。 

※３ 借入可能額  

住宅ローンの場合は実勢の金利より高めに設定された「審査金利」での返済額が、「年収×返済比率」

で得られる返済可能額より下回る範囲で、借入が可能。事業ローンの場合は、まずは事業（アパート・

マンション等）の収益性が優良であるかが審査され、その上で事業者の資産や、事業を行う土地の担

建築と不動産の協業フローの一例 
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保も評価されるのが一般的。 

※４ 重要事項説明（不動産会社から買主または借主へ） 

不動産契約を行うための判断するための、物件や金銭についての説明のこと。契約の前に国家資格者

である宅地建築取引士から買主に行うことが法律で定められている。 

※５ 測量図 

土地の測量図は、建築士ではなく、土地家屋調査士（測量士）が作成する。「確定測量図」「地積測量

図」「実測図」があり、その性格は異なる。 

※６ 民法 

日本国憲法や刑法と並び、主要な六法のうちの一つ。一般人同士の関係を規定した私法の中の基本的

な法律。財産や家族について定められている。 

※７ 相続法 

民法の家族につい点お規定のうち、「相続」について規定されている条文を総称して相続法と呼んでい

る。不動産は相続の対象になりやすいため、宅地建物取引士は相続についての基礎的知識が求められ

る。 

※８ 不動産登記法 

不動産の表示や権利を公示するための制度を定めた法律。登録されている内容は、法務局が交付する

登記簿謄本で確認出来る。 

※９ 旧幕藩体制の事実上崩壊していた財政を引き継いだ明治政府は、財政基盤を確立するため、地

租、つまり土地の所有に対する税金を米穀ではなく金納で徴収した。政府は国民の不動産所有権を認

める代わりに、不動産税を設定し、財源を確保したと言われる。 

※10 私的所有権 

物を全面的に支配できる権利のこと。所有者は、自分の所有物を自由に使用し、収益を上げ、また処分

することができる。私たちの日常でごく普通に使われている社会の基本概念。 

※11 ファイナンシャルプランナー 

一般顧客の家計やライフプランを始め、保険、不動産、投資について相談を受ける。独立経営する「独

立型」FP事務所を目指す。またそれに対して保険代理店、税理士、社会保険労務士、宅地建築取引士

などがEP事務所を併設し、それぞれの専門に特化した業務を行う「併設型」も多い。 

※12 エリアマネジメント 

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上するための、住民・事業主。地権者等による主体的

な取り組みを指す。（『「街を育てる」エリアマネジメント推進マニュアル』（国土交通省 土地・水質源

局土地政策課監修、コム・ブレイン、2008年）より） 

※13 減価償却 
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長期間に渡って利用する建物等の取得に要した支出について、税法上、建築物・設備等それぞれに定

められた一定の期間に渡って費用分担する手続きにより算出される費用。 

※14 空室率 

不動産収益物件の、全戸数に対する未入居の空室の割合。収益性の指標となり、空室率が低いほど高

稼働といえる。賃借人の入れ替わり時の空室期間も含めると、都心の駅から近い物件でも２％程度と

なり、一定の期間で見ると０％にはならない。空室が目立てば10〜20％となり、地方ではそれ以上の

場合もある。 

※15 不動産取得税 

土地や家屋を取得した時にかかる税金。個人、法人に関わらず対象となる。税額は、実勢売買価格とは

異なる「評価額」に対して、不動産の種類に応じて一定の割合を乗じて求められる。ただし一例として

住宅等の場合は、土地購入と建築にそれぞれ不動産取得税がかかるが、ともに一定の割合で減免措置

がある。 

※16 登録免許税 

主には不動産について、所有権の保存または移転、抵当権の設定等、登記に際して課せられる税金。 

※17 固定資産税と都市計画税 

土地と建物それぞれに対して、その不動産の所有者に対して課税される税金。 
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２−２−４−２ 今後の不動産業、宅建士の役割 

（田中 裕治） 

（今後の不動産業、宅建士の役割、マイナス不動産の活用を学ぶ） 

１．不動産コンサルタントが取り扱うもの 

不動産会社が行っている業務は多岐に渡る。アパートの 1 部屋からマン

ション、一戸建て、土地の貸し借りからその管理まで行う。他にマイホーム、

お金を生む収益不動産、仕事などで使う作業所や倉庫、事務所ビル等事業用

不動産の売買も行っている。取扱う不動産の種類は、これらの他に農地や崖

地、山林、借地権に底地権（貸宅地）や建替えができない不動産（再建築不

可物件）などで価格帯は、1円と低廉な不動産から 1億円を超える高額不動

産まで多岐に亘る。最近の取引きでは、なかなか売れない不動産を売主が手

放すために売買代金 1円で、かつ、売主が買主に諸費用の一部を支払うとい

った逆転現象まで起こっている。ある別荘地の事例では、各種権利金などを

含めた諸費用の一部として買主に対し、売主が 50万円を支払った。このよ

うな現象は、日本全国で生じている。 

実際に高知県 M 市の事例では、買主から

の契約条件は売主の費用負担で古家を解

体し、更地で引渡しをして欲しい、という

内容。売主としては、「とにかく子供に残

さないために手放したい」との希望で、古

家の解体費用 180 万円を売主が負担し、

売買代金 20万円で売却された。つまり、

売主は20万円で売却するために160万円

を負担することで室戸市の難あり不動産を手放すことができたということ

である。  

 静岡県や、福島県の農地の事例では、1円でも買える要件を備えた方が現

れず、農地周辺で耕作している農家の方に手当たり次第に「この農地をもら

ってくれないか」と、声をかけたことがある。これは、日本では不動産の所

有権を手放すことができないという制度が原因となっている。 

 

■不動産を手放すための 2つの方法 

 現代の日本において、不動産を手放すための方法は、大きく 2つあり、そ

高知県M市M町の難あり不動産 
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の 1つが売却や贈与をする方法である。売却や贈与の場合は、買主または貰

ってくれる受贈者が居なければ成立しない。この取引の相手方をいかに探す

かが不動産コンサルタントの仕事となる。取引の相手方は数多くいるに越し

たことないが、1人いればよい。しかし難あり不動産を売却や賃貸するとき

には、この 1人を探すのが本当に大変である。時には難あり不動産の周辺を

ノッキングといって、インターホン越しに「買っていただけませんか」、「借

り手いただけませんか」と見ず知らずのお宅を訪問することもある。このノ

ッキングという方法は意外に効果的な手法である。他にチラシのポスティン

グを行ったりする。その時は、チラシの紙面や投函するエリアなども工夫す

る。同じ物件でも紙面や投函エリアによって、反響がある場合もそうでない

場合もある。反響がなかった場合には、金額（賃料）が高いのか、チラシの

紙面が悪かったのか、買主（借主）がいないエリアに投函してしまったのか

など常に試行錯誤を繰り返し、買主（借主）を探していく。 

もう 1つの方法は、相続放棄である。しかし、相続放棄は相続が発生した

時しかできず、かつ、不動産を放棄する際にはその相続財産に預貯金や株な

どがあったときには不動産と一緒に資産も放棄しなければならず、いいとこ

取りはできない。また、相続放棄したからといって維持管理を免れるわけで

はない。維持管理を免れるためには、相続放棄をした後に高額な費用を支払

い、裁判所に相続財産管理人の申立てをしなければならない。この相続財産

管理人の申立てをせずに相続財産の屋根が強風で煽られ、隣の家のガラスを

割ってしまった場合、相続放棄した側に賠償責任が生じてしまう。日本では、

維持管理責任・ランニングコストの問題から難あり不動産を手放したい方は、

お金を支払ってでも手離したいという状況がある。 

 

■売買の売り側と買い側の立場 
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売買の時には、買主になることも

あれば、売主になることも、仲人の

ように売主と買主の間に入る仲介

（媒介）という場合もある。買主や

売主の時は、買取再販というもの

で利益を最大化できるように物件

を仕入れた後、付加価値がつくよ

うリフォームし、より高い金額で

売却できるよう、どのようなパン

フレットをどの地域、どのような媒体で行うかなどいろいろと工夫するので

ある。一方、仲介の時は、売主と買主の両方の間を取り持つこともあれば、

売主側の不動産会社として、買主側の不動産会社と交渉することもあり、逆

に買主側の不動産会社となることもある。売主側の不動産会社の場合は、い

かに高い金額で売却するか、いかに依頼者である売主にとって良い条件で話

をまとめるかが醍醐味となる。管理物件に複数の見学予約がはいったときに

は、わざと見学者を同じ時間帯にして、多くの方がみているように演出した

り、管理物件に「価格が下がったら欲しい」旨の購入申込みがはいったとき

には購入希望者の顔色をうかがい、買いたい度合いを探りながら、いくらで

あれば売却しても良いと返答をする。不動産売買の場合の数十万円は不動産

コンサルタントの一声で決まるのである。 

 

２．多様な業務 

■価格交渉 

売却の相談を受けてからは、物件調査をし、いくらで売却が可能かという

査定額を売主に伝え、そこから売却開始金額を決定する。マンションでは、

AI（人工知能）により自動的に査定をするといったサービスを開始している

ところもある。買主側の不動産コンサルタントの場合は、とにかく、安く、

将来的にもトラブルがないような条件で購入いただけるかが、醍醐味となる。

買主の購入物件が決まるといよいよ価格交渉に移る。そこで売主側不動産コ

ンサルタントに対して、最初に何を言うか、これを言ったらどう返答が返っ

てくるか予め先読みをしながら交渉を進めていく。買主が希望した物件が長

期間売れていない場合や売主が不動産会社でその売主の決算期が近いとき
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には事前に売主の背景や状況、売りたい度合いを打ち合わせの中で探る。Y

市 K 区の新築戸建の事例は 5,500 万円で販売されていたものが 4,900 万円

に 600 万円の金額を下げることに成功したこともあった。不動産コンサル

タント Aと Bがいた場合、依頼者がどちらのコンサルタントに依頼するか

で結果は異なるのである。 

 

■住宅ローンの斡旋 

住宅ローンの斡旋もする。お客様によっては、「A 銀行で融資を断られてし

まったが、どうしてもこの不動産が欲しい」という方もいる。そんな時は、

B銀行や C銀行を斡旋することもあれば、お客様のライフスタイルに合わせ

た住宅ローンの提案をすることもある。不動産コンサルタントとして、「不

動産に住宅ローンをセットする」というケースもある。不動産の価値は住宅

ローンと非常に強い関係にある。誰もが気に入る不動産だったとしても、物

件的な個別要因で住宅ローンが組めないとそれだけで売れない不動産にな

ってしまう。日本では不動産を購入する場合には物件価格に対する大部分の

金額を住宅ローンで賄おうという傾向にある。従って、住宅ローンで大きな

資金の用立てができない不動産は、どんなに優良物件だったとしても、買え

る方が少なくなる。そういった売れない不動産に対し、どの銀行なら融資を

利用できるかなどの提案を行うのである。 

 

■入札の企画・幹事 

 ある事例で都内の地主が相続対策で土地を売却されたことがあった。その

土地は、マンションが建築できるくらい広い土地だったため、筆者が幹事と

なり、入札を実施した。そして、筆者の施主はもちろん、大手不動産会社・

地元不動産会社にも入札情報を幅広く周知した。入札の結果は、意外にも大

手不動産会社が連れてきた購入希望者ではなく、地元不動産会社が連れてき

た購入希望者の方が 1,000 万円以上も高い金額提示があり、売買が成立し

た。このように入札案件など、全て会社の大小では決まらない。相談を受け

た不動産コンサルタントにそのノウハウ・知識があるかどうかで決まるので

ある。 

 

■ないものを売る力 
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残念ながら不動産業界では、土地や新築戸建で建物が建築される前の更地の

段階の物件について、お客様に建物のイメージを持っていただくように働き

かけ、住んだイメージを持っていただいたうえでご購入いただくという「営

業力」を持つ不動産コンサルタントがあまりいない。土地や建物が建築され

る前の更地の段階の物件を売却できるのが、見えないモノを売るチカラが

「営業力」である。 

 

■賃貸業務 

賃貸では貸主になることもあれば、借主になること、貸主側として借主を募

集することもあれば、借主側として一緒に賃貸物件を探すこともある。さら

に地主と借地人の間を取り持つ借地の管理や貸主と借主の間を取り持つ賃

貸管理、不動産を活用しての相続対策、土地・建物の有効活用提案などのコ

ンサルティング業務を行うこともある。 

 

■不動産における問題解決と価値の上昇 

Y市 H区の接道に問題がある事例で、建替え出来ない状態の古家付きの土地

（1,000 万円）を近隣住民の方々と協議をし、最終的に道路問題を解決し、

建替えできるようにした。その結果、

1,000 万円だった土地を 4,400 万円

で売却出来たのである。この時、協議

を重ねた近隣住民の大半も元々建替

えが出来ない土地だったが、筆者が

道路問題を解決したことにより近隣

住民の方も建替えできるようにな

り、お互いにウィンウィンの関係に

することができたのである。 

 

売主側、貸主側、管理、各種コンサルティングの立場では、いかにコストを

かけずに価値を上げるかが不動産コンサルタントの腕の見せどころであり、

非常に面白く、かつ、やりがいのある業務となる。 

大切なポイントとして、不動産の貸し借り、つまり不動産の賃貸や売買の場

合には、現地で物件の状況確認をし、市役所などで物件について建築基準法

Y市H区の未接道物件を建築可能にする 
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やその他法令による制限を調査する。この調査において疑問が残る場合は、

その疑問がはれるまで関係先に聞き取りをしたり、何度も現地まで足を運ん

だりと徹底的に調査する。中には調査が広範囲に亘り、契約日に間に合わな

い時もでてくる。その際には、契約を優先するのではなく、契約日を遅らせ

てでも問題を解決した上で安心・安全な取引きを行うことが大切である。 

 

■不動産業務のやりがい 

不動産売買においては、同じ不動

産が 2つとないため、それぞれに

売主、買主の物語があり、その物語

の中にアドバイザー兼仲間として

不動産コンサルタントも登場する

ことになる。そのため、お客様のこ

れからの物語がどうなるのか、ど

う良くしていけるかは、不動産コンサルタント次第となる。その分、責任は

大きくなるが、お客様の物語をハッピーエンドにできた時（不動産の問題解

決ができた時）の達成感は他では味わえないものとなる。 

 

■空地・空き家問題 

平成 30年住宅・土地統計調査によると全国の空き家数は846万戸（前回調

査 820万戸）と増加し、さらに空き家は増え続ける傾向にある。空き家の増

加は、市況の供給過多を意味し、住宅全体の価値を押し下げる。代表的な例

として、別荘地は軽井沢などごく一部を除き、1円でも売却ができないとい

う土地が大量にあることだ。静岡県A市の事例では、空地・空き家が多く、

別荘地所有者の多くの方が水道や道路の維持管理をしている管理会社に支

払う管理費を支払っていなかったために管理会社が倒産してしまい、水道が

一時使えなくなってしまったとい

うこともあった。このように人口

減少からの空地・空き家の増加は様々なところで弊害を生んでいる。価値が

低くなりすぎて、報酬が少ないという理由から不動産会社も敬遠し、行政は

寄付も受け付けない、そのままではその不動産と不動産の維持管理責任を子

どもたちに引き継がせざるを得ず、手離す方法がなくて、困っているという

静岡県A市の管理会社が破綻した別荘地 
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方が日本全国に数多くいる。理由は、不動産会社が契約成立時にお客様より

受領できる報酬（仲介手数料）は売買代金や家賃に比例するため、田舎の低

廉な不動産売買・賃貸の対応をしていても経営していくことができないから

である。これからはそういったことがより一層顕著に表れ、地域によっては

不動産会社がない地域もでてくるに違いない。 

 政府も空き家を増やさないように空き家等対策の推進に関する特別措置

法（平成27年 2月 26日施行）や税制優遇措置（被相続人の居住用財産であ

る空き家を売ったときの特例）なども打ち出しているが、空き家が増加して

いる中で建物の新築を継続しているため、目に見える結果がでているとは言

えない状況である。現在では、不動産コンサルタントとして活動していくた

めには、「モノに価値をつくる力」を備える必要がある。それは、今の社会

はスクラップ＆ビルドの時代は終わり、ストックを活用する時代になったか

らである。 

 

３．今後、不動産コンサルタントが扱っていくもの 

以前は不動産、特に別荘地は所

有することが「ステータス」となっ

ていたが、ここ最近では、「趣味」

のための別荘を持つなど、変化が

見られるようになってきた。栃木

県の山奥の車も入らないような山

林を取引した事例では、買主の購

入目的は「休日にハンモックで揺

られるため」というものであった。

田舎の空き家を売りに出したところ、サラリーマンの方から欲しいという手

があがった。その方は休日の度にその空き家に行き、自分でリフォーム（DIY）

を行うことでリフォームコスト（20～50 万円くらい）を抑え、最終的に賃

貸（月額家賃 4～6万円前後）し、資産運用する。最近では、デュアルライ

フ（二拠点生活）という都心に自宅を所有しながら、週末は他県に購入や賃

借した戸建などで家族の時間を過ごすライフスタイルがでてきたり、田舎の

土地を活用し、大自然の中でキャンプをするというグランピングというもの

も流行りだしている。いずれも田舎の戸建や土地を活用するという点では空

千葉県S町の空き家 
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間を有効活用し、不動産に価値を見出している。駅前の空き店舗などでは

Wi-Fi を完備したコワーキングスペースやシェアオフィスなどもここ最近

の空き店舗活用の代表例として挙げられる。住宅地の空き家では、サロンや

グループフォーム、民泊と活用されている例もある。 

 つまり、どんな難あり不動産であったとしても、その不動産に「使い方」

を見い出せれば、価値がつき、その価値の創造が不動産コンサルタントのや

りがいの 1つでもある。 

 静岡県 S市 A 区の山奥の集落に

ある不動産の事例では、もともと

賃借人の方がお住まいになってい

たが、その賃借人の方が小火を出

してしまい、建物が全焼してした。

山奥ということもあり、その残骸

を撤去には数百万円かかるが、こ

の残骸のある状態で売却に出した

ところ、すぐに 2組の購入希望者

が現れ、売却に成功した。買主の購入後の使用目的は、残骸は自分たちで処

理し、空いているスペースを資材置場として使用するとのことであった。つ

まり、不動産の売却は、ニーズがあるところに情報を届けることが大切なの

である。 

  

静岡県H町の1円別荘の事例では、

2,000円の予算で Facebook広告を

したところ、日本では 2,000 リー

チだったところが、試しにアジア

圏に同額の予算で広告を行った結

果、85,000 リーチし、海外の方か

らいろんな国の言語でたくさんの

反響（メッセージ）をいただくな

ど、SNSの有効性は増している。 

日本では空き家が増加していても、アジア全体では日本という国の不動産

であるということ、外国籍の方でも所有権を持てるということが魅力的に映

静岡県S市A区の火事の残骸が残る不動産 

 

静岡県K郡H町の1円別荘 
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っているのであり、不動産取引は国際的な視点で見る必要がある。北海道の

N町はその雪質（パウダースノー）が外国人の目に留まり、外国からの移住

が相次ぎ、その需要から地価が 3年連続地価上昇率 1位になっている。 

 日本の不動産については、日本のみならず、その不動産の持つ特性（その

地にしかない観光資源など）をよく理解したうえで積極的に海外にも発信す

ることで多くの需要を掘り起こすことができ、これは不動産コンサルタント

のやるべきことでもある。今までの業務とは別に新しい価値のあるサービス

を提供していく必要がある。 

 使っていなくても固定資産税や草刈り代がかかる不動産を最近では、「マ

イナス不動産」、「負動産」や「腐動産」とまで言うようになっている。そう

いった難あり不動産は大抵崖地であったり、未接道であったり、何かしらで

処分に困るものが多く、売却代金も低廉な価格となる。1億円の不動産を売

却・活用するより難あり不動産を売却・活用する方が大変である。 その理

由は、1億円の不動産は誰が見ても良い不動産であり、価値が高く 1億円と

言う金額がつく。つまり、いいものは高い。一方、低廉な不動産は、難があ

ることが多く、タダでも良いがタダにしてしまうと贈与税が課税されてしま

うリスクが高くなり、とりあえず 1円にしているケースが多いのである。し

かし、不動産コンサルタントが行う業務は、1億円の不動産でも 1円の難あ

り不動産でも同じなのである。同じ仕事で 1億円の場合の報酬は 306万円

となり、1円の場合の報酬は 0円となってしまう。報酬が 0 円や少額な場

合、不動産コンサルタントとしての業務としては成り立たず、いつかは息切

れしてしまう状況にある。  

 今後は、空き家をいかに再生し活用するか、どのように価値を見出すこと

ができるのか、価値の上昇と比例して報酬を受け取るということが不動産コ

ンサルタントの行うべき業務となる。価値のない空地・空き家に価値を見出

すのは、不動産コンサルタント単独ではできない。時には建築士の力を借り

て、リフォームの提案やコンバージョン（用途変更）をしたり、土地の境界

標がわからない時には土地家屋調査士に測量していただいたり、売買などの

権利関係の移転や設置の時には司法書士の力を借りたりする。不動産コンサ

ルタントは、単独で業務を行うのではなく、他の専門家との連携を図り、問

題解決をすることが大切である。 
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４．他の専門家との協働とコミュニケーション力 

不動産の売却・賃貸に様々な専門家との協働は大切である。売買の場合は

売主と買主、賃貸の場合は貸主と借主、有効活用し店舗などにするときには

企画者だけでは何も生まれず、そこに来る人がいて初めて不動産を通じて経

済活動を生むことがでる。 

 ここで不動産コンサルタントの道を進むうえでのポイントについて触れ

る。不動産でお困りの方は日本全国にいる。そして、その問題を解決すると

きに大切なことはコミュニケーション力、つまり「聴くチカラ」である。最

初にお客様からご相談いただいた際に「ご相談者の問題」を聴き取る。この

聞き取りについては、少しでも多くの言葉でいろんな角度からキャッチボー

ルをし、ご相談者の抱えている問題を掘り下げていく。これはお客様に相談

前には自分でも知らなかった気付きを与えるためである。理由は、当初はご

相談者も自分でも本当に何が問題なのかわからずに相談にこられるからで

ある。 

 筆者の場合、「不動産を売りたい」と相談を受けた場合、「売らずに済む方

法を考えましょう」と返す。すると「高齢になり、階段がきつくて、2階に

行けないの。だから売って住み替えたい。」という回答が来る。「では、1階

で全て生活できるように水回りを全て 1階にし、寝るための居室を 1 部屋

つくりましょう。そうすれば問題が解決できますね」と返答する。すると相

談者から「それはそうなんだけど、そのお金がないの」とか「実は、娘から

娘の自宅で一緒に住もうと言われている」などの回答がくる。 

 このように言葉のキャッチボールをすることで本当の悩みや動機などを

聴きだすことができる。そして、ご相談者にもう 1つ聴かなければならない

ことは「相談者の想い」である。相談者はその不動産を持ち続けたいのか、

誰に、どのように使って欲しいのかである。相談者の想いを聴くことで問題

解決の糸口になることは多々ある。聴いておくべきことは、その不動産の所

有者だから分かる良い点とウィークポイントである。良い点については、「こ

の縁側から見える富士山は最高なのよ」とか、「○○スーパーは何時までや

っていて○○がおすすめ」、「春には庭にウグイスが来るの」とか不動産コン

サルタントが知らない情報を相談者はたくさん持っている。この情報こそが

価値を高める素材となる。ウィークポイントを聴いておく理由は、その対策

ができないか作戦を立てるためでもある。 



 202 

 筆者にはよく「不動産を相続して困っている」という相談がある。この場

合、困っているのは不動産を相続して困っているわけではなく、「処分しづ

らい不動産を相続してしまい、子ども達に残せないから困っている」ことが

多い。なぜなら売れない不動産を手放せないと困るが、東京都の一等地の不

動産を相続した場合は、ゆくゆくは資産として子ども達に残せるため、困ら

ないはずだからである。 

 もう 1 つ大切なことは他の専門家との協働である。不動産の取り扱いに

ついては、建築基準法や都市計画法、その他多くの規制がある。その規制全

てを不動産コンサルタント一人で対応することはできない。だからこそ、他

の専門家の方の力を借りて、業務を遂行していくのである。  

 相続で茨城県 T市の市街化調整区域にある分家住宅（分家住宅とは、原則

として建物を建築できない市街化調整区域に農家の分家の方が様々な条件

のもと行政の許可を受けて建築する建物で建築後は、許可を受けた者及び一

定の親族しか使用することができない。売却をしてその買主がその分家住宅

を使用するということも原則できない建物）を取得された事例では、買主が

その分家住宅を使用するために、用途変更という都市計画法の許可を受けな

ければならなかった。その分家住宅は、築 30年が経過し、新築当時より一

切リフォームがされていなかったため、室内・外の大規模リフォームが必要

な状態であった。筆者が対応することになり、最初に市役所において本当に

分家住宅として建築されたのか、この分家住宅を第三者が使用するための都

市計画法の用途変更の許可はどうすればとれるのかなどの聞き取りを行っ

た。その結果、一定条件に適合する購入希望者であれば、その分家住宅を使

用するための許可がとれる旨の回答を導き出した。ただ、その許可取得のた

めには、土地の一部の登記上の地目が農地だったため、その地目を宅地に変

更する必要があった。この作業については、地元の土地家屋調査士に依頼し、

登記の地目を宅地に変更するとともに土地の測量も実施し、隣との土地の境

目である境界標も設置していただいた。この測量の際に相談者の所有する駐

車場が隣の土地に越境していることが判明したため、その越境部分の撤去工

事を地元の解体業者に依頼した。続いて筆者の出番、いよいよ売却活動の開

始である。売却開始から 2 ヶ月くらい経過した時にインターネット経由で

お客様よりお問い合わせがあり、現地をご見学いただくことができた。現地

が茨城県 T市と遠方だったため、お問い合わせの対応は私が行い、現地での
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ご見学の対応などは地元の信頼できる不動産会社に協力していただいた。そ

して…地元協力会社のコンサルタントがそのお客様を現地にお連れし、不動

産及び環境、生活のご説明を行った結果、そのお客様から「ぜひ、購入した

い」と購入申込書をいただくことができた。この物件は分家住宅のため、購

入希望者の方が建物を使えるように用途変更の許可を得る必要があった。こ

の用途変更の許可は、売主の要件と買主の要件、そして物件の要件がある。

地元の行政書士に協力いただ

き、この用途変更の許可申請を

依頼し、かつ、公道にでるまで

に第三者所有の私道部分を通行

しなければならなかったため、

この取決めについての合意書を

公正証書化する手続きもお願い

した。用途変更の許可申請から

約 2ヶ月、無事に購入希望者の

方が建物を使っても良いという

用途変更の許可を取得できた。そして、全ての条件が整ったところで地元不

動産会社に売主、買主と集合し、売買代金と鍵の授受を行い、最後に司法書

士が所有権移転登記手続きを行った。最終的には 20社以上に売れないと言

われた分家住宅を多くの専門家の協力をいただいた結果、700万円で売却す

ることに成功した。 

 このように不動産売買の場合は、他の専門家の方との協働は必須である。

不動産コンサルタントは、各専門家と相談者を繋ぐ潤滑油であり、不動産の

スペシャリストであるとともにゼネラリストでなければならない。 

 

■様々な専門家との協働による良さ 

愛知県T郡T町の分家住宅 
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 静岡県 K郡 H町の高台にある別荘地内の傾斜地の土地の売却方法・有効

活用について、建築士に相談をしたことがある。筆者は、相談相手が建築士

の方だったため、てっきりその傾斜地の土地に建物を建築する際の建物の参

考プランがいただけるのかと思い込んでいた。後日、その建築士からいただ

いたその土地の活用方法は、キャンピングカー用の駐車場だった。この提案

をいただいた時、筆者は、正直衝撃を受けた。不動産業界では土地には、一

般受けする建物を建築し、それを売却・活用する商品をつくってから供給す

るという傾向にある。 

 一方、建築士が考えたことは、

建物を建てるのではなく、その地域にどのような需要があるかを判断し、そ

の需要に対応した土地の活用方法はどういったものか、と需要を掘り下げて、

商品を供給するという考えだった。これは他の専門家との協働から得られた

1つの気付きである。 

  

他にも不動産コンサルタントが他の専門家と協力し合うことがある。多いの

が相続対策である。相談者が税理士に現状の資産状況を診断してもらい、税

理士がその際に残す資産と処分する不動産など色分けを行い、それに伴い、

弁護士が遺言や民事信託契約、任意後見契約など、不動産鑑定士が鑑定評価

を、不動産コンサルタントが不動産の売却や組み換えを行う。不動産の売却

時には土地家屋調査士による測

量作業、司法書士による所有権

移転登記手続きがある。 

 この時、専門家みんなで相談

者のための揉めない相続を目指

し、将来的な課題を解決してお

くのである。今、求められてい

るのは、相談者の問題解決がで

きる専門家集団、ワンチームで

ある。専門家との協働時には、目標達成時期や相談者が負担するコスト、各

専門家の担当及び動き出しの時期を予め明確にし、1つの事象に対して、そ

れぞれの立場から最善の方法、最悪の事態の想定、注意点など相互に意見交

換しておく必要がある。そして、専門家の中で「誰と」協働し合うのかも非

静岡県K郡H町の別荘地内の傾斜地 
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常に大切である。 

 不動産売買などにおいては、意外とローカルルールが多いため、そのロー

カルルールに精通していそうな各専門家の方を筆者はいつも事前にインタ

ーネットでリサーチをし、現地調査時にその専門家に実際に会って、人とな

りを知ってから「誰に」お願いするかを決定する。 

 不動産はいろいろな方に引き継がれ、現在に至っている。中にはぞんざい

な扱いをされてきた不動産もあれば先祖代々、とても大切に扱われてきた不

動産もある。 

 そして、不動産コンサルタントは、相談者に寄り添い、想い出がたくさん

詰まった不動産を売買するというよりは新しい方に引き継いでいく、これが

不動産コンサルタントの役目である。 
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【第 5 章】 

修復・防災・エネルギー系 

（災害や保存、省エネをとらえる） 
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2-2-5-1 事前復興まちづくり 

(市古 太郎) 

（事前復興まちづくり訓練、防災やフェーズフリーデザインを理解する） 

1.市民の災害への不安に応える建築まちづくりの方法論 

 本稿では自然災害リスクと建築まちづくりについて、言い換えれば、建築・

まちづくりの技術と手法を用いて、市民の災害への不安に応えていく方法論

を考える。そのため本稿では、自然災害リスクの捉え方として、防災科学の

バルネラビリティ理論と災害現象の 4 つのフェーズ区分論を導入する。そ

の上でこの 4 フェーズに対応させ、東京の都市防災計画と防災まちづくり

の展開経緯を概説した上で、まちづくりワークショップの近年の事例として、

事前復興まちづくりの取組みを解説する。 

 

2.自然災害リスクのとらえ方 

 はじめにバルネラビリティおよび災害現象の 4 フェーズという防災科学

の2つの概念を用いて、自然災害リスクの捉えておこう。 

2-1 R=H×V 

 図1は英国の地理学者Ben Wisnerらが1994

年に発表したテクストAt Riskの表紙である。

葛飾北斎の富嶽三十六景の1枚で、海外からも

人気のある1枚である。Ben Wisnerらは災害リ

スクをRisk(リスク) = Hazard(ハザード) × 

Vulnerability(バルネラビリティ) と定義し、

理論展開を図ったが、この浮世絵にこそ、R=H×

V の構図が明確に表現されていると解釈した。

まず、白く今にも倒れかかって来そうな高波、

これがH:ハザードである。ハザードは自然現象と

しての外力であり、この高波自体を人間の力で小さくすることは、ほぼ不可

能である。そしてこれに対して、図では船頭含めて9人乗りの漁船が描かれ

ている。この漁船と高波との構図を見てみると、高波に対して真っ正面から

垂直にぶつかっていこうとしていることがわかる。この正面から向かってい

く行動がバルネラビリティである。言い換えれば、波から逃げようとするの

ではなく、またサーフィンのように横切ろうとするのでもなく、正面からぶ

図1 富嶽三十六景にみる 
R=H×V(at Riskの表紙) 
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つかって波裏に出ることが漁師にとって被害を最も小さくする行動である。

バルネラビリティを「災害に立ち向かい、被害回復能力に影響を与える個人

および集団の特性」としたが、江戸相模湾の漁師たちは、沖合で高波に遭遇

した際、もっとも被害を小さくする所作を身につけていた、ということ表し、

この「所作」こそがバルネラビリティなのである。 

もう一度整理しておこう。Hazard（ハザード）とは「自然現象としての外

力」を意味する。建築設計では、建物自荷重に加えて「地震外力」を考慮し

た構造計算がされるが、外部から建物にどんな力が加わるか、これがハザー

ドであり、防災公園や避難シェルターとなる公共施設においては、地震力に

加えて、洪水に伴う水圧や浮体力、土砂崩れに伴う土圧なども設計外力とし

て考慮されることになる。 

 次にVulnerability（バルネラビリティ）とは何か、これは理論的には「自

然災害を発生前からイメージし、災害に立ち向かい、被害回復能力に影響を

与える、個人および集団の特性」と定義される。言い換えればバルネラビリ

ティは、「人間」の視点からみた災害対応力を意味する。特性の例として、

身体障害有無や年齢、安全な住宅の選択や維持管理、といった選択行動も含

んでいる。もちろん延焼火災の「もらい火」のように個人や家族だけの努力

では限界もあり「集団」としての特性となっている。 

 

2-2 Vulnerability(バルネラビリティ)：ハザードに向き合う平時の営み 

 前節で自然災害リスクを、自然外力としてのハザード(Hazard)と社会現象

としてのバルネラビリティ(Vulnerability)の組み合わせで捉える、と述べ

た。もう少しバルネラビリティについて述べておきたい。 

 バルネラビリティを辞典で調べれば「脆さ・傷つきやすさ」と確認できる。

しかし防災科学では「災害外力に対する個人および集団の特性」と定義する。

人はある社会的制約条件下で日常時の判断をおこない、その判断の結果とし

て災害外力に影響を受けやすい住まいやまちといった居住生活環境を生成

している。災害被害軽減に向けて直視すべきは、その日常的な判断により影

響を受けやすい居住生活環境を生成する因果構造である。たとえば、開発途

上国の大都市で、道路などの都市基盤未整備な傾斜地や低湿地に、構造設計

計算なしの住家が建築され、伝染病を含めた自然災害に対するリスクとなっ

ている。地震動に弱い居住生活環境に対して、不十分な設計施工行為、施主
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の投資能力不足、宅地化を避けるべき土地で居住せざるを得ない土地住宅問

題といった社会構造要因を明らかにした上で、それぞれのスケールと主体が

適切かつ協創的な対応を進めていこう、という方法論である。 

 やや大きなスケールの話となったが、様々な条件により規定されるバルネ

ラビリティを科学的に低減する方法を見出し、平常時の営みとして計画・設

計していくことが建築まちづくりの視点からの防災の基本である。 

 

2-3 災害サイクルからみたリスクに向き合う 4 つの方法 

 建築まちづくりによる災害被害軽減、それは自然外力に強い建築やまちづ

くりを予防的に進めていくことが基本となる。また避難所や仮設住宅のよう

に発災後のシェルター建築の貢献もある。災害発生と対応対策フェーズにつ

いて触れておきたい。 

  1979 年に全米知事協会（NGA）は、自然災害への対応サイクルを

Preparedness(発火準備)、 Response(緊急対応)、 Recovery(復旧復興)、 

Mitigation(事前被害軽減対策)の 4 つに区分した。このフェーズ区分は現

在も「災害対応マネージメント」として米国連邦危機管理庁（FEMA）の基礎

的な考え方である。図2は FEMAの研修資料から引用したものである。実際

には PreparednessとResponseの間に「災害発生(event)」が入り、災害発

生後の緊急対応（Response）その後の復旧復興（Recovery）そして、事前被

害軽減対策（Mitigation）および発災準備（Preparedness）というサイクル

が表現されている。 

 サイクルとしてとらえることによって、

発災前の準備方策があってこそ、効果的な

緊急対応が発動されることを示すと同時

に、緊急対応後の復旧復興の取組みが、次

の自然災害への対応準備にもつながって

いること、自然現象としてのハザード発生

は避けられないが、同じ被害や対応失敗を

繰り返さず、発災後の復旧復興とまちづく

りの中で、災害に強い建築やまち、コミ

ュニティを創出していくことの意義が

示唆されている。 

図2 四つの災害過程(FEMA, 2007) 
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 日本語でいう「防災」は、Preparedness(発火準備)とMitigation(事前被

害軽減対策)の方法を指す。その中でも、特に Mitigation(事前被害軽減対

策)が建築まちづくりに最も関係するフェーズとなる。 

  

3. Mitigation(事前被害軽減対策)：都市計画・防災まちづくりの系譜 

 建築まちづくり分野において、自然災害にいかに向き合っていくか、

Vulnerability(バルネラビリティ)をキーワードに説明してきた。次に東京

を対象に、想定されている震災被害特性を踏まえた上で、Mitigation(事前

被害軽減対策)に該当する都市防災計画と防災まちづくりの展開系譜をみて

いく。 

3-1 震災リスク：木造住宅密集地域 

 図 3は東京都が2016年に公表した木造住宅密集地域判定結果である。お

およそ 5年ごとに公表となっているが、図 4 から、大田、品川、目黒、杉

並、中野、練馬、豊島、板橋、北、荒川、足立、葛飾、墨田、江戸川と周辺

区部を取り囲むように木造住宅密集地域が広がっていることがわかる。また

多摩市部においても、まばらではあるがモザイク状に木造住宅密集地域が存

在している。 

 木造住宅密集地域はどんな震災リ

スクを抱えているのか。それは、地震

動による地表面の揺れと可燃性建築

部材による延焼火災被害である。と

りわけ築年数が経過し、現在の建築

基準法の耐震基準を満たしていない

老朽住宅がまとまって存在している地

区には被害が集中することになる。地

震時の火災被害は、阪神･淡路大震災で 70ha、7、036棟の全焼被害が生じた。

東京都が2012年 4月に公表した首都直下地震被害想定では、M7。3東京湾

北部地震で揺れによる建物被害約 116、200 棟に対し、火災被害は約 188、

100棟（冬の夕方18時、風速8m/s）と揺れよりも火災による被害が大きく

なると推計されている。また木造住宅密集地域は、道路や公園といった避難

施設ともなる都市基盤整備水準が相対的にみて低く、避難行動リスクも高い

図3 東京における木造住宅密集地域 

(東京都 2016) 
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地域となっている。 

3-2 都市防災構造化計画（1960 年代〜） 

 東京の都市防災計画・事業は、1964 年東京オリンピック前後で体系的に

スタートが切られた。1969 年に隅田川と荒川（そして東京湾）に囲まれた

江東デルタ地域を対象に、地震時火災からの広域避難場所を整備していく江

東再開発基本構想が公表され、事業がスタートした。図5はこの再開発基本

構想に含まれる墨田区北部の白鬚東広域防災拠点である。広域避難のための

オープンスペースと火炎輻射熱を遮断するための高層住宅が幹線道路沿道

に建設されていることがわかる。また江東再開発基本構想による広域防災拠

点整備は、法律に基づく都市再開発

事業によって実現された。図4の広

域防災拠点も事業前は、高層住宅手

前にある木造住宅密集市街地が隅田

川近くまで広がっていた。再開発事

業とは、いったん建物を除去し、大

きくまちの構造や町割りを変える

事業手法である。 

 都市防災計画においては、広域防災拠点の整備に加えて、都市空間全体を

都市防火区画化し、まちからまちへの延焼を遮断する延焼遮断帯整備が進め

られている。都市防災構造化計画とは、逃げ込めば人命が守られる広域防災

拠点や、延焼火災を遮断する延焼遮断帯といった都市防災構造物の力で市民

の命を守る計画論である。  

 

3-3 防災まちづくり（1980 年代〜） 

 江東デルタ地域を中心に法定都市再開発事業による広域防災拠点の整備

が進むにつれ、木造住宅密集地域に対して、延焼火災焼失リスク低減が、次

の都市防災計画の目標になっていく。都市防災構造化計画の計画論では、密

集市街地そのものに対する Mitigation(事前被害軽減対策)の取組みは含ま

れていなかった。言い換えれば、「遠くに逃げなくてすむまち」と「共助の

力が発揮できるまち」が、地域からみた防災まちづくりの目標になっていく。 

図4 白鬚東広域防災拠点(東京都墨田区) 
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 1981 年に東京都は

防災生活圏構想を公

表し、概ね中学校区を

計画単位とする防災

生活圏モデル事業が

スタートする。図 5は

1986 年に策定された

豊島区東池袋四五地

区の防災まちづくり

計画である（同様の計

画として第 1 章では

墨田区京島地区の防

災まちづくり計画が説明された）。計画内容として、道路・公園と施設・住

宅・商店街で構成されていることがわかる。商店街がない地区もあることも

考えれば、防災まちづくり計画で含まれる計画要素としては、生活道路・建

物・コミュニティ施設の 3つ、言い換えれば「みち」「いえ」「ひろば」の 3

要素から構成される。また大きくまちの姿を変えるのではなく、現在のまち

の骨格や魅力資源を活かした「修復型」まちづくりであることも図 5からわ

かる。 

 また防災まちづくりにおいては、地域住民と行政で「まちづくり協議会」

が結成され、計画をつくり行政による都市施設整備内容を地域で共有すると

同時に、街路や小公園といった整備空間が平常時の地域防災において活用さ

れる。つまり幅員 6mほどの街路整備や数百 m2程度の小公園は延焼遮断効

果を企図するものではなく、ご近所同士の安否確認、救出救助、初期消火な

ど災害時に住民自らが活動する「共助空間」を意味している。空間だけで人

とまちを守ろうとするのでなく、公共事業によって確保された防災空間を住

民が使いこなすことで命とまちを守る、いわばハードとソフトの総合化が意

図され、公的事業が空間を整備し、いざという際に空間を使いこなす災害時

の共助の主体づくりにつながっている。 

 

図5 豊島区東池袋四五地区の防災まちづくり計画（1986年） 
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3-4 木造住宅密集地域における防災まちづくりの計画体系 

 ここで木造住宅密

集地域における防災

まちづくりの計画体

系を改めて確認して

おきたい。図 6は東

京都木造住宅密集地

域整備プログラム

（1997年）に記載さ

れた「木造住宅密集

地域整備促進事業等

及び強化・拡充の方

向」である。計画目標において、Ⅰ防災性の向上といったネガティブ要因改

善だけでなく、Ⅱ良質な住宅の供給、およびⅢ良好な住環境の形成が掲げら

れ、「みち」「ひろば」として防災まちづくり計画で前面に出てくる公共施設

整備にとどまらず、常に一定割合で生じている住宅建替え時の耐震性向上、

また商店街支援、福祉施設や高齢者が安心して住み続けられるための支援策

も包摂し体系化されていることがわかる。「防災」を入口としつつも「防災」

だけに留まらないプログラムが志向されているのである。 

 そして図 7は、UR のパンフレットに

示された木造住宅密集地域に対する防

災まちづくりの将来空間像である。街路

樹のある主要生活道路、沿道沿いの低中

層集合住宅、そして子どもたちが遊ぶ広

場が描かれている。それぞれ、まちの防

災性能向上に寄与する空間資源である

が、この絵をみた子育て世帯はどう受

け取るか。都内で一定規模の集合住宅が確保でき、子育てをしてもいいかな、

と感じる夫婦も少なくないのではないか。このように「防災まちづくり」を

背景としつつも、改善された空間は「防災性能が高いからよい」のではなく

「子育てをするまちとして魅力がある」と感じさせる空間になっていること

は大事な点と言える。 

図6 木造住宅密集地域の整備目標と施作体系(東京都、 1997) 
 

図7 修復型防災まちづくりによる 
まちの将来像(UR、2001年) 
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 ここまで、Mitigation(事前被害軽減対策)に区分される事前予防策として

の都市防災・防災まちづくり計画について述べてきた。安全安心の住まいを

つくることは建築専門家によって当然の職分だが、木造住宅密集地域のよう

に、単体建築の改善だけでは延焼火災リスクなど対処できない場合もあり、

まちづくりと連携していく必要がある。また逆に、1つの建築や広場が道路

閉塞リスクを下げるなど、まち全体への防災性能向上に貢献にもつながると

いう建築とまちの間に相互相乗作用があるのである。 

 

4. Response(緊急対応)、 Recovery(復旧復興)：事前復興まちづくり 

 つぎに前節までの Mitigation(事前被害軽減対策)から視野を広げ、

Response(緊急対応)と Recovery(復旧復興)フェーズに対する平時からの

「事前復興まちづくり」に触れたい。この平時から復旧･復興に備える「事

前復興まちづくり」は1995年阪神･淡路大震災以降、それまでの密集市街地

を主対象とした防災まちづくりを継承しつつ、体系化されつつある。その理

論と展開系譜は参考文献 3)、4）を参照いただきたい。本稿では、近年のまち

づくりワークショップ事例という視点から、2018 年度、豊島区南長崎四五

六丁目地区での実施状況と成果を紹介する。 

4-1 南長崎四五六丁目地区のまちづくりの経緯 

 対象地域である南長崎四五六丁目地区は、1930 年代の耕地整理事業によ

り、幅員6m程度のグリッド道路配置により町割りが形成された。しかし大

きな規模の街区構成から、不燃領域率は低く、市街化の中で木造住宅密集地

域となっている。1994年に防災まちづくりに向けた市街地調査開始、阪神･

淡路大震災後の東京都防災都市づくり推進計画(1996 年)において「整備地

域」指定、隣接する南長崎二三丁目地区で国土交通省住宅市街地総合整備事

業と東京都木造住宅密集地域整備事業を組み合わせた「居住環境整備事業」

が2005年度まで10年間実施、共同建替え 3棟、既存公園の拡張整備、街区

公園の新規整備が実施された。そして東日本大震災後の2012年、都市防災

対策の見直しの中で「不燃化特区」に指定、防災まちづくり事業が再び促進

されてきた。 

 南長崎のまちづくり成果として「南長崎はらっぱ公園」がある。既存公園

である西椎名町公園の再整備事業であるが、1999 年からの 2 年間、豊島区

単費事業の「地区防災まちづくり支援事業」をきっかけに「南長崎四五六丁
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目防災まちづくりの会」が発足、2001年以

降も地域主体で活動が継続され、公園内の

プール撤去と再整備プランを提案、2008年

度から撤去と再整備開始、2009年に公園づ

くり検討会を 4回にわたり実施した、2010

年 7月の南長崎はらっぱ公園オープン後は

「南長崎はらっぱ公園を育てる会」が地域

で発足し、公園の管理･運営をおこなってい

る（図 8）。はらっぱ公園は後述するが復興

まちづくり訓練でも「時限的市街地」の対

象敷地として焦点が充てられることにな

る。 

 

4-2 復興まちづくり訓練のプログラム 

 復興まちづくり訓練は、区役所から地域組織に実施相談し、秋のお祭りな

ど地元行事と調整しつつ、小学校の保護者会、区民ひろば（2006年制定「豊

島区地域区民ひろば条例」に基づき、自主運営方式をとる地域コミュニティ

の活性化拠点）のコミュニティ・ソーシャルワーカー（CSW）、地域内の児童・

高齢者福祉施設等にも参加を呼びかけた。また震災復興まちづくり支援機構

からの参加協力も得、各回参加者は、地域メンバーが25人ほど、専門家 10

名、区役所 10名で全体で 50人弱である。 

表 1 は南長崎四五六丁目地区での震災復興まちづくり訓練の全体プログ

ラムである。大震災からの概ね6ヶ月間を想定し、訓練ガイダンスも含めれ

ば連続5回のワークショップ開催となった。第 1回は発災から約 1週間後、

地域と区役所、専門家が一緒になってまちの復興に向けた調査を想定した

「復興資源まちあるき」である。震災被害の不安に加えて、広場や井戸とっ

た災害時資源、またオープンスペースや歴史文化資源などの復興まちづくり

に関連する資源マップを作成し、まちの復興課題について整理した。第 2回

は点検成果を元に大学チームで復興訓練用被害シナリオを提示、地域として

の生活回復に向けたシナリオを「被災生活問題解決トレーニング」手法を用

いて検討した。この「被災生活問題解決トレーニング」は、家族構成・住ま

い現況・家族の仕事・地域との関わりといった変数を設定した「世帯ロール

図8 南長崎はらっぱ公園災害時の 
使い方マニュアルの表紙 
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カード」にファシリテーターが「全壊」といった被害を割り当て、地域参加

者と専門家がペアとなって、生活と住まい再建課題と解決策を検討し、その

後、世帯ロールの異なるプレイヤーの検討結果をグループ内発表し共有する

ワークショップ手法である。そして第3回訓練では、区役所からの「復興ま

ちづくり方針<たたき台>」提案に基づき、「ワールドカフェ」手法を用いて

意見を集約、「計画案に対する地域からの意見書」をつくる。その後、事務

局でこの意見書内容を適宜計画案に反映させ、第 4回訓練では、復興まちづ

くり計画方針＜修正案＞が提示され、加えて地域住民が主体となった地域復

興のすすめ方や復興組織体制も含めたアイディアがとりまとめられている。 

 

 

 

 

表1 豊島区南長崎456地区 震災復興まちづくり訓練（2018年）の開催経緯 
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4-3 ＜事前＞復興まちづくり計画の編集内容と計画の意義 

 表 2 は全四回のま

ちづくりワークショ

ップを経て編集提案

された＜事前＞復興

まちづくり計画であ

る。豊島区では2020

年 3 月時点で区内 8

地区で復興まちづく

り訓練を実施してい

るが、表 1でも表現

されているように、

多くの地区で＜事前

＞復興まちづくり計

画は、[I]空間計画と

してのまちづくり方

針、[II]時限的市街地方針、[III]地域主体の営み再建方針、で構成されて

いる。 

南長崎四五六丁目のケースでは、復興まちづくり方針として、駅前地域拠

点空間整備、歩行者視点のみちづくり、高齢者でも安心して生活できる集合

住宅建設といった内容が表現され、時限的市街地としては、もともと防災公

園として整備活用されていた「はらっぱ公園」を災害直後に加えて、避難生

活、復旧復興期においても、外からの資源も柔軟に受け入れながら「まちの

復興本部」として機能させていく提案に、そして、3つの自治町会が連携し

て主体となり、子育て世帯や地域で福祉作業所を開いている社会福祉法人と

も連携して生活再建の活動を組み立てていく、といった方針が、復興まちづ

くり訓練というまちづくりワークショップの成果として発信されている。 

 

4-4 事前復興まちづくり=復興事前準備+防災まちづくり事業の促進 

事例を踏まえて、改めて事前から復興に備える意義、言い換えれば、

Mitigation(事前被害軽減対策)だけでなく、Response(緊急対応)と

Recovery(復旧復興)に平時から備えていくまちづくりの可能性について触

表2 南長崎456地区復興訓練で編集提案された 
＜事前＞復興まちづくり方針 
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れておきたい。 

全四回で実施される復興

まちづくり訓練では、発災か

ら 1 週間後の復興まちづく

りに向けた被害調査を模し

た第 1回まち点検に始まり、

第 4回において発災 6ヶ月

後を想定した復興まちづくり計画策定で最終回を迎えている。言い換えれば、

地域協働復興の参加型シミュレーションでもあった。一方で第 1 回まち点

検において、はらっぱ公園を訪問し、地域住民、行政職員、専門家で共有さ

れたのは、細街路拡幅整備や共同建替事例も含めて、これまでの防災まちづ

くり事業の意義であった。そしてこれまでの防災まちづくりの達成点の確認

に留まらず、引き続き推進していくことへの動機付けにもなっていた。すな

わち、事前復興まちづくり訓練は、単に発災後のシミュレーションやシャド

ウプランづくりといった「復興事前準備」に留まるものではなく、これまで

の防災まちづくりの評価とさらなる促進にもつながっていく営みなってい

るのである。 

さらに時限的市街地の検討は、それまでの防災まちづくり事業の促進をさ

らに一歩進める可能性を有している。南長崎 456 地区のはらっぱ公園の場

合は、図9に示す時限的市街地の空間イメージが提案された。大学からの延

焼シミュレーション結果などから、被害軽減と避難場所としての機能を改め

て確認した上で、避難生活と生活回復期の利活用イメージを、すなわち、地

域として役割を担いつつ、どんな機能を持たせながら、くらしとまちの回復

を図っていくか、災害時の生活回復拠点としての時限的市街地提案である。

そしてこのようなテント空間を平常のイベント時に合わせて部分的にでも

構築してみるといった平常時の公園空間のマネジメントに影響を与えてい

る。つまり災害後の生活回復拠点を検討することで、実際の公園空間のデザ

インに結びつけていこうという方向性である。 

図9 Pre-Recovery の視点からの防災公園の 
デザインワークショップ(豊島区南長崎,2018 年) 
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 同様に図10は2019 年度、東池袋四五地区を

対象に開催された復興まちづくり訓練での時限

的市街地提案である。東池袋では1980年代中盤

から防災まちづくりが進められてきた。防災生

活道路として既存道路が幅員 6m に拡幅整備さ

れ、歩道のグリーン舗装による車両低速化も実

施され、沿道宅地での建築更新も進みつつある。

また、防災まちづくり事業で整備された小公園

や防災広場は、遊具など施設老朽化は進み維持

管理に工夫の余地もあるものの、井戸や防火水

槽など「防災」を住民に意識させ、季節の花を咲

かせたり、野菜を育てたり、近隣住民による主体

的な管理もなされている。東池袋四五の防災ま

ちづくり計画は、既存の町割りを活かした修復

型防災まちづくりプランであったが、その効果

として、街区内の路地や細道の通り抜け空間は

魅力をもち、このような細道沿いに小さな空地、空き家があり、ミチ-ヒロ

バを不連続にデザインするのではなく渾然一体に整備していくアイディア

も出されている。 

図10は、大学チームによるフィールドサーベイも踏まえて、行政が先行

買収した「まちづくり事業用地」の平時利用というアイディアをコアとした、

平時の低コストの利用と災害時の生活とまちの回復に資する「まちづくり用

地」へのデザイン提案である。復興まちづくり訓

練の中で地域住民および区職員も交えて意見交換

を行い、その結果は豊島区の「震災復興マニュア

ル」に反映されている。 

 さらに図 11 は室内の空間デザインゲームを踏

まえて、実寸シェルターワークショップを実施し

た際の様子である。室内でのワークショップは住

民リーダーを中心とした参加であるのに対し、実

寸シェルターワークショップでは、写真にあるよ

うに親子連れの任意時間参加が可能であり、公園

図 10 平時からの時限的市
街地提案(東池袋,2019) 

 

図11 実寸ｼｪﾙﾀｰﾜ ｸーｼｮｯﾌ  ゚
(練馬貫井、八王子上恩方) 
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を普段使いしている観点から、学校ではなく身近な公園が災害時の支援拠点

となることは心強い、といった意見も寄せられている。 

このように、事前復興まちづくりの方法論は、まちづくりワークショップ

を通して、避難生活シェルターや仮設住宅デザインといった「けんちく」を

地域住民に提案する方法論ともなっているのである。 

 

5.おわりに 

 本稿では防災科学の理論であるバルネラビリティと災害現象 4 フェーズ

区分を導入した上で、東京の防災都市計画および防災まちづくりの系譜に触

れ、そして近年の防災に関する建築まちづくりの先端事例である事前復興ま

ちづくりの方法と意義を述べてきた。防災×建築まちづくりの最新事例の

詳説ではなく、このような構成としたのには理由がある。それは、事前復興

まちづくりの取組みが、住民と行政が協議しながら計画を策定し、事業促進

を図っていく防災まちづくりの発展的展開であることに加え、1995年阪神･

淡路大震災からの復興まちづくりをきっかけとし、欧米での防災科学理論に

も裏付けされた、新しい体系化であったという系譜の理解が重要なためであ

る。本稿で取り上げたいわばフルスペックの震災復興まちづくり訓練の実施

には、人的・時間的コストも大きく、行政からのサポートがないと難しい面

もあるかもしれない。しかし、市民の災害不安に応える建築をつくっていく

ために、敷地周辺で想定されている自然災害ハザード情報を集める作業に留

まらず、地域でどんな防災まちづくりが進められているか、近隣にはどんな

防災資源が存在しているか、調べることは、建築設計の大事なヒントになる

であろう。是非、仲間と相談しながら、できるところから、防災×建築まち

づくりの活動に取り組んでほしい。 
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２－２－５－２ 保存・修復とまちづくり 

（渡邉 研司） 

（保存、修復とまちづくり、歴史的建築物と 

近代建築の保存、指定・登録、利活用） 

1. はじめに 「保存の日常」を考える 

「モノ」への思い 

保存や修復というと何か小難しい理論があって、建築の歴史を建築史の先

生のようにきちんと理解しなければ関わることができないと考えているの

ではないだろうか。 

まずは保存や修復を建築からではなく、もっと日常的な「モノ」として考

えてみよう。おそらく人には大切にしている「モノ」が一つや二ついやそ

れ以上あると思われる。入学祝いにもらった父親が使っていた万年筆や時

計、あるいは母親が愛用していたペンダントやピアノなどなど。人間には

「モノ」に執着するという趣向があるのだが、それはお金では測ることの

できない価値観であり、個人の記憶や感情すなわち存在的共感を有する物

体である。 

もちろん、物理的な「モノ」としてではなく、その記録すなわち写真や

絵画、文章という「モノ」も存在している。もしそれらの「モノ」が失わ

れる、あいは壊れてしまったのであれば、全力でそれらを保存し、修繕

し、維持しようとするはずである。この「モノ」を「建築」や「まち」そ

して「個人」を「公共」や「コミュニティ」に置き換えて考えれば、これ

からの豊かなまちづくりにとって保存・修復の大切さがイメージできるで

あろう。 

建築と街は文化を反映する 

昔から建築の役割の一つは、時代の文化や記憶、すなわち王様や貴族など

の支配者の威厳や栄光、また神への祈りの場となる宗教的崇高さを映し出

すことと言われており、住宅などの小さいスケールから都市計画などの大

きなスケールまで含んでいる。特に20 世紀以降、科学技術の発展から、最

新の工学技術の成果が建築から見て取ることができる。今、私たちの周り

にある建築に使われている鉄筋コンクリートや鉄骨、ガラスのカーテンウ

ォールという工学技術は、ほぼ全て100 年くらい前から建築に取り入れら

れたものであり、その意味では、近代建築と言われるたかだか100 年ほど
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しか歴史がない建築やそれらで構成される街並みにおいても、それらは立

派に20 世紀の文化を反映していると考えられる。 

2. 世界遺産とモダニズム建築―同時代の遺産 

ただ、建築の保存や修復というと、上記の建築よりもっと古い建築や街を

対象としていると考えるのではないだろうか。例えば世界で一番古いとさ

れる木造建築は、ご存知のように奈良斑鳩にある法隆寺であるが、建てら

れたのは再建論争があるとはいえ、およそ1400 年前であるし、他に世界遺

産として思いつくのも、ほぼ500 年以上経った建築や街並みなどではない

だろうか。しかしながら、近年、これまで歴史的建築物と見なされなかっ

た20 世紀の建築や都市計画が、20 世紀を象徴する文化遺産すなわち人類

共通の資産として登録されるようになっている。 

近代建築の巨匠と言われるフランス人建築家ル・コルビュジエやアメリカ

人建築家フランク・ロイド・

ライトなど、これまで名前を

聞いたことがあると思う。二

人とも日本人の建築家たちと

共同して日本において建築を

建てている。ル・コルビュジ

エは、上野にある国立西洋美

術館(図1)、ライトは、池袋

にある自由学園明日館(図2)

と芦屋にある旧山邑邸であ

り、いずれも彼らが関わっ

た他のいくつかの建築とと

もに、世界文化遺産として

登録されている。ちなみに

一番若い、つまり建ってか

ら日が浅い世界遺産は、オ

ーストラリアのシドニーに

あるシドニー・オペラハウ

スであり、人間でいうとま

だ50 歳にもなっていない。

図1 国立西洋美術館（筆者撮影） 

図2 自由学園明日館（筆者撮影） 
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近代都市としては、1960 年にブラジルの首都

として誕生したブラジリア(図3)が1987 年に世

界遺産として登録されており、こちらはようや

く還暦を迎えた。 

リビング・ヘリテージとしての遺産 

このように、世界文化遺産といえども、現代

に近い近代という時代に建てられた身の回りの

建築や都市が今やその対象となっており、この

ことは、保存と修復が、時間と空間における日

常という意識なくしては、これからは成り立っ

ていかないことを意味している。その意識の中

でも、特に最近重要視されているのが、「リビ

ング・ヘリテージ」（生きている遺産）という

考え方であり、記念碑的、博物館的な凍結的な残し方ではなく、時代にあ

った修復や改修を行い、必要とあらば、新しく付け足し（インターベンシ

ョンという）、これからもこの建築や街を使い続きけていこうという意志

の現れである。 

このような考え方の基にある問題意識とは、多くの貴重な20 世紀の近代

建築が失われている現在、このままであれば、100 年後の未来の人たち

が、世界遺産を選ぼうとしても、20 世紀の建築はほとんどない状態になる

やもしれないという危機感である。つまり、最初に述べたように、20 世紀

における私たちの「モノ」としての建築は、未

来へと繋ぐ鎖が切られようとしている危機的な

状態なのである。 

その鎖をつなぎとめるために、私たちは今、

何をすればいいのだろうか。保存や修復は、流

行現象となっているリノベーションとともに、

これまではおいそれと手がつけられないと思わ

れいていた建築や街並みに対して、もっと柔軟

な（レジリエント）な取り組みがなされようと

している(図4)。この取り組みを筆者が1990年

代に初めて触れた、DOCOMOMO という近代建築

図3 ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱで開催された第6回

DOCOMOMO国際会議ﾌﾟﾛｸ゙ ﾗﾑ表紙 

図4 第16回DOCOMOMO国際会議 

東京大会論文募集ポスター 
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や都市の保存と資料化を進める国際組織について、その活動の意義などを

取り上げる。その前に、いわゆるモダニズム建築の保存や再生に関しては

欧米の保存先進国に遅れをとっている日本であるが、伝統建築物や街並み

景観の保存、修復、活用に関しては木造建築を古来からの伝統としている

だけあって、その修復技術や耐震補強に関しては優れた技術や制度が根付

いていると考える。 

 

3. 日本における文化財保存の歴史と人材育成制度―保存から活用へ 

戦後の文化復興を推進するために、戦前から

取り組みがあった文化財保護法の内容が、い

わゆる文化財の海外流出や廃仏毀釈などの危

機から守るための学術的調査と保存第一主義

に基づくものから、昨今盛んになってきてい

るリノベーションという潮流に影響を受け、

文化財の魅力を社会に示すだけでなく、それ

らを積極的に活用していくという方向になっ

てきている（図5）。 

活用には、(1)公開、(2)機能や用途の維持、

(3)新しい機能や用途の付加の3点が挙げられ

る。特に(3)の考え方が、これからの文化財の

意義を考える上で、まちづくりや新しい建築

のあり方への提案と連携させる回路を有して

いると思われる。  

2000年以降、文化財建造物の保護に関する課

題が顕在化されてきた。すなわち、社会的変

化による過疎化や、少子高齢化による管理者

不在、さらに担い手の不足という問題であ

る。制度的課題としては、歴史的な建築物が

現行法規に適応しないという既存不適格という

問題である。これらの課題が顕在化されること

で、文化的なまちづくへの展開が議論されはじめ、特に文化財を有する地

域住民による文化への理解が深まり、まちづくりの核として文化財を活用

図5 公共建築物の 

保存・活用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ表紙 

図6 保全・運営の方向性（保

存・活用ｶ ｲ゙ﾄﾞﾗｲﾝ p.13） 
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しようという動きになっている(図6)。 

旧来の文化財に見られる木造建築や民家などに限られていた建築のプロ

トタイプが、その対象が近代となることによって多様化し、工場や戦争遺

産などの近代化遺産、日本独特の近代和風建築などが着目されている。こ

れらの建築には近代以降の鉄骨、RC構造という技術的進化が見られるため

に、既存不適格に対する耐震補強や耐火性能の増進など、制度的な規制緩

和を適応させながら、技術的な対応における折り合いや調整に可能性を見

出せるようになってきた。 

保存活用に必要なこと 

 文化庁はこの流れを受けて、文化財を保存活用するための何が必要なの

かを以下のように提示している(図7)。 

(1) どのようにその文化財を活用

するのかという、文化財を活

用するための基本方針の設

定。 

(2) 活用に係る問題点と安全面で

の課題の把握とこれに対する

解決策の提示。 

(3) 建造物としての安全性の確

保。 

(4) 保存と活用の両立を図るため

の「守るべき事項の明確

化」。 

(5) 以上のための文化財として価

値の所在を明らかにするこ

と。すなわち、保存すべき箇

所と改変が許容される箇所を

明確にすること。 

改めて考えてみると、このプロセスは通常の建築設計とそれほど変わるこ

とがないのではないだろうか。建物の安全性はいうまでもなく、特に公共

建築や規模の大きな新築の建築物がどのような社会的役目を果たすのか、

周辺環境との調整や環境問題への取り組みをどのように考えるのか、すな

図7 計画策定のﾌﾟﾛｾｽ 

（保存・活用ｶﾞｲﾄ ﾗ゙ｲﾝ p.23） 



 227 

わちその建築の価値がどこにあるのかなど、保存や活用に関わらずとも設

計者として考えるのは当たり前の話である。無論、耐震技術や再生可能コ

ンクリート、ダブルグレージング・サッシ、コンクリート中性化への対応

など、保存・再生に対する時代時代の最新技術を取り入れることも必要で

ある。 

ヘリテージ・アーキテクトへの取り組み 

この動きに対応するように、JIAや建築士会などが建築物の保存や修復、

活用への設計における技術的アドバイスが行えるような専門家、ヘリテー

ジ・マネージャーやヘリテージ・アーキテクトの養成に取り組み始め、そ

れまで一般の設計に関わってきた建築家や技術者が、それまで自分たちの

建築家としての職能に対する考え方、すなわち公共の福祉という精神を基

盤として、歴史的価値のある建築物の保存や活用に対する新たな取り組み

の道が開かれようとしている。 

 

4. 時間としての建築という視点 

近代化の批判としての保存の意識 

建築や街並みの景観が重要伝統建築物保存地区として指定され、保存修復

されたのは、1976年に秋田・角館、長野・妻籠宿、岐阜・白川郷、京都・

祇園茶屋、山口・萩武家町（堀内地区と平安古地区）の6地区を始まりとす

る。まさにこの1970年代後半は、戦後からの高度経済成長下における急速

な都市化の波が、地方へと押し寄せてきた時期であり、その破壊や開発に

対する文化庁の危機感の現れと捉えることができる。これは伝統的な集落

や街並みだけでなく、明治時代に建てられた洋館や様式建築などが、1964

年の東京オリンピックの開催を契機に東京や大阪などにおいて解体され始

めたことに対して、建築家の谷口吉郎を初代館長として貴重な文化遺産を

名鉄グループが所有する犬山の広大な敷地に移築し、1965年にオープンし

た。 

時間としての建築・コンテクストへのリスペクト 

ここには、最初に述べたように、時間を経過した「モノ」に対するリスペ

クトの精神があらわれている。おそらくこのような精神は、19世紀のイギ

リスを始まりとしており、当時、イギリスは産業革命を成功させ、その代

償として多くの田園の風景などが失われようとしていた。それに対して、
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ジョン・ラスキンやウィリアム・モリスなどが、著作を出版したり、多く

の講演などを行いながら、一般の人たちにこの時間を経過した「モノ」に

対するリスペクトの精神の大切さを伝えていった。ここで注目したいの

は、ラスキンの「修復それは破壊の中でも最悪の方法である」という発言

である。一見、なぜ修復することが破壊であり最悪の方法なのか、首をか

しげるのだが、ラスキンは、当時の建築家による修復が建物の表面などを

削りとり、もともとあったものとは異なるものに作り変えてしまうことに

対して警鐘を鳴らしているのである。つまり「モノ」が有する唯一無比な

特徴、すなわち「モノ」を生み出すのに従事した職人へのリスペクトが感

じられない修復は、修復ではないとしている。人間が歳を重ねるとその内

面が滲み出すように、「モノ」である建築物の歴史性を失うことなく、未

来へとつなげていくこと。このことは、古代であれ、中世であれ、近代で

あれ、建築や街並み・周辺環境を保存し再生していく上での大切な考え方

となっている。 

前述したように1960年代から始まった日本における建築や街並みの保存や

再生は、当初の博物館的な位置付けから、近年は、地方のまちづくりの一

環として、行政機関や地域のNPOなどが、大学などの都市計画や建築史を専

門とする学術経験者と連携を取りながら、観光資源として積極的にリノベ

ーションという形でこれらの活動への関わりが見られる。ここには前提と

して時間すなわち歴史と周辺環境というコンテクストへのリスペクトとい

う視点が欠かせないと考えられる。後述するが、19世紀の終わりから20世

紀にかけてその精神を忘

れずに都市環境の改良を

実施してきたのが、スコ

ットランド人のパトリッ

ク・ゲデスであり、彼は

現在では当たり前のよう

になった住民参加やワー

クショップ(図8)、さらに

環境教育の一環としての

サマースクールの開催な

ど、今から先駆けること
図8 ゲデス主催のサマーミーティング 

（Patrick Geddes: The French Connection p.20） 
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100年前から始めていた。 

5. モダニズム建築の保存と調査 

建築の質的側面を考えること 

まずは、筆者が1993 年から98 年までロンドンのAA スクール大学院に留

学した際に経験した話から始めたい。授業の他にロンドンにある日本大使

館の技術嘱託として半年間ほど働き、次席公使の居宅を設計するプロジェ

クトに関わった。候補に上がった敷地・建物は、有名なデパートであるハ

ロッズがあるナイツブリッジにほど近い、カドガンプレイスに面した18 世

紀半ばに建てられた200 年の歴史を有する、日本で言えば重要文化財級の

テラスハウスであった。 

そもそも欧米では新たな設計といえども、更地から新しく設計するケー

スは稀で、既存の建物をどのように活用するのか、からスタートするのが

普通である。このプロジェクトの始まり方に、日本では経験したことがな

かったゆえ、驚いた。さらに、日本では当たり前のように事前に役所の建

築課に出向き、プロジェクトの説明をするのであるから、てっきり最初は

担当地区のカウンシル（役所）に行って、担当官に面会するものと思って

いたところ、訪ねていってもは彼はいなかった。実はその時間、彼は対象

建物の場所におり、現物をみてどこを保存し、手を入れるのかを決めよう

としていたことが、その後秘書からの連絡で知って、また驚いたのであっ

た。 

つまり、イギリス的功利主義思想なのか、彼らの仕事は、日本の審査機

関のように、敷地や既存建物の状態や周辺環境の様子を事前に見ることな

く、図面や書類上で建築基準法に適合しているかどうかを判断することで

はなく、あくまで、現実を直視して問題点を自分の身体と頭で理解し、判

断を下し、許可を与えることである。面積や容積率などの数量的な建築の

見方ではなく、周辺環境との調和や歴史性への考慮など、建築の有する質

的な側面を重要視するイギリス的姿勢に基づいている。 

DOCOMOMO の設立 

この質的建築への見方、特に歴史性への考慮に基づいて、保存や改修がな

されるのかが、とりもなおさずDOCOMOMO の目指すところである。

DOCOMOMOすなわちDocumentation and Conservation of buildings, sites 

and neighborhoods of Modern Movement（近代運動に関わる建築・都市環
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境の資料化と保存）を意味し、1988 年にオランダのアイントホーヘンで設

立された。当時、オランダを含めいわゆるモダニズム建築の流布に貢献し

ていた欧米諸国のモダニズム建築が、老朽化や使われなくなったことから

壊されたり、廃墟となっている状態が目立つようになっていた。 

ある意味これは当然の結果とも言え

る。なぜなら、モダニズム建築の誕生

は、既存の古めかしい規則・様式や趣味

趣向を反映した建築に対する反抗がその

動機となっており、まだ構造方式や材料

などの使用は実験的な段階であったから

である。例えば先ほど事例にあげ、最近

では一般にもよく知られるようになった

ル・コルビュジエによる、パリ郊外にあ

るサヴォア邸は、第二次世界大戦中、ナ

チスドイツの侵攻により、住み手が離

れ、1950 年代後半からはほとんど廃墟

のような状態であった（図9）。あるい

は、DOCOMOMO 設立のある意味シンボル

となった、オランダのヒルベルサム郊外

にある結核患者のための施設、ゾンネス

トラール（サナトリウム）は、そもそも

結核という病がなくなったことによっ

て、その機能が必要でなくなり、当時、

新しい材料であった鉄筋コンクリートや

スチール・サッシュが劣化して、これも

廃墟のような状態であった(図10)。 

このようにDOCOMOMO が保存や調査の対象としている1920 年代から欧米

を中心に、中南米、日本やアジア諸国で建てられるようになった装飾的要

素や歴史的様式を用いない、いわゆるモダニズム建築は、その理念であっ

た機能主義（使いやすさと効率性）や合理主義（個人の趣味趣向、感情で

はなく科学的な基準）に基づいており、すなわち、その機能の役割を終え

たり、前述したように構造的、材料的な劣化と耐震性や耐火性への問題が

図9 ｻｳﾞｫｱ邸が廃墟になっていること

を示した(第1回DOCOMOMO国際会議 

発表ﾌﾟﾛｼｰﾃ゙ ｨﾝｸﾞ p.45) 

図10 ｿﾞﾝﾈｽﾄﾗ ﾙー廃墟の状態（第1回

DOCOMOMO国際会議発表ﾌﾟﾛｼｰﾃ ｨ゙ﾝｸﾞ p.50） 
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あれば（量的な判断基準）、それらは建築としての役目を終えていると判

断され、およそ建設から30年から50年が経った1970 年代後半から、世界各

国で解体、改築されるようになったのである。この20 世紀の文化としての

建築の存在への危機意識が、DOCOMOMO 設立の契機となっている。1990 年

代、筆者がイギリスに留学している際に、イギリスの近代建築の変遷に関

心があり、その研究の延長から研究対象となっている建築物の保存や調査

を進めているDOCOMOMO の活動に興味を持ち、日本での同じような活動が必

要だと感じ、1998 年の帰国を契機に現在の活動に至っている。筆者がちょ

うどDOCOMOMO を知るようになった頃、横浜桜木町にあるル・コルビュジエ

の日本人の弟子の一人、建築家前川國男の設計による、神奈川県立音楽

堂・図書館が、まだ使われているにもかかわらず、前述したような役目を

終えたというモダニズム建築解体の論理によって、壊されようとしてい

た。当時、日本建築家協会JIAに所属する建築家らが、この建築が市民に愛

され使い続けられていること、前川作品の中でもコンサートホールとして

の質の高さと戦後神奈川県の復興の証であった文化的価値（質的判断）を

訴え、1990 年代当時、経済的な落ち込みもあり、解体、新しい建築の建設

計画は立ち消えとなった。このようにDOCOMOMO の設立は、全世界的に共通

する問題すなわち「近代」という時代の思想や社会に基づいた価値観を考

え直す現象＝ポストモダンの一つだと考えられる。 

DOCOMOMO Japan の活動 

DOCOMOMO は国際組織であるが、具体的な活動は、現在世界70 カ国と地域

に広がった支部組織によって行われている。無論、各国によってモダン・

ムーブメント（近代運動）やモダニズム建築の定義が異なるため、

DOCOMOMO が1990 年第1回アイントホーヘン大会と2014 年第13回ソウル大

会で設定された以下に示すアイントホーヘン＝ソウル宣言の理念を共有し

ながら、各支部が独自の活動を行なっている。 

 

1. モダン・ムーブメントの建築に関する重要性を、一般市民、行政当局、

専門家、教育機関に広めること。 

2. モダン・ムーブメントの建築作品の調査を進め、学術的価値を位置づけ

ること。 

3. モダン・ムーブメントの建築、環境群の保存とリユース（再利用）を推



 232 

し進めること。 

4. モダン・ムーブメントの貴重な建築作品の破壊と毀損に反対すること。 

5. 保存とリユース（再利用）に対する適正な技術や手段の開発と専門知識

の伝達を行うこと。 

6. 保存とリユース（再利用）の調査のための基金の調達を図ること。 

7. モダン・ムーブメントという過去の挑戦に基づいて形成された建築環境

を、将来に継承すべく持続可能な 

ものとして探求しながら、新しいアイデアを展開していくこと。 

 

DOCOMOMO Japan ではその活動に5

つの柱を設けている。1つは、国内

にあるモダニズム建築のリストアッ

プを行い、その中から毎年10件前後

を選定建築物として、建築物の歴史

的、社会的、技術的、地域的価値を

調査し、公表することである。この

調査と公表は、建物がいざ解体され

ようとするときに、それらを保存

し、再活用する上での大切な学術的

な根拠となる。2つには、モダニズ

ム建築物の解体等が発表された際、

保存の要望書を作成し、再活用の指

針などを提言することである。3つ

には、一般に対するモダニズム建築

の重要性をレクチャー、シンポジウ

ム、見学会などを開催や国際的な交

流を実施しながら、広く伝えること

である(図11)。4つには、建築や都

市計画における専門家、行政、施工技術者、社会学者などの広い領域の中

で、総合的に保存、再活用についての研究、調査を進めることである。5つ

には、これらの活動を若い世代に伝え、大学、専門学校などの専門教育機

関での教育プログラムの設置はもとより、小中学高校における環境教育と

図11 九州大学で行われたDOCOMOMO Japan 

パネルディスカッション（筆者撮影） 

図12 タイ・バンコックで行われた 

学生ワークショップの様子（筆者撮影） 
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しての位置付けを行うことである(図12)。 

6. 新たな日常の保存に向かって 

再利用と持続可能性 

DOCOMOMO は、1990 年の第１回アイントホーヘン大会から2020 年の第 

16 回東京大会（コロナの影響で2021 年に延期）で30 年の歴史を有する、

20世紀におけるモダニズム建築の保存や調査を専門とする世界で唯一の国

際組織である。しかし、その活動において、それまでの歴史的建築物の保

存において見られたように、歴史的学術調査や専門的で閉鎖的な性格を、

2000 年代までは有していたのは事実である。その中で、2010 年代から、

世界遺産の登録に関わるユネスコへの専門諮問機関であるICOMOS（イコモ

ス）の中に、前述したように、「リビングヘリテージ」という概念を提唱

した、20 世紀を対象とする専門委員会によって、文化遺産として使い続け

ることの重要性が広くDOCOMOMOへの活動に影響を与えていった。その現れ

が、前述した2014 年に新たに改定されたアイントホーヘン・ソウル宣言に

あるリユース（再利用）と持続可能性という概念である。つまり、

DOCOMOMO 自体の活動が、学術的な研究機関としてのものから、設計実務を

行う建築家や保存建築家、構造技術者や施工技術者、社会学者などによ

る、モダニズム建築を20 世紀の私たちの日常の大切さを未来に伝えるため

の、緩やかな保存＝活用を目指すものへと変化していっていることを示し

ている。 

環境教育の父：ゲデス 

以上のことは、保存に対する全く

新しい姿勢かといえば、実はそうで

はない。すでに紹介したように、お

よそ100 年ほど前にイギリスのスコ

ットランドを中心に、イスラエル、

インドで活動したスコットランド人

都市改良家であり生物学者であっ

た、パトリック・ゲデスが考えたこ

とと同じである(図13)。無論、古代

からの西洋建築史をリノベーションとして位置付けている最近の研究成果

があるが、近代的な意味における保存と修復は、前述したように19 世紀の

図13 地区行政官と話し合うゲデス 

（Patrick Geddes in India表紙より） 



 234 

イギリスにおいて、「モノ」に対するリスペクトの精神をうたったジョ

ン・ラスキンやウィリアム・モリスらによって始まった。彼らを含めて進

化論で有名なダーウィンやダーウィンの番犬と言われた科学者のトーマ

ス・ハクスリーに影響を受けて、建築や都市の保存や再生を進めたのがこ

のゲデスであった。1915 年にゲデスはその主著である『進化する都市』を

出版していることからもダーウィンに影響を受けたことがわかる。 

彼は、建築や都市を生命体と考え、周囲の歴史的・地理的コンテクスト

（文脈）を注意深くサーヴェイ（診断）し、漸進的にゆっくりと環境と共

存しながら（持続可能性）、

「保存的外科手術」という手法

を使い改変し、使い続けていく

ことを提案している（リビン

グ・ヘリテージ）(図14)。さら

に、ゲデスは、都市社会学とい

う概念を作り、スコットランド

のエディンバラに都市学研究所

を私財を投じて設立し、毎年夏

に一般を対象としてサマースク

ールを開催し、都市環境に対す

る一般の人々の意識を高めてい

った。この今でいうとワークシ

ョップともいえる試みは、前述

したエディンバラの旧市街にお

ける保存的外科手術を使った都

市改良の一環として、公園や菜

園を自分たちで作るといった作

業に実現している(図15)。 

ゲデスは、イギリスでは環境教育の父と言われている。このように、先人

たちの思想や建築、都市環境の形成に対して着目するのは、決して昔を振

り返るだけの消極的な行為ではなく、現在の私たちの状況やこれから未来

に対する方向付けにとって、積極的な意味を有するのである。このような

先人たちや過去に作られたモダニズム建築や都市環境に対する共感＝エン

図14 ｹﾞﾃﾞｽによるｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗでの保存的外科手術 

図15 保存的外科手術によって再生されたｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ

旧市街の中庭(Renewing Old Edinburgh: The 

Enduring Legacy of Patrick Geddes より) 



 235 

パシーこそ、これからのまちづくりにとって必要だと考える 

7. まとめ 

19世紀のイギリスにおけるラスキンやモリス、そしてゲデスらによって継

承されてきた、時間を経過した「モノ」に対するリスペクトの精神は、全

ての建築や町並に当てはまる。特に、20 世紀に建てられた近代建築は、ま

だ歴史が浅いこともあり、そのためそのような精神を持つことなく、その

多くが解体の危機にあり、実際に再開発のために壊されている。しかしな

がら、私たちがゲデスのように、生命体としての「モノ」という発想をす

れば、それらを大切に扱おうとして、そう簡単に壊すということにはなら

ないのではないか。100 年前、ゲデスが19 世紀の生物学の手法や思想を、

時間といういわば地層を重ねていくことによって、スコットランドの都市

や建築環境を豊かにしていったことは、これからの近代建築の保存と再生

へに対する貴重な示唆となり、未来への扉を開いてくれているのだと言え

る。 

時空を超えて私たちに訴えかける建築からの谺（こだま）に共振＝エンパ

シーを感じるのか、あるいは過去を消しながら、ただひたすら前を見て進

むのか、その判断は、今を生きる私たち、特に若い世代にかかっている。

まちづくりファシリテーターこそ、そのエンパシーを有する職業だと言え

るのではないだろうか。 
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コラム 保存と修復、地域のまちづくりに繋げて 

（大倉 宏） 

古い建築には価値がある：「まちづくり」を考えるとき、古い建物を「保存」

することを特殊な事例と考える傾向が日本にはある。その背景には町の再開

発（古いものをこわし、新しいものを作る）にエネルギーを傾けてきた近代

全体の流れがあった。保存は町の更新（再開発）にむしろブレーキをかける

ものと見なされ、特に木造建築は町中では防災上の問題があるとされてきた。

現在問題視される空き家の多くは古い木造建築だ。古さは経済的価値を低め

るが、文化財の観点からは逆に高い価値をもつ。1996 年に制定された文化

財登録制度は建築後 50年以上の、当時の標準的（普通の）建築や工作物に

も文化財としての価値を認めている。日本の伝統建築は柱や梁が構造材とな

る軸組み工法を基本とする。資材や技術の流通が限られていた時代には、地

域特有の産業、文化、気候風土に適合した技術、工法、様式が発達した。町

家を例にとれば、城下町では京都型の様式

が広がったが、そうでない都市では地域の

固有の民家から発達した様式（在地型町

家）が見られるなど多種多様である。古い

建物に文化的価値があるのは、時代性とも

に古民家がその地域の歴史や特性をさま

ざまに表現しているからでもある。 

文化財保護の変遷－点から面へ：日本の文

化財保護は明治時代、天皇家と関わりの深い地域（京阪神）の古社寺の保護

から始まった。現在の文化財保護法へ変化する過程で、保護範囲は拡大し、

各地の一般民家も1930年代以降に文化財に指定されるようになるが、歴史

的まちなみを形成していた周辺が再開発で姿を変えてしまうことが多かっ

た。こうした変化を憂慮する強い声が、各

地から上がるようになったのは、1960〜70

年代の高度経済成長期であった。保存から

まちづくりを考える民間の全国組織「全国

まちなみ保存連盟」が 1974 年に発足し、

歴史的まちなみを保存する「重要伝統的建

造物群保存地区」（通称「重伝建」）の制度

町中の古い家(町家･新潟市) 

名古屋市緑区有松町の歴史的町並み

(重要伝統的建造物群保存地区) 
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が1975年に生まれた。重伝建制度は、初めて保護対象を点（建物単体）か

ら面（まちなみ）へとひろげた画期的法律である。しかし重伝建地区でも高

齢化が進んで空き家が増加し、また地区外にある古い建物が保存対象になら

ないなどの課題が問題になっている。1996 年にできた文化財登録制度は、

際立ったものを「指定」し保存する従来の制度ではすくえなかった古建築を、

より幅広く守っていこうとする目的で制定された。建物を大切に使い続けた

いと考える所有者や居住者の意志を支援する制度だ。指定文化財に比べ経済

的支援は少ないが、改修の設計費用が補助され、古建築の専門家が関わりや

すくなった。文化財となることで、建物を経済価値だけから見る周囲の目を

変化させる効果も期待されている。 

価値を未来へ伝えるために：伝統建築は職人の技によって作られ、維持管理さ

れてきた。建築産業も工業化が進む現在、伝統技術の継承も難しくなってい

る。保存や修復に関わるときは、地域の建築の文化的価値を理解し、伝統技

術を持つ人々に関わってもらうことで、価値を生かした改修にすることがで

きる。一時的な効果だけでなく、過去を知り、後の時代も見据えた視点を持

つことが重要である。古民家再生やリノベ

ーションを手がける建築家が増加し、各地

の建築士会ではヘリテージマネージャー

を養成し、古い建物の価値を正しく理解す

る建築関係者も増えている。古建築に関わ

る民間組織もさまざまある。景観法、重要

文化的景観、歴史まちづくり法という古い

建物の保存にも関わる法律も 2000年代に

相次いで制定された。まちづくりにおいて、歴史的建築の価値を理解し、未

来へ伝える意味は大きい。目に見える本物の歴史（再現されたり、フェイク

ではないもの）がまちの奥行きを深くし、魅力を深めるのである。 

 

参考図書:『歴史的遺産の保存・活用とまちづくり 改訂版』大河直躬, 三舩康道編著 学芸出版社 2015 

  

町家を改装した店舗(画廊･新潟市) 
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２－２－５－３ 環境、エネルギーとまちづくり 

（北村 稔和） 

（SDGs、エネルギーとまちづくり、省エネ技術について学ぶ） 

1. なぜ環境やエネルギーの視点が大切なのか？ 

近年に入り、環境・エネルギーに対する関心が高まってきている。その最

も大きい要因は地球温暖化問題である。地球温暖化問題とは、温室効果ガス

と呼ばれる二酸化炭素（CO2）やメタン、フロン等が大気中に増加し、熱が

宇宙に逃げる事を遮る事で、気温上昇や気候変動を招く事を言う。 

18 世紀の産業革命以降、石炭や石油等の化石燃料を燃やす事で多くのエ

ネルギーを得る様になった結果、二酸化炭素の排出量が急激に増加したので

ある。地球温暖化は海面上昇や気候変動、それによる洪水や熱波、森林火災

などの災害、海水の酸性化による海洋生物への影響、干ばつ等による農作物

への被害など様々な問題を引き起こすものである。 

このような地球温暖化問題への対策として、我々はまず、使用するエネル

ギー量を減らす事を目指さなければならず、その事が二酸化炭素の排出量を

減らす事につながるのである。 

エネルギー使用量削減を語る上で、建築分野における部分は非常に大きい

ものである。建築した後に使用するエネルギー量についてはもちろんの事、

建築や解体時に使用するエネルギー量についても考慮する事が必要となる。

旧いものを壊し、新しいものを造る（スクラップアンドビルド）際には、こ

れについての意識は必要であり、既存のものを上手く使う事もまた我々には

求められているのである。建築物の省エネルギー化を考える際に重要な事は

トータルで考えるという事である。建物の断熱性や気密性に加え、建材のリ

サイクル性、設備等の省エネ機器、太陽光発電等の創エネ機器、雨水利用な

ど、省エネルギーに繋がる様々な要因を理解し、導入を図る必要がある。 

我々に求められている事は建築から利用、解体に至るまでの長い期間に対

して、広い視野で環境・エネルギーについて考えを深める事が大切である。 

 

2. エネルギーを取り巻く世界的情勢 

➀パリ協定 

国際的な地球温暖化対策の枠組みとして現在用いられているのが「パリ協

定」である。パリ協定は2015年にパリで開かれた、温室効果ガス削減に関
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する国際的取り決めを話し合う「国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21）」

で合意され、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く

保ち、1.5℃に抑える努力をする事、温室効果ガスの削減・抑制目標を定め

る事等が求められている。パリ協定が歴史的にも非常に重要かつ画期的であ

ると言われている点は、途上国を含む全ての参加国に、温室効果ガスの排出

削減の努力を求める枠組みであるという事であり、また各国の削減・抑制目

標は、各国の状況を織り込み、自主的に策定することが認められている。し

かしながら、経済成長とのバランスとなるため、各国の思惑にズレがあり、

協調の足並みが揃わないというのが実情である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②SDGｓ（Sustainable Development Goals） 

SDGｓとは 2015年 9月の国連サミットで採択された「我々の世界を変革

する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、2030年

までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である。17のゴール、169

のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」ことを誓っている。国際社会の普遍的な目標として、発展途上国

のみならず、先進国においても同様に取り組むべきものであり、数多くの企

業や自治体も SDGｓに賛同し、その推進に取り組んでいる。 

建築まちづくりにおいては No.11の「住み続けられるまちづくりを」がポ

イントになるが、廻り回って他の全ての項目に関係する事を理解する必要が

図➀ パリ協定の概要と主要国の削減目標 
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ある。 

③RE100 

RE100とは事業活動で消費するエネルギーを100％再生可能エネルギーで

調達することを目標とする企業が加盟する国際的なイニシアチブを指す。加

盟企業は遅くとも 2050 年までに再生可能エネルギー100％を達成する目標

を設定している。2020年現在、世界では200社以上、日本でも 30社以上が

RE100に加盟している。加盟企業は再生可能エ

ネルギーの設置や再生エネルギー由来の電気

の購入等を行い、RE100の達成を目指している

が、加盟条件を満たす事が出来るのが大企業

に限られる為、中小企業や自治体による同等

の活動を促進する必要がある。 

④ESG経営 

ESG経営とは、「Environmental（環境）」、「Social（社会）」、「Governance

（企業統治）」の 3つの頭文字を取ったものであり、この３点を長期的な視

野に入れた経営がなされている事を言う。投資判断基準として用いられる事

も増えており、2020 年春に改定された機関投資家の行動指針（日本版スチ

ュワードシップ・コード）にも明記されている。その為、近年では ESG関連

企業への投資額が急速な伸びを見せる等、企業の資金調達面にも大きく影響

図② SDGs（持続可能な開発目標） 

図③ RE100ロゴマーク 
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を及ぼしている。 

 

⑤再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、地熱等、地球上で自然に起こる

現象を利用して繰り返し使えるエネルギーの事を指す。それに対して、炭や

石油のような化石燃料、ウラン等はエネルギー源として量に限りがあり、枯

渇性エネルギーと呼ばれる。 

再生可能エネルギーを活用することによって、エネルギー源を輸入に頼らず

に供給でき、枯渇することなく、温室効果ガスの排出量を抑えたエネルギー

を得ることが可能となる。 

特に太陽光発電については一般住宅や店舗、事業所で比較的容易に導入が

可能で、電気代の削減に貢献する為、普及が進んでいる。 

このように温室効果ガスの排出削減や再生可能エネルギーの導入促進は

世界的な潮流とな

っており、今後更

に推進されるもの

である。特に建築・

まちづくりとエネ

ルギー問題とは切

り離せないもので

あり、常日頃より

考慮し続ける必要

図④ ESG経営とは 

図⑤ 枯渇性エネルギーと再生可能エネルギー 
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がある。 

3. 住宅・建築物の省エネ施策 

住宅・建築物の省エネ施策については大きく➀法に基づく規制②省エネ性能

の表示③インセンティブの付与に分けられ、以下に解説する。 

①法に基づく規制 

・省エネ法 

省エネ法は正式名称をエネルギーの使用の合理化に関する法律と言い、1979

年に制定された。改正等を経て、工場や建築物、運輸、機械器具についてエ

ネルギ―使用の合理化に関する措置や電気の需要の平準化等を定めている 

・省エネ基準 

省エネ基準とは建築物のエネルギー消費性能の基準の事であり、省エネ法に

対応し、1980年に制定された。2013年の改正では、外皮性能に加え、設備

性能を含めて省エネ性能を総合的に評価できるよう、「一次エネルギー消費

量」を指標とする基準に大きく変わり、住宅と建築物の基準も一本化されて

いる。 

・トップランナー制度 

トップランナー制度とは、省エネ法により定められた対象機器のエネルギー

消費効率基準を最も高い効率の機器等（トップランナー）の値とする事でよ

りエネルギー効率に優れた機器の開発を促す意図がある。対象機器は幅広く、

自動車、家電のみならずサッシや複層ガラス、断熱材も対象となっている。 

②省エネ性能の表示 

・住宅性能表示制度 

住宅性能表示制度とは2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関す

る法律（品確法）に基づいて運用されている制度の事を言う。現在の評価対

象の必須項目は「構造の安定」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温

熱環境」の4項目であり、それぞれが等級によりランク付けされる。 

・CASBEE 

CASBEE（建築環境総合性能評価システム）とは建築物

の環境性能で評価し格付けする手法の事を言う。省

エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といっ

た環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配

慮なども含めた建物の品質を総合的に評価する事が
図⑥ CASBEE認証票 

 

 



 243 

出来、第三者機関が評価内容を審査し的確であることを認証する制度である

「CASBEE評価認証制度」も実施されている。 

・BELS 

 BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）は 2013

年に非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示の

ための評価ガイドラインが国土交通省において制定

され、第三者機関が非住宅建築物の省エネルギー性

能の評価及び表示を的確に実施することを目的とし

た制度である。2015年に建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律（建築物省エネ法）が公布さ

れ、同法第 7条に図⑦ BELS表示ラベルおいて、住

宅事業建築主その他の建築物の販売・賃貸事業者は、

その販売又は賃貸を行う建築物について、建築物エ

ネルギー消費性能（省エネ性能）を表示するよう努めるものとすると位置づ

けられた。また、2016 年には国土交通省は、建築物のエネルギー消費性能

の表示に関する指針を告示し、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建

築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」（以下「ガイドライン」と

いう。）を告示した。  

③インセンティブの付与 

・フラット３５ 

フラット３５は全国の金融機関が住宅金融支援機構と提携し取り扱う長

期固定型金利住宅ローンの事を言う。低金利で長期間ローンが可能であり、

住宅購入希望者に幅広く対応する事が出来る。融資条件として住宅金融支援

機構が定める技術基準を満たし、物件検査を受ける必要がある。 

・長期優良住宅 

  長期優良住宅とは長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその

構造及び設備に講じられた優良な住宅である事を認定された住宅の事を指

す。長期優良住宅の認定を受けた住宅は補助金、住宅ローンの金利引き下げ、

税の特例や地震保険料の割引等を受けることが出来る。 

 

 このように法律により定められた省エネルギー性能を持った建築物がそ

の省エネ性能を認定、表示される事により、施主・購入者に対してインセン

図⑦ BELS表示ラベル 
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ティブが付与されるという一連の流れが出来つつある。 

4. まちづくりとエネルギー 

・まちづくりにエネルギーは欠かせない 

環境・エネルギーに関する視点は非常に重要であると前項で述べたが、「ま

ちづくり」についてはこの視点を更に活かす事が出来る。例えば、「いえ」

では照明、給湯、冷暖房、キッチン等があり、電気やガス等のエネルギーに

より稼働している。「まち」に目を向ければ、車や電車、トラック等の運輸

用エネルギー、コンビニエンスストアやショッピングモール等の商業用エネ

ルギー、工場や事業所等の産業用エネルギー等が使われている。街路灯やエ

レベーター、自動ドアに至るまで我々の暮らしにはエネルギーが必要であり、

その為、まちづくりを行う際にはこのエネルギーの使用量や使用方法、エネ

ルギーリサイクル等にも注視しなければならない。いくら利便性が高いから

とはいえ、際限なくエネルギーを使うまちには魅力はないのである。現在で

は「いえ」だけでなく「まち」においても省エネルギー化、再生可能エネル

ギーの導入が推進されており、その環境性能がフォーカスされている。 

・ZEH、LCCM 住宅、フェーズフリー住宅 

日本の最終エネルギー消費量の内 14％は家庭部門であり、その省エネル

ギー住宅施策として生まれたのが ZEH（ゼッチ）である。ZEHは「Net Zero 

Energy House (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略称であり、年間

のエネルギー収支がプラスマイナスゼロ以下の住宅の事を言う。経済産業省

では、ZEHは「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設

備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを

実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エ

ネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」と定義される。 

ZEH は 2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以

図⑧ 世帯当たりのｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位と用途別ｴﾈﾙｷﾞｰ消費の推移（「ｴﾈﾙｷﾞｰ白書2019」より抜粋） 
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上を ZEHにすること、そして2030 年までに新築住宅・建築物について平均

で ZEH・ZEB 相当となることを目指すこととされており、今後も省エネルギ

ー住宅施策の中核として普及が進む事が期待されている。 

ZEHの他にも、ZEH＋、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented等、トータ

ルの一次エネルギーの削減率等により細かく規定されている。また、非住宅

建物向けの ZEB（ゼッチ・ビル）、集合住宅向けの ZEH-M（ゼッチ・マンショ

ン）もある。また、ZEHが年間のエネルギー収支をゼロ以下にする住宅であ

るのに対し、LCCM（Life Cycle Carbon Minus）住宅は更に要求基準が高く、

建設段階から運用、解体、廃棄までの住宅の一生の間のエネルギー収支をマ

イナスにする住宅の事を言う。 

ZEH や LCCM 住宅とは基準が異なるフェーズフリー住宅という考え方も存

在する。これは平常時、災害時の２つのフェーズにおいて安心して心地よく

暮らせる住宅の事を言い、エネルギーのみならず、災害対策や復旧までデザ

イン・建築に反映するものであり、近年特に注目されている。 

ここまで省エネルギー住宅の説明を行ってきたが、重要な事はその省エネ

ルギー住宅（ハードウェア）を作る事だけではなく、省エネルギー住宅での

暮らし方（ソフトウェア）を提案する事と考えている。省エネルギー住宅は

一般的な住宅と比べ、コスト負担が大きくなる傾向にある為、なかなか発注

者・購入者の理解を得られないという側面も存在している。 

初期導入費用や省エネルギーによるコスト削減等の金銭面のみにフォー

カスされる事の無いよう、省エネルギー住宅を活用した安心、快適な暮らし

をイメージし、具体化する事で発注者や購入者にその価値を認めてもらえる

図⑨ 低炭素に向けた住宅イメージ 
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事が大切である。 

・スマートタウンへ 

 省エネルギーと安心、快適な暮らしを実現するまちづくりの一つがスマ

ートタウンと呼ばれる。一例として神奈川県藤沢市の Fujisawa SST(サス

ティナブル・スマートタウン)を挙げる。Fujisawa SSTは「コミュニテ

ィ」「モビリティ」「エネルギー」「セキュリティ」「ウェルネス」という５

つのサービス項目を掲げ、「エコ＆スマートはくらし」が持続させていく事

を提唱している。前項にも述べた様に省エネルギーと利便性の両立を実現

した一つの形と言えるだろう。 

 

5. 身近にある省エネ技術 

 最後に比較的導入が容易な省エネ技術を紹介しておく。 

・太陽光発電、電気自動車、蓄電池 

 太陽光発電については ZEH等の一部でも認定要件になっている通り、最

も導入が容易な省エネ（創エネ）技術と言える。近年では FIT法による固

定価格買取価格よりも家庭で使用する電力購入単価の方が高い為、自家消

費型太陽光発電とも呼ばれている。発電した電気をどの様に使うかについ

図⑩ Fujisawaモデル(FujisawaSSTコンセプトブックより抜粋) 
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てのアプリケーション、説明が重要である。発電電力の活用や災害対策と

して電気自動車や蓄電池の採用も急増している。また、導入方法について

も初期投資０円で設置可能なプランも数多く生まれてきており、コストを

増やさず省エネルギー化を可能にする事も可能である。 

 参考までに戸建て住宅の屋根の乗せる太陽光パネルの平均は４ｋW程度

であり、コストとしては100～120万円、初期費用が回収されるのに10～

11年かかるのが一般的である。 

・省エネ家電、HEMS 

 前述したトップランナー制度により省エネ性能基準を満たした省エネ家

電を導入する事も一つの選択肢となり得る。但し、いくら省エネ家電とは

言え、その使い方を誤ってしまえば、無駄なエネルギー使用となってしま

う点について留意が必要である。ホームエネルギーマネジメントシステム

（HEMS）を導入する事により、使用電気量の見える化や一元管理が可能と

なり、より快適で効率の良い暮らしを実現する事も可能になる。 

・高効率給湯器、夜間電力利用 

 またエネルギー使用において大きな部分を占める給湯分野においても対

策を講じる事が必要である。ガスを使用する高効率給湯器、ガスを使用して

発電するエコウィル・エネファーム、電気を使用するエコキュート等がその

代表である。エコキュート等を導入する際には太陽光発電の発電電力による

沸き上げや夜間電力を利用する事によるコストダウンも見込める為、IH ク

ッキングヒーター等の同時導入によるオール電化住宅の提案等も視野に入

れるべきである。 

 これらの機器については導入方法や使用方法により大きく結果が変わる

為、発注者や購入者の立場に立った上で、設計・提案を進める事でより良い

結果をもたらす事が出来るであろう。 

省エネ技術の導入は、コスト面のみならず、利用者の省エネに対する理解

を深める事に繋がる。太陽光発電の発電量が表示パネルで分かりやすく示さ

れるので、家族で環境への興味が増す事は良くある事である。建築・まちづ

くりにおける省エネ技術や機器導入は利用者である発注者の環境への意識

がポイントとなる。この中でまちづくりファシリテーターの役割はその情報

を提供すると共に的確で分かりやすくアドバイスし、無関心→興味→関心→

一緒に考えるの流れを作る事である。  
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２−２−５−４ エネルギーとまちづくりの実践 

（湯浅 剛） 

（実践事例を通して、エネルギーとまちづくりを捉える） 

１. 社会的背景［地球温暖化とエネルギー問題］ 

 日本は、台風による災害が増え、酷暑も当たり前という「気候変動」の時

代に入った。 

そして、その原因といわれる「地球温暖化」への対策は、世界共通の最重要

課題となっている。 

 EUの環境先進国では、CO2排出量を大幅に低減させるため、枯渇エネルギ

ー（石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料）から、再生可能エネルギー（太

陽光、風力、木質バイオマスなど）へと、急ピッチでエネルギーシフトをす

すめながら、同時に火力発電所や原子力発電所などの大規模集中型から、再

生可能エネルギー中心の小規模分散型へとシステムも移行させている。 

 日本でもようやく CO2 排出を抑制するため、環境負荷の少ない再生可能

エネルギーに力をいれ始めているが、EU 先進国に比べると、大幅に立ち遅

れている状況だ。 

 

 ただ最近は、北海道で起きたブラックアウト（大規模停電）や、2019年に

関東を襲った台風による千葉の大停電などによって、一極集中型の大規模発

電システムの弊害があらわとなり、その危機感から、遠い存在だったエネル

ギーが再び市民ひとりひとりにとって身近な課題となってきた。海外に依存

する化石燃料や、原発に頼る日本のエネルギーシステムから、再生可能エネ

化石燃料から再生可能エネルギーへ 地球温暖化の影響（日本） 
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ルギー中心の「持続可能な社会」へと移行させるため、エネルギーとも関わ

りの深い建築や住宅、まちづくりをどのように考えるべきか、筆者の実践を

通じて紹介してみたい。 

 

２． エネルギーと住宅・まちづくり「えねこやの実践」 

 エネルギーの問題、地球の温暖化対策、災害対策というような観点から、

筆者は「一般社団法人 えねこや」を仲間とともに立ち上げた。「えねこや」

とは「エネルギーの小屋」のことで、再生可能エネルギーだけで心地よく過

ごせる小さな建築（＝小屋）を意味する。 

 建物規模を小さくして、高断熱高気密化をはかり、熱のロスを抑えること

でエネルギー消費を減らし、太陽光発電などの再生可能エネルギーだけで十

分自立が可能な建築「えねこや」。 

これを地域に拡げて、そこに集う人たちのつながりやコミュニティーを構築

しながら、エネルギー多消費型の暮らしから、エネルギーに頼りすぎないシ

ンプルな暮らし、持続可能で豊かな省エネルギー型の暮らしへとシフトさせ、

次世代の子どもたちに豊かな未来を手渡すことを目的に活動している。 

 「えねこや」は、平時は地域にひらかれ、人々が集えるカフェや保育スペ

ース、老人が集える空間など、半公共的で多様なコミュニティ空間としての

活用を目指している。一方、災害時には、エネルギー自給、電力供給が可能

なため、地域の小さな防災拠点としても機能する。まちなかに「えねこや」

が点在していけば、役所による公助でなく市民による自助、つまり災害に強

いつながりとコミュニティ、そして災害に強いまちづくりが実現していくこ

とになる。 

 エネルギーをキーワードにした、市民によるボトムアップ型のまちづくり

は、役所に頼るだけでなく、住まい手や市民ひとりひとりが、自ら考え、実

践していくという新たなまちづくりの手法だが、これからはとても重要な選

択肢のひとつになるのでは、と考えている。 

えねこや／点から面への広がり 
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３． えねこや第一号・オフグリッドの「えねこや六曜舎」 

 第一号のえねこや「えねこや六曜舎」は、築40年の古家をスケルトンリ

フォームした筆者の自宅兼事務所だ。増える一方の古家（空き家）をうまく

活用することで、スクラップ＆ビルドから脱却す

る、ひとつのモデルにしたいと考えた。耐震改修

と断熱改修を施し、外材でなく国産スギ材の柱や

梁、フローリングや外壁材、珪藻土などの自然素材や無垢材を中心に、トリ

プルガラスの断熱サッシや木製サッシを活用して、高性能ながら質感豊かで

環境負荷の少ない建築となった。また太陽光発電パネル 3.3kW とフォーク

リフト用の鉛蓄電池を用いて、電力会社からの電線をひかずに、電力自立し

た完全オフグリッド（電力網から外れる＝電力会社の電気を一切使わない）

を実現させた。またガスもひいていないので太陽熱温水器のみで温水をつく

り、冬は無電力の木質ペレットストーブを暖房に活用することで、CO2排出

ゼロの建築となっている。一年に2〜3日やってくる雨続きの日には節電を

意識するが、それ以外は特別我慢することもなく、夏は毎日エアコンを使い、

コピー機や冷蔵庫、コンピューターなども普通に使いながら、気持ちよく仕

事をして暮らしている。夜間や雨の日に電気を使うには、蓄電池が必須だが、

再生可能エネルギーの太陽光発電パネルの実力は相当なものだと実感して

いる。 

 建築中に、珪藻土ワークショップや、人力井戸掘りワークショップなど、

楽しい企画を考え、多くの人に関わってもらうことができた。参加者それぞ

れの記憶に残ることで、コミュニティー形成の一助になるでのはないかと考

えた。また完成後に仕事をしながら、地域の人たちや若者、子供達むけの見

えねこやカフェのイメージ 

えねこや六曜舎／オフグリッドシステム えねこや六曜舎の外観（太陽光発電と太陽熱温水器） 
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学会や、エネルギーや建築関連のセミナーやイベントなどを継続的に開催し

ているが、その時には、住まいや暮らし、まちづくりなど、多様な質問を受

けることも多く、独立した立場の建築士や建築家は、地域で本当に必要とさ

れているのだなと改めて強く感じた。 

 一方、見学会やイベントなどを継続して開催してきてわかったのは、参加

するのは環境やエネルギー、建築に興味のある人たちが中心であるというこ

と。つまりこれらに関心のない人たちは来ないし、えねこやの存在も知らな

いままということだ。 

４． 「移動式えねこや」をつくって街に出る 

 エネルギー問題や、えねこやの活動について、興味のない人たちにも知っ

てもらうため、街に出かけていける木製のトレーラーハウス「移動式えねこ

や」をつくることにした。またせっかくの機会なので、ワークショップにし

て、製作段階から多くの人に関わってもらい、広報活動と新たなコミュニテ

ィ構築の手がかりにしようと考えた。 

 移動式えねこやの製作では、まず運搬エネルギーの軽減や環境負荷の軽減、

日本の森林保全などのため、地産地消と自然素材にこだわって材料選定を行

った。構造や仕上げに東京多摩産のスギ材を、開口部には青森県産スギの木

製サッシ、断熱材には北海道産針葉樹の木質繊維系断熱材を、また仕上げに

は柿渋などの日本の伝統的な塗料を活用し、ほぼ国産材で構成することがで

きた。 

 設計を筆者が担当し、電気工事と屋根工事、シャーシ（車台）の製作はプ

ロに任せたものの、それ以外の小屋部分をつくるのは全員が素人というかな

り実験的な試みとなった。調布の深大寺さんにご協力いただけることとなり、

左官ワークショップ 人力井戸掘りワークショップ 
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４月の毎週土曜日に全４回のワークショップを深大寺の境内をお借りして

開催することに。企画段階からクラウドファンディングによって、ワークシ

ョップ参加者と寄付を同時に募ることを始めたのだが、新聞や WEB などの

メディアが興味を持ってくれたこともあり、より広範な広報活動を行うこと

ができた。ワークショップ自体は基本的に小屋作りなのだが、再生可能エネ

ルギー、小屋（タイニーハウス）、DIYなど、いくつものキーワードが含まれ

ていたこと、チラシを楽しげな雰囲気の可愛いイラストで構成したこともあ

ってか、多くの人に興味をもっていただき、たくさんの寄付が集まり、のべ

２００人を超える参加者にも恵まれた。 

ワークショップの１回目は「建て方」。あらかじめ製作しておいた壁パネル

を、床パネルの上にたてこむ作業を行い。屋根のフレーム設置までを行っ

た。何もなかったところに、一挙に小屋が現れるドラマティックな展開

だ。２回目は、断熱材の挿入と室内の壁天井と外壁に板を張る作業。３回

目は柿渋の塗装と階段製作、屋根に太陽光発電パネルを設置する作業など

を行なった。最終となる４回目は、蓄電池を設置した後、６０人を超える

参加者が見守るなか、点灯式は無事成功となり、お披露目会を開催して楽

しいひと時を過ごした。 

 今回は深大寺という多くの人が訪れる場所でワークショップを行えたの

で、たまたま通った多様な人たちの目に触れるというメリットはひじょうに

大きかった。 

 ワークショップは、なるべく多くの人に伝わる広報力、そして多くの人の

移動式えねこや・ワークショップのチラシと開催の様子 
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目に触れる場所で行うことが重要だが、最も大事なポイントは「楽しそう！

面白そう！」そんな企画を考えることだと思う。 

今回の「エネルギー×小屋×DIY」のように、「まちづくり×エネルギー×〇

〇〇〇」といったキーワード設定が、広がるかどうかのポイントかもしれな

い。 

 

５. エネルギーもまちづくりも「自分ごと」に！ 

 移動式えねこやが完成した後、さまざまな場所に牽引して運んで行き、再

生エネルギーの実力、断熱気密の重要性、地産地消の自然素材の役割、そし

て「えねこや」の展開による災害に強いまちづくりなどについて説明を行い、

多くの人が共感を持ってくれている。木製のトレーラーハウスは目立つので、

つい中に入りたくなるし、ロフトもあるので、子どもたちは何度も登ったり

降りたりと楽しそうだ。 

 また、移動式えねこやの中で、子どもたち向けに「地球を救う作戦会議」

というゲームを行うこともある。これは地球温暖化対策の手段について、発

電やエネルギーのステージ、建築や住宅のステージ、そして暮らしのステー

ジと、３つのステージに分けたクイズに答えて、正解すれば木を植えられる

というゲームだ。楽しみながら学び、自分で考えるきっかけになってくれれ

ば良いなと思っている。 

 

 「エネルギー」は遠い存在だと感じる人は多い。「まちづくり」も同じで

はないか。市民ひとりひとりが、エネルギーやまちづくりを、他人任せにし

て、国や自治体、企業などに依存し続けていれば、世の中は何も変わらない。

エネルギーを自給する「移動式えねこや」 移動式えねこやを活用したイベント 
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逆に言うと、市民ひとりひとりが、エネルギーやまちづくりを「自分ごと」

として考えるようになれば、確実に世の中は良い方向に変わっていくはずだ。

最初から諦めることなく、まずは自分たちで楽しく、さまざまな小さなこと

から実践してみることが大切である。それを少しづつ広めていけば、実践者

や共感者も増え、エネルギーもまちづくりも、より良い方向に変わっていく

だろう。まずは知ること、そして実践すること、これを繰り返していくこと

によって必ず道はひらけるはずだ。 

６． まとめ 

 グローバルな視点では、地球環境を守り持続可能な社会を構築すること。

ローカルな視点では、より多くの市民が理想とする「まち」を自ら考え、議

論し、つくりあげていくことが、「まちづくり」本来のあるべき姿だと考え

る。一人でも多くの市民が参加し、意見をかわし、本質的に必要なものを考

える場（＝ワークショップ）を設けること。そして、その求められるものが

何なのかを整理し、専門知識とコミュニケーション能力を活かして、多様な

情報提供を行うのが建築士や建築家の役割でもある。また今後のまちづくり

において重要なテーマとなるエネルギー問題にも、ある程度精通しておくこ

とが必要だ。 

 まずは多種多様な市民が参加したくなるような楽しいワークショップを

考えること。もしかしたら近い将来、楽しいまちづくりのワークショップを

考え企画する力も、建築士や建築家の重要な職能のひとつになるかもしれな

い。 

 

小学校で総合学習の授業に出動 移動式えねこや内で「地球を救う作戦会議」を開催 
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２−3 

  動画教材 

（概要） 
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２−３ 動画教材 

 

２−３−１ 動画教材概要 １ 

 

□タイトル：「建築から街へーまちづくりファシリテーターとは何か？」 

 

□講師  ：連 健夫 

 

□分野/内容・狙い： 総合 

     まちづくりファイシリテーターの概要を理解する。 

 

□本 数/時 間：１本 合計 19 分 50 秒 
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２−３−2 動画教材概要 2 

 

□タイトル：「都市計画の変遷と住民参加の重要性都市計画の変遷 

と住民参加の重要性」 

 

□講師  ：野澤 康 

 

□分野/内容・狙い： 都市計画 

都市計画の歴史の中での住民参加、専門家、ファシリテーターの役割を理解する。 

 

□本 数/時 間：４本 合計 ４６分２秒 

 

 

①：7 分 24 秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

②：８分２秒 
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③：１８分３７秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④：１１分５９秒 
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２−３−３ 動画教材概要 ３ 

 

□タイトル：「まちづくりファシリテーターのコミュニケーションスキルと実践」 

 

  □講師  ：松村 哲志 

 

  □分野/内容・狙い： 都市計画 

   まちづくりファシリテーターのコミュニケーションスキルと実践を理解する。 

 

  □本 数/時 間：３本 合計 ３３分５８秒 

 

   ①：９分１０秒 
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   ②：８分４１秒 

        

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③：１６分７秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 261 

２−３−４ 動画教材概要 4 

 

  □タイトル：「目標イメージ共有のためのワークショップ」 

 

  □講師  ：阿部 俊彦 

 

  □分野/内容・狙い： 合意形成ワークショップ 

   まちづくりの目的に応じた手法、参加対象者や募集の方法、実践スケジュールの立て

方を理解する。 

 

  □本 数/時 間：４本 合計 ６１分５９秒 

 

   ①：６分２０秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：１３分４８秒 
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   ③：３１分２９秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④：１０分２２秒 
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２−３−５ 動画教材概要 5 

 

  □タイトル：「目的に応じた合意形成の手法・プロセス」 

 

  □講師  ：連 健夫 

 

  □分野/内容・狙い： 合意形成ワークショップ 

   まちづくりの具体的手法を学ぶ、自己紹介、合意形成、街歩き、KJ 法、コラージュ

の方法を理解する。 

 

  □本 数/時 間：２本 合計 ３９分４４秒 

 

   ①：２３分３１秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：１６分１３秒 
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２−３−６ 動画教材概要 6 

 

  □タイトル：「自然災害にそなえる事前復興まちづくりの方法論」 

 

  □講師  ：市古 太郎 

 

  □分野/内容・狙い： 修復・防災・エネルギー 

   事前復興まちづくり訓練、防災やフェーズフリーデザインを理解する。 

 

  □本 数/時 間：４本 合計 ６６分１３秒 

 

   ①：１５分５８秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：２１分３９秒 
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   ③：２１分３８秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④：６分５８秒 
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２−３−７ 動画教材概要 7 

 

  □タイトル：「建築・まちづくり実践と建築士の役割」 

 

  □講師  ：三井所 清典 

 

  □分野/内容・狙い： 建築デザイン 

   建築とまちづくりとの関係を事例を通して学ぶ。 

 

  □本 数/時 間：４本 合計 ６０分２６秒 

 

   ①：１３分５８秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：１９分３１秒 
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   ③：１１分２３秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④：１５分３４秒 
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２−３−８ 動画教材概要 8 

 

  □タイトル：「建築設計における参加のデザイン」 

 

  □講師  ：連 健夫 

 

  □分野/内容・狙い： 建築デザイン 

   建築設計における参加型の設計プロセスを事例を通して学ぶ。 

 

  □本 数/時 間：２本 合計 ４７分２１秒 

 

   ①：２４分３７秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：２２分４４秒 
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２−３−９ 動画教材概要 9 

 

  □タイトル：「実践 参加型デザインによる実例見学」 

 

  □講師  ：連 健夫 

 

  □分野/内容・狙い： 建築デザイン 

   参加型の設計プロセスによってできた事例を訪問、見学し、利用者へのヒアリングを

含め、学ぶ。 

 

  □本 数/時 間：２本 合計 ３８分１２秒 

 

   ①：１７分５０秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：２０分２２秒 
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２−３−１０ 動画教材概要 10 

 

  □タイトル：「リノベーションまちづくりの動きと実践」 

 

  □講師  ：連 勇太郎 

 

  □分野/内容・狙い： 建築デザイン 

   リノベーションとは何か？まちづくりとの関係、事例を通して学ぶ。 

 

  □本 数/時 間：３本 合計 ５３分４７秒 

 

   ①：８分５３秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：２１分４０秒 
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   ③：２３分１４秒 
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２−３−１１ 動画教材概要 11 

 

  □タイトル：「実践 リノベーション技術・実習」 

 

  □講師  ：連 勇太郎 

 

  □分野/内容・狙い： 建築デザイン 

   リノベーションの演習課題を行い、それを通して、スキルの習得と共に留意点を学

ぶ。 

 

  □本 数/時 間：３本 合計 ４１分８秒 

 

   ①：１２分２４秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：１２分５９秒 
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   ③：１５分４５秒 
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２−３−１２ 動画教材概要 12 

 

  □タイトル：「自然環境・エネルギーを取り巻く状況とまちづくりとの関係」 

 

  □講師  ：北村 稔和 

 

  □分野/内容・狙い： 修復・防災・エネルギー 

   SDGsとまちづくりの関係、エネルギーとまちづくり、省エネ技術について学ぶ。 

 

  □本 数/時 間：２本 合計 ２８分５３秒 

 

   ①：１２分１０秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：１６分４３秒 
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２−３−１３ 動画教材概要 13 

 

  □タイトル：「実践 エネルギーとまちづくりの実践」 

 

  □講師  ：北村 稔和 

 

  □分野/内容・狙い： 修復・防災・エネルギー 

   オフグリッドの実践事例を通して、エネルギーとまちづくりを捉える。 

 

  □本 数/時 間：２本 合計 ２５分３３秒 

 

   ①：１１分４６秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：１３分４７秒 
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２−３−１４ 動画教材概要 14 

 

  □タイトル：「耐震化、不燃化、インスペクションの実際」 

 

  □講師  ：向田 良文  

 

  □分野/内容・狙い： 建築デザイン 

   インスペクション、耐震化と不燃化の技術、方法、助成制度の仕組を、木造、RC

造、S造の構造別に理解する。 

 

  □本 数/時 間：３本 合計 ３７分３４秒 

 

   ①：１３分８秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：１０分３４秒 
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   ③：１３分５２秒 
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２−３−１５ 動画教材概要 15 

 

  □タイトル：「演習 修復実例見学」 

 

  □講師  ：大倉 宏 

 

  □分野/内容・狙い： 修復・防災・エネルギー 

   保存、修復事例を訪問、見学する。可能であれば関係者からの説明を受け現状の課題

を理解する。 

 

  □本 数/時 間：２本 合計 ４３分３９秒 

 

   ①：１４分１１秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：２９分２８秒 
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２−３−１６ 動画教材概要 16 

 

  □タイトル：「建築と不動産、エリアマネージメントとをつなぐ基礎知識」 

 

  □講師  ：高橋 寿太郎 

 

  □分野/内容・狙い： 不動産・経営・税金 

   建築と不動産、経営、税金について理解する。 

 

  □本 数/時 間：３本 合計 ４２分１秒 

 

   ①：１０分２０秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：１４分２５秒 
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   ③：１７分１６秒 
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２−３−１７ 動画教材概要 17 

 

  □タイトル：「宅建士に学ぶストックを活かすマッチング術」 

 

  □講師  ：田中 裕治 

 

  □分野/内容・狙い： 不動産・経営・税金 

   今後の不動産業、宅建士の役割、マイナス不動産の活用を学ぶ。 

 

  □本 数/時 間：３本 合計 ４１分３２秒 

 

   ①：１２分５７秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：１３分２９秒 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

  



 282 

 

   ③：１５分６秒 
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２−３−１８ 動画教材概要 18 

 

  □タイトル：「人口減少社会における空き家・空き地という課題」 

 

  □講師  ：饗庭 伸  

 

  □分野/内容・狙い： 都市計画 

   空き家空き地の現状、問題点と課題、その解決策、行政の対応や助成制度、担い手に

ついて学ぶ。 

 

  □本 数/時 間：３本 合計 ５４分３８秒 

 

   ①：１７分８秒 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   ②：２３分４秒 
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   ③：１４分２６秒 
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２−３−１９ 動画教材概要 19 

 

  □タイトル：「見学 事例見学」 

 

  □講師  ：饗庭 伸  

 

  □分野/内容・狙い： 都市計画 

   空き家空き地の活用事例の見学。 

 

  □本 数/時 間：１本 合計 １６分２３秒 
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２−４ 

  広報資料 
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【２−４ 広報資料】 

２−４−１ イラスト「まちづくりファシリテーターとは？」 

         2019 年度調査からまちづくりファシリテーターは現在、まちづくりにおいて必

要な職能であるがまだまだ一般には普及していない部分もあることがわかりました。

それを受けて受講生や一般の方々にもわかりやすくその役割、効果、可能性などを 
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表すイラストを作成しました。この資料は右側に「まちづくりファシリテーターがい

ないまち」、左側に「まちづくりファシリテーターがいるまち」が描かれています。実

務者や行政の方々からのヒアリングを元に描かれており、単に広報資料としてだけで

なく、現在のまちの問題点とその解決手法まで描かれた教材としても使用できるもの

となっています。 
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２−４−２ 講座リーフレット 

    受講生に講座内容、講座の意義を伝えるために講座リーフレットを作成しました。

このリーフレットは A３二つ折り（A４サイズ）で作成され、下記に示すものの内側 
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に前ページにて紹介したイラストを配置しています。講座の内容とともにまちづくり

ファシリテーターとは何かについて理解を深める内容となっています。 



 292 
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２−5 

 運   用 

マニュアル 
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【５−１ 運用マニュアル】 

 

  ２−５−１ はじめに 

      当運用マニュアルは「まちづくりファシリテーター養成講座」を各教育機関で実施す

るにあたり、各教育機関での状況、目的、地域の特性に合わせて効果的に講座の実施を

行い、「まちづくりファシリテーター」として、ある一定以上の質を確保するとともに

広く柔軟に教育にあたっていただくために作成しています。また、この養成講座開発の

テーマでの地域に根差しながら「時間・距離・人」に左右されない新たな学びのための

ガイドランでもあります。よく読んだ上で参考にしていただき、その上で有効と思われ

る新たな教育方法へのチャレンジなど積極的な提案を推奨するものであります。ぜひ、

JCAABE 事務局にご連絡いただき、ご相談をいただければと思っております。 

 

  ２−５−２ 育成する人材像と教育目的・方向性のポイント 

      講座を組み立てるにあたり、その前段階として、まず育成する人材像とその教育目的

を再度確認しておきましょう。この講座は細部にわたり目的達成のためのさまざまな工

夫をしております。そのためにもぜひご確認ください。 

 

    ○まちづくりファシリテーターとは？ 

    まちづくりファシリテーターとは「空き家・空き地」「防災」「地域活性化」「福祉の

充実」「人口減少」「担い手不足」など地域における様々な課題に対して、住民の声を

まとめたり、行政や専門家と共に、まちづくり活動をスムーズに進める役割を担い、

住民、市民、行政、企業と協働してまちづくりを進めることができる建築の専門性を

持つ人材です。 

     ※開発報告書P２８８ イラスト「まちづくりファシリテーターとは？」参照 

     ※JCAABEホームページ文科省への提出P R動画参照 

        https://jcaabe.org/facilitator/ 

   JCAABE HP「文科省への提出PR動画」  イラスト「まちづくりﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰーとは」 

 

 

 

 

 

 

 

○まちづくりファシリテーターと養成講座の教育目的・方向性のポイント 
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まちづくりファシリテーター養成講座では特に以下の二つにポイントを置き、教育

を行います。 

 

     T型人材増：目的を持ったコミュニケーション力の育成。 

      ○幅広い知識と提案できる専門力。 

       ・ビジネスから法律に至るまでの幅広い内容。 

       ・プロフェッショナルなテキスト執筆者。 

       ・わかりやすいですテキスト構成、幅広く深い参考文献。 

      ○提案できるコミュニケーション能力。 

      ○更なる専門家に繋ぐ能力。 

      ○先行して育ちつつある社会福祉分野地域リーダーと 

繋がり、要求に応える建築の専門性を持った人材へ。 

 

    Attitude：素養（態度＋知識・スキル）の育成。 

      ○多様な人と話ができるコミュニケーション力を持った態度。 

       ・Attitude（態度）を育成する実践（体験学習・経験学習） 

        →実践：事例見学、演習、合意形成ワークショップ、 

まち歩きフィールドワーク演習 

      「時間・距離・人」に左右されない教育方法の模索 

        →動画講義、webの利用などに加え能動的学習を取り入れ 

         全国どこでも実施することができる教育方法を模索開発 

 

 

T

A

Technic  &  Theory
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  ２−５−３ シラバスと運用 

    ○カリキュラム・シラバス 

まちづくりファシリテーター養成講座のカリキュラム・シラバスを次に示します。基

本は前期１５コマ、後期１５コマで構成されます。１コマ 1.5時間で全３０コマの合

計 45時間とします。各分野・領域毎に、講義で知識を得た後に、実践として演習・

見学を位置付け、理解が深まりやすい構成としております。 

 

   ◇全体構成 

    まちの諸問題に対応し多くの専門家との協働することを目的に幅広い分野で構成し

ております。同時に合意形成・ワークショップの手法を網羅することで住民からの要

望を形にし、更なる専門家へのつなげ、協働してまちづくりをおこうことができる力

を育成します。 

  ※は実践授業を想定する。 

 

      ◇講義と実践の関係と位置づけ、ロールプレイング。 

    本講座では全体の約半数である 14 コマに実践を用意しています。先にも述べた深

く能動的な学習を行うとともに実務に直結する実践的な教育を意識しています。特に

実践、演習や合意形成ワークショップは今後、実際に住民、市民と行うことを意識し

ながら受講者同士で行う研修準備として位置づけ、ロールプレイングの手法を取り入

れております。そのことも意識して全体の前半に合意形成のための手法習得の講義、

演習を用意しており、その後の演習においてもそこで学んだ手法を存分に使い、住民

と共に演習を行なっていることを意識できるように受講者にアナウンスしましょう。

受講者にそのことを十分、理解してももらうことが重要です。 

■A：建築・デザイン 

12.建築設計における参加型のデザイン 

13.参加型デザインによる実例見学 ※ 

14.リノベーションまちづくり概論 

15.リノベーション技術・実習 ※ 

18.インスペクション・耐震化・不燃化

概論 

19.演習※ 

■B：都市計画 

2.都市計画における住民参加とファシリ

テーターの役割 

3.まちづくりファシリテーターのコミュ

ニケーション力 

4.コミュニケーション技術演習※ 

8.地域特性を活かす規制や法律 

26.空き家空き地活用概論 

27.事例見学※ 

■C：合意形成・ワークショップ 

5.まちづくりの手法① 

6.まちづくりの手法② 

7.ワークショップ演習（KJ 法・ｺﾗｰｼﾞｭ）

■D：不動産・経営・税金 

22.建築と不動産 

23.演習※ 

24.今後の不動産業、宅建士の役割 

25.演習※ 

■E：修復・防災・エネルギー 

9.事前復興まちづくり 

10.事前復興まちづくり演習※ 

11.建築･まちづくり事例講義 

16.エネルギーとまちづくり 

17.エネルギーとまちづくりの実践※ 

20.保存・修復とまちづくり 

21.修復実例見学※ 

■総合 実際のまちづくり活動等への体験学習（地域の実情で柔軟に設定） ※ 

■総合 

1.まちづくりファシリテーターとは何か 

28.まちづくりフィールドワーク①※ 

29.まちづくりフィールドワーク②※ 

30.まちづくりフィールドワーク③※ 
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まちづくりファシリテーター養成講座カリキュラム・シラバス 

前

期 

15

コ

マ 

分野・領

域 

番号 実践 プログラム名 内容・狙い 

総合 1 

 

 まちづくりファシリテ

ーターとは何か 

まちづくりファシリテーターの概要を理解す

る 

B、 

都市計画 

2 

 

 都市計画における住民

参加とﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの役割 

都市計画の歴史の中での住民参加、専門家、

ファシリテーターの役割 

3 

 

 まちづくりﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ—

のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 

まちづくりファシリテーターのコミュニケー

ションスキルと実践 

4  

 

※ 

WS 

コミュニケーション技

術演習 

ロールプレイやディベイトを通してコミュニ

ケーションのスキルを習得する 

C、 

合意形成 

ワークシ

ョップ 

5  

 

 まちづくりの手法① まちづくりの目的に応じた手法、参加対象や募集の

方法、実践スケジュールの立て方を理解する 

6  

 

 まちづくりの手法② まちづくりの具体的手法を学ぶ、自己紹介、合意形

成、街歩き、KJ法、コラージュの方法を理解する 

7  

 

※ 

WS 

ワークショップ演習

（K J法・コラージュ） 

KJ法、コラージュを実際に行い、プロセスと

留意点を学ぶ 

B、 

都市計画 

8  

 

 地域特性を活かす規制

や法律 

なぜまちづくりにルールが必要なのかを含

め、地域特性を活かすルール、規制や法律、

まちづくり条例について学ぶ 

E、 

修復・防

災・エネ

ルギー 

9 

 

 事前復興まちづくり 事前復興まちづくり訓練、防災やフェーズフ

リーデザインを理解する 

10  

 

※ 

演習 

事前復興まちづくり演

習 

事前復興まちづくりワークショップの演習 

11  

 

 建築・まちづくり事例

講義 

建築とまちづくりとの関係を事例を通して学

ぶ 

A、 

建築 

デザイン 

12  

 

 建築設計における参加

型のデザイン 

建築設計における参加型の設計プロセスを事

例を通して学ぶ 

13  

 

※ 

見学 

参加型デザインによる

実例見学 

参加型の設計プロセスによってできた事例を訪問、

見学し、利用者へのヒアリングを含め、学ぶ 

14  

 

 リノベーションまちづ

くり概論 

リノベーションとは何か？まちづくりとの関

係、事例を通して学ぶ 

15  

 

※ 

見学 

リノベーション事例見

学 

リノベーションの先進事例について見学を通

して学ぶ 
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まちづくりファシリテーター養成講座カリキュラム・シラバス 

後

期 

15 

コ

マ 

分野・領域 番号 実践 プログラム名 内容・狙い 

E、 

修復・防

災・エネル

ギー 

16  

 

 エネルギーとまちづく

り 

SDGsとまちづくりの関係、エネルギーとまちづく

り、省エネ技術について学ぶ 

17  

 

※ 

見学 

エネルギーとまちづく

りの実践 

オフグリッドの実践事例を通して、エネルギーとま

ちづくりを捉える 

A、 

建築 

デザイン 

18 

 

 インスペクション・耐

震化・不燃化概論 

インスペクション、耐震化と不燃化の技術、方法、

助成制度の仕組を、木造、RC造、S造の構造別に理

解する 

19  

 

※ 

演習 

演習 インスペクション、耐震化と不燃化の技術を用いた

演習を行う 

E、 

修復・防

災・エネル

ギー 

20  

 

 保存・修復とまちづく

り 

保存、修復とまちづくり、歴史的建築物と近代建築

の保存、指定・登録、利活用 

21  

 

※ 

見学 

修復実例見学 保存、修復事例を訪問、見学する。可能であれば関

係者からの説明を受け現状の課題を理解する 

D、 

不動産・ 

経営・税金 

22  

 

 建築と不動産 建築と不動産、経営、税金について理解する 

23  

 

※ 

演習 

演習 建築と不動産、経営等を捉えて、演習を行う 

24  

 

 今後の不動産業、宅建

士の役割 

今後の不動産業、宅建士の役割、マイナス不動産の

活用を学ぶ 

25  

 

※ 

演習 

演習 不動産業の初歩的実務の演習を行い、その特徴と留

意点を学ぶ 

B、 

都市計画 

26  

 

 空き家空き地活用概論 空き家空き地の現状、問題点と課題、その解決策、

行政の対応や助成制度、担い手について学ぶ 

27  

 

※ 

見学 

事例見学 空き家空き地の活用事例の見学 

総合 28  

 

※ 

まち歩き 

まちづくりフィールド

ワーク実習① 

まち歩きのコメントが入ったビデオを見て、まちの

読み取り方を学び、各グループでまち歩きを行う 

29  

 

※ 

まち歩き 

まちづくりフィールド

ワーク実習② 

発表（グループ別でスマホ撮影したもの）とディス

カッション 

30  

 

※ 

まち歩き 

まちづくりフィールド

ワーク実習③ 

提案グループ 修正版グループ 
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    ○具体的なカリキュラム運用案の作成に向けて：運用案作成のポイント 

       具体的な運用案、講義予定を作成する際には前述のシラバスを基本にして地域に根差

した運用を各教育機関の状況にあわせて実施することを想定しております。各教育機

関での状況、受講生のニーズなどを考慮しながらこれから挙げるポイントに沿って組

み立てを行うことで目的達成ができる講座となる様に行なってください。 

 

     ◇運用の基本的な考え方 

   「多くの人に耳を傾けてプランを提案できる態度(Attitude)」を育成することを考え

て下記のポイントを十分に理解して運用案の作成を行なってきださい。 

 

   MEMO 態度（Attitude）と暗黙知 

    態度(Attitude)は実践知という暗黙知の一つ、もしくはそれらを支える原動力の一

つとして捉える考え方があります。暗黙知はエキスパートへの熟達を支える知識でも

あり、その獲得には一般的な言語化できる知識（形式知）と異なり、経験学習を中心

とした学習が効果的だと考えられています。経験学習を効果的に進めるためにはある

条件があり、それらを効果的に行うことがO J T研究の世界でも現在進行中で論じら

れております。 

 

    ◇ポイント 

１_講義と関連した実践をセットで運用し、効果的に行うことが重要です。 

 

   ２_効果的に学習をすすめるために講座全体でコルブの経験学習モデルを意識した運

用を様々な段階で意識して行う様にしましょう。 

経験→省察→概念化→試行 のスパイラルを意識した構成。 

 

    D・コルブ 経験学習モデルより 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

経験 
Coccrete Experience 

具体的な経験をして 

自ら気づく 

省察 
Reflectivve observation 

経験を多様な視点から 

振り返りを行う 

試行 
Active Experimentation 

新しい場面で実際に試してみる 

概念化を元に次の経験的試行へ 

概念化 
Abstract Conceptualization 

理論的な整理、他ケースをしり 

概念化・持論化する 
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さらに一歩進んだ考え方を前ページ右図のコルブの経験学習モデル（改）に示しま

す。充実した経験学習を積み重ねていくとその学習が螺旋状にプロ（専門家）とし

てのベクトルを持って進んでいくと考えられます。今回の講座ではプロとしてのベ

クトルは「まちづくりファシリテーターの人材育成目的」を意識して運用を行なっ

てください。具体的な運用としては下図の様に講義と実践を適度な間隔で実施する

ことで経験学習モデルのサイクルを構成することを意識して組み立てましょう。小

さなサイクルが積み重なることで大きなサイクルとなり、全体としてあるベクトル

を持った Attitudeを醸成する意識を持って構成してください。 

     ◇日本工学院専門学校 2020年度 後期開始時の運用より 
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３_YWTシート 
：（Y何をやったか？W何がわかったか？T次にそれをどう活かすか？シート） 
それらをより不可学びとする為に省察・概念化を補助するための振り返り方法とし
て自宅学習で次回までにYWTシートを作成してくることを宿題とします。 

 
※YWTシートとは「何をやっ
たか？」「何がわかったか？」
「次にそれをどう生かすか？」
をシートにまとめ振り返るも
の。OJTにおける研修などで
用いられる振り返り方法。 
※出展：kikakulabo.com 
 
 
 

実践の次の回で講義の前の 10 分程度を使ってこの振り返りのディスカッションを

行う、もしくは自宅学習にて振り返りシートを作成し、質問を受け付けるなど能動性

を高めることを行いましょう。これにより家で自分なりに考えて（省察）まとめる（疑

念化）することを意図しております。 

 

４_ 講義順について 

        講義の順番についてはこれらの意図を理解した上で学習効果が維持できる様にしな

がら各教育機関が柔軟に行うことを心がけてください。特に後半の幅広い内容に対応

した各論（14回以降）については入れ替えなどを行うことも可能です。それよりも

幅広い項目全てに学習、経験を行うことが重要と考えます。 

 

    ◇まとめ課題「まちづくりフィールドワーク演習」のポイント 

まとめの課題として「まちづくりフィールドワーク演習」が用意されています。こ

れは全体の学習効果を高めるために最後に用意されており、まち歩きを通して「た

から」と「あら」を発見し、分析、提案する実践的な課題であります。出題、制作、

発表と３段階ありますが出題から発表まで十分な時間を確保することをおすすめし

ています。授業の入れ替えなど行い課題出題を早めるなどの工夫をして組み立てを

行ってください。 

※集中講義で行う場合、イベント的に行う場合など、そのための仕掛けを行い実施

することも可能です。 
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      ７_オンライン（web）とリアルの融合 

動画講義、オンライン(web 会議)システムなども運用上の構築を行う上で大きな

助けとなると思います。これらの特性を実証記録の結果などもからよく理解し、リ

アル・オンライン(web)を融合することで効果的でかつスムーズな運用を行う様に

してください。 

 

６_熟達化のために：経験学習を深いものへと導く条件と意識 

運用においては受講者の人数・特徴・現状などを把握し、適切な運用に向けた方法

を用いてください。学習効果はシラバス・運用・方法・教材・教員そして学生がそれ

ぞれ同じ方向を向いて適切な状況で進めることで得られるものと捉えましょう。準備

はする時には「学生に任せる緩さ」も成長と深い思考を促します。特に Attitudeの

醸成には大切なことであると考えましょう。 

    熟達化のためにはいくつかの条件が揃うことでより深く充実した学習が進み、ます。

可能であればこれらの条件を参考にして講座の構築を行ってください。 

 

①コルブの経験学習サイクルを意識した構成とし、それぞれがある程度の学習機会

に恵まれるようする。 

②経験の際に多様な状況に触れ合えることは学習にプラスとなることが多い。 

 特に先行熟達者（先輩、先生など）に触れ合える機会を作ることは学習に効果的

です。またゲスト講師を招くことも学習促進につながります。 

③そのふれあいの機会はできる限りアンフォーマルな状況下（off JT）で行われる

方が体系的な整理、気づきの促進につながります。そのためにも学生同士、学生

と先生が何気なくこれらの学習に触れ合える機会を設けることが重要です。 

   →用意されたものでない学習（有意義な隙間）の促進。 

           ワークショップなどの実践をその機会ととらえ、充実した余裕となるように構成

するよう意識しましょう。 

    ④時には先行熟達者が「一緒にやる」ことが重要な学びとなることも意識し、実践

においては一緒に学ぶ感覚を持つことも講師が意識すると良いでしょう。 

    ⑤講師と学習者の感覚の共有が学習促進のキーとなります。「わざ言語」（熟達者が

感覚共有のために使う言葉）の学習効果も意識して、学として不正確でなければ

感覚を伝えることも意識してみましょう。 

 

  学習は楽しいものです！講師も学習者も一緒に楽しむ授業構成を目指しましょう！ 
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２−５−４ モデルカリキュラム 

     これまでの前期後期３０コマ運用するカリキュラムとともに３種類、合計４種類の運用

をモデルカリキュラムとして作成しました。これらも参考にして各教育機関での実状も

考えて組み立ての方向性を選んで運用いただければと思います。 

 

    ○Aパターン（シラバス参照） 

   全体講習期間：一年間 15週 × ２（前期１５コマ＋後期１５コマ） 

   建築教育の一科目として運用を行うパターン。 

 

○Bパターン（次頁以降 運用案 Bパターン参照） 

全体講座期間；半年間（実質約2ヶ月（７.５週）×２_合計４ヶ月） 

半年間で前期後期３０コマを行う運用。 

基本は９０分授業を週２コマ、曜日を決め午後などの授業にまとめて行うことを想定。 

 

○Cパターン（次頁以降 運用案 Cパターン参照） 

全体講座期間：１ヶ月（２週×２） 

前期１５コマを２週間、後期１５コマを２週間、全体を１ヶ月で行う集中講義形式。 

長期の休みや学校によっては９月や２月に設定されている特別週で実施予定。 

前期・後期を分けて適宜実施することも可能。 

 

○Dパターン（次頁以降 運用案 Dパターン参照） 

全体講座期間：２週間（１週×２） 

前期１５コマ、後期１５コマをそれぞれ１週間程度、全体２週間で行う運用。 

合宿的な運用となり、かなり密度ガ高く、受講者への負担もある程度大きいが短期間

での習得ができる特徴を持っています。 

 

    ○組み合わせについて 

       上記のパターンを各地域・学校の状況に応じて組み合わせて運用を行なってください。 

   組み合わせ例 

前期：Aパターン１５週で実施  ＋ 後期：Cパターン集中講義で実施 

       （４月から７月）           （夏休み 集中講義） 

 

       これに加えて動画教材の利用など柔軟かつ効果的に講座を行うことができる講座で

す。新たな運用や方法も効果があれば柔軟に取り入れていくことを想定しており、地

域に密着しながら「時間・距離・人」に左右されない新たな学びを目指しましょう。 
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    ○Bパターン （2021年前期金曜日午後を想定） 

 

2021年前期　金曜午後を想定

FRI FRI FRI FRI FRI

4月9日 4月16日 5月7日 5月14日 5月21日

1 3 振り返り（YWT) 7 9

3 5

2 4 6 振り返り（YWT) 10

4 8

FRI FRI FRI

5月28日 6月4日 6月11日

振り返り（YWT) 13 振り返り（YWT)

3 11 14

12 15

4 予備

見学移動の場合

2021年前期　金曜午後を想定

FRI FRI FRI FRI FRI

6月18日 6月25日 7月2日 7月9日 7月16日

18 振り返り（YWT) 振り返り（YWT) 26 １７・２１・２７

3 22 16

19 23 20

4

FRI FRI FRI

7月23日 9月3日 9月10日

振り返り（YWT) 29 30

3 24

28

4

演習科目 振り返り（YWT）

※３０のみ発表会形式にて特別な授業として行う運用も検討

演習 演習 保存・修復とまち

づくり

まちづくりフィー

ルドワーク実習③

まちづくりフィー

ルドワーク実習①

今後の不動産業、

宅建士の役割

まちづくりフィー

ルドワーク実習②

（①短縮し②を延長

する運用を推奨）

リノベーション技

術・実習

インスペクショ

ン・耐震化・不燃

化概論

空き家空き地活用

概論

・エネルギーとま

ちづくりの実践

（見学）

エネルギーとまち

づくり

建築と不動産

地域特性を活かす

規制や法律

事前復興まちづく

り

事前復興まちづく

り演習

・修復実例見学

・空き家空き地活

用事例見学

リノベーションま

ちづくり概論

○Bパターン　１：全体講座期間；半年間（２ヶ月（７.５週）×２）運用

昼休

昼休

昼休

建築・まちづくり

事例講義

建築設計における

参加型のデザイン

参加型デザインに

よる実例見学

まちづくりファシ

リテーターとは何

か

都市計画における

住民参加とﾌｧｼﾘﾃｰ

ﾀｰの役割

まちづくりﾌｧｼﾘﾃｰ

ﾀｰ―のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力

コミュニケーショ

ン技術演習

昼休

まちづくりの手法

①

まちづくりの手法

②

ワークショップ演

習（K J法・コラー

ジュ）
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    ○Cパターン １ （2021年夏休み前半の 2週間集中講義で実施を想定） 

 

 

  

2021年7月26日（月）〜8月6日（金）を想定

MON Tue Wed Thu Fri

7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日

1 3 振り返り（YWT) 7 振り返り（YWT)

1 5 8

2 4 6

2

3

4

MON Tue Wed Thu Fri

8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日

9 振り返り（YWT) 振り返り（YWT) 15

1 11 14

10 12 13

2

3

4

演習科目 振り返り（YWT）

昼休

まちづくりの手法②

事前復興まちづくり リノベーション技

術・実習建築・まちづくり事

例講義

リノベーションまち

づくり概論

事前復興まちづくり

演習

建築設計における参

加型のデザイン

参加型デザインによ

る実例見学

昼休

都市計画における住

民参加とﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの

役割

コミュニケーション

技術演習

○Cパターン　１：前期１５コマ　２Weeks（全体１ヶ月） 運用

まちづくりファシリ

テーターとは何か

まちづくりﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ

―のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力

ワークショップ演習

（K J法・コラー

ジュ）

まちづくりの手法① 地域特性を活かす規

制や法律



 306 

    ○Cパターン ２ （2021年夏休み後半の 2週間集中講義で実施を想定） 

 

 

2021年9月13日（月）〜9月24日（金）を想定

MON Tue Wed Thu Fri

9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日

1

16 振り返り（YWT)

2 20

17 振り返り（YWT) 21 振り返り（YWT) 振り返り（YWT)

3 18 22 24

19 23 25

4 予備 予備

見学移動の場合 見学移動の場合

MON Tue Wed Thu Fri

9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日

28 振り返り（YWT) 30

1 29

振り返り（YWT)

2 26

27

3

4 予備

見学移動の場合

演習科目 振り返り（YWT）

※状況によっては３０を期間をとって発表会形式も運用可能

○Cパターン　2：後期１５コマ　２Weeks（全体１ヶ月） 運用

昼休

エネルギーとまちづ

くり

昼休

ネルギーとまちづく

りの実践(見学） インスペクション・

耐震化・不燃化概論

演習

保存・修復とまちづ

くり

修復実例見学

敬老の日 まちづくりフィール

ドワーク実習①

事例見学

秋分の日

演習

今後の不動産業、宅

建士の役割

演習

空き家空き地活用概

論

まちづくりフィール

ドワーク実習③

建築と不動産

まちづくりフィール

ドワーク実習②

（①短縮し②を延長

する運用を推奨）
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○Dパターン １（2021年夏休み全班１週間集中講義で実施する想定） 

 

前期　2021年7月26日（月）〜8月6日（金）を想定

MON Tue Wed Thu Fri

7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日

1 振り返り（YWT) 振り返り（YWT)

1 11 14

2 振り返り（YWT) 振り返り（YWT) 12 15

2 5 8

3 6 9 13

3

4 7 10

4 予備

見学移動の場合

演習科目 振り返り（YWT）

事前復興まちづくり

演習

建築・まちづくり事

例講義

建築設計における参

加型のデザイン

参加型デザインによ

る実例見学

リノベーション技

術・実習地域特性を活かす規

制や法律

事前復興まちづくりまちづくりﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ

―のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力

コミュニケーション

技術演習

まちづくりの手法①

まちづくりの手法②

ワークショップ演習

（K J法・コラー

ジュ）

○Dパターン　：前期１５コマ　１Weeks（全体２Weeks） 運用

昼休

まちづくりファシリ

テーターとは何か リノベーションまち

づくり概論

都市計画における住

民参加とﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰの

役割
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○Dパターン ２（2021年夏休み後半１週間集中講義で実施する想定） 

 

 

 

2021年9月13日（月）〜9月24日（金）を想定

MON Tue Wed Thu Fri

9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日

18 振り返り（YWT) 17

1 16

19 20 21 24

2

振り返り（YWT) 26 27 25 29

3 22

23 振り返り（YWT)

4 予備 28

見学移動の場合

MON Tue Wed Thu Fri

9月20日 9月21日 9月22日 9月23日 9月24日

1

2

30

3

4

演習科目 振り返り（YWT）

まちづくりフィール

ドワーク実習②

（①短縮し②を延長

する運用を推奨）

○Dパターン　2：後期１５コマ　１Weeks（２Weeks） 運用

インスペクション・

耐震化・不燃化概論

エネルギーとまちづ

くりの実践（見学）
振り返り（YWT)

エネルギーとまちづ

くり

演習 保存・修復とまちづ

くり

今後の不動産業、宅

建士の役割

昼休

空き家空き地活用概

論

演習

修復実例見学

空き家空き地活用事

例見学

敬老の日 秋分の日

昼休

まちづくりフィール

ドワーク実習③

建築と不動産

演習

まちづくりフィール

ドワーク実習①
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  ２−５−５ 方法：web利用のポイント 

     本講座は「時間・距離・人」に左右されない学習方法の模索をテーマに掲げており、積

極的に動画教材による講義、web会議システムを活用した演習授業を実証講座の段階か

ら行なってきました。各講義、各実践に関する詳細な活用方法に関しては次の単元に譲

るとして本項では全体として講座運用に有用な方法やツールについて簡単な説明を行い

ます。 

 

○リアルとwebの融合に向けて 

本事業実証講座で実際に行われた授業の形式は以下の３つであります。このほかにも

「リアルを中心とした授業」含め、その他のツールでの展開も考えられるのでこれらを

参考にしてリアルとwebの融合による新たな学びを取り入れた充実した講座としても

らいたいと思っています。 

 

◇A_全ての人がwebでつながる。 

 
 ポイント 

①_制作もグーグルスライドなどを使い学生がweb上で制作を行います。 

②_手書きの場合はスケッチをスマートフォンなどで撮影→貼り付けを行います。 

  ③_ある程度webへの慣れも必要であり、徐々に課題の難易度を上げてまとめ課題

へと導いいてく必要があります。 
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［参考例］日本工学院専門学校まとめ課題中間レビュー 

（zoomm ブレイクアウトルーム） 

 

［参考例］新潟工科専門学校、日本工学院専門学校合同授業 

 事前復興まちづくり演習（zoom ホワイトボード）」 
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◇B_講師：webでつながる。 

      学生：リアル 

 

ポイント 

①_制作は現地でリアルに行えるためこれまでの授業での経験が活かしやすいです。 

②_手書きのスケッチなど導入しやすく、学生の盛り上がりも大きいと感じます。 

  ③_ゲスト講師なども招聘しやすく、これまで招きにくかった先行熟達者を多く招き

やすい特徴があります。 

 ［参考例］麻生建築＆デザイン専門学校 事前復興まちづくり演習 
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◇C_講師：webでつながる・ 

      学生：リアル ＋ web 

  

ポイント 

①_本事業実証講座においても学生たちより、自然発生的に起こったスタイル。 

②_授業準備は音声トラブルの関係から最も難しいという意見があります。 

③_マイクの本数を絞ってリアルを中心に行うことがポイントとなります。 

［参考例］麻生建築＆デザイン専門学校 まとめ課題製作風景 

 

  ［参考例］新潟工科専門学校 まとめ課題制作風景 
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    ○web会議システム：zoom 

       本事業の実証においては zoomを使用して実証講座を実施しました。実証講座の開

始された 2020年 10月現在、ブレイクアウトルーム機能が活用できる有効なツー

ルが zoomであったことが選択した理由です。本運用マニュアルにおいては実証講

座使用した zoomについて記載します。なお、2020年末にGoogle meetにおい

てもブレイクアウトルーム機能が新設されましたがGsuiteなどに限られ、同一アカ

ウント登録が必要とされることからも現状では zoomが適したツールの一つである

と考えられます。また、本マニュアルでは詳細なツールの説明は各アプリケーション

やサービスのマニュアルに任せるものとし、どのような場面で使用が可能かなどにつ

いて解説するものであります。 

 

◇zoom ブレイクアウトルーム 

     本講座の実践（演習・合意形成ワークショップ・まち歩き演習）を前述の A、B、

C の方法で実施する際に有効なツールです。Zoomではブレイクアウトルームとい

う小分けの会議室を設定できます。演習をグループで取り組む際に取り組む人数の

グループの数を設定し、グループでの取り組み開始時にブレイクアウトルームを開

けることでグループセッションを開始することができます。また右下の図のように

ホストは各ブレイクアウトルームの参加状況を見ることができ、参加人数のところ

にカーソルを置くと各ブレイクアウトルームに参加することが可能です。先行熟達

者である講師が参加することは経験学習を促進するために有効な方法であるので限

られた時間になると思いますがうまく参加することをお勧めすします。 

   

    ・ブレイクアウトルームの設定       ・ブレイクアウトルームへの参加 
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ポイント 

    ①人数が多い演習の場合ブレイクアウトルームに指定を行うことに時間がかかるこ

とがあります。各参加者に決まった班の名前に zoom参加 ID名を変更してもら

うなどの工夫をするなど、リアルなワークショップで名札を用意するとスムーズ

にいくことと同じようにスムーズな進行への工夫をしましょう。 

    ②複数のブレイクアウトルームをめぐる場合３つ程度までは複数のデバイスを使っ

て参加をする方法があると思います。ただし、参加がより難しくなりますのでシ

ンプルに時間を決めて各ブレイクアウトルームを回る方が良い参加ができること

があるので注意してください。（3分ずつ各ブレイクアウトルームをめぐる等） 

    ③チャット機能で全体にアナウンスすることも可能なので適宜進行を促しましょ

う。 

 

◇zoom ホワイトボード 

         実践では記録を行うことは重要になります。同時に講座としてのアウトカムを把

握する方法として記録は重要なツールとなります。そこで活用できるのは zoom

のホワイトボードです。Zoomの共有からホワイトボードという参加者が自由に

書き込むことができる白紙を立ち上げることができます。このツールをリアルの授

業でグループディスカッションを行う際のホワイトボードや模造紙に見立てて書き

込みを行い、提出をしてもらいましょう。この機能を使用するためには各参加者に

共有を可能にしておく設定が必要になりますので注意をしてください、 

 

 

     ・ホワイトボード立ち上げの共有画面 
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    ・学生か実際に提出した作業中のホワイトボード 

 

ホワイトボードの提出は下図、ホワイトボードツールの一番右の保存によって PNG

形式などで保存可能です。 

   

 

         ・ホワイトボードツール 

 

      ポイント 

        ①記入する色も変えられるのでリアルでポストイットの色を変えるように誰の発言

かなどもうまくわかるように各受講生同士での色の分担などをしましょう！ 

    ②zoomの機能の一環で使用できるのでこの後、解説を行うGoogle スライドなど

に比べて比較的習得に時間がかからず行えるという利点があります。 

    ③２枚目の用紙を立ち上げるためには一度、記録してから閉じる必要性があるため

複数のテーマを議論するために工夫が必要になります。 

    ④色の数に限りがあること、テキスト入力機能がGoogle スライドに比べて使いに

くさがあることなどのウィークポイントもありますので後半の演習（インスペク

ション演習、建築と不動産演習、宅建士演習、まちづくりフィールドワーク演習

など）を行うには向かない面もあります。 
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○プレゼンテーション作成ツール：Google スライド 

web を利用して演習を実施する際のもう一つのツールとして Google スライドを使

用しました。このアプリケーションはGoogleが提供するweb上でのプレゼンテーシ

ョン作成ツールです。この後、説明するGoogle Classroomとの相性もよく、無料で

取得できるため本事業の実践、特に後半の演習を実施する際に使用したので解説を行い

ます。 

 

    ◇Google スライド 

   実践の記録、グループワークを行う際の提出物の制作を web 上で行うツールとして

Google スライドを活用しました。このアプリケーションはGoogleが提供するweb

上で使用するプレゼンテーションソフトでテキストの書き込み、絵を描くこと（直線、

フリーハンド、図形など）、写真の貼り込みなどを行えるものです。web上で google

が提供しているのでこの後に解説するクラス管理を行っているGoogle classroomと

の相性もよいアプリケーションです。受講者がweb上で一斉に使用できること、その

紙面上の作業状況をリアルタイムでグーグルドライブから、講師が閲覧可能であるので

ワークショップなどの演習においては便利なツールです。機能、使い勝手はマイクロソ

フトのパワーポイントと同じであり、馴染みやすい面もありますが zoom を繋がなが

ら立ち上げてもらう必要性があり、多少の慣れが必要であるので段階的に作業内容を高

度にして受講者のステップアップを促すなどの工夫が必要と考えられます。 

 

 

   ・Google スライド スタート画面  
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    ・Googleスライドの画面 

   A：ツール 以下のツールがあり、ある程度のスケッチなどは描くことができます。 

 

      テキスト 文字を書くことができます。       写真の貼り付け 

 

      図形描画               線の描画（直線、フリーハンド） 

 

   B：ここにスライドを増やしていくことが可能。複数枚の提出に適しています。 

 

      ポイント 

        ①zoomホワイトボードよりもより多様な表現が可能であるが高度。 

     下記のような運用を意識してスムーズに導入できるように心がけること。 

     前半の合意形成手法の習得：zoomホワイトボード。 

     後半の提案をしていく演習：Googleスライド。 

    ②フォーマットを作成して与えておくことが可能。 

    ③アプリケーションを使いこなすための訓練を要するのでフォーマットを段階的な

学習となるように設定する必要があります。 

④綺麗にまとまる反面、手書きスケッチに比べ住民の意見を引き出すようなスケッ

チになりにくいこともあります。手書きスケッチを貼り付けるなどの工夫も必要

です。 

A:ツール B:スライド 
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      ※下図のように徐々にフォーマットの部分を少なくしていき、自由度を高める工夫 

 

        ・インスペクション演習 フォーマット 

 

   ・宅建士演習 フォーマット 

 
    ・建築と不動産演習 フォーマット 
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      下記の様にまとまった絵を提案しやすい反面、綺麗すぎて住民の意見を引き出す場合

には下図２段目の様な手書きの方が意見を引き出しやすいという特性があります。適宜、

手書きスケッチの貼り込みなども使用することもお勧めします。 

 

   ・Googleスライドでまとめられた学生作品_綺麗、まとまっている、見やすい 

 
   ・手書きスケッチの学生作品_住民の想像力を掻き立てる力がある。 
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◇CamScanner：手書きを貼り付ける便利アプリ 

        手書きを貼り付ける際に一工夫で仕上がりが全く 

    違ったものになってきます。CamScannerは無料 

    のスマホアプリ。これを使うとスマートフォンの 

    カメラがスキャナーになってくれます。これらの 

    アプリを事前に学生にアナウンスして希望者に任意 

      で使用できるようにすると良いしょう。なお、有料 

    版もあるので注意が必要です。 

               

 

 

            左写真はスキャン中の画面。このように範囲を 

    指定してその部分をスキャンできます。 

    下の写真がスキャンした画像です。 

     中間色の補正も自動でしてくれるので綺麗に 

     手書きを画像にすることが可能です。 
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○クラス管理ツール：Google classroom 

      Googleがweb上で提供するクラス管理のアプリケーションです。実証講座では課題

の出題、資料の提供などの受講クラスの管理を行いました。動画講義の配信などでも使

い方次第で管理が用意となるツールです。 

 

       ・Google classroomのクラスのスタート画面 

 

       ・授業管理画面。講義日ごとに資料提供、課題出題などを管理ですることが可能。 

     事前の投稿予約もできるので事前の準備次第で適宜資料や課題を提供できます。 
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       ・クラスルーム課題出題画面。課題の説明なども記載することができます。 

 

 

 

      ・クラスルームの課題提出物管理画面。提出物管理も行うことができます。 
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       ・クラスルーム 資料提供画面。動画などを学生が閲覧のみの使用しかできない様に

設定して資料提供も可能です。 

 

      ポイント 

        ①クラスルームは事前予約投稿が可能であるので綿密な授業準備が可能です。 

    ②資料配布や課題出題が管理しやすい反面、ついつい資料、課題を出しすぎてしま

いがちです。適度なバランスをとって行う様にしましょう。 

    ③提出管理について提出とともに提出完了ボタンを受講者が押す必要があります。

そのため提出しているのに完了が行われず確認できないケースも生じます。管理ツ

ールだけに頼らず、Google ドライブから中身を確認できますので合わせて確認を

行うことをお勧めします。また、受講者とのコミュニケーションを疎かにせずに受

講者から確認を取ることも忘れないようにしてください。 
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○レスポンスペーパー・YWTシート：Google Form 

      Googleがweb上で提供するサービスの一つ。Google クラスルームから課題出題に

使用することができ、データを csv 形式にて回収することができるので課題の採点な

どに便利なアプリケーションであります。選択、自由記述など解答方式を選べることも

ありレスポンスペーパーや YWTシートを課題として出題することに使用しました。 

 

   

・レスポンスペーパー 

 レスポンスペーパーは各授業の質問、 

意見、感想などを２００字から３００字で記載

するレポート課題。全ての講義、実践において

実施。その授業を集中して聞き、その回の振り

返りを行ってもらうために授業時間終了時に

回収を行いました。 

 

 

 

 

 

・YWTシート（前述参照） 

実践の振り返りを行うために宿題として 

出題。 

振り返りを促すことでさらなる深い学習の 

 促進を狙っています。 
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２−５−６ 講義 

     講義は以下の動画講義を用意しています。担当講師は事前に全て見た上で授業を行う様

にしてください。 

       

    ○講義動画 

   ・第 1回 まちづくりファシリテーターとは何か        連 健夫 先生 

   ・第 2回 都市計画における住民参加とファシリテーターの役割 野澤 康 先生 

   ・第 3回 まちづくりファシリテーターのコミュニケーション力 松村 哲志先生 

   ・第 5回 まちづくりの手法①                阿部 俊彦先生 

   ・第 6回 まちづくりの手法②                連 健夫 先生 

   ・第９回 事前復興まちづくり                                市古 太郎先生 

   ・第 11回 建築・まちづくり事例講義            三井所清典先生 

   ・第 12回 建築設計における参加型のデザイン        連 健夫 先生 

   ・第 14回 リノベーションまちづくり概論          連 勇太朗先生 

   ・第 16回 エネルギーとまちづくり             北村 稔和先生 

   ・第 18回 インスペクション・耐震化・不燃化概論      向田 良文先生 

   ・第 22回 建築と不動産                                    高橋寿太郎先生 

   ・第 24回 今後の不動産業、宅建士の役割          田中 裕治先生 

   ・第２６回 空き家空き地活用概論              饗庭 伸 先生 

    ※第８回「地域特性を活かす規制や法律」松本昭先生、第20回「保存・修復とまち

づくり」渡邊研司先生についてはご本人のご希望もあり未収録です。教科書を使

用して講義を行うことを検討するとともにゲスト講師による講義も検討してみて

ください。 

これらの動画教材は15分から30分程度を目安に分割して構成することで受講生が見

やすい様に工夫されています。 

 

 

    ○動機付けと質疑 

   講義の視聴前には教員が十分に動機付けを行う様にしてください。どのような背景や

社会状況からこのような講義になっているかを少しだけ熟達者としての目線を話すだ

けでも深い学びへと誘うきっかけになる可能性があります。また、終了後に質疑応答を

行い経験学習サイクルが回っていく様に意識した授業運用をしてください。質疑は特に

webでの授業では出にくいものです。事前にテーマを決めておき、逆に学生を指名して

みることも学習の需要なポイントになると思いますので試みてみてください。 
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○反転授業：オンライン動画講義を生かす深い学びを誘発させるための手法 

   十分に授業への能動性が確保されている少人数（２０名以内）が受講生の場合、反転

授業を行うことも動画講義の利点を十分に活かして学習を深める一つの方法であると

考えられます。 

 

通常の授業 

授業（講義） →  自宅学習（振り返り） 

 

反転授業 

自宅学習（オンライン動画講義） → 授業（ディスカッションや振り返り） 

 

オンライン動画講義は学生にとっていつでもどこでも学習をすることができるとい

う特徴を持っています。また、一方で教員にとっては動画を視聴してもらうので制作

にかかる手間と時間を除けば省力化のメリットがあります。しかし一方で動画講義は

手軽な反面、深い思考と学習に繋がりにくく、わかったつもりとなってしまう恐れが

あるものです。そこでオンライン動画講義の特性を生かし、かつ、深い学びを行うた

めの方法として反転授業が挙げられます。通常、授業した内容を自宅学習で復習する

という順番を反転させ、自宅であらかじめ収録された講義を視聴し、授業においてそ

れにまつわるディスカッションを行う方法です。 

オンライン講義は手軽で耳あたりがよく、流れてしまいがちなものである、わかった

つもりを防止するための手法でありますので条件が整えば導入を検討することをお勧

めいたします。 

 

ポイント：反転授業のデメリット・課題 

・ディスカッションについては２０名以下の授業が望ましい。 

・学習者の学習習慣、モチベーションに依存する傾向があります。 

・オンライン教材の制作に手間と時間がかかります。 

・ディスカッションテーマにより深い学びが得られるか？影響するため 

   講師自身のスキルを充実させる必要があります。 

 

 

  反転授業の際のディスカッションについて幾つかの例を資料としてあげます。 

  参考にしてください。 
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      ◇第 1回・第 2回ディスカッションテーマ 例 麻生建築&デザイン専門学校 

           「視聴した動画を簡単にポイントを発表してみよう！」 

      視聴した動画について簡単に内容をまとめてポイントを発表してみよう！  

       １_序章「まちづくりファイシリテーターとは何か？」  連健夫先生 

       ２_「都市計画の変遷と住民参加の重要性」      野澤康先生 

     その上で 

      テーマ「まちづくりファシリテーターに必要な力は何でしょうか？」 

        資料でお配りしたイラストを参考に議論してみよう！ 

      グループ分けは適宜とする。 

基本を教室グループと zoomグループの二つで行います。 

 

      ◇第 11回、第 12回ディスカッションテーマ 例 麻生建築&デザイン専門学校 

     テーマ 1  三井所清典先生講義 

「建築士（建築家）が果たした多様な役割、方法についてあげ、 

それらについての効果や良い点についてあげて整理してみよう！」 

テーマ２ 連健夫先生講義 

「参加のデザインについて、その効果や良い点についてあげて 

整理してみよう！」 

     これらのテーマについてこれまで習得した K J 法の手法を用いてグループディ

スカッションを行い、まとめ、発表を行ってみよう！ 

 

   ◇第 14回ディスカッションテーマ 例 麻生建築&デザイン専門学校 

     テーマ 「リノベーションについて良い点と問題点を挙げて整理してみよう！」 

      これらのテーマについてこれまで習得した K J 法の手法を用いてグループデ

ィスカッションを行い、まとめ、発表を行ってみよう！ 

 

   ◇第 16回ディスカションテーマ  例 麻生建築&デザイン専門学校 

    テーマ１_「まちづくりにおける省エネルギーの可能性について」 

     ・講義で出てきたエネルギーに関する手法でコミュニテイに使えそうな手法、こ

れから使いたい手法などあったらあげてください。 

     ・その効果はどのようなものがあると思いますか？ 

テーマ２_「今後、どのように取り入れていくべきでしょうか？」 

 

  ※演習、合意形成ワークショップがある場合、それらがディスカッションの代わりとす

ることで学習を深めるように運用していってください。 
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２−５−７ 実践 

    実践は「事例見学」「演習」「合意形成ワークショップ」「まち歩きフィールドワーク演習」

の４種類、合計１５コマが用意されています。実践的なプログラムである本講座の重要な

部分でもあります。特に演習や合意形成ワークショップ、まち歩きフィールドワークは、

今後、実際に住民、市民と行うことを意識しながら受講者同士で行う研修準備として位置

づけ、ロールプレイングによる学習であることを意識して行う様に受講者にも十分にアナ

ウスして実行するようにしてください。 

  

    ○事例見学 

      設計者など熟達者とともに事例を一緒に見学している様に撮影された以下の動画を用

意しております。 

 

   ・第 13 回 参加型デザインによる実例見学          連 健夫 先生 

   ・第 15 回 リノベーション事例見学             連 勇太朗先生 

   ・第 17 回 エネルギーとまちづくりの実践          北村 稔和先生 

   ・第 21 回 修復実例見学                  大倉 宏 先生 

   ・第２７回 空き家空き地 事例見学             饗庭 伸 先生 

 

      ポイント 

       ・見学動画は広く全国の先進的事例を見ることができるという良い点があります。 

       ・事例の経緯の解説、設計となどを設計者はじめとした熟達者と一緒に巡っている擬

似体験をできる様に作成されています。 

・クライアントや関係者のインタビューなどなかなか聞くことができない貴重な話

も入っているので有効に活用してください。 

・空間や雰囲気を感じ取ることも重要な学習になります。通常の速度で再生すること

を勧めてください。 

・リアルに訪れることから得られるものとは違った異なる特徴があります。可能であ

ればリアルな見学体験も併用することを検討し、訪れてみることも勧めてください。 

 

    ○演習 

      演習は 2020年度実証講座において日本工学院で行った課題表を添付します。運用も

含めて十分に理解した上で実施する様にしてください。また、実践報告書も参考にして

ください。 
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      ◇事前復興まちづくり演習 
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◇インスペクション演習 
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 334 

      ◇宅建士 演習 
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     ◇建築と不動産 演習 
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    ○合意形成ワークショップ 

   合意形成ワークショップはこの後に行う予定の演習、まち歩きフィールドワーク演習

の基本となる実践になります。前半に行う様にしてください。 

2020 年度実証講座において日本工学院で行った課題表を添付します。運用も含めて

十分に理解した上で実施する様にしてください。また、実践報告書も参考にしてくださ

い。 

 

      ◇コミュニケーション技術演習 

    最初に行う演習となります。この後の実戦での態度の基礎的な内容となりますので

丁寧に実施する様にしてください。特にwebで行う場合は受講生の状況を鑑みて人

数を２０人以下にするなどして実施することを検討してください。まずはコミュニケ

ーションしてく態度を身につける第一歩とすること、役割分担や各自がグループメン

バーの意見を引き出す感覚を経験できる様に気を配ってください。時には講師自身が

受講生たちと一緒に参加することが受講生の能動性のきっかけになることがありま

すので意識して行ってください。 
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     ◇コミュニケーション技術 演習 
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     ◇ワークショップ 演習 
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○まち歩きフィールドワーク演習 

     この課題はまとめの課題として 3 回に渡って行われる課題です。課題出題からの時間

を十分に考慮して実施してください。 

本マニュアルにおいては 2020 年度に日本工学院で実施した実証講座での課題表、資

料を添付します。運用も含めてよく理解して組み立てる様にしてください。 

 

 

  ポイント 

   ・発表会はできる限り地域住民や行政の方などにみていただけるようにしつらえる様

にしてください。 

   ・多種多様な意見、発表を聞くことも重要な学習となります。Webなどを利用して幾

つかの地域、学校を結んで発表を行うとなお効果的であると思います。 

   ・グループは５から７名程度のグループを想定してください。あまり人数が多いと実

践としてあまり意味がいないものになってしまうことがあります。設定は十分に気

をつけて行ってください。 

   ・投稿された動画に対して、また、中間レビューでの発表後に各グループは積極的に

意見を話し合うことを推奨します。単に自分たちの提案を進めるだけでなく、多く

の考え方に触れることも重要な学習になります。講師はそのことも考慮した立て付

けを考えてください。 

   ・この課題は決して作品としての完成度を求めるものではありません。まちの資源と

しての「たから」、問題点としての「あら」を発見し、それに対して皆で話し合い協

働して提案を行うことができているかが大きな評価のポイントになることを十分理

解して行う様にしてください。 

   ・最終的な目的は実際には住民と市民と一緒にこのようなまち歩きフィールドワーク

実習行うこと、その場で協働できることが目的になります。それらの前提を十分に

考慮して意識的にロールプレイングを行うつもりで実施することを推奨してくださ

い。 
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  ２−５−８ 判定 

 

     本講座の合格判定は以下を基準として判定を行ってください。 

 

  ・基本、以下の全てを提出すること 

   １_レスポンスペーパー       

 ２_Y W Tシート 

   ３_提出物 

   

・同じ回のレスポンスペーパーと YWT シートに関しては十分に振り返りを行って

いる内容であればどちらか一方の提出でも可とする。 

  

 ・提出物の採点にあたってはまちづくりのエキスパート（熟達者である JCAABEま

ちづくり適正建築士）が行う様にしてください。 

      

  ・病欠など欠席があった場合、一部であれば動画講義の視聴を改めて自分で学習を行

い、後日レスポンスペーパーの提出を認めるなどアウトカム重視の柔軟な対応をし

て、内容重視で合否を判断する様にしてください。 

 

  これらの資料をもとに充実した講座を行い住民と協働することができる人材育成を行う

ことが最大の目的であります。 
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